
　　

き二言鴇

　　　　

　　　　　　　　
　
　

　

　　　

　
　　　　　　　

　

　　
　

′（惣一紙）

　　　　　　

関係 法令等の 定め

　

１

　

地方自治法

　　　

地方自治法１００条１４項本文は、 普通地方公共団体は、 条例の定めるところ

５

　　　

により、、その議会の議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部

　　　

として、 その議会における会派又は議員に対し、 政務活動費を交付することがで

　　　　　　　　　　　　

、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　

，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

、

　　

きる旨を定める。 同項ただし書は、 上記の場合において、 当該政務活動費の交付

　　　　　　　　　　

、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

，

　　

の対象、 額及び交付の方法並びに当該政務活動費を充てることができる経費の範

囲は、 条例で定めなければならない旨を定める。

，ｏ

　　

２

　

本件条例 （町田市議会政務活動費の交付に関する条例 （平成１３年町田市条例

　　

第１７号）｝

　　　

（１） 平成２，７年町田市条例第４６号による改正前のもの （以下 「改正前条例」 と

．

　

」

　

い う，。 乙 ３ １）

　　　

ア

　

１条 （趣 旨）

，５

　　　　　　

この条例 は、 地方自治法１００条１′４′項及び１５項の規定に基づき、 町田

　　

、

　　　　　　　　　　

′

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

’

　　　

、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

／

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ー

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

，′

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

′

　　　　

市議会議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、

　　　　　

議会における会派に対し政務活動費を交付することに関し必要な事項を定め

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ー

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

●

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

●

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

‐

　　　　

る ものとする。

　　　

イ

　

２条 （交付対象）

２ｏ

　　　　　　

政務活動費は、 町田市議会における会派 （所属議員が１人の場合を含む。

　　　　

以 下 「会派上一という。） に対 して交付する。

　　　　

ウ

　

３条 （交付額及び交付の方法） １項

　　　　　

政務活動費は、 各自１日 （以下 「基準日」 という。） における会派の所属議

　　　

， 員数に月額６万円を乗じて得た額を４月 から９月まで及び１０月から翌年３

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　

′

２５

　　　　　

月 ま での 区分による期 間 ごとに交付する。

　　　

エ

　

５条 （政務活動費を充てることができ－る経費の範囲）

２６６



　　　　　

政務活動費を充てることができる経費は、 市政に関する調査研究活動、 広

　　　　

報広聴活動等 （以下 「改正前政務活動」 という。） に要する経費とし、 町田市

　　　　

規則で定める使途基準 （後記３（１）イ） に従って使用するものとする。

　　　

オ

　

６条 （経理責任者）

　

．

　

、

５

　　　　

‐ 会派は、 政務活動費に関する経理責任者を置かなければならない。

　　　

力

　

７条 （収支報告書の提出）

　　　　　

げ） １ 項

　　　　　　　

政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者は、 政務活動費に係る収入

　　　　　

及び支出の報告書を作成し、
．当該政務活動費に係る領収書を添えて議長に

Ｉｏ

　　　　　　

提出 しなけれ ばならない。

　　　　

”） ２項

　　　　　　　

１項に規定する収支報告書は、前年度の交付に係る政務活動費について、

　　　　　

毎 年 ４月 ３０日までに提出しなければならない。

　　　

キ

　

８条 （残余金の返還）

Ｉ５

　　　　　　

政務活動費の交付を受けた会派は、 その年度において交付を受けた政務活 「

動費の総額から、 当該会派がその年度において市政に関する調査研究活動、

　　　　　

広報広聴活動等に要する経費として支出した総額を控除して残余があるとき．

　　　　　　　　　　

′

　　

，

　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　

・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

　

，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　

・

　　　　　

は、 当該残余の額に相当する額の政務活動費を返還しなければならない。
・

　　　

（２） 平成２７年町田市条例第４６号による改正後のもの（平成２８年４月１日か

２ｏ

　

＼

　　　

ら施行。 以 下 「改正後 条例」 という。 甲２の１）

　　

ア

　

１条から３条ま で、 ６条一

　

７条２項

　　　　　

改正前条例１条 から３条まで、 ６条、 ７条２項と同じ。

　　　　

イ

　

５条 （政務活動費を充てることができる経費の範囲）

　　　　　

政務活動費を充てることができる経費は、 会派が行う調査研究、 研修、 広

　　　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　

　　

　

　　　　　　　　

　

　　　　　　　　　　　　　　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

２５

　　　　　

報、 広聴、 各種会議への参加等市政の課題及び市民の意思を把握し、 市政に

　　　　

反映させる活動その他住民福祉の増進を図るために必要な活動（以下、「改正

２６７

　　　　　

・



　　　　

後政務活動」ノといい、 改正前政務活動と併せて単に 「政務活動」 という ）に

　

’

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

，

　　　　

′

　　　　

要する経費とし、 別紙３の１． の表の 「項目」、「内容」 及び 「例示」 の各欄

　　　　

記載の使途基準 （以下 「改正後使途基準」 という。） に従って使用するものと

　　　　

す る。一

　　　　　　

，

　　　　　

・

　　　

，

５

　　　　

ウ

　

７条 （収支報告書の提出） １項

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ｒ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

’

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

＼

　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　

●

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　

政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者は、政務活動費に係る収入及

　　　　

び支出の報告書を作成し、当該政務活動費に係る領収書等を添えて議長に提

　　　　

出 しなけれ ばならない。

　　　

エ

　

８条 （残余金の返還）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　　　　　

政務活動費の交付を受けた会派は、 その年度において交付を受けた政務活，

　　　　

′

　　　　　　

『

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

↓

　

ノ

　　　　

′

　　　　

動費の総額から、 当該会派がその年度において政務活動に要する経費として

　

、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

、

　　　　　　　　　　　　

＼

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

＼

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

′

　　　

、

　

，

　　　　

支出した総額を控除して残余があるときは、／当該残余の額に相当する額の政

務活動費を返還しなければならない。

　　　　

オ

　

附則 （経過措置）′

Ｉ５

　　　　　　

改正後 条例 の規定は、 平成２８年４月１日以後に交付される政務活動費か

　　　　　

、ら適用し、 同日前に改正前条例の規定により交付された政務活動費について

は、 なお従前の例による。

　　

３

　

町田市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則 （平成１３年町田市規則第

９ 号）

　　　　　　　　　

、

　　　

・

２。

　

（１） 平成２８年町田市規則第１０号による改正前のもの （以下 「改正前規則」，と

　　　　　　

～

　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

　　　

い う。 乙 ３２）

　　　

ア

　

１条 （趣 旨）

　　　　　　

この規則は、 本件条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

　　　

イ

　

７条・（使途基準）

５

　　　　　　

改正前条例５条の規定により規則で定める使途基準 （以下 「改正前使途基

　　　　

準」
＼といい、 改正後使途基準と併せて 「本件各使途基準」 という。） は、 別紙

２６８

　　　

‐

　　　　　　　　　

‐



　　　　

４の１． の表の 「項目」、「内容」 及び 「例示」 の各欄記載のとおりである。

　　　

ウ

　

１ ０ 条

　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ー

　　　　　

収支報告書を提出する場合において、．領収書を徴することが困難なものに

　　　

‐

　

ついては、 会派代表者の支払証明書で代えることができる。

５

　　　　

エ

　

１ １条 （会計帳簿の保存）

　　　　　

政務活動費の交付を受けた会派の代表者は、 政務活動費の収入及び支出に

　　　　

関する帳簿を備え、 当該帳簿を当該政務活動費に係る収支報告書の提出期限

　　　　

の日から起算して５年を経過する日まで保存しなければならない。

　　　

（２） 平成２８年町田市規則第１０号による改正後のもの （平成２８年４月１日

ｏ

　　　　

から施行。 以下 「改正後規則」 といい、 改正前規則と併せて 「本件規則」 とい

う。） （甲２の２）

　　　

ア

　

９ 条

　　　　　

収支報告書を提出する場合において、 領収書等を徴することが困難なもの

　　　　

については、 会派代表者の支払証明書又は交通費支払証明書で代えることが

１５

　　　　　

で き る。

イ

　

１ ０ 条

　　　　　　　

‐

　

、

　

，

　　　　　

改正前規則１１条 に同 じ。

　　　　

ウ

　

附則 （経過措置）

　　　　　　

改正後規則の．規定（７条２項の規定を除く。） は、平成２８年４月１日以後

２ｏ

　　　　　

に交付される政務活動費から適用 し、 同日前に改正前規則の規定により交付

　　　　　

された政務活動費については、 なお従前の例による。

　　

４

　

本件各使途基準の運用指針

　　　

（１） 平成１９年１０月 ４日から＼施行されたもの （別紙３のとおり。 以下 「改正前

　　　　

運用 指針」 という。 乙３３）

２５

　　　　　

町田市議会は、 改正前条例及び改正前規則の定めに基づき、 各会派の政務調

　　　　

査費に関する事務等の円滑かつ適正な運用を図るために必要な事項を定めるも

２６９

　　　　　　　　　　　　　　

′



　　　　

のとして改正前運用指針を策定し、 留意事項等として、 以下のとおり定める。

　　

一

　

ア

　

調査活動費に係る留意事項

　　　　

前

　

管外視察の交通費は実費とし、 経済性、 効率性 （金銭的、 時間的） を考

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　　　　　　　　

　

　　　　　

慮するものとする。

５

　　　　　　　

管外視察等は、－あらかじめ，「視察の実施について」 と題する書面を提出

　　　　　　

し、 視 察 後 ３ ０日以内に 「視察報告書」 を議長に提出する。

　　　　　　

個人視察の場合は、 議員個人名により会派視察と同様に 「視察の実施に

　　　　　

ついて」 と題する書面、「視察報告書」 を議長に提出する６

　　　　　　

海外視察を実施する場合の届出等は管外視察と同じ扱いとする。

Ｉｏ

　　　　　

”） 宿泊料は実費とし、 町田市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例

　　　　　　　　　　　　　　　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　

　　　　　　　　　　　　　　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　　　　　　　　　　　　

　

　　　　　　　　　　　　　　

　

　　　　　　

に基づき算定した額を限度とする。

　　　　　

（ウ） 自家用車の燃料費は１人当たり年額１２万円以内とする。

　　　　　　

燃料費に洗車料、 ワ ックス、 メ ンテ ナ ンス費用 は含ま ない ものとする。

　　　　　

は） 交通費は原則として、 領収書を徴収する。 鉄道、 バスで領収書の徴収が

Ｉ５

　　　　　　

困難な場合は、支払証明書に「交通費支出記録簿」を添付するものとする。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

　　

・．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

，

　　　　

鞘

　

駐車場代の支出に当たっては、 領収書に使用目的・（会議、 現地調査等）

　　　　　

を簡潔 に記入するものとする。

　　　　　

防） タ クシー代及び有料道路通行料の支出に当たっては‘ 領収書に目的等を

　　　　　

簡潔 に記入するものと する。

　

イ

　

研修・研究・会議費に係る留意事項２０

前

　

研修費は、会派が研修会等を開催するためにかかる会場費、器材借上料、

　　　　　　　　　　

ー

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

′

　　　　　　　　　　　　　

、

　

講師謝金、 又は他の団体の主催する研修会、 講習会等への出席者負担金と

する。

　　　

”） 会議費は、 会派が調査研究を目的として開催する勉強会や意見交換会に

　　　　

かかる会場費、 器材借上料、 講師謝金とする。

　　　

（ウ） 会派が研修会等を開催したとき、 又は、 他の団体が開催する研修会、 講

２７０

　

‐



　　　　　　　　　

習会等に参加したときは、 開催案内等、 会議内容が確認できる資料類を添

　　　　　　　　　

付 す る もの と す る。

　　　　　　　　

猷） 宿泊を伴う研修会への参加は調査活動費で支出するものとする。

　　　　　　　

ウ

　

資料購入費に係る留意事項

　　　

５

　

～

　　　　

例

　

参考図書、 新聞、 雑誌等定期刊行物の購入費く 追録代、 電子メディア・

　

ー

　　　　　　　　　　　　　　　　　

、

　　　　　　　　　　

，‐

　　　　　　　　　　

，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

，

　　　　　

・

　　　　　　　　　

電子コ ンテ ンツ購 入費 等とする。

　　　　　　　

． ”） 書籍、 雑誌、 その他の資料は、 名称、 冊数、 単価等を領収書に記載する

　

ｒ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

，

　　

．
，

　　　　　　　　　　　　　

，

　　　　　　　　　　　　

ー

　　　　　　　　

も の と す る。

　　　　　　　　　

（ウ） 調査研究に適さない図書等の購入は不可とする。

　　　

Ｉｏ

　

‐

　　

ェ

　

広報費に係 る留意 事項

　

－

　　　　　　　　

団

　

イ ンタ ーネ ッ トホー ムペー ジ運営費 （作成・運用 ・維持 ・管理） は会派

　　　　　　　　　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　　　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　　　　　　　　　

所属議員１人当たり実費の２分の１とし、 年額１０‐万円を限度額とする。

　　　　　　　　

”） イ ンターネットホームページ運営費は、 会費の広報活動としてホームペ

　　　　　　　　　

ージの作成・運用・維持・管理の際にかかる一切の費用を対象とするｄ

　　

ｔ

　　　

．‘

　　　

，Ｊ

　　　

Ｉ５

　　　　

（坊

　

イ ンターネ ッ．トホー ムペー ジの開設者名 は、 個人名 のみ を不可と し、 会

派名も記載するものとする。

　　　　

回

　

広報紙、 報告書、 意見広告の発行者名は、 個人名のみを不可とし、 会派

　　　　　

・名 も記載するものとす る。
′

　　　　

㈲

　

広報費で、 報告書等の印刷代、 郵送料 （切手、 はがき代等）、 新聞折込代

２ｏ

　　　　　　

等を支出するときは、領収書に当該印刷物等の見本を添付するものとする。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

、

　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　

・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　

防） 広報紙、‐報告書、 意見広告の各発行回数は、 制限しない。

　　　　

オ

　

通信運搬費に係る留意事項

　　　　　

（“

　

通信費 （固定電話、 携帯電話、 ファクシミリ、 インタ」ネット回線使用

　　　　　

料） については、 会派所属議員１人当たり月額１万５０００円を限度に支

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ｒ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

‐

２５．

　　　　　

出することができ るものとする。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　　　　　　　　　

　

　　　　

”） インターネット回線使用料は、 会派所属議員が調査研究活動としてイ ン

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

２７１



，ターネットを利用する際の費用 （回線使用料・プロバイダ契約料など） と

する◆

　　

力

　

事務費に係る留意事項

げ） 備品については、「政務活動費によって購入した備品の取り扱いについ

　

て」（注：改正前運用指針別紙） により使用・管理するものとする。

”） 備品は、 １件３万円以上のものとし、 リース又はレンタル契約によるこ

　

とも可とする。 なお、 品名、 契約先、 契約期間、 契約金額が確認できる書

　

類は会派で保管するものとする。

（ウ） 消耗品を購入した場合は、 領収書に物品等の名称を具体的に記載するも

ｌｏ

　

・

　　　　

の と す る

は） 携帯電話の購入費は、 支出できないものとする。

　　　　　　

キ

　

政務調査費として支出できない経費

　　　　　　　　

改正前運用指針は、 「政務調査費として支出できない経費」 として、 以下

　　　　　　

の 経費 を挙 げる。

　　

Ｉ５

　　　　　

げ） 交際費的な経費

　　　　　　　　　　　　　　　　　

，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

，

　　　　　　　

，

　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　

・

　　　　　　　　　　　　　　　　　

，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

　　　　

′

　　　　　　　　

僕別、 慶弔、 寸志、 病気見舞い、 年賀状購入・印刷代、 名刺印刷代等

　　　　　　

”） 政党の活動に属する経費

　　　　　　　　

党費・党大会賛助金・党大会参加費、 党大会参加のための旅費等

（ウ）、選挙活動に伴う経費

２０ パ ンフ レッ ト・ポス ター等

に） 食事のみに要する経費

鞘

　

その他名目の女畔可を問わず議員個人に支給する経費

ク

　

定額・按分の考え方

　

改正前運用指針は、「定額・按分の考え方」 として、 以下のとおり定める。

例

　

実費弁償の原則

　　

調査研究活動は会派 （議員） の自発的な意思に基づき行われるものであ

２７２

　　　　　　　　　　　　　

，
１



　　　　　

ることから、 政務調査費は、 社会通念上妥当な範囲のものであることを前

　　　　　　　　　　　　　

、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　

，

　　　　

ー

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

－

　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

　　　　　

‘

　

提とした上で、 市政に関する調査研究に要した費用の実費に充当 （実費弁

　　　　　

償） することを原則 と する。

　　　　　　

ただし、 調査研究のために自家用車を使用した場合の交通費 （燃料代）、

５

　　　　　　

海外視察の際の食卓料及び通信費 （固定電話、 携帯電話、 ファクシミリ、

　　　　　

インターネット回線使用料） については、 実費の把握が困難であること等

　　　　　　

から、 一定の基準 （定額を上限） で充当する。

　　　　

”） 按分の考え方

　　　　　　

会派 （議員） の活動は、 議会活動、 選挙活動、 政党活動、 後援会活動等

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

Ｌ

　

、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

‐

ｍ

　　　　　

と多面的であり、 一つの活動が政務調査活動と他の活動の両面を有し、
－揮

　　　　　　　　　

然一体となっていることが多くあり、 明確に区分することが困難であると

　　　　　　　　

考 え ら れ る。

　　　　　　　　　　　

このことから、 活動に要した費用の全額に政務調査費を充当することが

　　　　　　　　　

適当でないと認められる場合にあっては、 各活動の実績に応じた按分によ
　

　

　

　　　　　　

　

　　　　　　　　　　　　　　　

　
　

　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

，

・５

　

、

　

り充当することが考 え られるｏ

　　　　　

／

　　

、

　

‐

　　　　　

． （２） 平成２８年４月１日から施行されたもの （別紙４のとおり。 以下 「改正後運

　　　　　　　

用指針」 といい、 改正前運用指針と併せて 「本件各運用指針」 という。 改正後

　　

キ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ー

　　　　　　　　　　　　　　　　

－－

　　　　　　

，

　　　　　　　　　　　

ｔ

　　　　　　　

，

　　　　　　　

運 用 指 針 は、、 平 成 ２８年４月１日以後に交付される政務活動費から適用し、 同

　　　　　　　

日前に交付された政務活動費については、 なお従前の例によるとされている。

２。

　　　

乙 ３ ４）

　　　　　　　　　

‐

　　　　　　　　

′

　　　

′

ア

　

調査活動費に係る留意事項

前

　

上記（１）アげ）、 ”）、 防）と同じ。

”） 自家用車の燃料費は、 １４万４０００円に会派の人数を乗じて得た額を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ｒ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

′

　

限度に支出することができるものとする。

（坊

　

交通費は原則として、 領収書を徴収する。 鉄道、 バスで領収書の徴収が

　　　　　　

′ ．

　　　　　　　　　

・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１

　

困難な場合は、「交通費支払証明書」 を添付するものとする。

２５

２７３



回

　

駐車場代の支出に当たっては、 領収書に使用目的 （会議、，会合、 現地調

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　
　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　

査等） を簡潔に記入するものとするｂ

　　

イ

　

研修・研究・会議費に係る留意事項

上記（１）イと同じ。

５

　

，

　

ウ

　

資料購入費に係る留意事項

　　　　　

げ） 上記（１）ウげ）、 船と同じ。

　　　　

”） 政務活動に適さない図書等の購入は不可とする。

　　　　　

、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１

　　　　　　　　　　

．

　　　

＼

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

、

　　　　

エ

　

ー広 報費に係る留意事項

　　　　

前

　

イ ンターネットホームページ運営費 （作成・運用・維持・管理） は会派

Ｉｏ

　　　　　　

所属議員１人当たり実費の２分の１とし、 年額１２万円を限度額，とする。

（イ） 上記エ（イ）から（力）までと同じ。

　　　　

オ

　

通信運搬費に係る留意事項

　　　　　

げ） 通信費 （固定電話、 携帯電話、 ファクシミリ，、 インターネット回線使用

　　　　　　

料） については、 会派所属議員１人当たり年額２４万円を限度に支出する

１５

　　　　　　

こ とが で き る も の と す る。

　　　　　

”） イ ンタ÷ネット回線使用料は、 会派所属議員が政務活動としてインター

　　　　　　

ネットを利用する際の費用（回線使用料・プロバイダ契約料など）とする。

　　　　

力

　

事務費に係る留意事項

　　　　　

げ） 備品については、「政務活動費によって購入した備品の取り扱いについ
，ｒ

　　　　　　

，．

　　　　　

・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１

２ｏ

　

・

　　　　

て」，（注：改正後運用指針別紙） により使用・管理するものとする。

　　　　　

”） 上記（１）力船、 け）と同じ。

　　　　　

（ウ） 政務活動に適さないソフトウエア等の購入は不可とする。

　　　　

キ

　

政務活動費として支出できない経費

　　　　　　

改正前運用指針が 「政務調査費として支出できない経費」 として挙げてい

２５

　　　　　　

た各経費 （上記（１）キ） に加え、「携帯電話の購入及び通信に係る費用のう

　　　　　　

ち、 ２台目以降に要する経費」 を挙げる。

２７４

　　　　　　　　　　　　

．

　

，



ク

　

定額・按分の考え方

改正前運用指針が定めていた 「定額・按分の考え方」（上記（１）ク） におけ

る 「政務調査費」 を 「政務活動費」 に、「市政に関する調査研究」 を「市政に

関する調査研究その他の活動」 に・、「調査研究のために」 を 「調査研究その他

　

５

　　　　

の活動のために”こそれぞれ置き換える以外は、改正前運用指針の上記考え方

　

，

と同じである。

以

　

上

　

－

：－；←１～

三：
，
二１

２７５



（別紙１－‐１）

　　　　　　　

会派まちだ市民クラブ総括表

ヨー｛

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 合計

①

　

交付額 ６，４８０，０００ ６，４８０，０００ ６，４８０，０００ ６，４２０，０００ ２５，８６０，０００

②

　

支出計上額（訴状別紙） ６，８７９，０７８ ６，４９９，４０６ ６，５３７，８６４，
６，８０９，３７９ ２６，７２５↓７２７

修正届による減少額 ６１，９２２ ２４，５７８ ２６，５８４ １５，８４３ １２８，９２７

②′修正届後の支出計上額 ・６，８１７，１５６ ６，４７４，８２８ ６，５１１，２８０ ６，７９３，５３６ ２６，５９６，８００

③

　

超過額 （＝②
′
－①） ′

　　

３３７，１５６ －５，１７２ ３１，２８０ ３７３，５３６ ７３６．８００

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　

・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

、

違法支出額

　

鉄道賃及び宿泊費 Ｏ 、

　　

・

　

Ｏ

違法支出額

　

有料道路通行料 Ｏ Ｏ
，

　　

．
・ ０、

　　　　　　

・

　　　　　　　

●

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・
Ｏ

違法支出額

　

タクシー代 ・ １５，１４０ Ｏ Ｏ Ｏ １５，１４０

違法支出額

　

燃料費 ３８９，６１６ ３４４，５８８ ３６５，２４６ ４ｒ２９，１４８ １，５２８，５９８

違法支出額

　

駐車場代等 １３，５５０ １０，０００ Ｏ ９００ ２４，４５０

違法支出額

　

資料購入費 １５，９６０ １５，９６０ １５，９６０

　

１４，６３０ ６２，５１０

違法支出額

　

広報費

　　

５７１６００ ４３，２００ ５１，８４０ Ｌ３１１，３８７ １，４６４，０２７

違法支出額

　

通信運搬費 ３５４′２２６ ５７６，７１
１２ ８６０，８００ ４９７，４２５ ２，２８９，１６３

違法支出額

　

事務費 １５８，７２４

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・
１５８，７２４

④

　

違法支出額合計 ８４６，０９２ １，１４９，１８４
／ １，２９３，８４６ ．

２，２５３，４９０ ５，５４２，６１２

，

　　

．

　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　

，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

，

　　　　　　　　　　　　　　　　

１

　　　　　　　　

・

⑤

　

返還請求額 （＝④‐③） ５０８，９３６ １，１５４，３５６ １，２６２，５６６ １，８７９，９５４ ４，８０５，８１２．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　

／

　

－

　

・

　　　　　　

ｒ・，

　　　　

′

既返還額 Ｏ ４，２９８

　　　

Ｏ Ｏ ４，２９８‐

　　　　　　

′

⑥返還請求額 ５０８，９３６ １，１５０，０５８
・１，２６２，５６６ １，８７９，９５４ ４－８０１，５１４

．

　　　　　　　　　　　　　　　

＼

‐

　　

２７６



（別紙１－２）

　　　　　　　

会派自民党総括表‐

．
，

を
，

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 合計

①

　

交付額 ８，６４０，０００ ８，６４０，０００ ８，６４０，０００ ８，０４０，０００ ３３，９６０，０００

②

　

支出計上額（訴状別紙） ９，５１８，１６０ ８，６５４，３３４ ８，６５６，５７１ ８，６９８，２７６ ３５，５２７，３４１

修正届による減少額 Ｏ Ｏ Ｏ ６，５５１ ６，５５１

②′修正届後の支出計上額 ９，５１８，１６０ ８，６５４，３３４ ８，６５６，５７１ ８，６９１，７２５ ３５，５２０，７９０

③，超過額 （＝②′
－①） ８７８，１６０ １４，３３４ １６，５７１ ６５１，７２５ １，５６０，７９０

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

′

　　　　　　　　　　　　　　　　　

▼

違法支出額

　

鉄道賃 Ｏ Ｏ ‐

　　　　

Ｏ ７３０ ７３０

違法支出額、 有料道路通行料 ，
．Ｏ Ｏ

　　　　　　　　　　　　　　

．
Ｏ Ｏ

違法支出額

　

タクシー代 ２，９３０ ７，５３０ ５，７００

　

２，４２０ １８，５８０

違法支出額

　

燃料費 ４７６，９５２ ３６４，３１３ ３６０，９３２ ３２９，５８９ １・，５３１，７８６

違法支出額

　

駐車場代等 １，４００ ２，５００

　

６，２３０ １，０００ １１，１３０

違法支出額

　

資料購入費 ３９，６７７ Ｏ Ｏ Ｏ ３９，６７７

違法支出額

　

広報費 Ｏ １０，０００ Ｏ １，００９，９１３ １，０１９，９１３

違法支出額

　

通信運搬費 １，０４７，１７４ ５７９，７１４ ４７３，７６４ ３５３，０４５ ２，４５３，６９７

違法支出額

　

事務費 Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ

④

　

違法支出額合計 １，５６８，１３３ ９６４，０５７ ８４６，６２６ １，６９６，６９７ ５，０７５，５１３

．

　　　　　　　　　

，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

′

　　

，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　

１

⑤

　

返還請求額 （≠④‐③） ６８９，９７３； ９４９，７２３ ８３０÷０５５ １，０４４，９７２ ３，５１４，７２３

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

′

既返還額 Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ 、
Ｏ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

、

⑥返還請求額ノ ６８９，９７３ ９４９，７２３ ８３０，０５５ １，０４４－９７２ ３，５１４，７２３

２７７



（別紙１－３） 会派保守連合総括表

　

．

　　

き

　　

，．ｆ

　　

事
　

　

　

　

　

　

　

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 、合計

①

　

交付額 ２，８８０，０００ ２，８８０，０００ ２，８８０，０００ ２，８８０
，
，０００ １１，５２０，０００

②

　

支出計上額（訴状別紙） ３，０７８，４７６ ３，０７８，０４４ ３，１３５，４８６ ３，３１９，８２８ １２，６１１，８３４

　

修正届による減少額 ７，８９０ ２，６００ Ｏ Ｏ １０，４９０

②′
，修正届後の支出計上額 ３，０７０，５８６ ３，０７５，４４４ ３，１３５，４８６ ３，３１９，８２８ １２，６０１，３４４

③

　

超過額 （と②
′
－①） １９０，５８６ １９５，４４４ ２５５，４８６ ４３９，８２８ １，０８１，３４４

，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

Ｌ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

′

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

　　　　　　　　　　　　

・

違法支出額

　

鉄道賃 ５，８０５ ‐

　　

Ｏ Ｏ ５，８０５

違法支出額

　

有料道路通行料 Ｏ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・ Ｏ

違タ去支出額

　

タクシー代 ９１０

　　

１，０００ Ｏ １，９１０

違法支出額

　

燃料費 １６８，１８２ ・，

　

１８３，５５６ １８７，６２６ ５６，６５９ ５９６，０２３

違法支出額

　

駐車場代等

　　

１，９００ ，６００ ２，５００ で

　　　　

，

　　　　　　　　　　

、 ５，０００

違法支出額

　

研修費等 １０，０００ １０，０００ Ｏ ２０，０００

違法支出額

　

資料購入費 Ｏ ー

　　

Ｏ Ｏ，

　

，
．

　　

Ｏ Ｏ

違法支出額

　

広報費 Ｏ Ｏ Ｏ １，１０４，２７１‐， １，１０４，２７１

違法支出額

　

通信運搬費 ３８３，４００ ２１５，３２４ ３２４，０５９ １８４，３４７ １，１０７，１３０

④

　

違法支出額合計 ５６０，１９７ ４１０，４８０ ５２４，１８５ １，３４５，２７７ ２，８４０，１３９

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

′

　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

⑤

　

返還請求額 （＝④‐③） ３６９，６１１ ２１５，０３６ ２６８，６９９ ９０５，４４９ １，７５８，７９５

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

＼

既返還額 Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

／

　　　　　　　　

＋

⑥返還請求額 ３６９，６１１ ２１５，０３６ ２６８，６９９ ９０５，４４９ １，７５８，７９５

２７８



（別紙２一１） 会派まちだ市民クラブ一覧表

会派まちだ市民クラブ総括表（原告ら主張）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

＼ 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 合計

①

　

交付額 ６，４８０，０００ ６，４８０，０００ ６，４８０，０００ ６，４２０，０００ ２５，８６０，０００

②

　

支出計上額（訴状別紙） ６，８７９，０７８ ６，４９９，４０６ ６，５３７，８６４ ６，８０９，３７９ ２６，７２５，７２７

修正届による減少額 ６１，９２２－ ２４，５７８

　　

２６，５８４ １５，８４３ １２８，９２７

②′修正届後の支出計上額 ６，８１７」１５６ ６，４７４，８２８ ６，５１１，２８０ ６，７９３，５３６ ，２６，５９６，８００

③・超過額 （＝①‐②′） ‐３３７，１５６ ５‘，１７２ ‐３１，２８０ ‐３７３，５３６ ‐７３６，８００

　　　　　　

＼

違法支出額

　

鉄道賃等

　　

， Ｏ 、

　

３９，０４０ Ｏ Ｏ ３９，０４０

違法支出額

　

有料道路通行料 １，３００ ３，３１０ ３，５８０ Ｏ ８，１９０

違法支出額

　

タクシー代 ３３，７７０ １，３６０ １２，６９０

　　

１１，０４０ ５８－８６０

違法支出額

　

燃料費 ６１１，５１４ ５３７，９７０ ５４７，８６６ ６４３，７１８ ２，３４１，０６８

違法支出額

　

駐車場代等 １５６，８７０ １３２，７４０ １１９，１９０ １０７，８３０ ５１６，６３０

違法支出額．資料購入費 ３４２，３５５ ３６０，２９４ ３５５，５９９

　　

４３５，１２８ １，４９３，３７６

違法支出額

　

広報費 ７２４，４００ ３０４，６００ １９２，２４０ ，２，４３８，０２１ ３，６５９，２６１

違法支出額，通信運搬費 ８６８，３７９ １，２６８，７３５ １，７３６，００９ １，０５２，２５６ ４，９２５，３７９

違法支出額， 事務費 Ｏ ４１６，３４９ ０

　　　

０ ４１６，３４９

④

　

違法支出額合計 ２，７３８，５８８ ，３，０６４，３９８ ２，９６７，１７４ ４，６８７，９９３ １３，４５８，１５３

　

・

　　　　　

．

　　　　

．

　　

・

　　　　　　　　　　　

，

◎．返還請求額 （＝④‐③） ２，４０１，４３２ ３，０６９，５７０
１

　

２，９３５，８９４ ４，３１４，４５７ １２，７２１，３５３‐
等

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．
＊
，
．既返還額 Ｏ ５，１７２ ‐

　　　

・

　

Ｏ Ｏ ５，１７２
－

　　　　

１

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

、

　　　　　　　　　　　　　

′

⑥ 弁論終結時返還請求額 ２，４０１，４・３２ ′３，０６４，３９８ ２，９３５，８９４ ４，３１４，４５７ １２，７１６，１８１

２７９



支出蕃
号 支出日 費目議員名 支出金額

原告らの主
張する違法
支出額

支出内容 原告らの主張する違法性を裏付ける

　　　　　　

事情
証拠
番号
（甲） トＮｏ 位置領収書以外の関連証拠 会派まちだ市民クラブの

　　　　

主張
裁判所の認
定する違法
支出額

Ｃ１４‐１６ｌｏ／２５ 調査 谷沢 ６５０ ６５０
高速道路代ＮＥＸＣＯ中日本イン横
浜町田ｏｕｔ厚木料金所１７時２１分
「現地醜査」とされている

・私的目的
１７と一連のものと推測（町田から

東名高速を利用して厚木方面往復） １２一Ｉ ９２ 上中 使途基準不適合性を推際
させる事実とはいえない Ｏ

Ｃ１４‐１７１０／２５ 蟹査 谷沢 ６５０ ６５０
高速道路代ＮＥＸＣＯ中日本イン厚
木ｏｕｔ横浜町田料金２０時２０分
「現地調査」とされている

・同上 １２－Ｉ ９２ 上右 同上

　　　　　

， Ｏ

，

　

．

　

０合計額

　　　　　　　　　

１，３００

Ｃ１５‐３０ ０５／３１ 調査 谷沢 １，９４０ １，９４０
高速代

　

ＮＥＸＣＯ中日本

　　

ｉｎ横浜町
田

　

ｏｕｔ御殿場料金所１４時２８分
「現地国査」とされている

・目的不明（私的目的）
・日曜日

　　　　　　

‘
御殿場付近まで往復したときのもの
と推測されるが、現地での滞在時間
は非常に短時間であったと推測さ
れ、調査を行った形跡がない。Ｃ１５‐
３３まで‐運の支出

１３一Ｉ ４４ 上右 甲７１ 同上 Ｏ

Ｃ１５‐３１ ０５／３１ 調査 谷沢 ３６０ ，

　　

３６０
高速代

　

ＮＥＸＣＯ中日本

　

小田原料
金所

　

１５時４８分通行

　

「現地調
査」とされている

　

▼御殿場から町
田への帰路

　　　　　

－

・目的不明（私的目的）・日曜日
・同上 １３‐Ｉ ４４ 下左 甲７１ 同上 ０

Ｃ１５」３２ ０５／３１ 鯛査 谷沢 ３６０ ３６０ 高速代

　

ＮＥＸＣＯ中日本

　

平塚料金
所 １５時５８分通行

　

同上
・目的不明（私的目的）・日曜日
・同上 １３一Ｉ ４４ 下中 甲７１

　　　　　　

‐ 同上 ｆ

　　　　

Ｏ

Ｃ１５‐３３ ０５／３１ 餌査 谷沢 ６５０ ６５０
高速代

　

ＮＥＸＣＯ中日本

　

ｉｎ厚に
ｏｕｔ横浜町田料金所

　

１７時０４分
同上

・目的不明（私的目的）・日曜日
・同上 １３‐Ｉ ４４ 下右 甲７１ 同上 ０

合汁額

　　　　　　　　　　

３，３１０

Ｃ１６－Ｉ ０８／０８ 調査 １，７９０ １，７９０
高速代

　

ＮＥＣＯ中日本ｉｎ横浜町田
ｏｕｔ相模湖料金所１０時１７分

　

「現
地調査」とされている

・目的不明（私的目的）
相模湖への往復（Ｃ１６一２と一連のも
の）であり、私的目的での走行が疑
われる。土曜日。

１４－Ｉ１５５ 上中 同上 Ｏ

Ｃ１６・２ ０８／０９ 鯛査 １，７９０ １，７９０
高速代

　

ＮＥＣＯ中日本

　　

ｉｎ相模湖
ｏｕｔ横浜町田料金所１３時５３分「現
地調査」とされている

・同上 １４－Ｉ１５５ 上左

　　　　　

＼
同上 ０

．

　

・

　　

０合計額

　　　

．

　　　　

３，５８０

Ｊ も‘
，
１
， ′

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

’

まちだ市民クラブ

　

有料道路通行料２８１



　　

‘

　　　　　

‘

　

　

　　

　

　　　

　

　　

　
、．

　

；

　　

１

　　

；

　

；

　　

；

　　　　

●・

　　

‘

厩聾支出日費目『馨員支出金額
原告らの主
張する違法
支出額

支出内容 原告らの主張する違法性を裏付ける事情
証拠
書号
（甲） トＩＮｏ 位ー僅収書以外の関連証拠 会派まちだ市民クラブの主

　　

張
裁判所の認定
する違法支出
額

Ｃ１４－０４／０７ 欄査 河辺 １，２７０ １，２７０
タクシー（八南交通）「市政相
隣」とされている

・遠方
八南交通はＪＲ横浜線橋本駅や、京王相模原榛南
大沢等に配車しているタクシー会社・町田市内
では走っていない。Ｃ－１９、Ｃ‐２０、Ｃ‐２１も同様。

１２－Ｉ

　

９９ 上中 使途基準不適合性を推隠さ
せる事実とはいえない。

Ｏ

１９ ０８／０１ ■董 河辺 １，醐 １，醐
タクシー（八南交通）「市政相
鱗」とされている 同上

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

‐ ２ーＩ １０３下左 同上 ０

Ｃ１４－１１／２０ ■査 河辺 １，４５０ １，４５０
タクシー（八南交通）「市政相
鮫」とされている 同上 ２ーＩ

　

１０６上左 同上 Ｏ

２ １２ハ６ 薗査 河辺 １，５４０ １，－５４０
タクシー（八南交通）「市政相
談」とされている 同上

　　

，
２ーＩ１０７上左

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

、同上 Ｏ

Ｃ１４－
２２ ０４／“ ■査沢河辺 ２，３２０ ２，３２０

タクシー（東日本タクシー）
２３時０７分降車

　

「市政相隣」－と
されている

・深夜のタクシー利用

　

９９ 下右 同上 Ｏ

Ｃ１４－
２３ １１／０７ ■査 河辺 ３，６７０ ３，６７０

タクシー（東日本タクシー）
０１時０３分降車

　

「市政相談」と
されている

・深夜のタクシー利用 ２」Ｉ

　

１０６下左 同上 ３，６７０

２４ ０２／０６ ■董 河辺 ３，６７０ ３，６７０
タクシー（東日本タクシー）
０１時３９分降車

　

「市政相談」と
≧れている

・深夜のタクシー利用

　

１０９上左 同上 ３，６７０

４－
Ｉ鯛／１４ ー査 戸塚 １，１５０ １，１５０

タクシー代東日本タクシー株式
会社降車時間０２時３１分

　

「市政
相厩」とされている

・深夜（タクシー代の領収書にはほとんど時
間が記録されていない。降車時の時刻がかろう
じて印字されているのが、東日本タクシーの－
部のみ）

１３１上左 同上

　　　　

） １，１５０

Ｃ１４－
１１２０５／鋼 ■査 戸塚 １，１５０ １，１５０

タクシー代東日本タクシー株式
会社降車時間０４時２６分．「市政
祖鱗ーとされている

・早朝のタクシー利用 ２ーＩ １３４下左 同上 １，１５０

ＣＩＩ－
１１３０５／１７ 欄査 戸塚 １，１５０ １，１５０

タクシー代東日本．タクシー株式
会社 降車時間０１時５７分

　

「市
政相鱗」とされている

・深夜のタクシー利用 ２ーＩ １３４上左 同上 １，１５０

４０６／１４ ■査 戸塚 １，１５０ １，１５０
タクシー代東日本タクシー株式
会社 降車時間２３時３５分

　

「市
政相隣」とされている

・深夜のタクシー利用 ２ー１

　

１３６上中 同上 Ｏ

１１５０６／２２ ■査 戸塚 １，．１，５０ １，１５０
タクシー代東日本タクシー株式
会社

　

，降車時間２３時３８分

　

「市
政相醸」とされている

・深夜のタクシー利用 ２‐Ｉ １３６下左 同上 Ｏ

０７／０６ ■査 戸塚 ７９０ ７９０
タクシー代東日本タクシー株式
会社 降車時間０２時１７分

　

「市
政相談」とされている

・深夜のタクシー利用 １２－Ｉ１３９上左 同上 ７９０

’′
１１／１６ ■査 戸塚 ７００ ７００

タクシー代東日本タクシー株式
会社 降車時間００時間分

　

「市
政相談」とされている

・深夜のタクシー利用 １２－Ｉ１４４上右 同上 Ｏ

１－－ー
４‐０２月９ ■査 戸塚 ７９０ ７９０

タクシー代 東日本タクシー株
式会社 降車時間００時３４分
「市政相談」とされている

・深夜のタクシー利用 １２－Ｉ １５０上左

　　　　　

，

　　　　　　　　　

、 同上 Ｏ

Ｃ１４－
１一輪０７／２６ ■査 佐事． １，４２０ １，４２０

タクシ，一代

　

東日本タクシー
降車時間００時００分

　

「市政相
鱗ーとされている

・深夜のタクシー利用
１２‐Ｉ １隅 上右

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・同上 Ｏ

Ｃ１４－
１４７・１０／０７ 欄査 佐薦 ２，２３０ ２，２３０

タクシー代 東日本タクシー
降車時間０２時３８分

　

「市政相
談」とされている

・深夜のタクシー利用
１２－Ｉ １９１上左 同上 ２，２３０

２５３０８／０２ ■査 石井 １，３３０ １，３３０
タクシｒ代

　

｝東日本タクシー降
車時間０１時０６分

　

「市政相談」
とされている

・深夜（タクシー代の領収書にはほとんど時
間が記録されていない。降車時の時矧がかろう
じて印字されているのが、東日本タクシーの－
部のみ）以下、Ｃ２５５まで同様

１２‐Ｉ

　

２５８上左 同上 １，３３０

Ｃ１４－
２！“０９／ｎ ■査 石井 ９７０ ９７０

タクシー代 東日本タクシー
降車時間２３時５６分 「市政相談」
とされている

・同上

　　

●

　　　

， １２－Ｉ ２１ｉｏ上左
同上
・なお、市民相鮫の際のタ
クシー代である・

Ｏ

ｃ１子
２５ １０／２５ ■査 石井 ２，ｏｆｉｏ ２，咲；Ｏ

タクシー代 東日本タクシー
降車時間００時０８分

　

「市政相
腹」と主也ている

・同上 １２一Ｉ ２６３上中 同上 Ｏ

！み；０１月２ ■査わたべ ７３０ ７３０
タクシー代

　

カンツリー交通株
式会社「ｘｘまちだ祝祭」のた
めとされている。

・政務醜査とはいえない。 １２‐Ｉ １７１‐～２ＥＩＯ
・使途基準不適合性を推認
させる事実とはいえない。
・「祝祭」．ではなく「視
寮］であると思われる。

Ｏ

Ｃ１４－
２１１０１１／０９ ■査わたべ １，３６０ １，３６０

タクシー代 小田急交通南多摩
閥 「鶴川学園のお祭り祝祭」の
ためとされている。

・政務調査とはいえない。
１２－Ｉ

　

１６８２３０

．
・わたべ離員が、障害者支
援施般つるかわ学園のお祭
りを視察した際のタクシー
代であり、当該活動は政務
活動である。
・「祝祭」ではなく「視
察」であると思われる。

Ｏ

Ｃ１４－
２９１１１／２２ ■査わたべ ７３０ ７３０

タクシー代

　

相模中央交通㈱
「鶴川２小５０周年記念式典」の
ためとされている。

・政務韻査とはいえない。 １２‐Ｉ １６９２３５ ・使途基準不適合性を推認
させる事実とはいえない。

Ｏ

合汁甑 ３３．７７０
ー １５，１４０

浄

　　　　

し^１－
ｌｏ／２５■査わたべ １，３６０ １，３６０

タクシー代 東京都個人タク
シー（協）南多摩支部
ＭＡＴＵＢ^Ｙ^ＳＨＩ

　

Ｔ^Ｘ１

　

「運動
会」と「親子まつり」の「視
察」とされている

・政務輝査とはいえない。 １３－’ ３６ 上右 ・使途基準不適合性を推認
させる事実とはいえない。

Ｏ

合計額 １．３６０ Ｏ

８１ ０４／１７鶴査 １ふ４５０ １，４５０

タクシー代

　

八南交通（八王
子）「市政相鼓」とされている

・目的不明（私的目的）八南交通はＪＲ横浜線橋
本駅や、京王相模原織南大沢等に配車している
タクシー会社。町田市内では走っていない。Ｃ－
４、Ｃ‐５、Ｃ‐６一Ｃ‐７、Ｃ‐９、Ｃ‐１０も同様。八王子
付近での市政相談を纏り返しおこなうというの
は考えにくい。

１４－ｌ ２５５ 中右 使途基準不適合性を推医さ
せる事実とはいえない。

Ｏ

４ ０５月６欄査 １，５４０ ，５４０
タクシー代

　

八南交通（八王
子）「市政相隣」とされている ・同上

　

９８ 中左 同上 Ｏ

ｇ１６‐帖／１５■査 １，４５０ ，４５０
タクシー代

　

八南交通（八王
子）「市政相霞」とされている ・同上 ４‐ 上中 同上 Ｏ

８１←０６／１８■査 １，４５０ ，４５０
タクシー代

　

八南交通（八王
子）「市政相談」とされている ・同上

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・ ４ー 上右 同上 Ｏ

亨１←０６月９■査 １，４５０ ，４５０
タクシー代

　

八南交通（八王
子）「市政相隣」とされている ・同上 ４ー ２０ 下左 同上 Ｏ

旨，６－０６／１１■査 １，２７０ ，２７０
タクシー代

　

高鉄交通（八王
子）「現地慣査」とされている

・目的不明（私的目的）高鉄（こうてつ）交通
は、ＪＲ中央線高尾駅、八王子駅に配車してしＹる
タクシー会社。町田市内は走ってない。

４ー ２３ 上中

　　　　　　　　　

．
使途基準不適合性を推鍔さ
せる事実とはいえない。

Ｏ

琶１６－０７／２２圃査 １，５４０ ，５４０
タクシー代

　

八南交通（八王
子）「市政相隣」とされている ・同上．

　　　　　　　　　

・

　　　　

－ ４」 下中 同上 ０

『１２／２２篇査 １，５４０ ５４０タクシー代

　

八南交通（八王
子）ｒ．市政相談」

，と．されている ・同上 １４－ ８７ 下右

　　　　　　　　　　

′ 同上 Ｏ

Ｃ１６‐
２２１４ ０８／２１■査 １，棚 醐

タクシー代 相模中央交通

　

「子
どもセンター『ただＯＮ』祭りへ
の参加」とされている

・政務鯉査研究とはいえない。 ４ーｌ

　

１５９ 上中甲２０１
甲２０２

・わたべ議員が、ただ鯛夏
祭りを視察した隙のタク
シー代であり、当該活助は
政務活動である。

」

　　　　

Ｏ

合汁甑 １２．６９０ Ｏ

７－０６／２６■査 １，７２０ １，７２０
タクシー代

　

飛魔交通 「市政
相鱗」とされている

・第２回定例会

　

６月離会最終日

　

打ち上げのた
めの利用と推察

　

Ｃ‐２も同様
５ーＩ

　

５８ 駅）１３

　　　　　　　　　　　　　　　

．
原告の主張は日付のみから
の想像に基づく推測に過ぎ
ず、使途基準不適合性を椎
認させる事実とはいえな
Ｌ』

Ｏ

７－０６／２６■査 １，２７０ １，２７０
タクシー代 千代田自動車
「市政相談」とされている ・同上

　

５８ 象）１４

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

、 同上 Ｏ

７－・０９／２９■査 ２，５３０ ２，５３０
タクシー代 飛鳥交通

　

．「市民
相鱗」とされている

・第３回定例会９月議会最終日

　

打ち上げのため
の利用と推察

　

Ｃ－４も同様 ５８ 痴５ 同上 Ｏ

０９／２９■査 ２，２６０ ２，２６０
タクシー代

　

飛庸交通 「市民
相談」とされている ・同上 ５８

・
鼠）１６

　　　

． 同上 Ｏ

１２／２２■査 １，２７０ １，２７０
タクシー代 飛鳥交通

　

「市政
相麟」とされている

・第４回定例会１２月麓会最終日

　

打ち上げのため
の利用と推繋

　

Ｃ－６も同様

　

５９ 鼠）２２ 同上 Ｏ

１２／２２鵬査 １，９９０′．

　

１，９１Ｉｏ
タクシー代 飛鳥交通

　

「市政
相談」とされている ・同上 ６

　

０ 顕）２３ 同上 Ｏ

　　

Ｏ

まちだ市民クラブ

　

タクシー代
２８２



支尊書支出日費目 議員
名

支出金額
原告らの
主張する
違法支出

額
支出内容 原告らの主張する違法性を裏付ける

　　　　　　

事情 嚢爵トＮｏ位ー領収事以外の関連証拠 会派まちだ市民クラブの

　　　　

主張
裁判所の総定す
る違法支出額

Ｃ１４‐３４６０５ハ９ 鯛査 谷沢 ５，斌）７ ５，駅）７
エネフリ横浜ＣＳ

　

２２時１５分給油
「券Ｎｏ１３４７８１１８様」と記載。
３１．４９α

不自然な給油状況
ー同日給油（Ｃ１４‐３４５とほぼ同時
刻。）、

１２一Ｉ ３ 下中

【近接した給油】
▲使途基準不適合性を推
認させる事実ではない。
・Ｃ１４‐３４５で少量の給油を
し、Ｃ１４‐３４６で改めて十分
な給油をした。

２，５０３

Ｃ１４‐３４７０７／１９ 餌査 谷沢 ２，５７３ ２，５７３
エネ
「券
１６．２

フ
簡
較

」横浜ＣＳ

　

１２時１８分給油
３４７８１１８様」と記載。

不自然な給油状況
・Ｃ１４‐３４８と同日、同一時刻給油
・２日前の７月１７日、Ｃ１４‐３８７でも
２７．６５４給油

１２－ｌ ６ 下左
【近接した給油
・使途基準不適
認させる事実で

合性を推
はない。

１，２８６

Ｃ１４－３一博１０／１３ 調査 河辺 ・５，０００ ５，醐
中央石油販売（ドトールコー
ヒー）１６時２１分

　

３１．８５２
不自然な給油状況

　　

・２日前の１０月１１日、Ｃ１４‐４０６でも
１９‐１１２を給油

２ーＩ １５ 中

【近接した給油】
・使途基準不適合性を推
認させる事実ではない。
・河辺瞳員は、軽自動車
と普通自動車を使用して
いた‐

２，５（粉

Ｃ１４‐３５０１１／３０ 韻査 河辺 ５，０００ ５，０００
中央石油セルフ金井１１時５９分
３５．７２２

不自然な給油状況
・わずか２日性Ｃ↑４‐３５１で再び給油 １２‐Ｉ ６ 中 同上

　　

‐ ‐

　　　　

２，５（鳩

Ｃ１４‐３５１１２／０２ 桝査 河辺 ３，醐 ３，０（粉
コスモ石油販売株式会社セルフ
ピュア町田１３時２４分給油

　

２０．
８３Ｌ

不自然な給油状況
・わずか２日前Ｃ１４‐３５０で給油 １２－Ｉ ７ 右上 同上 １，５（粉

Ｃ１４‐３５２１２月４ 槙査 河辺 ５，鯛 ５，醐
ＥＮＥ○Ｓ

　　

Ｄｒ．Ｄ

　

ｒ

　

ｉ

　

ｖｅ
セルフ南大沢店での給油

　

１４時
０７分

　

３６．５２

不自然な給油状況
・同日給油（ほぼ同時刻同じスタン
ドで給油Ｃ１４‐３５３）

１２‐Ｉ ７ 左 同上 ２，５（鳩

Ｃ１４‐３５５０１／ｍ 鯛査 河辺 ３，鯛 ３，醐
コスモ石油セルフピュア町田
１７時２５分給油‐２３．２６２

不自然な給油状況
・同日給油（Ｃ１４‐３５４とほぼ同時刻の
給油） １

１２一Ｉ ９ 中 同上 １，５００

Ｃ１４‐３５９０６月Ｏ 鯛査 森本 ４，４１２ ４，４１２
ＥＮＥＯＳ萩生田石油鶴川ＳＳ
での給油

　

９時３９分

　

２６．７４２

不自然な給油状況
・離員による給油ではない（６月鱗会
の本会議一般質問日（１０時に開会）。
議会開始のわずか２１分前の給油であ
り、議員によるものとは思えない。
グーグルマツブの移動時間は１７～１９
分であるが、市役所内での駐車や移
動に要する時間を考えると開会には
間に合わない）

　　　　　　

／
・支払状況の違い（森本議員はほと
んどＶＩＳＡカードにより支払いをおこ
なっているが、この給油を含む４回だ
けＪ‐ＡＣＣＳカードで支払いをおこ
なっている。）

１２‐Ｉ ６０ 左 ２４

　

Ｐ⑭

【一般質問日の給油】
・議会開始に間に合わな
い給油ではない。
・使途基準不適合性を推
認させる事実ではない。

【支払状況の違い１
使途基準不適合性を推麗
させる事実ではない。

２，２０６

Ｃ１４‐３６０１２／０４ 鑓査 森本 ３，３９４ ３，３９４
中央石油販売学園金井ＳＳでの
給油

　

９時２９分

　

２３．５７α

不自然な給油状況
・議員による給油ではない（１２月離
会の本会鱗一般質問日。１０時に開会
されており、その直前（３１分前）の
給油は極めて不自然。グーグルマツ
ブの移動時間は１４～１６分であるが‘
実際に踏査したところ２３分を要し
た。市役所内での移動時間を考える
と会議時間に間に合わない）

１２－Ｉ ６６ 左 ２４

　

Ｐ⑯

【一般質問日の給油１
・離会開始に間に合わな
い給油ではない。
・一使途基準不適合性を推
認させる事実ではない。

′

　　　　

１，６９７

Ｃ１４‐３６１０１／１Ｉ 鑓査 森本 ３，０５９ ３，０５９
鶴見石油町田金森ＳＳでの給油
１３時０５分

　

２３．ＯＱ。

不自然な給油状況
・わずか２日前ミＣ１４‐５１２の２２二４８２の
給油をしている
・支払状況の違い（ジャックスカー
ドによる支払い。）

１２‐Ｉ ６８ 中

【近接した給油】
・使途基準不適合性を推
醸させる事実ではない。
・森本議員は、軽自動車
２台を使用していた。

【支払状況の違い１
使途基準不適合性を推認
させる事実ではない。

１，５２９

ｃｌ寿一３６２０１／２７ 旗査 森本 ３，３０８ ３，３０８
ＥＮＥＯＳ萩生田石油鶴川ＳＳ
での給油

　

１０時４３分

　

２４．５１Ｑ
不自然な給油状況
・連日の給油（翌日にもＣ１４‐５１３の
２３．４１Ｌの給油をしている）

１２－Ｉ ６８ 右

【近接した給油】
・使途基準不適合性を推
認させる事実ではない。
・森本議員は、軽自動車
２台を使用していた。

１，６５４

Ｃ１４‐３６４０５／２４ 譲査 石井 ７９３ ７９３
中央石油セルフ金井での給油
１０時３６分

　

５．０２Ｑ

不自然な給油状況
・きわめて少量の給油（①：石井議
員のガソリン代領収書には、２０～
４０２の給油のものと、４～６２の給油
をおこなったものの二種類ある。前
者と後者が接近していることもあ
る。少畳の給油は、原付か小型バイ
クのためのものと推測され、別の人
物による使用が強〈椎濁される。）

１２‐Ｉ ７６ 中

　

′

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

【少量の給油】
・使途基準不適合性を推
隠させる事実ではない。
・石井議員は自助二輪車
を使用していた。

３９６

Ｃ１４‐３６５０６ハ９ 鱈査 石井 ′

　　

８９６ ８９６ＥＮＥＯＳＤＤ鶴川店での給油
１８時１０分

　

５．４２
不自然な給油状況
・きわめて少量の給油（①） １２一Ｉ ７７ 中

　　　　　

′
同上 型ヰ８

Ｃ１４‐３６６０７／０７ 韻査 石井 ９５９～

　

・

　

９５９エコノ金井ＳＳでの給油 １６時
３３分

　

５．８５ｇ
不自然な給油状況
・きわめて少量の給油（①） １２‐Ｉ ７８、中 同上 ４７９

Ｃ１４‐３６７０８／０１ 調査 石井 ９０１ ９０１ＥＮＥＯＳＤＤ鶴川店での給油
１３時１１分

　

５．４６２

不自然な給油状況
・きわめて少量の給油（①：石井議員
は７月７日以降給油をしていなかっ
た。′にもかかわらずきわめて少量の
給油がされている）
・支払状況の違い（現金払い）

１２－Ｉ ７９ 左

，

．

　　　

′
配

を

【

認

少量の給油】
使途基準不適合性を推
させる事実ではない。
石井議員は自動二輪車
使用していた。

支払状況の違い】
使途基準不適合性を推
させる事実ではない。

‐

　　　

４５０

Ｃ１４‐３６８０９／０２ 鑓査 石井 ‐

　

９９４ ９９４
中央石油セルフ金井での給油
２‐１時２３分

　

６．３７仝
不自然な給油状況
・きわめて少畳の給油（①）
・前日に３７．９３２の給油をおこなって
いる（甲１２・８０頁の右）

１２‐Ｉ ８０ 左

認

を

【

総

宋
３６
し

少量の給油】
使途基準不適合性を推
させる事実ではない。
石井議員は自動二輪車
使用していたＪ

近接した給油】
使途基準不適合性を推
させる事実ではない。
石井議員は、Ｃ１４‐５２４で
用事の給油をし、Ｃ１４‐
８で自動二輪車の給油を
た。

４９７

Ｃ１４‐３６９１″１８ 蘭査 石井 ９” ９”ＥＮＥＯＳネットＤＤ鴨川店で
の給油

　

１６時５１分

　

５．８３α

不自然な給油状況
・きわめて少量の給油（①）
・支払状況の違い（現金での支払
Ｌ、）

　　　

、

　　　　

、
１２一Ｉ ８１ 中 を

少量の給油】
使途基準不適合性を推
させる事実ではない。
石井議員は自動二輪車
使用していた。

支払状況の違い】
使途基準不適合性を推
させる事実ではない。

４７２

Ｃ１４‐３７０１１／０５ 鵬査 石井 ８５４ ８５４中央石油セルフ金井での給油
１９時５３分

　

５．８５２．・
不自然な給油状況
・きわめて少量の給油（①） １２一．１ ８２ 左

を

少畳の給油】
使途基準不適合性を推
させる事実ではない。
石井議員は自動二輪車
使用して・いた。

４２７

Ｃ１４‐３７１１１／２０ 旗査 石井 ８４１ ８４１エコノ金井ＳＳでの給油 １６時
０８分

　

５．８２

不自然な給油状況
・きわめて少量の給油・（①）

　

ノ
・わずか２日前に３７‐ＩＱの給油がされ
ている（甲１２・８２頁の中）
・支払状況の違い（現金での支払
い）

１２一Ｉ ８２ 右

【少量の給油】
・使途基準不適合性を推
認させる事実ではない。
・石井議員は自動二輪車
を使用していた。

【近接した給油】
・使途基準不適合性を推
認させる事実ではない。
・石井嫌員は、Ｃ１４‐５２８で
乗用車の給油をし、Ｃ１４‐
３７１で自助二輪車の給油を
した。

【支払状況の違い】
・使途基準不適合性を推
認させる事実ではない。

４２０

まちだ市民クラブ 燃料費

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

２８３



支ｒ 支出日費目韻
；碧
員 支出金額

原告らの
主張する
違法支出

甑
支出内容 原告らの主張する違法性を裏付ける

　　　　　　

事情
証拠
番号
（甲） トＮｏ位ー領収書以外の関連証拠 会派まちだ市民クラブの

　　

・

　

主張
裁判所の認定す
る違法支出額

Ｃ１４－３７２０３／１４ 調査 石井 ６３８ ６３８ＥＮＥＯＳネットＤＤ鶴川店で
の給油

　

１５時４２分・４．７６ゑ

不自然な給油状況
・きわめて少量の給油（①）
・わずか２日前に２３．０８Ｑの給油（甲１
２・８６頁右）
・支払状況の違い（この支払いのみＴ
カードを提示している）

１２－Ｉ ８６ 左

＼

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

【少量の給油】
・使途基準不適合性を推
認させる事実ではない。
・石井離員は自動二輪車
を使用していた。

【近接した給油】
・使途茎準不適合性を推
鍔させる事実ではない。
・石井議員は、Ｃ１４‐５３５で
乗用車の給油をし、Ｃ１４‐
３７２で自動二輪車の給油を
した。

【支払状況の違い】
・使途基準不適合性を推
認させる事実ではない。

３１９

Ｃ１４‐３７３０４／０１ 調査 谷沢 ５，８９４ ４，４２０ ３８．２８Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ １２‐Ｉ ２ 上左
運用指針の定める上限規
輔に服しているので、按
分比による規例は及ばな
い。

２，９４７

４‐３７４０４／ＯＢ 調査 谷沢 ５，５５３ ４，ｌｆ“ ３６．３８Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７％ １２一 ２ 上中 同上 ２，７７６

Ｃ４‐３７５０４／１７ 鯛査 谷沢 ４，４４７ ３，３３５

　

２９．４６Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７％ １２‐ ２ 上右 同上 ２，２２３

４‐３７６０４／２３ 鯛査 谷沢 ５，８４３ ４，３８２ ３８．７０Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７９６

　　

， １２‐ ２ 下左 同上 ２，９２１

Ｃ４‐３７７０５／０１ 鑓査 谷沢 ４，１５７ ３，１１・７ ２７．０ＯＬ給油 ガソリン代

　

按分比７％ １２‐ ３ 上左 同上 ２，０７８

Ｃ４‐３７８０５／０８ 鯛査 谷沢 ５，３１３ ３，９８４ ３４．５０Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７９６ ２ー ３ 上中 同上 ２，６５６

Ｃ４‐３７９０５ハ６ 桝査 谷沢 ４，６８７ ３，５１５ ３０．４４Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７９６ ２ー ３ 下左 同上 ２，３４３

Ｃ４－３Ｏ０５／２７ 蟹査谷沢 ５，１６３ ３，８７２ ３３，７Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７％ ２ー 上 同上

　　　　

’

　　　　

，

　　　

２，５８１

Ｃ４－３ ０６／０４ 鑓葦 谷沢 ４，８３７ ３，６２７ ３１．Ｌ給油 ガソリン代‐按分比７％ ２ー 下左 同上

　　

．

　　　

，
２，４１８

Ｃ１４‐３２０６ハ３ 韻査谷沢 ５，９２６ ４，肌 ３７．Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ ２ー 上右 同上 ２，９６３

Ｃ１４‐３３０６／２１，劉査 谷沢 ４，０７４ ３，０５５ ２６，Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ ２ー 上中 同上 ２，０３７

Ｃ１４－３４０６７２８ 鑓査 谷沢 ５，４１０ ｒ４，０５７ ３４．Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７９６ ２ー 上左 同上 ２，７０５

Ｃ１４－３５０７／０４ 鑓査 谷沢 ４，５９０ ３，４４２ ２７．Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７％ ２ー 上左 同上 ２，２９５

Ｃ１４－３６０７／１Ｉ 鑓査 谷沢 ５，６５９ ４，２４１４ ３５．Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７９６ ２ー 上申 同上

　　　　　　　　　

′ ２，Ｂ２９

Ｃ１４－３７０７／１７ 鋼査 谷沢 ４，３４１ ３，２５５ ２７．Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７％ ２‐ 上右 同上 ２，１７０

Ｃ１４－３８０７／２３ 譲査 谷沢 ６，２５３ ４，６８９ ３９．Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７％ ２ー 下右 同上 ３，１２６

Ｃ４－３９０７／３０ 鱈査 谷沢 ５，５７ ４，２４２ ３５．３Ｌ給油 ガソリン代′按分比７９６ ２ー 上 同上 ２，２８

Ｃ４‐３Ｏ０８／０５ 鑓査 谷沢 ５，８７ ４，３４０ 、３７．３４Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７９６ ２‐ 上左

　　　　　　　　　

′ 同上

　　

・ ２，９３

Ｃター３ ＯＢハ３ 鑓査 谷沢 ５；４７ ４，２３５ ３６．６７Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７９６ ２ーＩ 上中 同上 ２，２３

Ｃ４－３２０８／２０ 鑓査 谷沢 ５，１１ ４，．１３３ ３５．７９Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％

　　

‐ ２ーＩ 上右 同上 ２，５５

Ｃ４－３３０４／２２ 讃査 河辺 ３，０１ ２，８５０ ２４．０６Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５９６

　

．＼ ２‐Ｉ 左 同上

　　　　　

－

　　　

、

　　

１，００

４－３４０５／０９ 鱈査 河辺 ３， ２，２５０ １８．８７Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ ２ー １０ 左

　　　　

，

　　　　　　　　　　　　　　　

． 同上

　　　　　　

，．

　

‐ １，０Ｏ

Ｃ４‐３５０５ハ９ 韻査 河辺 ３，７２ ２，７５４ ２３．２４Ｌ給油 ガソリン代・按分比７５９６ １２‐ １０ 中 同上 １，３６

４－３６０５／２５ 鯛査 河辺 ５，醐 ３，７５０ ３０．４９Ｌ給油 ガソリン代 按分比７５９６ １２‐ １０ 右

　　　

Ｊ

　　　　　　　　　

１
同上 ２，００，

Ｃ１４－３７０６／０３ 国査 河辺 ３，醐 ２，２５０

　　　

ＩＢ．８７Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ １２」 １１ 中 同上 １，００

Ｃ１４－３８０６月７ 鑓査 河辺 ３，７７９ ２，８３４ ２３．６２Ｌ給油

　

’ ガソリン代 按分比７５９６ １２－ １１ 左 同上 １，８９

Ｃ１４‐３９０７／０１ 鑓査 河辺 ３，８７２ ２，９０４ ２３，９ＯＬ給油｝ ガソリン代

　

按分比７５％ １２‐ １２ 左 同士 １，３６

Ｃ１４－４（刀０７／１７ 鱈竃 河辺 ３，８３２ ２，８７４ ２３，８０Ｌ給油 ガソリン代 按分比７５９６ １２－ １２ 中 同上

　

．

　

， １，１６

Ｃ１４‐４０１０８／０５ 鑓査 河辺 ３，８１２ ２，８５９ ２３．６８Ｌ給油 ガソリン代 按分比７５９６ １２‐ １３ 中 同上 １，０６

Ｃ１４‐４０２ＯＢ／２２ 調査 河辺 ３，８５３ ２，８８９ ２３．６４Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ １２一Ｉ １３ 左

　

ｒ 同上 １，２６

Ｃ１４‐４０３０９／０６ 鎖董 河辺 ３，７３２ ２，７９９

２３‐９２Ｌ給油当初、３，９５２円の支出－としてその７５％である２，９６４円を違法支出とした。その後、アイスコーヒー代２２０
円は修正届があり支出額が３７３２円に
減額されたので、違法支出額はその
７５９６である２７９９円とした。

ガソリン代 按分比７５９６ １２‐Ｉ １４ 左 同上 １，８６６

Ｃ１４‐４０４０９／２１ 鱈査 河辺 ４，８８６ ３，６６４ ３１．５２Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ １２一Ｉ １４ 右 同上 ２，心１３

Ｃ４‐４０５０９／２４ 鑓査 河辺 ３，８７０ ２，９０２ ２４．３４Ｌ給油 ガソリン代，按分比７５％ １２一Ｉ １４ 中

　

． 同上． ‐ １，９３５

Ｃ４‐４０７１０／２９ 韻査 河辺 ３，４２６ ２，５６９ ２３．１５Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ １２一Ｉ １５ 左 同上 １，．７１３

Ｃ４‐４０８１１／１４ 債査 河辺 ２，ＯＭ １，５００ １３．３３Ｌ給油 ガソリン代 按分比７５９６ １２－Ｉ １６ 左 同上 １，ＯＭ

４‐４０９１２／ｎ 鯛査 河辺 ３，醐 ２，２５０ ２１．４３Ｌ給油 ガソリン代 按分比７５９６ １２‐Ｉ １７ 中 同上 １，５｛め

Ｃ４‐４１０１２／２８ 鯛査 河辺 ３，ＯＭ ３，ＯＭ ２１．９ＯＬ給油 ガソリン代′全額違法
・支払い状況に関する不自然な給油１２一ｌ １７ 右下

【支払状況の違い】
・使途基準不適合性を推
霊させる事実ではない。

１，５（鳩

Ｃ４‐４１１０１／２１ 韻査 河辺 ２，９一“ ２，２０８ ２３．５５Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ １２－Ｉ １９ 右
運用指針の定める上限規
制に服しているので、按
分比による規扇は及ばな
い。

１，４７２

Ｃ４‐４１２０２／０５ 胃査 河辺 ２，７３６ ２，０５２ ２２．８０Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ ２ーＩ ２０ 左 同上 ．１，３６８

Ｃ４‐４１３０２／１４ 韻査 河辺 ３，醐 ２，２５０ ２４．，５９Ｌ給油 ガソリン代 按分比７５９６ ２ーＩ ２０ 中

　　

▼
同上 １，５（鳩

４‐４１４０２／１７ 掴査 河辺 ２，５６９ １，９２６ ２０．７２Ｌ給油 ガソリン代 按分比７５９６ ２ーＩ ２０ 右 同上 １ゞ２８４

Ｃ１４‐４１５０２／２１ 調査 河辺 ５，醐 ３，７５０ ３９．－３７Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ １２－Ｉ ２１ 左 同上 ２，５（刀

Ｃ１４‐４１６０３ハ２ 圃査 河辺 ３，ＯＭ ３，醐 ２２．７３Ｌ給油
ガソリン代

　

全額違法
・支払い状況に関する不自然な給油１２一Ｉ ２２ 左

【支払状況の違い】
・使途基準不適合性を推
認させる事実ではない。

１，５｛掩

Ｃ１４‐４１７０３／２６ 鑓査 河辺 ３；０００ ２，２５０ ，

　　　

２２．９ＯＬ給油 煎岬 即納 ２‐Ｉ ２２ 右
運用指針の定める上限規
鎚に服しているので、按
分比による規耐は及ばな
い。

１，５｛刈

Ｃ１４‐４１８０３／３１ 韻査 河辺 ４，醐 ３，ＯＭ ３０．７７Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ １２一Ｉ ２２ 中 同上 ２，醐

Ｃ１４‐４１９偶／１Ｉ 韻査 戸塚 ７，０２０ ５，２６５ ４３．０７Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ １２－Ｉ ２３ 左 同上 ３，５１０

まちだ市民クラブ 燃料費

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

２８４



支出蕃
号 支出日費目『１呂

員 支出金額
原告らの
主張する
違法支出

傾

－

　　　　　

支出内容 原告らの主張する違法性を裏付ける

　　　　　　

事情 嚢跨トＮｏ位ー領収事以外の関連証拠 会派まちだ市民クラブの

　　　　

主張
裁判所の認定す
る違法支出額

Ｃ１４‐４２００４／２３ 鯛査 戸塚 ５，伽 ３，７５０ ３１．２５Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ １２‐Ｉ ２３ 中 同上 ２，５（鳩

Ｃ１４‐４２２０５／０３ 鯛査 戸塚 ６，６０９ ４，９５６ ４０，５５Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ １２－Ｉ ２４ 左 同上 ３，３０４

Ｃ１４‐４２３０５／１９ 鯛査 戸塚 ５，醐 ３，７５０ ３１，６５Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ １２一Ｉ ２４ 中 ＼

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

－

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

、 同上 ２，５（鳩

Ｃ１４‐４２４０６／０４ 鯛査 戸塚 ５，醐 ３，７５０ ３１．６５Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ １２－Ｉ ２５ 左 同上 ２，５（滑

Ｃ１４‐４２５０６ハ９ 鱈査 戸塚 ５，醐 ３，７５０ ３１．２５Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ １２」 ２５ 中 同上 ２，５（め

Ｃ１４‐４２６０７／０１ 幽査 戸塚 ６，６８９ ５，０１６ ４０．３０Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ １２一 ２６ 左 同上 ３，３４４

Ｃ１４４２７０７／２２ 鑓査 戸塚 ５，棚 ３，７５０ ３１．２５Ｌ給油 ガソリン代・按分比７５％ １２－ ２６ 中

　　　　　　　　　　　　　　

・ 同上 ２，５｛鳩

Ｃ１４４２８０７／３１ 鑓査 戸塚 ６，９３０ ５，１９７ ４１．５０Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ １２一 ２６ 右 同上 ３，４６５

Ｃ１４÷４２９Ｏ／１５ 縄査 戸塚 ６，７９８ ５，０９８ ４０．７１Ｌ給油 ガソリン代 按分比７５９６ １２－ ２７ 左 同上

　　　

．－ ３，３９９

Ｃ１４‐４３００／２２ 鱈査 戸塚 ４，鯛 ４，醐 ２５．０ＯＬ給油
ガソリン代

　

全額違法
・支払い状況に関する不自然な給油
（同日・近日給油）

１２‐ ２７ 中
【近接した給油】
・使途基準不適合性を推
認‐させる事実ではない。

２，醐

Ｃ１４‐４３１Ｏ／２５ 鑓査 戸塚 ５，９１５ ５，９１５

　　　　

３５．０ＯＬ給油
０７：４３ 相馬商事（株）軽
井沢給油所（長野県北佐久郡軽

　　

井沢長倉２４０６）

ガソリン代

　

全額違法
・支払い状況に関する不自然な給油
（ＥＮＥＯＳカード、同日・近日給油）

１２－Ｉ ２７ 右

【近接した給油】
・使途基準不適合性を推
隠させる事実ではない。

【支払状況の違い】
・使途基準不適合性を推
隠させる事実ではない。

２，９５７

Ｃ１４‐４３２Ｏ／０２ 鱈査 戸塚 ‐

　　　

、，３，ｏｏｏ ２，２５０ １８．８７Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ １２－Ｉ ２８ 左

　

」

　　　　　　　　　　　　

－

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．
運用指針の定める上限親
帆に服しているので、按
分比による規制は及ぱな
し、。

１，５（鳩

Ｃ１４‐４３３１１／１４ 圃査 戸塚 ６，４１４ ４，８１０ ４０．６０Ｌ給油 ガソリン代 按分比７５９６ １２‐Ｉ ２９ 中 同上 ３，２０７

Ｃ１４‐４３４１１／２５ 調査 戸塚 ５，５７８ ４，１８３ ３７．６９Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ １２－Ｉ ２９ 左 同上

　　　

２，７８９

Ｃ１４‐４３５１２／０３ 鯛査 戸塚 ５，醐 ３，７５０ ３４．２５Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５９６｝ １２－Ｉ ３０ 中 同上 ２，５（鳩

Ｃ１４‐４３６１２ハ６ 鑓査 戸塚 ５，０（鳩 ３，７５０ ３５．７２Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ １２．‐Ｉ ３０ 左 同上 ２，５（鳩

Ｃ１４‐４３７０１／１３ 槙査 戸塚 ６，１４４ ４，６０８ ４１．８０Ｌ給油 ガソリン代 按分比７５９６ １２一Ｉ ３１ 左 同上 ３，０７２

ＣＩ．４‐４３８０３／０１ 鑓査 戸塚 ５，似）Ｏ ３，７５０ ３７．３１Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ １２÷Ｉ ３２ 左

　　　　

・ 同上 ２，５（鳩

Ｃ１４４３９０３／２６ 鯛査 戸塚 ５，帆）Ｏ ５，醐

　　

３８．１７Ｌ給油
ガソリン代

　

全額違法
・支払い状況に関する不自然な給油
（同日・近日給油） １２‐Ｉ ３２ 中

【近接した給油
・使途基準不適
鰹させる事実で

合性を推
はない。

２，５（め

Ｃ１４‐４４００３／３０ 鑓査 戸塚 ６，３５２ ６，３５２

　　　　

３９．７０Ｌ給油
１８：２３株式会社ＥＮＥＯＳネット

　　　

ＤＤひえばら店

ガソリン代１全額違法
・支払い状況に関する不自然な給油
（ＥＮＥＯＳカード、同日・近日給油）

１２一Ｉ ３２ 右

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

＼

【近接した給油
・使途基準不適
隠させる事実で

【支払状況の遠
・使途基準不適
認させる事実で

合性を推
はない。

し、】
合性を推
はない。

３，１７６

Ｃ↓４‐４４１０４月７ 蟹査わたベ ５，ＷＯ ３，７５０ ３２．２６Ｌ給油 ガソリン代 按分比７５９６ １２－Ｉ ３３ 左
運用指針の定め
制に服している
分比による規制
し、。

る上限親
ので、按
は及ばな ２，５｛鳩

針４‐４４２０５／０３ 細査わたぺ ４，０００‐ ３，醐 ２５，８１Ｌ給油 ガソリン代 按分比７５９６ １２‐Ｉ ３４ 左

　　　　　　　　　　　

、
同上 ２，ＯＭ

Ｃ４一１４３０５／２０ 醜査わたぺ ー

　　

．

　　

２；０００ １，５（粉

　　　

１２．２７Ｌ給油 ガソリン代 按分比７５９６ １２－ ３４ 中 同上 １，ＭＯ

４一１４４０５／３１ 鑓査わたべ ・

　

５，０００ ３，７５０ ３１．６５Ｌ給油 ガソリン代 按分比７５９６ ２‐ ３４ 右

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ー 同上 ２，５（め

Ｃ４‐山１５０６／２１ 調査わたぺ ５，醐 ３，７５０ ３１．０６Ｌ給油 ガソリ．ン代・按分比７５％ ２ー ３５ 左 同上 ２，５（鳩

Ｃ４－牢１６０７／０７ 調査わたペ ５，醐 ３，７５０ ３０．８６Ｌ給油 ガソリン代 按分比７５９６ ２‐ ３６ 左 同上 ２，５（沿

Ｃ４‐４４７０７／２７ 調査わたぺ ５，醐 ３，７５０ ３１．４５Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ ２‐ ３６ 中 同上 ２，５（鳩

Ｃ４覗８Ｏ／”、鑓査わたべ ５，醐 ３，７５０ ３１．６５Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ ２ー ３７ 中

　

ｒ
同上 ２，５（鳩、

Ｃ４‐４４１９０／１９ 鯛査わたべ ５，醐 ３，７５０ ３１．６５Ｌ給油 ガソリン代 按分比７５９６ ２ー ３７ 左

　　　　　　　

、 同上 ２，５（沿

Ｃ１４‐４５０Ｏ／０１ 調査わたぺ ４，醐 ３，帆）Ｏ ２５．６４Ｌ給油 ガソリン代 按分比７５９６ ２ー ３９ 左 同上 ２，０００

Ｃ１４‐４５１Ｏ／０８ 調査わたベ ５，鯛 ５，ＷＯ ３１，２５Ｌ給油
ガソリン代

　

全額違法
・支払い状況に関する不自然な給油
（同日・近日給油） ２‐ ３８ 中

【近接した給油】
・使途基準不適合性を推
認させる事実ではない。

２，５（刀

Ｃ１４－４５２Ｏ／１２ 鑓査わたべ ５，醐 ５，鯛 見えず ガソリン代

　

全額違法 ２ーＩ ３９ 中 同上 ２，５（め

Ｃ１４‐４５３Ｏ／２８ 鑓査わたぺ ４，ＯＷ ３，醐 ２５，６４Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ ２ーＩ ３９ 右

　　　　　　

′－

　　　　

，
運用指針の定める上限親
”に服しているので、按
分比による規制は及ばな
Ｌ、。

′

　　　　

２，０００

Ｃ１４‐４５４１０／０８ 調査わたべ ５，醐 ３，７５０ ３２．０５Ｌ給油 ガソリン代 按分比７５眺 ２ーＩ ４０ 左 同上 ２，５（刀

Ｃ１４‐４５５１０／２８ 調査わたぺ ５，鯛 ３，７５０ ３３．３３Ｌ給油

　

・ ガソリン代 按分比７５９６ １２一Ｉ ４０ 中 同上 ２，５｛め

Ｃ４‐４５６１１／１４ 協査わたべ ’

　　　

・５，ｏｏｏ ３，７５０ ３４．４８Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ １２一Ｉ ４１ 左 同士 ２，５（鳩

Ｃ４－４７１１／３０ 旗査わたぺｒｒ

　　

，

　

５，０００ ３，７５０ ３４．７２Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ １２‐Ｉ ４１ 中 同上 ＼

　　

，

　

２，５（め

Ｃ４－４８１２月８ 鱈査わたべ ５，棚 ３，７５０ ３６．２３Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ １２‐Ｉ ４２ 左 同上 ２，５｛め

４－４９０１／０７ 鑓査わたべ ５，醐 ３，７５０ ′

　　

３８．１７Ｌ給油 ガソリン代 按分比７５９６ １２－Ｉ ４３ 左 同上 ２，５０Ｑ

Ｃ４‐４Ｏ０１／２２ 国査わたぺ ４，ＯＭ ３，醐 ３１．２５Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ １２一Ｉ ４３ 中

　　　

′
ー

　　　　　　　　　　

， 同上 ２，醐

Ｃ４‐４ ０２／０７ 鑓査わたぺ ４，醐 ３，醐 ３３．６１Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ １２‐Ｉ ４４ 上左 ・

　　　　　　　

、 同上 ２，醐

Ｃ４÷‐４２０２／１９ 鑓査わたべ ４，ＯＭ ３，ＯＭ ‐

　

３０．３０Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ ２‐Ｉ ４４ 上中 同上

　　　　　

， ２，醐

Ｃ４－４３０３／０４ 鑓査わたべ

　　　　

４，８８０ ３，６６０ ３７．５４Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ ２ムー ４５ 左 同上 ２，４４０

Ｃ４‐４４０３／” 鯛査わたべ ３，７〔鳩 ２，７７５ ２８．４６Ｌ給油

　　　

、 ガソリン代 按分比７５９６ ２ーＩ ４６ 中 同上

　　

－

　　　

１，８５０

Ｃ１４－４５０３／２３ 鱈査わたべ ４，醐 ３，ＯＭ ３０．７７Ｌ給油 ガソリン代 按分比７５９６ ２‐Ｉ ４６ 右 同上 、、

　　

２，ｏｏｏ

Ｃ１４÷‐４６０４／０４‐鱈査 佐麓 ４，５７８ ３，４３３ ２９．１６Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ ２‐Ｉ ４７ 左 同上 ２，２８９

Ｃ１４－４７０４ハ８ 韻査 佐麓 ４，３４０ ３，２５５ ２８．５５Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ ２‐Ｉ ４７ 右 同上 ２，１７０

Ｃ１４÷‐４ ０４／３０ 鱈査 佐謄 ４，９７８ ３，７３３ ３１，９ＩＬ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ ２ーＩ ４７ 中 同上 ２，４８９

Ｃ１４÷‐４９０５／ｎ 譲査 佐藤 ４，２７８ ３，２０８ ２７．４２Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ ２ーＩ ４８ 左

　　　　　　　　　　　　　　　

Ｊ 同上

　　　　　　　

２，１３９

Ｃ１４‐４７００５／２６ 鑓査 佐麓 ４，３９９ ３，２９９ ２８‐３８Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ ２一－Ｉ ４８ 右 同上 ２，１９９

Ｃ１４一・７１０６ハ３ 鑓査 佐藤 ５，０４８ ３，，７８６ ３１．７５Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ ２ーＩ ４９ 左 同上 ２，５２４

Ｃ１４‐４７２０６／２５ 鯛査 佐麓 ４，７３５ ３，５５１ ３０．１６Ｌ給油 ガソリン代 按分比７５９６ ２‐Ｉ ４９ 右 同上 ２，３６７

Ｃ１４－４７３０７／０４ 醸査 佐薦 ４，７０８ ３，５３１ ２９．２４Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ ２ーＩ ５０ 左

　　　　

、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．・
同土

　　　　　　

二 ２，３５４

１

　　

：

　　

）

　

．

　

‘

　

，
ｒ

；

　　

；

　　　　

～，
．

‘

まちだ市民クラブ 燃料費

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

２８５



支ｒ 支出日費目鯛
名
員 支出金額

原告らの
主張する
違法支出

額
支出内容 原告らの主張する違法性を裏付ける

　　　　　　

事情 嚢爵トＮｏ位ー領収書以外の関連証拠 会派まちだ市民クラブの

　　　

主張
裁判所の認定す
る違法支出額

Ｃ１４‐４７４０７ハＯ 鱈査 佐薦 ２，３３６ １，７５２ １４．ＯＬ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ １２‐Ｉ ５０ 中

　　

・
同上 １，１６８

Ｃ１４一７５０７／１７ 鯖査 佐薦 ＼

　　　　

４，５０３ ３，３７７ ２８．２Ｌ給油

　

，′ ガソリン代 按分比７５９６ ２・ー ５０ 下横 同上 ２，２５１

Ｃ１４‐４７６０７／２９ 鱈査 佐藤 ４，５５８ ３，４１８ ２８．５Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ ２ー ５０ 右 同上 ．

　

２，２７９

Ｃ１４‐４７７０８／０４ 鑓査 佐篇 ３，７９０ ２，８４２ ２３．９Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％

　

・ ２ー ５１ 右 同上 １，８９５

Ｃ１４‐４７８０８／１３ 調査 佐麓 ４，２５３ ３，１８９ ２６．２Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ ２ー 中 同上 ２，，１２６

Ｃ１４‐４７９０８／２５ 調査 佐麓 ー

　　　

４，２３３ ３，１７４ ２６．６Ｌ給油 ガソリン代 按分比７５９６ ２ー 左 同上 ２，１１６

Ｃ１４－４Ｏ０９／０７ 国査 佐薦 ４，９９２ ３，７４４ ３２．Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ ２ー ２ 右 同上 ２，４９６

Ｃ１４－４ ０９／２０ 鱈査 佐薦 ４，８８２ ３，６６１ ３０．ＩＬ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ ２‐ ２ 左

　　　　

・ 同上 ２，山４１

Ｃ１４－４２１０／０６ 餌査 佐薦 ４，４４６ ３，３３４ ２８．３２Ｌ給油 ガソリン代 按分比７５９６ ２ー 左 同上

　　　　　　　　　

， ２，２２３

Ｃ４－４３ｌｏハ９ 鯛査 佐篇 ４，２７７ ３，２０７ ２７，７７Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ ２ー ３ 中

　　　　

′ 同上

　　　　　　

２，１３８

Ｃ４－４４１０／３１ 調査 佐藤 ３，６６６ ２；７４９ ２５．１ＩＬ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ ２ー ３ 右 同上

　　　　　

′ １，ａ３３

Ｃ４－４５１１／ｍ 鱈査 佐麓 ４，４９５ ３，３７１ ３０．５８Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ ２ーＩ ４ 左 同上 ２，２４７

Ｃ４－４６１１／２３ 鱈査 佐藤 ４，６３４ ３，４７５ ３２．１８Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ ２ーＩ ４ 右 同上 ２，．３１７

Ｃ４‐４７１２／０６ 調査 佐薦 ４，３９６ ３，２９７ ３０．７４Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ ２‐Ｉ ５ 左

　　　　　　　　　　　　

、 同上．

　　　　　　

， ２，１９８

Ｃ４４８１２ハ５ 鶴査 佐薦 ４，３６８ ３，２７６ ３１．２０Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ ２‐Ｉ ５ 右 同上 ２，１８４

Ｃ４－４９１２／２８ 鑓査 佐麓 ３，６一“ ２，７３３ ２７．４０Ｌ給油 ガソリン代 按分比７５９６ ２ーＩ ５ 中

　　　　　　　　　　　　　　　　　

． 同上 １，２２

Ｃ４÷一Ｏ０１／０９ 贋査 佐麓 ３，７０１ ２，７７５ ２８．４７Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ ２ーＩ ６ 左 同上 １，５０

Ｃ４－４ ０１／２３ 贋査 佐藤 ３，８１４ ２，８６０ ａｌ．２６Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ ２ーＩ ５６ 右

　　　　　　　

、 同上

　　

、 １，０７

Ｃ４－４２０２／０２ 鱈査 佐藤 ３，５５３ ２，６６４ ．

　　

３０．１ＩＬ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ ２ｒｌ ５７ 左

　　　　　

、

　　　

ｊ
同上 １，７６

Ｃ１４－４３０２ハ９ 擾査 佐麓 ３，７０９ ２，７８１ ２９．６７Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ １２－Ｉ ７ 右 同上 １，５４

Ｃ１４－４４０４／０５ 圃査 森本 ３，８２６ ２，８６９ ２４．３７Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ １２－Ｉ ８ 左 同上 １，１３

Ｃ１４－４５０４／２３ 鯖査 森本 ３，６１１ ２，７０８ ２３．４５Ｌ給油 ガソリン代 按分比７５％ １２‐Ｉ ８ 中 同上 １，０５

Ｃ１４－４ ０４／２８ 鱗査 森本 ３．７９９ ２，８４９ ２４．６７Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ １２－Ｉ ８ 右 同上 １，９９

Ｃ１４‐４７０５／２７ 韻査 森本 ３‘９４６ ２，９５９ ２３．９２Ｌ給油 ガソリン，代‐按分比７５％ １２一Ｉ ９ 左 同上 １，７３

Ｃ１４－４Ｂ０７／１５ 鯛査 森本 ３，醐 ３，ＯＭ １８．６３Ｌ給油

ガソリン代

　

全額違法
・支払い状況に関する不自然な給油
（同日・近日給油） １２－Ｉ 左

【近接した給油】
・使途基準不適合性を推
認させる事実ではない。

１，５｛め

Ｃ１４－４９０７／１８ 劉査 森本 ３，醐 ３，ＯＷ １８．４１Ｌ給油 ガソリン代

　

全額違法 １２一Ｉ 右 同上 １，５００

ｃ，孝‐５０００８／０４ 調査 森本 ４，４８８ ３，３６６ ２６．７２Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ １２一Ｉ ２ 左

、

　　　　　　　　　　　　　

．
、

　　　　　

′

　　　　　　　　　　　　　　　　

，
運用指針の定める上限規
扇に服しているので、．按
分比による規制は及ぱな
し、。

２，２４４

ｃｌ牟５０１ＯＢ／２３ 調査 森本 ４，０１０ ４，０１０ ２４．１６Ｌ給油
ガソリン代

　

全額違法
・支払い状況に関する不自然な給油１２－Ｉ ２ 中

【支払状況の違い１
・使途基準不適合性を推
認させる事実ではない。

２，α）５

℃１４‐５０２０８／２９ 調査 森本 ３，６４８ ２，７３６ ２２．３８Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ １２－Ｉ ２ 右

　　

′

運用指針の定める上限規
輔に服しているので、按
分比による規帆は及ぱな
し、。

１，８２４

Ｃ１４‐５０３０９／１４ 鑓査 森本 ４，α）Ｉ ３，ＯＭ ２４．８５Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ １２－Ｉ ３ 左 同上 ２，ＯＷ

Ｃ１４－５（“０９／２０ 鱈査 森本 ４，３４２ ３，２５６ ２６３２Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ １２－Ｉ ３ 右

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１同上 ２，１７１

Ｃ１４‐５０５１０／１Ｉ 調査 森本 ４二１１６ ３，０８７ ２５，１ＯＬ給油 ガソリン代 按分比７５９６ １２一 ４ 左

　　　　　　

・ 同上 ２，０５８

Ｃ１４‐５０６１０／１８ 調査 森本 ３，６８０ ２，７６０ ２３．７４Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ １２一 ４ 中 同上 １，８４０

Ｃ１４‐５０７１０／２９ 鑓査 森本 ４，３０５ ３，２２８ ２７．２５Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ １２－ ４ 右 同上 ２，１５２

Ｃ１４‐５０８１１／１１ 鑓査 森本 ４－１０８ ３，ｏａｌ ２６．０ＯＬ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ １２一 ５ 左 同上 ２，０５４

Ｃ１４‐５０９１１／３０ 鑓査 森本 ３，４８２ ２，６１１ ２４．１８Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ １２－ ５ 右 同上 １，７４１

Ｃ１４‐５１０１２ハ８ 鱈査 森本 ３，５９２ ２，６９４ ２６．０３Ｌ給油 ガソリン代 按分比７５９６ １２－ ７ 左 同上 １，７９６

Ｃ１４‐５１１１２／２８ 調査 森本 ３，４９６ ２，６２２ ２３．７８Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ １２一 ７ 右

　　　　　　　　　　

Ｊ 同上 １，７４８

Ｃ１４‐５１３０１／２８ 鑓査 森本 ２，９０３ ２，９０３ ２３．４１Ｌ給油
ガソリン代

　

全額違法
・支払い状況に関する不自然な給油
（同日・近日給油） １２一Ｉ 左

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・【近接した給油】
・使途基準不適合性を推
認させる事実ではない。

１，４５１

Ｃ４‐５１４０４／１Ｉ 鱈査 田中 ４，９２０ ３，６９０ ３０．０ＯＬ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ １２一 ７０ 左
運用指針の定める上限規
鯖に服しているので、按
分比に，よる親同は及ぱな
し、。

　

Ｊ

　　　　　　　　　　　

′
２，４６０

Ｃ４－１５０５／２３ 鱈査 田中 ５，５０４ ４，１２８ ３４．４０Ｌ給油 ガソリン代 按分比７５９６ １２‐ ７１ 左

　　　　　　　　　

／ 同上 ２，７５２

４‐１６０７／０４ 鑓査 田中 ４，醐 ３，ＭＯ ２３．３９Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５，％ １２－ ７２ 左 同上 ２，醐

４－１７１２ハ８ 調査 田中 ３，８９２ ２，９１９ ２７．８０Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ １２－ ７３ 左 同上

　　　

／ １，９４６

Ｃ４－１８０１／２０ 調査 田中 ３，２（ぬ ２，４（鳩 ２５．４肌給油 ガソリン代 按分比７５９６ １２－ ７４ 左 同上

　　　　　　

． １，６｛掩

Ｃ４－１９０４／２８ 調査 石井 ６，５９９ ４，９４９ ４２．８５Ｌ給油 ガソリン代 按分比７５９６ １２－ ７５ 左 同上 ３，２９９

４－２００５／０５ 贋査 石井 ３，６７０ ２，７５２ ２３．０８Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ １２‐ ７６ 左 同上 １，８３５

Ｃ４－２１０６／０７ 鯖査 石井 ７，３６４ ５，５２３ ４６．６１Ｌ給油 ガソリン代 按分比７５９６ １２－ ７７ 左

　　　　　　　　　　

． 同上・ ３，６８２

Ｃ４－２２０７／０１ 譲査 石井 ，９９４ ５，２４５ ４３．９９Ｌ給油 ガソリン代 按分比７５９６ １２「 ７８ 左 同上 ３，４９７

Ｃ４－２３ＯＢ／０４ 鯛査 石井 ，４３１ ４，８２３ ４０．７０Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ １２一Ｉ ７９ 右 同上 ３，２１５

Ｃ４－２４０９／０１ 鑓査 石井 ，９１７ ４，４３７ ３７．９３Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ １２‐Ｉ Ｏ 右 同上 ２，９５８

Ｃ１４－２５０９／２０ 薗査 石井 ，５５７ ４，９１７ ４１．２４Ｌ給油 ガソリン代‐按分比７５％ １２一Ｉ 中 同上 ３，２７８

Ｃ１４－２６１０／ｍ 贋査 石井 ，醐 ４，５｛鳩 ３８．７１Ｌ給油ト ガソリン代 按分比７５９６ １２一Ｉ ｌ 左 同上 ３，醐

Ｃ１４－２７１０／２８ 鱈査 石井 ，４６０ ４，０９５ ３６．４０Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ １２一Ｉ Ｉ 右

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

Ｔ
同上 ２，７３０

Ｃ１４－２８ＩＶＩＢ 調査 石井 ，３８０ ４，０３５ ３７．１ＯＬ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ １２－Ｉ ２ 中 同上 ２，６９０

Ｃ１４－２９１２／１４ 憤査 石井 ，７３１ ５，０４８ ４９．１３Ｌ給油 ガソリン代 按分比７５９６ １２一Ｉ ３ 中

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．
同上

　　　　　　

・‐ Ｊ′

　　　

３‘３６５

Ｃ１４‐３０１２／３１ 鑓査 石井 ，７２０ ４，２９０ ４３．３３Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ １２‐Ｉ 右 同上′

　

， ２，８６０

まちだ市民クラブ 燃料費

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

２８６



支讐蕃支出日費目欄
≠髪
員 支出金額

原告らの
主張する
違法支出

額
支出内容 原告らの主張する違法性を裏付ける

　　　　　　

事情 器 トＮｏ位ー領収書以外の関連証拠 会派まちだ市民クラブの

　　　　

主張
裁判所の認定す
る違法支出額

Ｃ１４‐５３１０１／０８ 鑓査 石井 ４，２４８ ４，２４８ ３２．６８Ｌ給油

ガソリン代

　

全額違法
・支払い状況に関する不自然な給油
（同日．，近日給油）

　　　　　　　

、１２‐Ｉ ８４ 左
【近接した給油】
・使途基準不適合性を推
認させる事実ではない。

２，１２４

Ｃ１４‐５３２０１／１ｌ 鯛査 石井 ３，３５０ ３，３５０ ２５．９７Ｌ給油
ガソリン代

　

全額違法 １２‐Ｉ ８４ 中 同上 １，６７５

Ｃ１４十５３３０２／０２ 餌査 石井 ５，４８０ ４，１１０ ４５．６７Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ １２一Ｉ ８５ 左

　

ー

　　　　　　　　　　　　　　　

．

運用指針の定める上限規
創に服しているので、按
分比による規制は及ばな
い。

２，７４０

Ｃ１４‐５３４０２／１１ 調査 石井 ５，０６３ ３，７９７ ４２．５５Ｌ給油 ガソリン代 按分比７５９６ １２‐Ｉ ８５ 中 同上 ２，５３１

Ｃ１４‐５３５０３／１２ 鑓査 石井 ３，醐 ２，２５０ ２３．０８Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ １２‐Ｉ ８６ 中 同上 １，５（鳩

平成２６
甑
年度合計

　　

６１１，５１４

　

三

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

３８９，６１６

・１トメ

Ｃ１５‐２６００９ハ８鑓査 小関 ５，９８０ ５，９８０
ガソリン代 領収書が添付され
ていない（クレジットカードの
支払明細の断片のみ）

・領収書不提出
領収書を提出できない事情が認めら
れない。内容も不明。何リットルの
給油なのかの情報すらない。かなり
の猫＆

１３‐Ｉ ２３７
クレジットカードの明細
から、ガソリン代が支出
されたことは明らかであ
る。

２，９９０

Ｃ１５‐２６１１０／０８鑓査′ｊ回，
６，３７２ ６，３７２ 同上 同上 １３－Ｉ ２３７ 同上 ３，１８６

Ｃ１５‐２６２１０／１７調査 小関 ７，７〔ぬ ７，７（め 同上 同上 １３一Ｉ ２３８ 同上 ３，８５０

Ｃ１５‐２６３１・１ハ９鑓査 小関 ６，０８５ ６，０８５ 同上 同上 １３－‐Ｉ ２３９

　　　　　　　　

、 向上 ３，０４２

Ｃ１５‐２６４１１／２８鯛査 小桝 ５，１３５ ５，１３５ 同上 同上 １３‐Ｉ ２３９ 同上 ２，５６７

Ｃ１５‐２６５１２／３１調査 小関 ５，８４１ ５，８４１ 同上 同上 １３－Ｉ ２４０

　　

′ 同上 ２，９２０

Ｃ１５‐２６６０２／０３鱈査 小関

　　　

５，５６５ ５，５６５同上 同上 １３－Ｉ ２４１ 同上 ２，７８２

Ｃ１５「２６７０３／０９鱈査 小間 ４，８３７ ４，８３７ 同上 同上 １３一Ｉ ２４２ 同上 ２，４１８

Ｃ１５‐２７００３／０５調査 河辺 ３，醐 ３，０｛鳩
ヤマヒロセルフ相原

　

１１時１．３分
２９．４１２

不自然な給油状況
・１日おき給油（翌々 日Ｃ１５「２７１でも
給油）

１３－Ｉ ２５３上右

【近接した給油】
・使途基・準不適合性，を推
認させる事実ではない。
・河辺嫌員は、軽自動車
と普通自動車を使用して
いた。

　　

‐

１，５（鳩

Ｃ１５‐２７３１０／１７鯛査 戸塚 ２，醐 ２，醐
鶴見石油町田金森ＳＳ

　

８：４
０

　

１６．２６α

　　　　

，

不自然な給油状況
・連日給油（前日午後Ｃ１５‐２７２でも給
油）

１３－Ｉ ２５５中

【近接した給油】
・使途基準不適合性を推
認させる事実ではない。
・戸塚議員は、Ｃ１５‐２７２で
まず１０００円分の給油を
し、Ｃ１５‐２７３で改めて２０００
円分の給油をした。

１′０００

Ｃ１５‐２７４０４／０４醜査 森本 ３，２２１ ３，２２１
ＥＮ‐ＥＯＳ萩生田石油

　

１３：
０６

　

２３．８６２

不自然な給油状況
・支払状況の違い（ＪＡＣＣＳカー
ドによる支払い。他と支払い形態が
異なる）
・翌々 日Ｃ１５一４４５に再度給油がなさ
れている。・

１３一Ｉ ２２１上左

【近接した給油】
・使途基準不適合性を推
隠させる事実ではない。
・森本瞳員は、軽自動車
２台を使用していた。

【支払状況の違い】
使途基準不適合性を推理
させる事実ではない。

１，・６１０

Ｃ１５‐２７５０４／２５調査 森本 ３，１１６ ３，１１６
ＥＮＥＯＳ萩生田石油鶴川ＳＳ
１２：２９

　

２２．５８４

不自然な給油状況
・支払状況の違い（ＪＡＣＣＳカー
ドによる支払い）
・２日おき給油。２２日にＣ１５‐４４６で
２２．５３Ｌ給油したばかり。
（２０１５年統一地方選挙４月１９日告示

　

、
４月２６日多摩市瞳会議員選挙投票日）

１３一Ｉ ２２２上左 同上 １，５５８

Ｃ１５‐２７７０５／２７調査 森本 ２，醐 －

　

２，鎖）Ｏ
中央石油学園金井ＳＳ

　

１６：
１９

　

１５．０４４
不自然な給油状況
・同日給油（Ｃ１５‐２７６とほぼ同時刻に
２度給油）

　　　　　　

、
１３一Ｉ ２２４上左

【近接した給油】
・使途基準不適合性を推
認させる事実ではない。
・森本議員は、軽自動車
２台を使用していた。

１，醐

Ｃ１５‐２７８０６／０４調査 森本 ３，１７４ ３，１７４
ＥＮＥＯＳ本町田ＳＳ

　

ＩＯ：
４３

　

２３．ＯＱ

不自然な給油状況
・２日おき給油（３日後Ｃ１５一４４９でも
２３．１ＩＬを給油）。
・支払状況の違い（ＪＡＣＣＳカー
ドによる支払い）

１３－Ｉ ２２５上左

　　　　　　　

、

【近接した給油】
・使途基準不適合性を推
認させる事実ではない。
・森本議員は、軽自動車
２台を使用していた。

【支払状況の違い】
使途基準不適合性を推認
させる事実ではない。

１，５８７

Ｃ１５‐２７９０８／２４調査 森本 ３，５６５ ３，５６５
ＥＮＥＯＳ萩生田石油鶴川ＳＳ
Ｉ

　

Ｉ：３６

　

２６．２２Ｑ
不自然な給油状況
・１日おき給油（翌々 日Ｃ１５‐２８０でも
給油）

１３－Ｉ ２２９上左

【近接した給油】
・使途基準不適合性を推
認させる事実ではない。
・，森本議員は、軽自動車
２台を箆思してＬ、た。

１，７８２

Ｃ１５‐２８１０３／３０餌査 森本 ２，８９２ ２，８９２
ＥＮＥＯＳ萩生田石油鶴川ＳＳ
１５：４４

　

２５．８３２

不自然な給油状況
・中３日給油（４日前Ｃ１５‐４４４でも
２４．２５Ｌを給油）。
・支払状況の違い（支払状況の違い
（ＪＡＣＣＳカードによる支払い）

３‐Ｉ ２３６上右

　

′

【近接した給油】
・使．途基準不適合性を推
霞させる事実ではない。
・森本離員は、軽自動車
２台を使用していた・

【支払状況の違い】
使途基準不適合性を推認
させる事実ではない。

１，，４Ｊ１６

Ｃ１５‐２８２０１／０９桝査 谷沢 ３，６４８ ２，７３６ ３３‐４７Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ ３ーＩ １９３上左
運用指針の定める上限規
制に服しているので、按
分比による規飼は及ぱな
し、。

１，８２４

Ｃ１５‐２８３０１ハ８調査 谷沢 ４，０８８ ３，０６６ ３８．２１Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ １３－Ｉ １９３上中 同上 ２，０‘１４

Ｃ１５‐２８４０１／２６鑓査 谷沢 ３，４４６ ２，５８４ ３３．１３Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ ３ーＩ１９３上右 同上 １，７２３

Ｃ１５‐２８５０２／０３国査 谷沢

　　　

３，４６０ ２，５９５ ３４．２６Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ ３ーＩ１９４上左 同上 １，．７３０

Ｃ１５‐２８６０２ハ３鱈査 谷沢 ３，６０２ ２，７０１ ３３．９８Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ ３ーＩ１９４上中 同上 １，８０１

Ｃ１５‐２８７０２／２０圃査 谷沢 ３，２８４ ２，４６３ ３１．５８Ｌ給油 ガソリン代 按分比７５９６ ３－↑１９４上右 同上 １，６４２

Ｃ１５‐２８８０３／０１鯛査 谷沢 ３，９３２ ２，９４９ ３９．３２Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ ３ーＩ １９５上左 同上 １，９６６

Ｃ１５‐２８９０３／１４鑓査 谷沢 ３，５０５ ２，６２８ ３５．４０Ｌ給油 ガソリン代 按分比７５９６ ３‐ｌ１９５上中 同上 １，７５２

Ｃ１５‐２９００３／２１鵠査 谷沢 ３，１１８ ２，３３８ ３０．２７Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ ３」Ｉ １９５上右 同上 １，５５９

Ｃ１５‐２９１０３／２６韻査 谷沢 ４，０２４ ３，０１８ ３７．６１Ｌ給油 ガソリン代 按分比７５９６ ３‐Ｉ１９５下右 同上 ２，０１２

Ｃ１５‐２９２０４／０５槙査 谷沢 ４，７１６ ３，５３７ ３７．７３Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ ３ーＩ１８４上左 同上 ２，３５８

Ｃ１５‐２９３０４／１４鯛査 谷沢 ４，６５７ ３，４９２ ３７．２６Ｌ給油 ガソリ．ン代 按分比７５９６ ３ーＩ１８４上中 同上 ２，３２８

Ｃ１５‐２９４０４／２１鯛査 谷沢 ２，１０８ １，５８１ １７．０ＯＬ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ ３ーＩ ＩＢ４上右 同上 １，０５４

Ｃ１５‐２９５０４／２８国査 谷沢 ４，５２０ ３，３９０ ３３．７３Ｌ給油 ガソリン代 按分比７５９６ １３‐Ｉ１８４下左 同上 ２，２６０

Ｃ１５‐２９６０５／０７鱈査 谷沢 ４，６２４ ３，４６８ ３４．０ＯＬ給油 ガソリン代 按分比７５９６ １３‐Ｉ１８５上左

　　　　　　　　　　

・ 同上 ２，３１２

まちだ市民クラブ 燃料費２８７



支出番
号 支出日費目『碧員 支出金額

原告らの
主張する
違法支出

甑
支出内容 原告らの主張する違法性を裏付ける

　　　　　　

事情 嚢爵トＮｏ位ー領収書以外の関連証拠 会派まちだ市民クラブの

　　　　

主張
裁判所の認定す
る違法支出額

Ｃ１５‐２９７０５ハ８鑓査 谷沢 ４，３１４ ３，２３５ ３２ご６ＢＬ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ １３一Ｉ １８５上中 同上 ２，１５７

Ｃ１５‐２９８０５／２５鯛査 谷沢 ４，９８７ ３，７４０ １

　　　

３６．１４Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ １３‐Ｉ ＩＢ５上右

　　　　

・

　　　　　

， 同上 ２，４９３

Ｃ１５‐２９９０５／３１蟹査 谷沢 ４，９００ ４，９（鳩

　　　　

３２．０３Ｌ給油
東名足柄ＳＡ下りＳＳ１４：２４に給油

ガソリン代

　

全額違法

　

、（谷沢議員が御殿場を訪問した際の給
油）
政務鎮査のための支出とは認められ
なし、

１３－Ｉ １８５下左 甲７１
使途基準不適合性を推認
させる事実とはいえな
し、。

２，４５０

Ｃ１５－３（鳩０６／０６調査 谷沢 ４，６５８ ３，４９３ ′

　

３４．５０Ｌ給油 ガソリン代 按分比７５９６ １３「Ｉ ８６上左
連用指針の定める上限親
鎚に服しているので、按
分比による規制は及ばな
い。

２，３２９

Ｃ１５‐３０１０６八６鱈査 谷沢 ４，９９７ ３，７４７ ３５，４４Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ １３－Ｉ ８６上中 同上 ２，４９８

Ｃ１５‐３０２０６／２５桝査 谷沢 ４，９６０ ３，７２０ ３５．６８Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ １３‐Ｉ ８６上右 同上 ２，４８０

Ｃ１５‐３０３０７／０２鯖査 谷沢 ４，６８７ ３，５１５ ３３．４８Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ １３－Ｉ ８７上左 同上 ２，３４３

Ｃ１５‐３（“０７／０８餌査谷沢 ４，６１３ ３，４５９ ３２．９５Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ １３‐Ｉ ８７上中 同上 ２，３０６

Ｃ１５‐３０５０７／１４鑓査 谷沢 ４，５０８ ３，３８１ ３３．３９Ｌ給油－ ガソリン代

　

按分比７５％ １３」Ｉ ８７上右 同上

　　　　　　

′

　

、
２，２５４

Ｃ１５‐３０６０７／２０鱈査 谷沢 ４，８１９ ′

　

３，６１４ ３５．７０Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ １３‐Ｉ ８７中左 同上 ２，４０９

Ｃ１５－３０７０７／２７餌査 谷沢 ４・，５２７ ３，．３９５ ３４．ｏ４Ｌ給油

　　　

、 ガソリン代 按分比７５９６ １３－Ｉ ８７中 同上 ２，２６３

Ｃ１５‐３０８０８／０１鱈査 谷沢 ４，５２０ ３，３９０ ３４．５０Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ １３－Ｉ ８ 上左 同上 ２，２６０

Ｃ１５‐３０９ＯＢ／０６鱗査 谷沢 ‐４，４２４ －

　

３，３１８ ３３．２７Ｌ給油

　　

＼ ガソリン代

　

按分比７５％ １３－Ｉ ８ 上中 同上 ２，２１２

Ｃ１５‐３１００８／１２鱈査 谷沢 ４，８４６ ３，６３４ ３７，２ａＬ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ １３‐Ｉ ８ 上右 同上

　　　　　　

ｒ

　　　

２，４２３

Ｃ１５‐３１１０８／２２鱈査 谷沢 ４，６０７ ３，４５５ ３６．５６Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ １３－Ｉ ８ 中左 同上＋ ２，３０３

Ｃ１５‐３１２０８／３０鑓査 谷沢 ４，７６７ ３，５７５‐ ３８．４５Ｌ給油

　　　

１ ガソリン代．按分比７５％ １３」１ ８ 中 同上 ２，３８３

Ｃ１５‐３１３０９／１ｌ鯛査 谷沢 ４，９６６ ３，７２４ ３８．２０Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ １３‐Ｉ ８ 上左 同上

　　　　　

、 ２，４８３

Ｃ１５‐３１４０９／１９鑓査 谷沢 ‘

　　　　

４，３５２ ３，２６４ ３２．７２Ｌ給油 ガソリン代 按分比７５９６ １３一Ｉ ８ 上中

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

′同上 ２，１７６

Ｃ１５‐３１５０９／２５鱈査 谷沢 ４，５８６ ３，４３９ ３６．４０Ｌ給油 ガンリシ代 按分比７５９６ １３一Ｉ ８ 上右 同上 ２，２９３

Ｃ１５‐３１６１０／０１鑓査 谷沢 ４，０３１ ３，０２３ ３３．３１Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ １３－Ｉ ９０上左 同上 ２，０１６

Ｃ１５‐３１８１０ハ６鵠査 谷沢 ４，５９３ ３，４４４ ３７．３４Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％

　　

， １３－Ｉ ９０上右 同上 ２，２９６

Ｃ１５‐３１９１０／２３鱈査 谷沢 ４，３４７ ３，２６０ ３４．２３Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ １３‐Ｉ ９０‐中左

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

′ 同上

　　　　　

） ２●，１７３

Ｃ１５‐３２０１１／０１鑓査 谷沢 ４，４６４ ３，３４８ ３６．０ＯＬ給油

　

′ ガソリン代

　

按分比７５％ １３‐Ｉ１９１上左 同上 ，

　

２，２３２

Ｃ１５‐３２１１１／ＯＢ劉査 谷沢 ４，６６９ ３，５０１ ３８．２７Ｌ給油 ガソリン代‐按分比７５９６ １３－Ｉ １９１上中 同上 ２，３３４

Ｃ１５‐３２２１１／１５餌査 谷沢 ４，６６２ ３，４９６ ３８．２１Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ １３一Ｉ１９１上右 同上 ２，３３１

Ｃ聴‐３２３１１／２１調査 谷沢 ４，１４５ ３，１０８ ３４，２６Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ １３一Ｉ １９１中左 同上 ２，０７２

ＣＭト３２４１１／２９鱗査 谷沢

　　　　

４，２６７ ３，２（鳩 ３５．５６Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ １３一Ｉ１９１中 同上 ２，１３３

Ｃ１５‐３２５１２／０２鑓査 谷沢 ６０１ ４５０ ５刃ＩＬ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ １３－Ｉ １９２上左 同上 ３㈹

Ｃ１５‐３２６１２／０７鱈査 谷沢 ４，２７１ ３，２０３ ３６５０Ｌ給油・ ガソリン代 按分比７５９６ １３－Ｉ １９２上中 同上 ２，１３５

Ｃ１５‐３２７１２ハ５鯛査 谷沢 ３，８６６ ２，８９９ ３３３３Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ １３‐Ｉ１９２上右 同上 １，９３３

Ｃ１５‐３２８１２／２４鯛査 谷沢

　　　

３，７１４ ２，７８５ ３３１６Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ １３－Ｉ１９２中左 同上

　　　　　　

， １，８５７

Ｃ１５‐３２９１２／３１圃査 谷沢 ３，８０９ ２，８５６ ３４６３Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ １３－Ｉ１９２中 同上 １，９（渇

Ｃ１５‐３３００１／０８鯛査 河辺 ２，ＯＭ １，５（櫛 １８５２Ｌ給油 ガソリン代，按分比７５％ １３－Ｉ ２５２上中

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

’ 同上 １，ＷＯ

Ｃ１５‐３３１０１／１８鱈査 河辺 ２，４７８ １，８５８ ２３１６Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ １３‐Ｉ ２５２上左

　　　　　　　　　　　

． 同上 １，２３９

Ｃ１５‐３３２０１／２９鯛査 河辺 １，９３５ １，４５１ １９１６Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ １３一Ｉ ２５２上右 同上 ９６７

Ｃ１５‐３３３０２ハ８鱈査 河辺 ３；０００ ２－２５０ ２９７０Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ １３－Ｉ ２５３上左 同上 ，

　　　

１，５（鳩

Ｃ１５‐３３４０３／１２桝査 河辺 ３，駅）Ｏ ２，２５０ ３０６１Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ １３‐Ｉ ２５３中中 同上 １，５（掩

Ｃ１５‐３３５０３／２０慣査 河辺 ２，ＭＯ １，５（滑 １９２３Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ １３－Ｉ ２５３中右 同上 １，醐

Ｃ１５‐３３６０４／０６調査 河辺 ２，９１０ ２，１８２ ２２９ＩＬ給油 ガソリン代 按分比７５９６ １３」Ｉ ２４３上中 同上 １，４５５

Ｃ１５‐３３７０４／１７掴査 河辺 ２，８９８ ２，１７３ ２２８２Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ １３‐Ｉ ２４３上左 同上 １，４４９

Ｃ１５－３３Ｂ０４／２４鯛査 河辺 ３，醐 ２，２５０ ２２９ＯＬ給油 ガソリン代 按分比７５９６ １３－Ｉ ２４３上右

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

、 同上 １，５（鳩

ｃ１５‐３３９０４／２９調査 河辺 ３，醐 ２，２５０ ２３４４Ｌ給油 ガソリ，ン代 按分比７５９６ １３一Ｉ ２４３中左 同上

　　　　　

・ １，５｛刀

Ｃ１５‐３４００５／０６調査 河辺 ５，醐 ３，７５０ ３９０６Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ １３‐Ｉ ２４４上左 同上 ２，５（滑

Ｃ１５‐３４１０５／１７鱈査 河辺 ３，０６０ ２，２９５ ２３１８Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ １３‐Ｉ ２４４上中 同上 １，５３０

Ｃ１５‐３４２０５／２３鯛査 河辺 ３，ー０００ ２，２５０ ２１１３Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ １３一Ｉ ２” 上右 同上 １，５（め

Ｃ１５‐３４３０６／０３鱈査 河辺 ３，１５８ ２，３６８ ２４１ＩＬ給油 ガソリン代 按分比７５９６ １３一Ｉ ２４５上右 同上 １，５７９

Ｃ１５‐３４４０６／１３鯛査 河辺 ３，醐 ２，２５０ ２１７４Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ １３‐Ｉ ２４５上中 同上 １，５（滑

Ｃ１５‐３４５０６／２１鑓蚕 河辺 ５，醐 ５，０｛力
ＥＮＥＯＳセルフ南大沢店

　

１

　

９：３－０

　

３６．７７Ｌ給油
ガソリン代

　

全額違法
不自然な給油状況
連日給油 （Ｃ１５‐２６８でも給油）

１３‐Ｉ ２４５上牢

運用指針の定める上限規
鎚に服しているので、按
分比による規制は及ばな
い。
【近接した給油】
・使途基準不適合性を推
認させる事実ではない。
・河辺議員は、軽自助車
と普通自動車を使用して
いた。

２，５（め

Ｃ１５‐３４６０７／０４讃査 河辺 ５，醐 ３，７５０ ３４．２５Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ １３一Ｉ ２４６上右

　　　　　　　　　　

▲

運用指針の定める上限根
剣に服しているので、按
分比による規制は及ぱな
し、。

２，５００

Ｃ１５‐３４７０７／ｎ 調査 河辺 ５，ＯＭ ３，７５０ ３４．４８Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ １３－Ｉ ２４６上中 同上 ２，５｛鳩

Ｃ１５÷３４９０７／２０鯛査 河辺 ５，醐 ３，７５０ ３８．１７Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ １３－Ｉ ２４６中左 同上 ２，５（鳩

Ｃ１５‐３５００７／２５韻査 河辺 ２，９９７ ２，２４７ ２３．０６Ｌ給油 ガソリン代 按分比７５９６ １３‐Ｉ ２４６中 同上 １，４９８

Ｃ１５‐÷３５１０８／０１圃査 河辺 ５，ＯＭ ３，７５０ ３８．７６Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ １３－Ｉ ２４８上中 同上 ２，５（滑

Ｃ１５‐３５２０８／０７贋査 河辺 １，１１０ ８３２ ８．２２Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ １３‐Ｉ ２４８中左 同上 ５５５

Ｃ１５‐３５３０８ハ３鯛査 河辺 ２，ＭＯ １，５（刀 １５．６３Ｌ給油 ガソリン代 按分比７５９６ １３‐Ｉ ２４８中 同上 １，醐

まちだ市民クラブ 燃料費２１３８

　　

，



支か 支出日費目『髪員 支出金額
原告らの
主張する
違法支出

額
支出内容 原告らの主張する違法性を裏付ける

　　　　　　

事情 嚢聯トＮｏ 位ー領収書以外の関連証拠 会派まちだ市民クラブの

　　　　

主張
裁判所の認定す
る違法支出額

Ｃ１５‐３５４０８／２８鱗査 河辺 ２，醐 １，５（力 １６．１３・Ｌ給油 ガソリン代 按分比７５９６ １３－Ｉ ２４８上左 同上 １，醐

Ｃｊ５５５０９／０７鑓査 河辺 １，醐 ７５０ ８．０７Ｌ給油 ガソリン代 按分比７５９６ １３‐Ｉ ２４７上中 同上 ５㈹

Ｃ１５‐３５６０９ハ２鑓査 河辺 ８，８０８ ６，６０６ ７０．４６Ｌ給油 ガソリン代 按分比７５９６ １３‐Ｉ ２４７中 同上 ４，４０４

Ｃ１５‐３５７０９ハ６圃査 河辺 １，９６９ １，４７６ １５．８７Ｌ給油 ガソリン代 按分比７５９６ １３－Ｉ ２４７上右 同上 ９８４

Ｃ１５‐３５８０９／２９鱈査 河辺 １，醐 ７５０ ７．９４１‐給油． ガソリン代 按分比７５９６ １３‐Ｉ ２４７上左 同上 ５００

Ｃ１５‐３５９ｌｏ／０３鑓査 河辺 ３，ＭＯ ２二２５０ ２４．０ＯＬ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ １３‐Ｉ ２４９上中 同上 １，５（鳩

Ｃ１５‐３６１１０／１０圃査翼河辺 ３，醐 ２，２５０ ２４．５９Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ １３‐Ｉ ２４９中 同上一 ‐

　

１，５（め

Ｃ１５‐３６２ｌｏハ６鯛査 河辺 ２，ＭＯ １，５００ １６．５３１‐給油 ガソリン代

　

按分比７５％ １３一Ｉ ２４９上右 同上 １，醐

Ｃ１５‐３６３ｌｏ／２９鯛査 河辺 １，ＯＷ ７５０ ８．０７Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％′ １３－Ｉ ２４９上左 同上 ５㈹

Ｃ１５‐３６４１１／０６縄査 河辺 １，醐 ７５０ ８．２７Ｌ給油 ガソリン代 按分比７５９６ １３一Ｉ ２５０上中 同上 ５００

Ｃ１５‐３６５１１／１１鑓査 河辺 １，醐 ，７５０ ８．４０Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ １３－Ｉ ２５０上右 同上 ５００

Ｃ１５‐３６７１１／１８鱈査 河辺 ２，醐 １，５（鳩 １６．９５Ｌ給油 ガソリン代 按分比７５９６ １３一Ｉ ２５０中右 同上 １，０（鳩

Ｃ１５‐３６８１１／２７調査 河辺 １，醐 ７５０ ８．５５１‐給油 ガソリン代 按分比７５９６ １３－Ｉ ２５０中左 同上

　

．

　　　　　　　　

′ ５００

Ｃ１５‐３７０１２／０６鱈査 河辺 ５，駅）Ｏ ３，７５０ ４２．３７Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ １３‐Ｉ ２５１上左 同上 ２，５（鳩

Ｃ１５‐３７１１２／２０鯛査 河辺 ３，醐 ３，醐 ２６．７９Ｌ給油

　　

；
ガソリン代

　

全額違法
不自然な給油状況
一日おき給油

　

Ｃ１５‐２６９でも給油
１３‐Ｉ ２５１上右

　　　　　　　

ー

運用指針の定める上限規
制に服しているので、按
分比による規制は及ばな
い。
【近接した給油】
・使途基準不適合性を推
認させる事実ではない。
・ー河辺議員は、軽自動車
と普通自動車を使用して
いた。

１，５（刈

Ｃ１５‐３７２１２／２５鯛査 河辺 ５，醐 ３，．７５０ ４６．３Ｌ給油 ガソリン代 按分比７５９６ １３‐Ｉ ２５１中左
運用指針の定める上限規
創に服しているので、按
分比による規射は及ばな ２，５（地

Ｃ１５‐３７３０１／０８鑓査 戸塚 ３，醐 ２，２５０ ２７．５２Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ １・３ーＩ ２５９上右 同上 １，５｛鳩

Ｃ１５‐３７４０１／１５譲査 戸塚 ３，醐 ２，２５０ ２５．８６Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ １３－Ｉ ２５８上左 同上 １，５００

Ｃ１５‐３７５０１／２４鵠峯 戸塚 ３，醐 ２，２５０ ２９．１３Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ １３一Ｉ ２５９上左 同上 １，５｛鳩

Ｃ１５‐３７６０２／０１憤査 戸塚 ２，醐 １，５〔め １９．６１Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ １３－Ｉ ２５９上中 同上 １，ＭＯ

Ｃ１５‐３７７０２／０７慎董 戸塚 ２，醐 １，５（鳩 １９．６１Ｌ給油 ガソリン代 按分比７５９６ １３－Ｉ ２６０上中 同上

　

．

　　

・ １，醐

Ｃ１５‐３７８０２／２１調査 戸塚 ３，醐 ２，２５０ ２８．５７Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ １３－Ｉ ２６１上中 同上 ↑，５（刃

Ｃ１５‐３７９０３／０７調査 戸塚 ２，ＭＯ １，５〔掩 １９．８０Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ １３－Ｉ ２６１上左

　　　　

，

　　　　　　　　

●

　　　　　　　　　　　　　　

’ 同上 １，０｛鳩

ｃｌテ３８００３／２６鯛査 戸塚 ４，醐 ３，ＯＭ ３７．０４Ｌ給油

　　　

、 ガソリン代

　

按分比７５％ １３－Ｉ ２６１上右 同上 ２，醐

Ｃｔ５‐３８１０４／１０調査 戸塚 ４，伽 ３，醐 ２８．９９Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ １３－Ｉ ２５７上右 同上 ２，０００

１Ｃ１５‐３８２０４／２４鑓査 戸塚 ４，鯛 ３，醐 ２９，８５Ｌ給油 ガソリン代 按分比７５９６ １３‐Ｉ ２５７上中 同上

　

， ２，駅）Ｏ

Ｃ１５‐３８３０４／２９揖査 戸塚 ５，ＭＯ ３，７５０ ３７．３１・Ｌ給油 ガソリン代 按分比７５９６ １３－Ｉ ２５４上右 同上 ２，５（鳩

Ｃ１５‐３８４０５／２５調査 戸塚 ５，供）Ｏ ３，７５０ ３７．０４１‐給油 ガソリン代 按分比７５９６ １３一Ｉ ２６０上左 同上 ２，５（鳩

Ｃ１５‐３８５０６／１４調査 戸塚 ３，醐 ・

　

２，２５０ ２１．２８１‐給油 ガソリン代

　

按分比７５％ １３一Ｉ ２５４上中

　　

」 同上 １，５｛刈

Ｃ１５‐３８６０６／２３調査 戸塚 ３，醐 ２，２５０ ２１．７４Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ １３－Ｉ ２５７上左

　

、 同上 １，５（力

Ｃ１５‐３８７０７／ｍ 調査 戸塚 ５，醐 ３，７５０ ３６．７２Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ １３一Ｉ ２６０上右 同上 ・

　　　

２，５（め

Ｃ１５‐３８８０７／２５鱈査 戸塚 ４，醐 ３，ＯＭ ３０．０８Ｌ給油 ガソリン代 按分比７５９６ １３一Ｉ ２５４上左 同上 ２，醐

Ｃ１５‐３８９０８／０３鑓査 戸塚 ３，ＯＭ ２，２５０ ２３．０８Ｌ給油 ガソリン代 按分比７５９６ １３－Ｉ２５６上中 同上 １，５｛め

Ｃ１５‐３９００８／１１鱈査 戸塚 ４，９０８ ３，６８１ ３７．７５Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ １３－Ｉ ２５６上左 同上

　　　　　　　

′ ２，４５４

Ｃ１５‐３９１０９／０２鑓査 戸塚 ３，ＭＯ ２，２５０ ２３．８１Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ １３－Ｉ ２５８上右 同上 １，５（め

Ｃ１５‐３９２０９ハ８贋査 戸塚 ３，醐 ２，２５０ ２３．４４Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ １３－Ｉ ２６０中 同上 １，５（刀′

Ｃ１５‐３９３１０／３０調査 戸塚 ４，醐 ，３，０００ ３２．０ＯＬ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ １３↑Ｉ ２５５上右 同上 ２，醐

Ｃ１５‐３９４１１／１３幽査 戸塚 ３，醐 ２，２５０ ２５．２１Ｌ給油 ガソリン代 按分比７５９６ １３‐Ｉ２５５上左 同上 １，５（め

Ｃ１５‐３９５１１／２５複査 戸塚 ３，醐 ２，２５０ ２４．５９Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ １３÷Ｉ ２５６上右 同上 １，５（力

ｃ１５ヤ３９６１２／１１鯛査 戸塚 ５，醐 ３，７５０ ４０，６５Ｌ給油 ガンリシ代 按分比７５９６ １３－ｌ ２５７中左

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１ 同上 ２，５（力

Ｃ１５‐３９７０１／０９圃査わたぺ ３，７９５ ２，８４６ ３６．８４Ｌ給油 ガソリン代・按分比７５％ １３一Ｉ ２０５上左 同上 １，８９７

Ｃ１５‐３９８０１／２７鯛査わたべ ３，ＯＷ ２，２５０ ２９．７０Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ １３‐Ｉ ２０５上中 同上 １，５（鳩

Ｃ１５‐３９９０２ハＢ調査わたべ ３ＯＭ ２，２５０ ２９．７０Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ １３－Ｉ ２０６上 同上 １，５｛刀

Ｃ１５－４（鳩０３／ｎ 鱈査わたべ ３Ｍ０・ ２，２５０ ３０．９３Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ １３－Ｉ ２０７上左 同上 １，５｛刃

Ｃ１５－４０１０３／２５調査わたべ ３醐 ２，２５０ １２８二Ｂ５Ｌ給油 ガソリン代 按分比７５９６ １３－Ｉ ２０７上右 同上

　　

／ １，５（刃

Ｃ１５‐４０２０４／０２鱗査わたぺ ２醐 １，５（鳩 １５．７５１‐給油 ガソリン代

　

按分比７５％ １３－Ｉ１９６上左 同上 １，醐

Ｃ１５４０３＼‐０４／１６薗査わたべ ４醐 ３，ＭＯ ３２．０ＯＬ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ １３一Ｉ１９６上中 同上 ２，ＯＭ

Ｃ１５４０４０４／２９韻査わたべ ４醐 ３，醐 ３０．３０Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ １３ーＩ１９６上右 同上

　　　

． ２，棚

Ｃ１５‐４０５０５／１０憐董わたベ ４醐 ３，ＯＭ ３１，０Ｉ

　

Ｌ給油 ガソリン代

　

′按分比７５９６ １３－Ｉ１９７上左 同上 ２，醐

Ｃ１５‐４０６０５／２１鑓査わたぺ ３ＯＭ ２，２５０ ２１．７４Ｌ給油 ガソリン代 按分比７５９６ １３一Ｉ １９７上中 同上 １，５（刀

Ｃ１５‐４０７０６／０１鑓査わたべ ４醐 ３，ＯＭ ３０．５３Ｌ給油 ガソリン代 按分比７５９６ １３‐Ｉ１９８上左

　　　　　

▲ 同上 ２，０（鳩

Ｃ１５‐４０８０６ハ９鯛査わたべ ４ＯＭ ３，醐 ２８．７８Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ １３一Ｉ１９８上中 同上

　　　　　　

－ ２０Ｍ

Ｃ１５‐４０９０７／０２鯛査わたべ ５醐 ３，７５０ ３６．７６Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ １３一Ｉ１９９上左 同上 ２，５｛刀

Ｃ１５一１１Ｏ０７／２３鑓査わたぺ ２醐 １，５（鳩 １３．７９Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ １３一Ｉ１９９上中 同上 １，，０００

Ｃ１５‐４１１０７／３０鑓董わたぺ ２醐 １，５（鳩 １５ｒ６３Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ １３－Ｉ１９９上右 同上 １，ＯＭ

Ｃ１５‐４１２０８／１Ｉ韻査わたぺ ４醐 ３，α）Ｏ ３１．７５Ｌ給油． ガソリン代 按分比７５９６ １３－Ｉ ２００上左 同上 ２，醐

Ｃ１５‐４１３０８／３１譲董わたべ ４５４７ ３，４１０ みえず ガソリン代

　

按分比７５％ １３－Ｉ２００上中 同上 ２，２７３

Ｃ１５‐４１４０９／２１縄査わたべ ４ＯＭ ３，醐 ３２．７９Ｌ給油

　

－ ガソリン代

　

按分比７５％ １３－Ｉ ２０１上

　　　　　　

′ 同上

　　　　　　　　

′

　

． ′

　　　

２，０００

℃１５‐４１５１０／１６鯛査わた・ペ ４醐 ３，ＭＯ ３３．３３Ｌ給油 ガソリン代 按分比７５９６ １３‐Ｉ ２０２上 同上 ２，醐
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増番支出日費目”髪員 支出金額
原告らの
主張する
違法支出

甑
支出内容 原告らの主張する違法性を裏付ける

　　　　　　

事情 嚢爵トＮｏ 位ー領収書以外の関連証拠 会派まちだ市民クラブの

　　　　

主張
裁判所の認定す
る違法支出額

Ｃ１５‐４１６１１／０５閥査わたぺ ４，ＭＯ ３，ＭＯ ３４．１９Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７％ １３‐Ｉ ２０３上 同′上 ２，醐

Ｃ１５‐４１７１２／１４調査わたべ ４，醐 ３，醐 ３５．７１Ｌ給油 ガソリン代，按分比７ １３一Ｉ ２（“ 上 同上 ２，ＯＭ

Ｃ１５÷４１８０１／１９鱈査 佐薦 ３，１１２ ２，３３４ ３１．１２Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７９６ １３－Ｉ ２１７上 同上 １．５５６

Ｃ１５‐４１９０２／１７債査 佐藤 ３，２１３ ２，４０９ ３１．５０Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７％ １３一Ｉ ２１ 上

　

， 同上 １，６０６

Ｃ１５‐４２００３／１１譲査 佐謄 ２，５９４ １，９４５ ２６．７４Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７％ １３－Ｉ ２１ 上 同上 １，２９７

Ｃ１５‐４２１０４／０１餌査 佐藤 ３，８４２ ２，８８１ ３０．２５Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７％ １３‐Ｉ ２０ 上左 同上 １，９２１

Ｃ１５‐４２２０４／１７調査 佐薦 ３，６１５ ２，７１１ ２８．６９Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７ １３－Ｉ ２０ 上中 同上 １，８０７

Ｃ１５‐４２３０４／２７調査 佐薦 ４，０４５ ３，０３３ ３０．８８Ｌ給油 ガン，リン代

　

按分比７９６ １３‐Ｉ ２０ 下槍 同上 ２，０２２

Ｃ１５‐４２４０５／１１韻査 佐藤 ３，８６７ ２，９（鳩 ３０．６９１‐給油 ガソリン代

　

按分比７％ １３一 ２０ 上左 同上 １，９３３

Ｃ１５‐４２５０５／２７圃査 佐藤 ４，０５３ ３，０３９ ３０．９４Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７９６ １３‐ ２０ 上右 同上 ２，０２６

Ｃ１５‐４２６Ｏ／１４鑓査 佐薦 １，醐 ７５０

　　　　

７ｒ．２０Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７％ １３－ ２１ 上左 同上 ５００

Ｃ１５４２７Ｏ／２０調査 佐藤 ４，０２７ ３，０２０ ３０．０５Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ １３一 ２１０上右 同上

　　　　　　

， ２，０１３

Ｃ１５‐４２８Ｏ／１８韻査 佐篇 ７，０１３‐ ５，２５９ ５２．７３Ｌ給油 ガソリン代 按分比７５９６ １３－ ２１１上 同上 ３，５０６

Ｃ１５÷４２９Ｏ／０１調査 佐藤 ３，８１０ ２，８５７ ３０．００１‐給油 ガソリン代

　

按分比７５％ １３一 ２１２上左 同上 １，９０５

Ｃ１５‐４３０Ｏ／０８鑓査 佐麓 ５，０７２ ５．０７２ ４０．９ＯＬ給油
ガソリン代・全額違法

　　　

・
，・近接した日の給油 １３一 ２１２上右

　　　　　

′
【近接した給油】
・使途基準不適合性を推
翌させる事実ではない。

２，５３６

Ｃ１５‐４３１Ｏ／１Ｉ鑓査 佐藤 ２，９７６ ２，９７６ ２３．６２Ｌ給油 ガソリン代

　

全額違法 １３－ ２１３上右 同上 １，４８８

Ｃ１５ー４３２Ｏ／２１圃査 佐薦 ３，７７２ ２，８２９ ３０‐４２Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ １３‐Ｉ ２１３上左
運用指針の定める上限規
創に服しているので、按
分比による規制は及ぱな
し、ｏ

１，８８６

Ｃ１５‐４３３Ｏ／１７調査 佐薦 ３，７２ ２，９７９ ３２．０３Ｌ給油 ガソリン代 按分比７５９６ １３一Ｉ ２１４上 同上 １，９８６

Ｃ１５‐４３４１０／０６鑓査 佐薦 ３，３８・ ２，７２８ ３０．０７Ｌ給油 ガソリン代 按分比７５９６ １３一Ｉ ２１５上 同上

　

、

　　　　　

． １，８１９

Ｃ１５－４３５１１／０３鯛査 佐藤 ３，４５ ２，７３３ ３０．６３Ｌ給油 ガソリン代 按分比７５９６ １３‐Ｉ ２２０上 同上

　　　

●

　

′ ‐

　

１，８２２

Ｃ１５‐４３６１２／０３調査 佐藤 ３，０９ ２，７０６ ３１．３８Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ １３－Ｉ ２１６上左 同上 １，８０４

Ｃ１５４３７１２／２９鱈査 佐藤 ３，０１ ２，４７５ ３０．８５Ｌ給油 ガソリン代 按分比７５９６ １３－Ｉ ２１６上右 同上 ‐

　

１，６５０

Ｃ１５‐４３８０１／０５鱗査 森本 ２，５３ ２，１３９ ２６．１７Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ １３‐Ｉ ２３４上左 同上 １，４２６

Ｃ１５‐４４００１／２０鱈査 森本 ２，３８ ２，２０３ ２６．０ＯＬ給油 ガソリン代 按分比７５９６ １３－Ｉ ２３４上右

　

‘

　　　　　　　　　

．

　　　

・′ 同上 １，４６９

Ｃ１５÷４４１０２ハ３国査 森本 ２，１１ １，９５８ ２４．６３Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ １３‐Ｉ ２３５上左 同上 １，３０５

Ｃ１５‐４４２０２／２３輝査 森本 ２，４０５ １，８０３ ２４．５４Ｌ給油 ガソリン代 按分比７５９６ １３－Ｉ ２３５上中

　　　　　　　

、 同上

　

．

　　

－ １，２０２

Ｃリ‐４４３０３／０８調査 森本 ２，ＭＯ １，５（鳩 ２０．６２Ｌ給油 ガソリン代 按分比７５９６ １３↑Ｉ ２３６上左

　　　　　　

′ 同上 １，ＯＭ

Ｃ１５‐４４４０３／２６調査 森本 ２，７１６ ２，７１６ ２４．２５Ｌ給油
ガソリン代

　

全額違法
不自然な給油状況
中３日給油 （Ｃ１５‐２８１でも給油）

１３‐Ｉ ２３６上中

，

　

′

　　　　　　

′

運用指針の定める上限規
制に服しているので、按
分比による規制は及ぱな
しも

【近接した給油】

　

．
・使途基準不適合性を推
認させる事実ではない。
・森本議員は、軽自動車
２台を使用していた。

１，３５８

Ｃ１５‐４４７０５／０７鑓査 森本 ３，２７０ ２，４５２ ２３．７０１‐給油 ガソリン，代 按分比７５９６ １３‐Ｉ ２２３上左

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

▼

運用指針の定める上限規
創に服しているので、按
分比による規制は及ばな
い。

３，２７０

Ｃ１５‐車１８０５ハ８贋査 森本 ３，２８７ ２，４６５ ２４．１７Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ １３－Ｉ ２２３上中 同上 １，６４３

ＣＩ‐４５００６ハ９鑓査 森本 ３，３４０ ２，５０５ ２４．０３Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ １３‐Ｉ ２２５上右

　　　　　　　　　　　　　　

・ 同上

　　　　　　　

．

　　

・ １，６７０

ＣＩ‐４５１０６／２９鑓査 森本 ２，醐 ，１，５００ １４．６０Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ １３－Ｉ ２２６上左

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・
同上 １，醐

ＣＩ‐４５２０７ハ３蟹査 森本 ３，５６７ ２．６７．５ ２６，８２Ｌ給油 ガソリン代 按分比７５９６ １３‐Ｉ ２２７上左 同上 １，７８３

ＣＩ‐４５３０７／２１鯛査 森本 ３，１７９ ２，３８４ ２４．２７Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ １３一Ｉ ２２７上中

　　　　　

． 同上 １，８９

ＣＩ‐４５４０８／０１鯛査 森本 ２，醐 １，５（刀 １５．７５Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ １３一Ｉ ２２８上左 同上 １，醐
ＣＩ－４５０８／０９韻査 森本 ３，３２８ ２，４９６ ２５１Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ ３ーＩ ２２８上中

　　　　　　　　　　　　　　　　　

’同上 １●，６４

ＣＩ－４６０８ハ３国査森本 ３，１１１ ２，３３３ ２４．６９Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ ３ーＩ ２２８上右 同上 １，５５

Ｃ１５‐４７０９／１０調査 森本 ３，３４０ ２，５０５ ２６．５１Ｌ給油 ガソリン代 按分比７５９６ ３‐Ｉ ２３０上右 同上 １，７０

Ｃ１５－４９０９／２０慎査 森本 ３，５６３ ２，６７２ ２６．５９Ｌ給油 ガソリン代 按分比７５９６ ３‐Ｉ ２３０上中 同上 １，８１

ｃＩＨＯ１０／０２鱈査 森本 ３，０３４ ２，２７５ ２５．２８［給油 ガソリン代

　

按分比７５％ ３ーＩ ２３１上左 同上 １，１７

Ｃ１５－４ １０ハ６鑓査 森本 ２，９９０ ２；２４２ ２４．９２Ｌ給油 ガソリン代 按分比７５９６ ３‐Ｉ ２３１上中 同上 １，９５

Ｃ１５－４２１１／０４韻査 森本 ３，１７８ ２，３８３ ２４．６４Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ ３ーＩ ２３２上左 同上 １，８９

Ｃ１５－４３１１ハ８鑓査 森本 ２，８７０ ２，１５２ ２４，５３Ｌ給油 ガソリン代 按分比７５９６ ３ーＩ ２３２上中 同上 １，４３５

Ｃ１５－４４１１／２６韻査 森本 ２，７９９ ２，０９９ ２３．９２Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ ３‐Ｉ ２３２上右 同上 １，３９９

Ｃ１５－４５１２／ｎ 餌査 森本 ２，７０２ ２，０２６ ２３．９２Ｌ給油 ガソリン代 按分比７５９６ ３ーＩ ２３３上左 同上 １，３５１

Ｃ１５４６１２／２６鯛査 森本 ２，４３５ １，８２６ ２１．５５Ｌ給油 ガソリン代 按分比７５９６ ３ーＩ ２３３上中 同上

　　　　　　　　　　　　

」
１，２１７

３４４，５８８平成２７年度合計額

　

５３７，９７０

ＣＩ‐２４９０４／０２鑓査 ３，醐 ２，２５０
ＥＮＥＯＳフロンティア東京第２
Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ南大沢店

　

１６時
２２分

　

２８‐５７Ｌ
ガソリン代 按分比７５９６ １４－Ｉ ２ 左 同上 １，５（め

ＣＩ‐２５００４／０３鑓査 ２，醐 １，５（鳩
コスモ石油販売隣東京カンパ
ニーセルフピュア町田（町田市
小山町８３７－７）０９１時２２分

　

１
９．・４２Ｌ

ガソリン代

　

按分比７５％ １４‐Ｉ ２ 右

／

　　　

，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

，
同上 １，醐

ＣＩ‐２５１０４／０４蘭査 ３，１３０ ２，３４７
鶴見石油隣町田金森ＳＳ

　

ＩＢ時５８
分

　

３０．１ＯＬ
ガソリン代

　

按分比７５％ １４‐Ｉ ３ 右 同上 １，，５６５

ＣＩ‐２５２０４／０４鯛董 河辺 ２，醐 １，５（粉
出光リテール販売隣

　　

東名横
浜インターＳＳ

　　　　

ＩＢ時２５分
１８．３５Ｌ

ガソリン代

　

按分比７５％ １４－Ｉ ４ 上左 同上 １，ＭＯ

ＣＩ‐２５３０４／２０調査 ２，４２７ １，８２０
ＥＮＥＯＳフロンティア東京第２
Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ南大沢店

　

１６時
５０分

　

２２．９ＯＬ
ガソリ 代

　

按分比７５％ １４‐ｌ ４ 上中 同上 １，２１３

ＣＩー２…ｉ４０４／２５餌査 ３，醐 ２，２５０
コスモ石油販売株式会社

　

Ｓ＆
ＣＣＳ多摩ニュータウン（八王子市
堀之内）２８．３０Ｌ

ガソリン代 按分比７５９６ １４‐ｌ ４ 上右 同上 １，５００

　　　　

まちだ市民クラブ 燃料費２９０



支尊書支出日費目剃髪員 支出金額
原告らの
主張する
違法支出

額
支出内容 原告らの主張する違法性を裏付ける

　　　　　　

事情 電導トＮｏ位ー領収書以外の関連証拠 会派まちだ市民クラブの

　　　　

主張
銭判所の認定す
る違法支出額

Ｃ‐２５５０５／０３鱈査 ４，醐 ３」似）Ｏ
株式会社

　

山藤石油店

　

多庫
ニユ」タウンＳＳ（八王子市松木
２２一１４）２０時２２分

　

３７．７４Ｌ
ガソリン代

　

按分比７５％ ４ーＩ ４ 中右 同上 ２，醐

Ｃ‐２５６０５／０６調査 ２，ＯＷ １，５（め
ＥＮＥＯＳフロンティア東京第２

　

ＤＤ
セルフ忠生店

　

１２時１９分
１７．８６Ｌ

ガソリン代 按分比７５９６ ４‐ ４ 中左 同上 １，鯛

Ｃ－２５７０４／０５鯛査 谷沢 ４，０２７ ３，０２０
出光リテール販売㈱

　

セルフ成
瀬

　

０９時４２分

　

３６．６１Ｌ
ガソリン代 按分比７５９６ ４ー ５ 上左 同上 ２，０１３

Ｃ‐２５８０４ハ３調査 谷沢 ３，Ｂ２６ ２，８６９
出光リテール販売㈱

　

セルフ成
瀬

　

０９時１０分

　

３４‘４７Ｌ

　　

」
ガソリン代

　

按分比７５％ ４ー ５ 上中 同上 １，１３

ＣＩ‐２５９０４／２２鯛査 谷沢 ３，８８７ ２，９１５
出光リテール販売岡

　

セルフ成
瀬

　

１１時１３分

　

３５．９９Ｌ
ガソリン代 按分比７５９６ ４ー

　

５ 上右 同上

　　

・ １，４３

ＣＩ－２Ｏ０５／０１鱈査 谷沢 ‐４‘０７３ ３，０５４
出光リテール販売鰯

　

セルフ成
瀬

　

１１時００分‐３６．０４Ｌ
ガソリン代

　

按分比７５％ ４‐

　

５ 中左 同上 ２，３６

ＣＩ‐２ ０５／Ｏ 調査 谷沢 ３，６７０ ２，７５２
出光リテール販売隣

　

セルフ成
瀬

　

０９時２２分

　

３３．３６Ｌ
ガソリン代 按分比７５９６ ４‐ ５ 中

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．
同上 １，３５

ＣＩ‐２２０５／１ 鑓査 谷沢 ３，７００ ２，７７５
エネクスフリート株式会社

　

横
浜店（横浜市練区長津田４３７５）
エネフリ

　

１０時５１分

　

３５．９２Ｌ
ガソリン代

　

按分比７５％ ４ー ５ 中右 同上

　　　

－

　　　　　　

・ １，５０

ＣＩ－２３０４／Ｏ 桝査 ３，棚 ２，２５０
中央石油販売（株）Ｅｘｐｒｅｓｓ
１３時０４分

　

２６．７９Ｌ
ガソリン代

　

按分比７５％ １４一 ６ 上左

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ー
同上 １，００

ＣＩ－２４０４／２ 鯛査 ４，醐 ３，醐
中央石油販売（株）Ｅｘｐｒｅｓｓ
１８馨自主１９ヒ分

　

３５，４０Ｌ
ガソリン代

　

按分比７５％ １４－ ６ 上中 同上 ２，

ＣＩ－２５０４／ｉ 鯛査 ３，１以〕９ ２，２５６
ナヴイ㈱エコノ金井ＳＳ．１８時０４
分ず

　

２８．１２Ｌ
ガソリン代 按分比７５９６ １４一 １′ 左 同上 １，０４

ＣＩ－２６０４／１ 鱈査 ３，１１０ ２，３３２
ナヴイ㈱エコノ金井ＳＳ

　

１６時５０
分

　

２９．３４Ｌ
ガソリン代

　

按分比７５％ ４ー ７ 中 同上 １，５５

ＣＩ－２７０４／２ 鑓査 １，３９０ １，０４１２
ナヴィ㈱エコノ金井ＳＳ．１９時間
分

　

１３．６３Ｌ

　　

‐
ガソリン代

　

按分比７５％ ４ー ７ 右

　　　　　　　　

・ 同上 ９５

ＣＩ－２８０４／１ 鱈査 ，

　　

２，９ｏ８ ２，１８１
ＥＮＥＯＳ 有限会社萩生田石油

　

鶴
川ＳＳ

　

１７時０２分

　

２５．４０Ｌ ガソリン代，按分比７５％ ４‐ ８ 左 同上 １，４５４

ＣＩ－２９０５ハ３鯛査 ２，９１４ ２，１８５
ＥＮＥ鮎

　

有限会社萩生田石油

　

壷１ｌ
ｉｌｌｓＳ

　

１４時３１分

　

２４．７０Ｌ
ガソリン代

　

按分比７５％ ４ー ８ 中 同上 １「，４５７

ＣＩ‐２７００５／２７鑓査 ３，０５３、 ２，ａ８９
ＥＮＥＯＳ 有限会社萩生田石油

　

鶴
川ＳＳ

　

１６時０８分 ２５．６６Ｌ
ガソリン代・按分比７５％ ４‐ ８ 右 同上 １，５２６

ＣＩ‐２７１０５／０２国査 ２，９９９ ２，２４９
鶴見石油隣町田金森ＳＳ

　

Ｅ
ｘｐｒｅｓｓ

　

ｏ９時００分

　

２８．０３Ｌ
ガソリン代‐按分比７５％ ４‐Ｉ ９ 左 同上 １，４９９

ＣＩ‐２７２０５／１５調査 ３，１０８ ２，３３１
中央石油販売
ＳＳ

　

Ｅｘｐｒｅｓｓ
ヒー

　

１７時３９

相模原イースト

　

ドトールゴー
分

　

２８．２５Ｌ
ガソリン代

　

按分比７５％ ４ーＩ ９ 上左 同上 １，５５４

ＣＩ‐２７３０５／０６輝査 ３，棚 ２，２５０
鶴見石油㈱町田金森ＳＳ

　

Ｅ
ｘｐｒｅｓｓ

　

１５陸５４分

　

２６．５５Ｌ
ガソリン代 按分比７５９６ ４ー １０ 上中 同上 １，５（鳩

ＣＩ‐２７４０５／２５鯛査 １，醐 ７５０ 出光リテール販売隣

　

セルフ成
瀬 １７時１０分

　

８．５５Ｌ
ガソリン代 按分比７５９６ １４‐ １０ 上右 同上 ５００

ＣＩ‐２７５０５／２９鑓査 ３，８２５ ２，８６８
ＥＮＥＯＳフロンティア東京第２

　

ＤＤ
町田小川店

　

１０時０１分

　

３３．２５Ｌ
ガソリン代 按分比７５９６ １４－ １０ 上左３２Ｐ引＜ 同上 １，９１２

ＣＩ‐２７６０６／２０韻査 ２，醐 １，５（刈
出光リテール販売隣

　

セルフ成
瀬

　

１８時１４分

　

１６‐２６Ｌ
ガソリン代

　

按分比７５％ １４」 １０ 下中 同上 １，醐

ＣＩ‐２７７０５／１４鯛査 ３，０８５ ２，３１３
出光リテール販売㈱

　

プリテー
ル高瀬橋店

　

１３時１１分

　

２６．，８３Ｌ
ガソリン代

　

按分比７５％ １４一 １１ 上左 同上 １，５４２

ＣＩ‐２ ０５／２９鱈査 ２，５７０ １，．９２７
ナヴィ隣エコノ金井ＳＳ

　

１８時１９
分

　　

２４．０２Ｌ
ガソリン代

　

按分比７５％ １４‐ １１ 上中 同上

　　　　

１，２８５

ＣＩ－２ ０５／２０龍査 ３，醐 ２，２５０
中央石油販売（株）Ｅｘｐｒｅｓ
山崎団地ＳＳ

　

Ｉ９時５６分

　

２７．２Ｌ ガソリン代．按分比７５９６ １４‐ １２ 上左 同上

　　　　　　

′ １，５【め

ＣＩ－２ ０５／２０餌査 １，９９１ １，４９３
ＥＮＥＯＳフロンティア東京第２

　

ＤＤ
セルフ忠生店

　

１４時４９分
１８．１８Ｌ‐

ガソリン代

　

按分比７５％ １４一Ｉ １３ 上左９Ｐ引く

　

「 同上 ９９５

Ｃ届－２ ０５／２９鯛査 ３，醐 ２，２５０
ＥＮＥＯＳ 株式会社カイト
清新ＳＳ

　

ＩＩ時５６分

　

２５．
ｒ．Ｄｒｉｖｅ
４Ｌ ガソリン代・、按分比７５９６ １４－Ｉ １３ 上右

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

「
同上 １，５（鳩

ＣＩ－２ ０５／３１国査 河辺 ２，８４５ －

　

２，１３３ ㈱高山商店

　

１５時３６分

　

２３．５１Ｌガソリン代

　

按分比７５％ １４‐Ｉ １３ 上中 同上

　

・

　　　　　　　　

Ｌ １，４２２

ＣＩ－２ Ｏ／１３贋査 ２，ＭＯ １，５｛滑
出光リテール販売㈱

　

神奈川カ
ンパニー

　

プリテール町田ＳＳ
Ｉ９時２４分

　

１６．８１Ｌ
ガソリン代 按分比７５９６ １４－Ｉ １３ 下中 同上 １，醐

ＣＩ－２ Ｏ／１９鑓査 河辺 ４，０００、 ３，醐
関東石油株式会社セルフ鹿沼台
１６時４７分

　

３４．７８Ｌ
ガソリン代

　

按分比７５％ １４‐Ｉ １３ 下右 同上 ２，醐

ＣＩ－２ Ｏ／２１鯛査 谷沢 ３，７７２ ′２，Ｂ２９
出光リテール販売㈱

　

セルフ成
瀬

　

１６時３６分

　　

３３．６８Ｌ
ガソリン代 按分比７５９６ １４－Ｉ １４ 上左 同上 １，８８６

ＣＩ－２ Ｏ／３１鯛査 谷沢， ４，５２２ ３，３９１
ＥＮＥＯＳフロンティア東京第２

　

ＤＤ
町田小川店

　

０９時１２分

　

３８．０ＯＬ
ガソリン代

　

按分比７５％ １４一Ｉ １４ 上中 同上

　　　　

‐ ‘

　　

２．２６１

ＣＩ‐２８ Ｏ／０，８鑓査 谷沢 ３，６５４ ２，７４０
出光リテール販売隣

　

セルフ成
霊Ｌ１８胆を３６分

　

３１．２３Ｌ
ガソリン代

　

按分比７５％ １４－Ｉ １４ 上右 同上 ・

　　

１，８２７

ＣＩ‐２ Ｏ／１７餌査 谷沢 ３，７２６ ２，７９４
出光リテール販売鱗

　

セルフ成
瀬

　

１８時４５分

　

３９．７９Ｌ
ガソリン代 按分比７５９６ １４‐ｌ １４ 下左

　　　　　　　　　　　　　　　　　

． 同上 １，８６３

ＣＩ－２ Ｏ／２２槙査 谷沢 ４，１７６ ３，１３２
出光リテール販売隣

　

セルフ成
瀬

　

１８時４３分

　　　

３４．５，ＩＬ
ガソリン代

　

按分比７５％ １４一Ｉ １４ 下中 同上

　　　

２，０８８

ＣＩ－２ Ｏ／０２輝査 谷沢 ４，５６３ ３，４２２
出光リテール販売鱗

　

セルフ成
瀬

　

０９時３９分

　　

３９．０ＯＬ
ガソリン代

　

按分比７５％ １４－Ｉ １４ 下右 同上 ２，２８１

ＣＩ－２ Ｏ／２５鯛査 ４，醐 ３，醐
中央石油販売（株），Ｅｘｐｒｅ
崎団地ＳＳ２１時０６分

　

３５．Ｏ
ｓ山
Ｌ ガソリン代

　

按分比７５％ １４－ｌ １５ 上左 同上 ２，０（刀

ＣＩ‐２ Ｏ／０３鯛査 ３，醐 ２，２５０
中央石油販売（株）Ｅｘｐｒｅ
崎団地ＳＳ２０時１２分

　

２５，６
ｓ山
Ｌ ガソリン代

　

按分比７５％ １４一Ｉ １５ 上中 同上 ー

　　

１，５｛鳩

ＣＩ－２ Ｏ／１Ｉ韻査・ ２，３０１ １，７２５
中央石油販売（株）Ｅｘｐｒｅｓｓ学
園金井ＳＳ

　

．１１時０６分

　

２０．０ＩＬ
ガソリン代

　

按分比７５％ １４‐Ｉ １６ 上左 同上 １，１５０

ＣＩ－２ Ｏ／２８龍査 ３，２３０ ２，４２２
ナヴィ㈱エコノ金井ＳＳ

　

１３時３６
分

　

２９．１ＯＬ
ガソリン代 按分比７５９６ １４‐Ｉ １６ 上中 同上 １，６１５

ＣＩ－２ Ｏ／２０鯛査 ２，醐 １，５（鳩
出光リテール販売隣プリテール
高瀬橘店

　

１３時３７分

　

１６５３Ｌ ガソリン代 按分比７５９６ １４－Ｉ １７ 上左 同上 １，醐

ＣＩ－２ Ｏ／２５調査 １，９９１ １，４９３
ＥＮＥＯＳフロンティア東京第２
Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ南大沢店

　

１６時
１４ラ注

　

１７．８６Ｌ
ガソリン代

　

按分比７５％ １４一 １７ 上中９Ｐ引＜ 同上” ９９５

ＣＩ－２ ０１／０４鱈査Ｊ ２，棚 １，５｛め
コスモ石油販売鱗東京カンパ
ニムセルフビュア町田（町田市
小山町８３７一７）１２時４８分
１７．０９Ｌ

ガソリン代 按分比７５９６ １４一 １７ 上右 同上 １，醐

ＣＩ－２ ０６／２１韻査 ３，５４４ ２，６５８
中央石油販売・相模原イースト
ＳＳ Ｅｘｐｒｅｓｓ

　

ドトールコー
ヒー

　

１０時２２分

　

３１．３６Ｌ
ガソリン代

　

按分比７５％ １４－ １８ 上左 同上 １，７７２

ＣＩ－２ ０６／２３調査 ３，３０９ ２，４８１
ＥＮＥ鮎

　

有限会社萩生田石油

　

１臨
月強Ｓ

　

ＩＩ時４９分

　

２６．９ＩＬ

　

‐
ガソリン代

　

按分比７５％ １４－ １９ 上左 同上 １，６５４

ＣＩ‐３０００７／０５蟹査 ２，６７５ ２，帆）６
中央石油販売（株）Ｅｘｐｒｅｓｓ学
園金井ＳＳ

　

１４時２７分

　

２４．３２Ｌ
ガソリン代

　

按分比７５％ １４一 １９ 上中 同上 １，３３７

ＣＩ－３０１０７／１Ｉ鯛査 ２，９４６ ２，２０９
ＥＮＥＯｓ

　

有限会社萩生田石油

　

鶴
川」Ｓｓ

　

１７時１８分

　

２４・０６Ｌ
ガソリン代

　

按分比７５％ １４一Ｉ １９ 上右 ３Ｐ引＜ 同上 １，４７３

ＣＩ‐３０２０７／２４調査 ３，伽 ２，２５０
鶴見石油隣町田金森ＳＳ

　

Ｅ
ｘｐｒｅｓｓ

　

ｏ９時００分

　

２７．０３Ｌ
ガソリン代

　

按分比７５％ １４－Ｉ ２０ 上左 同上 １，５（鳩

ＣＩ‐３０３０７／０８鱈査 ３，醐 ２，２５０
出光リテール販売閥

　

セルフ成
瀬

　

１９時３１分

　

２５．２１Ｌ
ガソリン代

　

按分比７５％ １４－Ｉ ２０ 上中 同上 １，５（刈

ＣＩ‐３０４０６／２６鯛査 ４，７５８ ３，５６８
ＥＮＥＯＳ有限会社隅趣商店本町田ＳＳ
ＩＯ時１６分

　

４１．６１Ｌ
ガソリン代

　

按分比７５％ １４一Ｉ ２０ 上右２７Ｐ引＜ 同上 ２，３７９

ＣＩ‐３０５０４月７鯛査 ３，卿 ‐２，２５０
田口商店㈱あきる野インターＳＳ
１３時２０分○○．７９Ｌ

ガソリン代

　

按分比７５％ １４－Ｉ ２０ 下左 同上 １，５（鳩

Ｃ１６‐３０６０６／ｎ 鯛査 ２，醐 １，５（滑
ＥＮＥＯ
ノレフ
１７．７

Ｓフロンティア東京第２

　

セ
多摩貝取ＳＳ

　

１４時０２分
９Ｌ

ガソリン代

　

按分比７５％ ４‐Ｉ ２０ 下中 同上 １，醐

Ｃ１６‐３０７０７／０９鑓査 ｆ

　　　

４，１６４ ３，１２３
出光リテール販売隣

　

セルフ成
瀬

　

０９時５８分

　

３５．５９Ｌ
ガソリン代

　

按分比７５％ １４－Ｉ ２１ 上左 同上 ２，０８２

Ｃ１６‐３０８０７／１７鯛査 ４，３４８ ３，２６１
出光リテール販売閥

　

セルフ成
瀬

　

１２時２０分

　

，３８．４８Ｌ
ガソリン代

　

按分比７５％ １４－Ｉ ２１ 上中 同上 ２，１７４

Ｃ１６‐３０９０７／２６鱈査 ‐４，０６３ ３，０４７
出光リテール販売鱗

　

セルフ成
瀬

　

０９時１４分

　

３５．９６Ｌ
ガソリン代

　

按分比７５％ １４一Ｉ ２１ 上右 同上 ２，０３１

Ｃ１６・３１００８／０２鑓査 ４，０５１ ３，０３８
出光リテール販売㈱

　

セルフ成
瀬

　

０９時１４分

　

３５．８５Ｌ
ガソリン代 按分比７５９６ ４ーＩ ２１ 下左 同上 ２，０２５

ミーミ

まちだ市民クラブ 燃料費

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

２９１



琴番支出日費目『髪員 支出金額
原告らの
主張する
違法支出

額
，

　

支出内容 原告らの主張する違法性を裏付ける

　　　　　　

事情 義勝トＮｏ位ー領収書以外の関連証拠 会派まちだ市民クラブの

　　　　

主張
裁判所の認定す
る違法支出額

Ｃ１６‐３１１０８／０７鯛査 ３，１４７ ２，３６０
出光リテール販売㈱

　

セルフ成
蓮

　

１２時１２分・２８．３５Ｌ
ガソリン代

　

按分比７５％ １４「Ｉ ２１ 下中 同上 １，５７３

Ｃ１６‐３１２０８／１５鯛査 ４，６３３ ３，４７４
出光リテール販売㈱

　

セルフ成
瀬

　

０９時０３分

　

４１．７４Ｌ
ガソリン代

　

按分比７５％ １４一Ｉ ２１ 下右 同上 ２，３１６

Ｃ１６‐３１３０７／１ｌ復査

　　　

・′ ２，８５０ ２，１３７
ナヴィ閥エコノ金井ＳＳ

　

１６時４５
分

　　

２６．１５Ｌ
ガソリン代

　

按分比７５％ １４‐Ｉ ２２ 上左 同上 １，４２５

Ｃ１６÷３１４０７／２５鯛査

　　

Ｊト ３，３１０ ２，４８２
ナヴィ鱗エコノ金井Ｓｓ

　

ｌａ時１８
分

　　

３０．３７Ｌ
ガソリン代

　

按分比７５％ １４－ ２２ 上中

　　　　　　　　　

′ 同上 １，６５５

Ｃ１６‐３１５０７ハ２鯛査 ２，７４３ ２，０５７
ｒ［

　

１′

　　

．

酬
セ
２４

Ｓフロンティア東京第２

　

ＤＤ
フ忠生店

　

１８時０４分
ＯＬ

ガソリン代．按分比７５％ １４「 ２３ 上左１２Ｐ引く 同上 １，３７１

Ｃ‐３１６０８／０１調査 １，９５５ １，４６６
株式会社ＪーＱｕｅｓｔ

　

Ｊ‐Ｑｕｅｓｔ
町田ＳＳ（町田市小山ケ丘２ー２一
２０）１２時０９分

　

１８．ＩＢＬ
ガソリン代

　

按分比７５％ １４一 ２３ 上中９Ｐ引＜ 同上 ，９７７

Ｃ‐３１７０８／０７鑓査 ９９６ ７４７
ＥＮＥＯＳフロンティア東京第２

　

ＥＦ
東京第２セルフ南野ＳＳ

　

１４時０８
分

　

８．９３Ｌ
ガソリン代

　

按分比７５％ １４一 ２３ 上右４Ｐ引＜ 同上 ４９８

Ｃ‐３１８０７／１３憤査 ４，０００ ３，０（刈
中央石油販売（株）Ｅｘｐｒｅ
峰団地ＳＳ２１時５３分

　

３６．３
ｓ山
Ｌ ガソリン代

　

按分比７５％ １４‐ ２４ 上左 同上 ２，伽

Ｃｒ３１９０７ハ６ｄ査 ３，３６４ ２，５２３
鶴見石油隣町田金森ＳＳ

　

Ｅ
ｘｐｒｅｓｓ

　

１６時５７分

　

３１‐７４Ｌ
ガソリン代

　

按分比７５％ ４ー ２５ 上左 同上 １，６８２

Ｃ‐３２００７／２１鯛査 ２，６１１ １，９５８
中央石油販売（株）Ｅｘｐｒｅｓｓ学
園金井ＳＳ

　　

１８時０８分

　

２３．７４Ｌ
ガソリン代 按分比７５９６ ４‐ ２６ 上左 同上 １，３０５

Ｃ‐３２１０７／２５槙査 ２，５６０ １，９２０
ナヴィ㈱エコノ金井ＳＳ

　

１５時１９
分

　

２３．４９Ｌ
ガソリン代

　

按分比７５％ ４ー ２６ 上中 同上 １，２８０

Ｃ‐３２２Ｏ／０６鱈査 ２，８７４ ２，１５５
ＥＮＥ０ｓ

　

有限会社萩生田石油

　

１１１１
ＨＩＳＳ

　

１３時０５分

　

２４．０６Ｌ
ガソリン代 按分比７５９６ ４‐ ２６ 上右１３Ｐ引く 同上 １，４３７

Ｃ‐３２３Ｏ／１１憤査 ３，ＯＭ ２，２５０
鶴見石油閥町田金森ＳＳＥｘｐｒｅｓｓ
１５時１７分

　

２５．８６Ｌ
ガソリン代

　

按分比７５％ ４‐Ｉ ２７ 上左 同上 ・

　　　　

１，５（力

Ｃ ３２一Ｏ／２２調査 ２，醐 １，５（鳩
鶴見石油㈱町田金森ＳＳ

　

Ｅ
ｘｐｒｅｓｓ１８時２０分

　

１７．８６Ｌ
ガソリン代

　

按分比７５％ ４ーＩ ２７ 上中

　　　

′ 同上 １，０ｏｏｒ

ＣＩ‐３２５Ｏ／１６韻査 ３，醐 ２，２５０
出光リテール販売㈱・セルフ町
田森野ＳＳ

　

１５時４４分

　

２６‐７９Ｌ
ガソリン代 按分比７５９６ ４ーＩ ２７ 上右 同上

　

１，５（鳩

ＣＩ‐３２６Ｏ／１１複査 １，ＯＭ ７５０ 鶴見石油閥町田金森ＳＳ

　

Ｅ
ＸＰｒｅｓｓ

　　

１７時０８分

　

８．７７Ｌ
ガソリン代

　

按分比７５％ ４‐Ｉ ２７ 下左 同上 ５００

Ｃ１６÷３２７Ｏ／０５鯛査 ３，鯛 ２，２５０
鶴見石油開町田金森ＳＳ

　

Ｅ
ｘｐｒｅｓｓ

　

１６時４３分

　

２７．０３Ｌ
ガソリン代 按分比７５９６ ４ーＩ ２７ 下右 同上 １，５（鳩

ＣＩ‐３２８Ｏ／０６鵠査 ４，鯛 ３，α）Ｏ
エムシーオイル山崎団地ＳＳ）Ｅ
ｘＤｒｅｓｓ

　

０６時１９分

　

３５．０９Ｌ
ガソリン代 按分比７５９６ ４‐Ｉ ２８ 上左 同上 ２，帆）Ｏ

ＣＩ‐３２９Ｏ／２２鯛査 ３，鯛 ２，２５０
エムシーオイル山崎団地ＳＳ）Ｅ
ｘｐｒｅｓｓ

　

２１時０３分

　　

２７．５２Ｌ
ガソリン代，按分比７５％ ４ーＩ ２８ 上中 同上 １，５（め

ＣＩ‐３３０Ｏ／１Ｏ鑓査 ７，２６２ ５，４４６
株式会社Ｊ‐ＱｕｅｓｔＪ‐Ｑｕｅｓｔ町
田ＳＳ（町田市小山ケ丘２ー２一２０）
２０時００分

　　

６７，２４Ｌ
ガソリン代

　

按分比７５％ ４ーＩ ２９ 上左 同上 ３，６３１

ＣＩ‐３３１Ｏ／１７鱈査 １，９８２ １，４８６
株式会社山麓石油店多庫ニュー
タウンＳＳ

　

２１時１９分

　

１８．３５Ｌ
ガソリン代 按分比７５９６ １４一Ｉ ２９ 上中１８Ｐ弓１＜ 同上 ９９１

ＣＩ‐３３２Ｏ／２４盤査 河辺 ７，０８１ ５，３１０
ヤマヒロ㈱ セルフ相原

　

１０時
３４分

　

６３．７９Ｌ
ガソリン代

　

按分比７５％ ４ーＩ ２９ 上右 同上 ・３，５４０

ＣＩ‐３３３Ｏ／０１似査 ．２，０（｝Ｏ １，５（鳩
コスモ石油販売株式会社

　

Ｓ＆
ＣＣＳ多摩ニュータウン

　

１６時５７分
１７．３９Ｌ

ガソリン代 按分比７５９６ ４ー ２９ 下左 同上 ，．

　

１，０００

ＣＩ‐３３４Ｏ／０９調査

　

」
３，５（Ｍ ２，６２８

鶴見石油隣町田金森ＳＳ

　

Ｅ
ｘｐｒｅｓｓ

　

１５時０８分

　

３１．５７Ｌ
ガソリン代

　

按分比７５％ ４」 ３０ 上左 同上 １，７５２

ＣＩ‐３３５Ｏ／１２鑓査 ３，５２０ ２，６４０
ナヴィ㈱エコノ金井ＳＳ

　

１７時２４
分・３２．α）Ｌ

ガソリン代

　

按分比７５％ ４ー ３１ 上左 同上 １，７６０

Ｃｔ１６‐３３６Ｏ／３１調査

　　　　　

１ ２，２（沿 １，６５０
ＥＮＥＯＳフロンティア神奈川Ｉ

　

ＤＤ
鶴川店１７時４３分

　

１８．８０Ｌ
ガソリン代・按分比７５９６ ４‐ ３１ 上中 同上 １，１（め

ｃーも‐３３７Ｏ／２３鯛査 ４，３３１ ３，２４８
出光リテール販売隣

　

セルフ成
瀬１１時０５分

　

３７．６６Ｌ
ガソリン代

　

按分比７５％

　　　

′ ４ー ３２ 上左 同上 ２，１６５

ＣＴβ‐３３８Ｏ／３１鱈査 ３，８７７ ２，９０７叢光凝略販籍，Ｌ
セルフ成 ガソリン代 按分比７５９６ ４‐ ３２ 上中 同上 １，９３８

ＣＩ‐３３９Ｏ／０９調査 ３，８１２ ２，８５９
出光リテール販売鱗

　

セル，フ成
瀬

　

１４時３４分

　

３３．１５Ｌ
ガソリン代

　

按分比７５％ ４ー ３２ 上右 同上 １，９０６

ＣＩ‐３４０Ｏ／１９鑓査 ４，５２４ ３，３９３
出光リテール販売㈱

　

セルフ成
瀬

　

１１時００分

　

３９．６８Ｌ
ガソリン代

　

按分比７５％ １４一 ３２ 下左 同上 ２，２６２

ＣＩ‐３４１Ｏ／２７鯛査 ４，２２７ ３，１７０
出光リテール販売鱗

　

セルフ成
瀬

　

０７時５１分

　

３７．４１Ｌ
ガソリン代

　

按分比７５％ １４一 ３２ 下中 同上 ２，１１３

ＣＩ‐３４２ ／０７揖査 ４，０７０ ３，０５２
出光リテール販売隣

　

セルフ成
瀬

　

０９時１６分

　

３６．３４Ｌ
ガソリン代

　

按分比７５％ １４一 ３２ 下右 同上 ２，０３５

ＣＩ‐３４３Ｏ／２１掴査

　　　

「
２，７６０ ２，０７０

ナヴィ閥エコノ金井ＳＳ

　

１７時２１
分

　

２５．５６Ｌ
ガソリ．ン代

　

按分比７５％ １４一 ３３ 上左 同上 １，３８０

ＣＩ‐３一“Ｏ／２６鯛査 ２，９３８ ２，２０３
ＥＮＥＯＳ 有限会社萩生田石油

　

鶴
川ＳＳ

　

１４時４１分

　　

２４．１９Ｌ
ガソリン代

　

按分比７５％ １４－ ３３ 上中１３Ｐ引く 同上 １，４６９

ＣＩ‐３４５Ｏ／０９縄査 ２，７９４ ２，０９５
中央石油販売（株）Ｅｘｐｒｅｓｓ学
園金井ＳＳ

　　

０８時５５分

　

２４．０９Ｌ
ガソリン代

　

按分比７５％ １４－ ３３ 上右 同上 １，３９７

ＣＩ‐３４６Ｏ／０３鑓査 河辺 ８，２４１ ６，１８０
ヤマヒロ㈱ セルフ相原

　

１１時
２６分

　

７２‐９３Ｌ
ガソリン代

　

按分比７５％ １４‐Ｉ ３４ 上左 同上 ４，１２０

ＣＩ‐３４７Ｏ／１．５槙査 １，醐 ７５０
コスモ石油販売閥東京カンパ
ニーセルフピュア町田（町田市
小山町８３７一７）

　

０９時１８分
８‐４８Ｌ

ガソリン代 按分比７５９６ １４－Ｉ ３４ 上中 同土 ５００

ＣＩ‐３ｉ１８Ｏ／１９鑓査 河辺 ５，ＯＭ ３，７５０
ヤマヒロ隣 セルフ相原

　

１０時
２７分

　

４

　

４‐２５Ｌ
ガソリン代

　

按分比７５％ １４－Ｉ ３４ 上右 同上 ２，５（刀

ＣＩ‐３４９Ｏ／０４調査 ３，３６０ ２，５２０
鶴見石油隣町田金森ＳＳＥｘｐｒｅｓｓ
１２時１３分

　

．３０．０ＯＬ
ガソリン代

　

按分比７５％ １４」Ｉ ３５ 上左 同上

　　　　　　

‐ １，６８０

ＣＩ‐３５０Ｏ／２７鑓査 ３，３８３ ２，５３７
鶴見石油閥町田金森ＳＳＥｘｐｒｅｓｓ
１６時４６分

　

３０．４８Ｌ
ガソリン代 按分比ブ５９６ １４一Ｉ ３５ 上中 同上 １，６９１

ＣＩ‐３５１Ｏ／０４慎査 ３，４５２ ２，５８９
中央石油販売（株）Ｅｘｐｒｅ
園金井ＳＳ

　

ＩＩ時３９分

　

３０．２至
学 ガソリン代

　

按分比７５％ １４一Ｉ ３６ 上左 同上 １，７２６

Ｃ‐３５２Ｏ／２１鱗査 ３，１５０ ２，３６２
ナヴィ㈱エコノ金井ＳＳ

　

１８時４１
分

　

２７，６３Ｌ
ガソリン代

　

按分比７５％ １４－Ｉ ３６ 上中 同上 １，．５７５

Ｃ‐３５３Ｏ／１Ｉ鯛査 ４，駅）Ｏ ３，醐
エムシーオイル山崎団地
ｘＤｒｅｓｓ

　

０

　

５時１３分

　

３４．４
Ｓ）Ｅ
Ｌ ガソリン代 按分比７５９６ １４－Ｉ ３７ 上左 同上 ２，ＯＭ

Ｃ‐３５４Ｏ／２８鯛査 ３，醐 ２，２５０
エムシーオイル山崎団地
ｘｐｒｅｓｓ

　

２０時０７分

　

２６．７
Ｓ）Ｅ
Ｌ ガソリン代

　

按分比７５％ １４－Ｉ ３７ 上中 同上 １，５｛鳩

Ｃ‐３５５Ｏ／２３鑓査 ２，６５８ １，９９３
ＥＮＥ０ｓ

　

有岡良会社荻生田石油

　

１ｇ１１
』１ｌｓｓ

　

１６時０６分

　

２１．８９Ｌ
ガソリン代

　

按分比７５％ １４一Ｉ ３ 上左 ２Ｐ引く 同上 １，３２９

Ｃ‐３５６１０／０２鑓査 ２，６９４ ２，０２０
国際油化株式会社

　

ＯＳ桜美林学
園前ＳＳ

　

ＩＯ時５７分

　

２４．４９Ｌ
ガソリン代

　

按分比７５％ １４一Ｉ ３ 上中 同上 １，３４７

Ｃ－３７１０／０７鑓査 ２，９２９ ２，１９６
ＥＮＥＯＳ 有限会社萩生田石油

　

鶴
川ＳＳ

　

１６時４８分

　

２４．１２Ｌ
ガソリン代

　

按分比７５％ １４」Ｉ 上右 ３Ｐ引く 同上 １，４６４

Ｃ－３８０９／２６鯛査 ２，醐 １，５（鳩
鶴見石油隣町田金森ＳＳ

　

Ｅ
ｘｐｒｅｓｓ

　

１５時００分

　

１７．２４Ｌ
ガン．リン代

　

按分比７５％ １４一Ｉ ３ 下右 同上 １，醐

Ｃ １０／１２調査 ４，９３９ ３，７０４
ＥＮＥＯＳ 有限会社

　

石坂商会

　

１３
時２９分４１．５１Ｌ

ガソリン代

　

按分比７５％ １４－Ｉ ３ 下左 同上

　　　　　　

． ２，４６９

Ｃ６－３Ｏ１１／０７圃査 ３，醐 ２，２５０
鶴見石油隣町田金森ＳＳ

　

Ｅ
ｘＤｒｅｓｓ

　

１５時０４分

　

２５．２１Ｌ
ガソリン代

　

按分比７５％ １４一Ｉ ３ 上右 同上 １，５（鳩

Ｃ６‐３ １１ハ３圃査 ４，醐 ３，醐
ＥＮＥＯＳフロンティア神奈川２

　

Ｄ
Ｄセルフ北里店

　

３３．９ＯＬ
ガソリン代

　

按分比７５％ １４一Ｉ ３ 上中 同上 ２，鎖）Ｏ

Ｃ６－３２１１／２８圃査 ３，ＯＭ ２，２５０
鶴見石油閥町田金森ＳＳ

　

Ｅ
ｘｐｒｅｓｓ

　

１２時３３分．２５．６４Ｌ
ガソリン代

　

按分比７５％ １４一Ｉ ３ 上左 同上 １，５（刀

Ｃ６－３ ０９／２０鑓査 ９９６ ７４７
ＥＮＥＯＳフロ
東京第２Ｃ
３４分・８．９

ンティア東京第

　

２ＥＦ
Ｄセルフ松木店

　

１２時
３Ｌ

　　　　　　　　　　　

′
ガソリン代 按分比７５９６ １４‐Ｉ ４０ 上左４Ｐ引＜ 同上 ４９８

６－３４０９／２７旗査 ２，醐 １，５（鳩
コスモ石油販売鱗東京カンパ
ニーセルフピュア町田（町田市
小山町８３７－７）

　

０９時２１分
１６．９５Ｌ

ガソリン代 按分比７５９６ １４‐Ｉ ４０ 上中

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

′ 同上 １，醐

まちだ市民クラブ 燃料費２９２



ミ ト・１

増番支出日費目『琶員 支出金額
原告らの
主張する
違法支出

槙
支出内容 原告らの主張する違法性を裏付ける

　　　　　　

事情

　　　　　　　

，纂爵トＮｏ・位ー領収書以外の関連証拠 会派まちだ市民クラブの

　　　　

主張
裁判所の認定す
る違法支出額

Ｃ１６‐３６５１０／１４韻査 １，９８２ １，４８６
中央石油販売（株）Ｅｘｐｒｅｓｓ相
模原北ＳＳ ドトールコーヒー
１４時１９分

　

１８．０２Ｌ
ガソリン代

　

按分比７５％ １４一Ｉ ４０ 上右１８Ｐ引＜ 同上 ９９１

ＣＩ‐３６６ｌｏ／２３鯛査

　　　　　　

、 ３，６２０ ２，７１５
コスモ石油販売㈱南関東カンパ
ニーセルフ・ピュア町田（町田市
小山町８３７一７）

　

１１時２３分
３０．１７Ｌ

ガソリン代

　

按分比７５％ ４‐ ４０ 下中 同上

　

．

　　　　

－ １，８１０

ＣＩ‐３６７１０／２７Ｊ鯛査 ２，鎖）Ｏ １，５〔滑
コスモ石油販売鱗南関東カンパ
ニーセルフピュア町田（町田市
小山町８３７一７）０９時２７分
１６．８１Ｌ

ガソリン代

　

按分比７５％ ４ー ４０ 下右 同上 １，醐

ＣＩ‐３６８１０／０８欄査 ２，９１０ ２，１８２
ナヴイ隣エコノ金井ＳＳ

　

１８時０９
分

　

２６．７０Ｌ

　　　　　　　　

． ガソリン代

　

按分比７％ ４ー ４１ 上左 同上 １，４５５

ＣＩ‐３６９１０／２３鱈査 ５６９ ４２６ ナヴイ㈱エコノ金井ＳＳ

　

１６時３７
分

　

４．８６Ｌ
ガソリン代

　

按分比７％ ４ー ４１ 上中 同上 ２８４

ＣＩ‐３７０１０／２８鑓査 ３，８（掩 ２，８５０
ナヴイ㈱エコノ金井ＳＳ．１４時２２
分

　

３２．２０Ｌ
ガンリーン代

　

按分比７％ ４ー ４１ 上右 同上 １，９（滑

ＣＩ‐３７１１０／１７鑓査 ４，醐 ３／０００ エムシーオイル山崎団地ＳＳ）・Ｅ
ｘｐｒｅｓｓ

　

２０時３５分

　

３３．９ＯＬ
ガソリン代

　

按分比７９６

　　

， ４ー ４２ 上左 同上 ２，醐

ＣＩ‐３７２ｌｏハ９圃査 ４：２７１ ３，２０３
出光リテール販売隣

　

セルフ成
瀬

　

０９時１１分

　

‐３５．８９Ｌ
ガソリン代

　

按分比７％ ４‐ ４３ 上左 同上 ２，１３５

ＣＩ‐３７３１０／２８鵠査 ４，５２０ ３，３９０
ＥＮＥＯＳフロンティア東京第２

　

ＤＤ
町田小川店

　

０９時１２分

　

３７′３６Ｌ ガソリン代

　

按分比７９６ ４ー ４３ 上中 同上 ２，２６０

ＣＩ‐３７４１１／０７鯛査

　

Ｌ ４，７９０ ３，５９２
出光リテール販売鯛

　

セルフ成
瀬

　

１０時４４分

　

４０．９４Ｌ
ガソリン代

　

按分比７％ ４ー ４３ 上右 同上 ２，３９５

ＣＩ‐３７５１１／１７鯛査 ３，６８０ ２，７６０
出光リテール販売閥

　

セルフ成
瀬

　

１１時５０分

　

３１．７２Ｌ
ガソリン代

　

按分比７％ ４‐ ４３ 下左 同上

　　　

１，８４０

ＣＩ‐３７６１１／２８韻査 ４，７７６ ３，５８２
出光リテール販売閥

　

セルフ成
瀬

　

１０時１２分

　

４１．５３Ｌ
ガソリン代

　

按分比７％ ４ー ４３ 下中 同上

　　　　　　　　

１ ２，３８８

ＣＩ‐３７７ｌｏ／２１圃査 ４，ＷＯ ３，醐
コスモ石油販売鱗南関東力▼ンバ
二一セルフピュア町田（町田市
小山町８３７一７）

　

１０時０１分
３３．３３１‐

ガソリン代

　

按分比７５％ ４‐ ４４ 上左 同上 ２，鯛

ＣＩ １１／１１調査 ４，９７７ ３，７３２
ＥＮＥＯＳ有限会社隅趣商店本町田ＳＳ
ＩＩ時３４分・４１．３２Ｌ

ガソリン代 按分比７５９６ ４ー ４４ 上中２３Ｐ引く 同上 ２，４８８

ＣＩ １０／２５鑓査 ３，０２７ ２，２７０
ＥＮＥ０ｓ

　

有限会社萩生田石油

　

鶴
′－ｌｓｓ

　

１４時４２分

　

２４．３３Ｌ
ガソリン代

　

按分比７５％ １４－Ｉ ４５ 上左１４Ｐ引く 同上

　　　　

・

　　　

，

　

‐ １，５１３

ＣＩ １１／６６鯛査 ２，８８６ ２，１６４
株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア

　

ＤＤ
セルフ ビット若葉台店

　

１６時
４４分

　

２４．５７Ｌ
ガソリン代

　

按分比７５％ １４Ｉ ４５ 上中１３Ｐ引く 同上 １，４４３

ＣＩ－３ １１／２９鑓査 ３，１８４ ２，３８８
ＥＮＥＯＳ 有限会社萩生田石油

　

鶴
川ＳＳ

　

１５時３４分

　

２５，５９１‐
ガソリン代

　

按分比７５％ １４－Ｉ ４５ 上右１４Ｐ引＜ 同上 １，５９２

ＣＩ ｌｏ／２４劉査 ３，５８６ ２，６８９
鶴見石油鱗町田金森ＳＳ

　

Ｅ
ｘｐｒｅｓｓ

　

１８時３７分

　

３０．６５Ｌ

　　

・ガソリン代

　

，按分比７５％ １４－Ｉ ４６ 上左 同上 １，７９３

ＣＩ－３ １１／０２韻査 ４，８７８ ３，６５８
１株式会社Ｊ－ｏｕｅ８ｔＪ‐Ｑｕｅｓｔ町
田ＳＳ（町田市小山ケ丘２ー２一２０）
１１時１０分

　　

４２．３７Ｌ
ガソリン代 按分比７５９６ １４‐Ｉ ４７ 上左３８Ｐ引＜ 同上 ２，４３９

ＣＩ－３ １２月５調査

　

，

　　　　　　

′
２，醐 １，５（滑

コスモ石油販売隣南関東カンパ
ニーセルフピュア町田（町田市
小山町８３７一７）．１９時０５分

　

，
１６．帆）Ｌ

ガソリン代 按分比７５９６ １４‐Ｉ ４７ 上中 同上 １，醐

ｃ１を３ １１／０７鯛査 １，９９１ １，４９３
ＮＥＯＳフロンティア東京第２

　

ＤＤ
セルフ忠生店

　

２２時３５分
１６．６７Ｌ

ガソリン代

　

按分比７５％

　

， １４一Ｉ 「８ 上左９Ｐ号１＜ 同上 ９９５

ＣＩ－３ １１／２１鑓査 ２，０００ １，５（刀
コスモ石油販売隣南関東カンパ
ニーセルフピュア町田（町田市
小山町８３７一７）

　

２３時２１分
１７．３９１‐

ガソリン代 按分比７５９６ １４十 ４８ 上中 同上

　　　

，
１，．０００

ＣＩ－３ １１ハＯ鯛査 ３，１９０ ２，．３９２
ナヴイ㈱エコノ金井ＳＳ

　

１４時２８
分・

　

２７．５０Ｌ
ガソリン代 按分比７５９６ １４－ ４９ 上左 同上

　

・、 １，５９５

ＣＩ－３ ”／２６譲査 ３，２６０ ２，４４５
ナヴィ㈱エコノ金井ＳＳ

　

２０時２５
分

　　

２９．６４Ｌ
ガソリン代

　

按分比７５％ １４一 ４９ 上中
、

　　　　

、
ー 同上 １，６３０

Ｃ－３ ０３／０２鯛査 、

　　　

５，３１７ ３，９Ｂ７
ＥＮＥＯＳ 有限会社

　

石坂商会

　

１２
時１４分、

　

４２．２０Ｌ
ガソリン代

　

按分比７５％ １４－ ５０ 上左

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

． 同上 ２，６５８

Ｃ‐３ ０２ハ３韻査 ４，６８７ ３，５１５
ＥＮＥＯＳ 有限会社

　

石坂商会

　

１２
時５５分

　　

３７．２〔礼
ガソリン代

　

按分比７５％

　

′ １４－ ５０ 上中 同上

　　　　　　　

． ２，３４３

Ｃ－３ ０１／２７韻査 ３，ＯＭ ２，２５０
鶴見石油隣町田金森ＳＳ

　

Ｅ
ｘｐｒｅｓｓ

　

１８時０７分

　

２４．７９Ｌ

　

一 ガソリン代

　

按分比７５％ １４一 ５０ 上右 同上 １，５（め

Ｃ－３ １２ハ３鑓査 ３，ＯＭ ２，２５０
鶴見石油㈱町田金森ＳＳ

　

Ｅ
ｘｐｒｅｓｓ．１６時４３分

　

２４．３９Ｌ
ガソリン代

　

按分比７５％ １４－ ５０ 下左 同上

　　　　　　　　

ｒ

　

・ １，５（鳩

Ｃ－３ １１ハ５調査 ２０（櫛 １，５（滑
鶴見石油隣町田金森‐ＳＳ

　

Ｅ
ｘｐｒｅｓｓ

　

１２時１６分

　

１６．９５Ｌ
ガソリン代

　

按分比７５％ １４一Ｉ ５０ 下中 同上 １，醐

Ｃ－３ ０１／０７調査 ，

　　　　

４，研）ｏ ３，醐
鶴見石油隣町田金森ＳＳ

　

Ｅ
ｘｐｒｅｓｓ

　

１７時４４分

　

３２．７９Ｌ
ガソリン代 按分比７５９６ １４－Ｉ ５０ 下右

　

，
． 同上・

　　　　　　

， ２，醐

Ｃ－３ １１／２２鱈査 ３，１３６ ２，３５２
鶴見石油隣町田金森ＳＳ

　

Ｅ
ｘＤｒｅｓｓ

　

１２時４７分

　

２７．７５Ｌ
ガソリン代

　

按分比７５％ １４－ ５１ 上左 同上 １，５６８

ＣＩ－３ １１／３０鯛査 ２，α）Ｏ １，５（滑
コスモ石油販売隣南関東カンパ
ニ「セルフピュア町田（町田市
小山町８３７一７）

　

０９時１８分
１７，５４Ｌ

ガソリン代

　

，按分比７５９６ １・４ー ５２ 上左 同上 １，醐

ＣＩ－３ １２／０７鑓査 ４，鯛 ３，醐
コスモ石油販売閥両隣栗カンパ
ニーセルフピュア町田（町田市
小山町８３７一７）

　

２１時２８分 ガソリン代

　

按分比７５％ １４－ ５２ 上中 同上 ２，醐

ＣＩ－３ １２ハ２調査 １，醐 ７５０
コスモ石油販売隣南間東カンパ
ニーセルフピュア町田（町田市
小山町８３７－７）・０９時０４分
８．３３Ｌ

ガソリン代

　

按分比７５％ １４‐ ５２ 上右

　　　　　　　　　　　

′
同上 馴

ＣＩ－３ １２ハ８餌査 ，

　　　　

２，ｏｏｏ １，５｛鳩
株式会社山麓石油店多摩ニュー
タウンＳＳ

　

２０時３１分

　

１６．６７Ｌ
ガソリン代

　

按分比７５％ １４－ ５２ 下中 同上

　

‐ １，醐

ＣＩ‐４００１２／１９韻査 ２，醐 １，５（鳩
ＥＮＥＯＳフロンティア東京第２

　

ＤＤ
セルフ忠生店

　

２３時１２分
１６．駅）Ｌ

ガソリン代 按分比７５９６ ４ー ５２ 下左 同上 １，醐

ＣＩ‐４０１１２／０２圃査 ４，ＯＭ ３，醐
エムシーオイル山崎団地ＳＳ）Ｅ
ｘｐｒｅｓｓ

　

２０時２２分

　

３５．４０Ｌ
ガソリン代

　

按分比７５％ ４－ ５３ 上左 同上 、

　　　　

２，０００

ＣＩ‐４０２１２／２７鯛査 ４，ＭＯ ３，醐
エムシーオイル山崎団地ＳＳ）・Ｅ
ｘｐ・ｒｅｓｓ

　

１８時５８分

　

３３．６１Ｌ
ガソリン代

　

按分比７５％ ４ー ５３ 上中 同上 ２，醐

ＣＩ‐４０３１２／０２鯛査 ，

　

４，９７７ ３，７３２
ＥＮＥＯＳ 株式会社カイトＤｒ‐Ｄｒｉｙａ
相原店

　

１↑時３３分

　

４２．７４Ｌ
ガソリン代

　

按分比７５％ ４ー ５４ 上左２３Ｐ引＜ 同上 ２，．４８８

ＣＩ‐４０４１２／０９調査 ４，９７７ ３，７３２
ＥＮＥＯＳ 株式会社カイトＤｒ．Ｄｒｉｖｅ
相原

　

２１時１５分

　　

４１．３２Ｌ
ガソリン代

　

按分比７５％ ４ー ５４ 上中２３Ｐ引く 同上 ２，４８８

ＣＩ‐４０５１２／０７鑓査

　　　　　

′
２４６ １８４ 出光リテール販売隣‐セルフ成

瀬 １７時４８分

　

、２‐０３Ｌ
ガソリン代

　

按分比７５％ ４ー ５５ 下左 同上 １２３

ＣＩ‐４０６１２／０８鯛査 ３，、７６９ ２，８２６
エネクスフリート株式会社

　

横
浜店．１３時５７分

　

３０．６４Ｌ
ガソリン代

　

按分比７５％ ４ー ５５ 上右 同上 １，８８４

ＣＩ‐４０７１２ハ３縄査 ４，５２５ ３，３９３
出光リテ『ル販売隣

　

セルフ成
瀬

　

ＩＢ時５４分

　

、３７．４０Ｌ
ガソリン代

　

按分比７５％ ４ー ５ 上中 同上 ２，２６２

ＣＩ‐４０８１２／２３鯛査 ４，２５０ ３，１８７
出光リテール販売隣

　

セルフ成
瀬

　

ｌｏ時５３分

　

３４．５５Ｌ

　　　　

／ ガソリン代

　

按分比７５％ ４‐ ５ 上左 同上 ２，１２５

ＣＩ‐４０９‐０１ハ６鱈査 ３，８７５ ２，９０６
出光リテール販売鱗

　

セルフ成
瀬

　

１０時２９分

　

３１‐２５Ｌ
ガソリン代

　

按分比７５％ ４ー ５ 下中 同上 １，９３７

ＣＩ‐４１００１／２３鱈査 ４，３７５ ３，２８１
出光リテール販売㈱

　

セルフ成
瀬

　

０９時４９分

　

３６．１６Ｌ
ガソリン代

　

按分比７５％ ４ー ５ 下右 同上 ２，１８７

ＣＩ一１１１２／１４韻査 ３，２４０ ‐２，４３０
ＥＮＥＯＳ 有限会社萩生田石油

　

鶴
川ＳＳ

　

１７時３３分

　

２５．７２Ｌ
ガソリン代

　

按分比７５％ ４ー ６ 上左

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ｒ同上 １，６２０

ＣＩ‐４１２１２／２１鱈査 ２，９０６ ２，１７９
株式会社札幌タヤスＥＸｐｒ
多摩ＳＳ

　

（町田市小野路
１１

　

０

　　

５時４９分

　

２４．０２Ｌ
１２８一 ガソリン代

　

按分比７５％ ４‐Ｉ ６１上中 同上 １，４５３

ＣＩ‐４１３０１／０６鑓査 ー
３，０００ ２，２５０

中央石油販売（株）Ｅｘｐｒ
国金井ＳＳ

　

２０時１５分

　　

２ｆ琉 ガソリン代

　

按分比７５％ ４ーＩ 上右 同上 １，５〔め

Ｃ１６‐４１４１２ハ２鑓査 ３，６１０ ２，７０７
ナヴィ閥エコノ金井ＳＳ

　

１７時０３
分

　　

３０．３４Ｌ
ガソリン代 按分比７５９６ ４ーＩ ５７ 上左 同上 １，８０５

　

１

　　

１．

　　　

ｉ

　　

ｌ

‘

　　

’

　　　

１

　　

１

まちだ市民クラブ 燃料費

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

２９３



ｒ

支ｒ 支出日費目 議員
名

支出金額
原告らの
主張する
違法支出

額
ノ

　　　　　

支出内容 原告らの主張する違法性を裏付ける

　　　　　　

事情 器 トＮｏ位ー領収事以外の関連証拠 会派まちだ市民クラブの

　　　　

主張
裁判所の認定す
る違法支出‐額

ＣＩ一４１５１２／３１調査 ３，２２０ ２，４１５
ナヴイ㈱エコノ金井ＳＳ

　

１８時５２
分

　

２７．２９Ｌ
ガソリン代 按分比７５９６ １４－Ｉ ５７ 上中

　　　　　　　　　　　　　　

・ 同上 １，６１０

ＣＩ‐４１６１２ハ９調査 ３，４６５ ２，．５９８
鶴見石油隣町田金森ＳＳ

　

Ｅ
ｘｐｒｅｓｓ

　

１８時５０分

　

２８．４０Ｌ
ガソリン代

　

按分比７５％ ４‐Ｉ ５８ 上左 同上 ー

　　　

１，７３２

ＣＩ‐４１７１２／２７鯛査 ５，醐 ３，７５０ ㈱高山商店

　

０８時１４分

　

３９．３７Ｌ ガソリン代

　

按分比７５％ ４‐Ｉ ５９ 上左 同上

　　　　　　　　　　　

′ ２，５００

ＣＩ－４１８０１／１Ｏ鯛査 ５，醐 ３７５０ ㈱高山商店

　

１９時０５分
３９．３７Ｌ

ガソリン代

　

按分比７５％ ４ーＩ ５９ 上中 同上 ２，５（め

ＣＩ‐４１９１２／２３鯛査 ４，８９５ ３，６７１
株式会社Ｊ一Ｑｕｅｓｔ

　

Ｊ一Ｑｕｅｓｔ
町田ＳＳ（町田市小山ケ丘２ー２ｒ
２０）２０時１０分

　

４１．６７Ｌ
ガソリン代

　

按分比７５％ ４‐Ｉ Ｏ 上左 同上 ２，掌１７

ＣＩ４２００１／０４鑓査 ７，帆）７ ５，２５５
株式会社Ｊ‐Ｑｕｅｓｔ

　

Ｊ‐Ｑｕｅｓｔ
町田ＳＳ（町田市小山ケ丘２ー２一
２０）０９時３９分

　

５９．３８Ｌ
ガソリン代 按分比７６９６ ４ーＩ 上中 同上 ３，５０３

ＣＩ‐４２１０１ハ６調査 ２，醐 １，５（刈
ＥＮＥＯＳフロンティア東京全高２

　

ＤＤ
Ｚルフヨ長生店

　

１３時２０分
１５－８７Ｌ

ガソリン代

　

按分比７５％ ４ーＩ Ｏ 上右

　　　　

Ｌ

　　　　　　　

′ 同上 １，０００

ＣＩ‐４２２０１／０３鑓査

　　　

４，６３６ ３，４７７
ＥＮＥＯＳフロン茨イ．ア

　

ＤＤセルフ奈
良こどもの国店

　

１９時１８分
３７．３９Ｌ

ガソリン代‐按分比７５％ １４‐ｌ 上左 同上 ２，３１８

巴‐４２３０２／０１鯛査 ４，５４０ ３，４０５
出光リテール販売閥

　

セルフ成
瀬

　

０

　

９時１５分

　

３７．５２Ｌ
ガソリン代

　

按分比７５％ １４‐Ｉ 上中

　　　　　　　　　　　

・ 同上

　　　

， ２，２７０

Ｃ‐４２４０２／０８鯛査 ３，９７５ ２，９８１
出光リテール販売㈱

　

セルフ成
瀬

　

０９時０５分．３３．４０Ｌ
ガソリン代

　

按分比７５％ ４‐ 上右 同上 １，９８７

Ｃ‐４２５０２月６輝査 ４，２５１ ３，１８８
出光リテール販売閥

　

セルフ成
瀬

　

１１時４２分・３４．２８Ｌ

　　

，
ガソリン代 按分比７５９６ ４ー 下左 同上 ２，１２５

Ｃ‐４２６０２／２８鱗査 ４，４１１ ３，３０８
出光リテール販売閥

　

セルフ成
瀬

　

１４時３７分

　

３５．５７Ｌ
ガソリン代

　

按分比７５％ ４ー 下中 同上

　　　　　　　　　　

、 ２，２０５

Ｃ一２７ＬＯＩ／０７調査 ３，４９４ ２，６２０
鶴見石油鱗町田金森ＳＳ・Ｅ
ｘｐｒｅｓｓ

　

ｌ９時０２分

　

３０．１２Ｌ
ガソリン代

　

按分比７５％ ４ー ２ 上左 同上 、

　

１，７４７

Ｃ‐４２８０１／ｎ 鯛査 ３，０４０ ２，２８０
ナヴイ鐙エコノ金井ＳＳ・１８時３４
分

　

２４．９２Ｌ
ガソリン代‐按分比７５９６ ４‐ ３ 上左 同上

　

●

　　

、 １，５２０

Ｃ‐４２９０１／２４鯛査 ３，９（め ２，９２５
ナヴィ㈱エコノ金井ＳＳ

　

１８時０２
分

　

３１．９７Ｌ
ガソリン代

　

按分比７５％ ４‐ ３ 上中 同上 １，９５０

Ｃ一１３００１／１５鑓査 ４，醐 ３，醐
エムシーオイル山崎団地ＳＳ）Ｅ
ｘｐｒｅｓｓ

　

０５時１８分

　　

３２．２６Ｌ
ガソリン代‐按分比７５９６ ４‐ ４ 上左 同上 ２，ＯＭ

‐４３１０１／１７鯛査 ２，９９７ ２，２４７
ＥＮＥＯＳ 有限会社萩生田石油

　

鶴
川ＳＳ

　

１４時５０分

　　

２３．５２Ｌ
ガソリン代 按分比７５９６ ４ー ５ 上左

　　　　

・ 同上 １，４９８

‐４３２０１／２８鱈査 ＼・

　　

２，９４６ ２，２０９
中央石油販売（株）Ｅｘｐｒｅｓｓ学
園金井ＳＳ

　

・１４時０９分．２４．３５Ｌ
ガソリン代

　

按分比７５９６‐ ４ー ５ 上中 同上 １，４７３

Ｃ一１３３０３／０８贋査
」

３，２１７ ２，４１２
中央石油販売（株）Ｅｘｐｒ
圏金井ＳＳ

　

１７時１３分

　

２５．呈ご
学 ガソリン代

　

按分比７５％ ４‐ ５ 上右 同上 １，６０８

Ｃ一１３４０１／２２鑓査 ５，斌）Ｏ ３，７５０ ㈱高山商店

　

１４時４５分

　

３．０６Ｌ ガソリン代 按分比７５９６ ４ー ６ 上左 同上 ２，５（鳩

ＣＩ‐４３５０１／２６鑓査 ４，９７７ ３，７３２
ＥＮＥＯＳ株式会社京南

　

，京南八王子
インターＳＳ

　

０８時２８分

　

３９．６８Ｌ
ガソリン代

　

按分比７５％ １４－ ６ 上中 同上 ２，４８８

ＣＩ‐４３６０１／２１醜査 ３，４７９ ２，ｒ６０９
コスモ石油販売㈱南関東カンパ
ニーセルフピュア町田（町田市
小山町８３７一７）．１９時５６分
２８－７５Ｌ

ガソリン代 按分比７５９６ １４‐ ７ 上左

「

　　　　　　　　　　　　　　　　

、
同上 １，７３９

ＣＩ」４３７０１／２６鯛査 ２，醐 １，５｛鳩
中央石油販売（株）Ｅｘｐｒｅｓｓ相
模原北ＳＳ

　

ドトールコーヒ「
２１曜２６ヒ分

　

１６．５３Ｌ
ガソリン代 按分比７５９６ １４－Ｉ ７ 上中 同上

　　　　　　

．

　

‐
１，ＯＷ

ＣＩ‐４３８０１／３１鯛査 ２，帆）Ｏ １，５｛鳩
コスモ石油販売閥南関東カンパ
ニーセルフピュア町田（町田市
小山町８３７一７）

　

０８時２０分 ガソリン代 按分比７５９６ １４－ｌ ７ 下左 同上 １，ＯＷ

ｃｌふ４３９０１／２９醜査 ４，９７７ ３，７３２
ＥＮＥＯＳ有限会社隅越商店本町田ＳＳ
１７時４８分

　

３９．６８Ｌ
ガソリン代

　

按分比７５％ １４‐Ｉ ８ 上左 同上 ２，４８８

ｃＩ ”００２／０８鯛査 ５，醐 ３，７５０
国際油化株式会社

　

ＯＳ桜美林学
園前ＳＳ

　

１５時５２分

　

４２．８７Ｌ
ガソリン代

　

按分比７５％ １４‐ｌ ８ 上中 同上 ２，５（滑

ｃ１掌－”１０２／０３鯛査 ３，５８３ ２，６８７
鶴見石油㈱町田金森ＳＳ

　

Ｅ
ｘｐｒｅｓｓ

　

１６時５１分

　

３０．８９Ｌ
ガソリン代 按分比７５９６ １４‐Ｉ ９ 上左 同上 １，７９１

℃Ｉーも４２０２／０４掴査 河辺 ４，帆）Ｏ ３０００
株式会社東日本宇佐美

　

２４６つ〈
し野横浜インター

　

１７時０７分
３３．３８Ｌ

ガソリン代 按分比７５９６ １４－Ｉ ７０ 上左

　　　　　

、
同上 ２，醐

ＣＩ‐４４３０２／０８鯛査 １，９５８ １，４６８
株式会社Ｊ‐Ｑｕｅｓｔ

　

Ｊ－ｏｕａｓｔ
町田ＳＳ（町田市小山ケ丘２ー２一
２０）１７時５１分

　

１６．５３Ｌ
ガソリン代

　

按分比７５％ １４‐Ｉ ７０ 上中 同上 ９７９

ＣＩ蝋 ０２／２３旗査 ２，８８９ ２，１６６
株式会社札幌タヤスＥｘｐｒｅｓｓ
多摩ＳＳ

　

（町田市小野路３１２８一
１）‐

　

１８時０４分、

　

２３．８７Ｌ
ガソリン代

　

按分比７５％ １４‐Ｉ ７０ 上右

　　　　　　　

１ 同上 １，４４４

ＣＩ‐４４５０２／２４縄査 ２，ＭＯ １，５（鳩
コスモ石油販売鰯南関東．カンパ
ニーセルフピュア町田（町田市
小山町８３７「７）

　

０８時１４分 ガン．リン代

　

’按分比７５９６ １４－Ｉ ７０ 下右

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

◆

同上 １，醐

ＣＩ‐４４６０２／０７鯛査 ４，醐 ３，ＯＭ
エムシーオイル山崎団地ＳＳ）Ｅ
ｘｐｒｅｓｓ

　

１２時０４分

　

３３．６１Ｌ

　

‐
ガソリン代 按分比７５９６ １４－ｌ ７１ 上左 同上

　　

、 ２，醐

ＣＩ－牢１７０２／２８譲査 ４，醐 ３，醐
エムシーオイル山崎団地ＳＳ）Ｅ
ｘｐｒｅｓｓ

　

２０時５０づ辻

　

３２．０ＯＬ、
ガソリン代

　

按分比７５％ １４－ｌ ７１ 上中 同上 ２，醐

ＣＩ－掌１８０２／０９調査 ３，６０４ ２，７０３
ナヴィ㈱エコノ金井ＳＳ

　　

０７時
２０分

　

３０．８０Ｌ
ガソリン代

　

按分比７５％ １４－Ｉ ７２ 上左 同上

　　　　　　

′ １，８０２

ＣＩ－牢１９０２／２２縄査 ３，９（鳩 ２，９２５
ナヴィ鵬エコノ金井ＳＳ

　　

１３時
４９分・３２．７７Ｌ

ガソリン代

　

按分比７５％ １４－ｌ ７２ 上中 同上

　　　　

－ １，９５０

ＣＩ‐４５００２／２０鑓査 ５，ＭＯ ３，７５０
国際油化株式会社

　

ＯＳ桜美林学
園煎ＳＳ

　

１７時０１分

　

４０．９７Ｌ
ガン．リン代

　

按分比７５％ １４一Ｉ ７３ 上左 同上 ２，５（鳩

ＣＩ‐４５１０３／０８鑓査 ５，ＷＯ ３，７５０
国際油化株式会社

　

ＯＳ桜美林学
園前ＳＳ

　

１８時１９分，３９．２４Ｌ
ガソリン代，按分比７５９６ １４－Ｉ ７３ 上申 同上

　　　　　

， ２，５〔滑

ＣＩ‐４５２０３／０２鯛査 ２，醐 １，５〔鳩
コスモ石油販売鞠間開示カンパ
ニーセルフピュア町田（町田市
小山町ａ３７－７）

　

１３時２５分 ガソリン代

　

按分比７５％ １４－Ｉ ７４ 上左

　　　　　

、 同上 １，醐

ＣＩ‐４５３０３／１ｌ鑓査 １，９５９ １，４６９
株式会社Ｊ‐Ｑｕｅｓｔ

　

Ｊ‐Ｑｕｅｓｔ
町田ＳＳ（町田市小山ケ丘２ー２－
２０）１６時２０分１６．０ＯＬ

ガソリン代 按分比７５９６ １４－Ｉ ７４ 上中 同上 ９７９

ＣＩ－４４０３ハ２縄査 ５７８ ４３３ＥＮＥＯＳフロンティア神奈川Ｉ

　

ＤＤ
鶴川店 １６時１５分

　

４．５３Ｌ
ガソリン代

　

按分比７５％ １４－Ｉ ７５ 上左 同上 ２８９

ＣＩ－４５０３／１４国査 ３，９（粉 ２，９２５
ナヴィ㈱エコノ金井ＳＳ

　

．１４時
５２分

　

３１．２０Ｌ
ガソリン代

　

按分比７５％ ４ーＩ ７５ 上中 同上 １●，９５０

ＣＩ－４６０３／１４韻査 ３，８２０ ２，８６５
鶴見石油鞠町田金森ＳＳ

　

Ｅ
ｘｐｒｅｓｓ

　

１８時５９分３０．５６Ｌ
ガソリン代

　

按分比７５％ ４‐ｌ ７６ 上左 同上 １，９１０

ＣＩ－４７０３／ｍ 鯛査 ４，３７７ ３，２８２
出光リテール販売㈱

　

セルフ成
瀬

　

２０時１７分

　

３４．７４Ｌ
ガソリン代

　

按分比７５％ ４ーＩ ７７ 上左 同上 ２，１８８

ＣＩ一８０３／２１鑓査 ４，３７９ ３，２８４
出光リテール販売隣

　

セルフ成
瀬

　

０９時３３分３４‐７５Ｌ
ガソリン代

　

按分比７５％ ４ーＩ ７７ 上中 同上 ２，１８９

ＣＩ－４９０３／３０鑓査 ４，３３４ ３，２５０
出光リテール販売㈱

　

セルフ成
瀬

　

１０時４０分

　

３４．４０Ｌ
ガソリン代．按分比７５％ ４ーＩ ７７ 上右 同上 ２，１６７

ＣＩ一Ｏ０３月６調査 ２，ＭＯ １，５（滑 セルフ忠生店

　

１８時０３分 ガソリン代

　

按分比７５％ ４‐Ｉ ７８ 上左 同上 １，醐

ＣＩ４ ０３／２０調査 河辺 ４，ＭＯ ３，卵
会社東日本宇佐美

　

２４６つくし野
横浜インター１６時５４分
３１．２５Ｌ

ガソリン代 按分比７５９６ ４‐Ｉ ７８ 上中 同上 ２，．叩

ＣＩ－４２０３／２１鑓査

　　　

１，９９１ １，４９３
ＥＮＥＯＳフロンティア東京第２

　

セ
ルフ多摩貝取ＳＳ

　

２１時２１分
１５６３Ｌ

ガソリン代

　

按分比７５％ ４ーＩ ７９ 上左 同上 ９９５

ＣＩ－４３０３／２３譲査 ５，ＯＭ ３，７５０
国際油化株式会社

　

ＯＳ桜美林学
園前ＳＳ０５時５↑分

　

３９．２４Ｌ
ガソリン代 按分比７５９６ ４ーＩ ８０ 上左 同上 ２，５｛刀

ＣＩ－４４０３／２６鱗査 ４，醐 ３，醐
エムシーオイル山崎団地営業所
Ｅｘｐｒｅｓｓ

　

ｌ９時４４分

　

３２．０ＯＬ
ガソリン代 按分比７５９６ ４ーＩ ８１ 上左 同上 ２，ＭＯ

ＣＩ－４５０３／２９鯛査 ５，ＭＯ ３，７５０
ＥＮＥＯＳ・ウインク関東第２支店相
模原フリートＴＳセルフ

　

１１時間
分

　

４０．９８Ｌ
ガソリン代

　

按分比７５％ ４ーＩ ８２ 上左

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

「
同上 ２，５（鳩Ｌ

；；；‘‘Ｉ

３１５５，２４６平成２８年度合計額

　

５４７，８６６

５，１２４ ３，閑 キ 獅瞬油 ガソリン代

　

按分比７５％ ５‐ｌ１４８
－１１４７” 醍醐 綴髪ｎ ２，槻ｃ１ヨＥ／・９庖丁十

ガソリン代

　

按分比７５％

　　　

．
１５一１■馨■■－■１

　　　　　　

１同上，

　　　　

．

　　　　　

２．５馳Ｃ１７‐２１９

　

１／０８

　

調査

まちだ市民クラブ 燃料費

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

２９４



；；：－

　

　

　　

　

　　　

　

　　

　
二

　　

１

　　

１・

　

Ｉ

　

　

　　

　

　　　

　

　　

　

増番支出日費目『碧員 支出金額
原告らの
主張する
違法支出

額

・支出内容 原告らの主張する違法性を裏付ける

　　　　　　

事情

　　　　　

‐纂欝トＮｏ位ー領収書以外の関連証拠 会派まちだ市民クラブの

　　　　

主張
裁判所の認定す
る違法支出額

Ｃ１７‐２２００４／２０鯛査 ５，醐 ３，７５０ ３９．５７Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ １５－Ｉ１０３ ２ 同上 ２，５（鳩

Ｃ１７‐２２１０４／２８鑓査 ５，ＯＭ ３，７５０ ３９．６８Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ １５一Ｉ１０３ ３ 同上 －２，５（め

ＣＩアー２２２０５／０６贋査 ４，８９９ ３，６７４ ３９．３７Ｌ給油ノ ガソリン代

　

按分比７５％ １５‐ｌ１０４ ４ 同上 ２，４ＪＩ９

Ｃ１７‐２２３０５ハ５鯛査 ５，ＯＭ ３，７５０ ３９．０６Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ １５一］１（“ ５ 同上 ２，５（鳩

Ｃ１７‐２２４０５／２４鱈査 ４，９７７ ３，７３２ ４０．９８Ｌ給油 ガソリン代・按分比７５％ １５一Ｉ１０４ ６ 同・上 ２，４８８

Ｃ１７‐２２５０６／ｍ 鱈査 ４，８９８ ３，６７３ ４０．０ＯＬ給油 ガソリン代 按分比７５９６ １５－Ｉ１０５ ７ 同上

　　

ｒ ２，名９

Ｃ１７‐２２６０６／１７贋査 ５，ＭＯ，

　

３，７５０ ３８．７６Ｌ給油 ガソリン代 按分比７５９６ １５－Ｉ１０５ ８ 同上 ２，５（鳩

Ｃ１７‐２２７０６／２３掴査 ４，８９７ ３，６７２ ４０．９８Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ １５一Ｉ１０５ ９

　　　　　　

１ 同上 ２，山１８

Ｃ１７‐２２８０７／３１鱗査 ６，０６３ ４，５４７ ４６．５０１‐給油 ガソリン代 按分比７５９６ １５－Ｉ１０６ １０ 同上 ３，０３１

Ｃ１７‐２２９０８／２６餌査 ２，９８７ ２，２４０ ２４．３９Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ １５一１１０６ 同上

　　　

・

　　　　　　　

１，４９３

Ｃ１７‐２３００８／３０国査 ５，醐 ３，７５０ ４０．６５Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ １５一Ｉ１０６ ２ 同上 ２，５（櫛

Ｃ１７‐２３１０９／０６鑓査 ４，９７７ ３，７３２ ４０．０ＯＬ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ １５ｒｌ１０７ ３ 同上 ２，４８８

Ｃ１７‐２３２０９ハ９幽査 ５０３ ３７７ ４．０Ｉ

　

Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ １５－Ｉ ０７ ４ 同上 ２５１

Ｃ１７‐２３３０９／２０鯛査 ６，８３１ ５，１２３ ５３．２０Ｌ給油 ガソリン代 按分比７５９６ １５一Ｉ ０７ ５ 同上 ３，４１５

Ｃ１７‐２３４１０／１０掴査 ４，９７７ ３，７３２ ３９．３７Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ １５一Ｉ Ｏ ６、
１
、 同上 ２，．４８８

Ｃ１７‐２３５ｌｏ／１４鯛査 ４，９７７ ３，７３２ ３８．７６Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ １５－Ｉ Ｏ ７ 同上 ２，４８８

Ｃ１７‐２３６ｌｏハ９調査 ５，ＭＯ ３，７５０ ４０．３２１‐給油 ガソリン代

　

按分比７５％ ５ーｌ Ｏ １８ 同上

　　

′ ２，５｛め

Ｃ１７‐２３７ｌｏ／３１鯛査 ４，９７７ ３，７３２ ３８．７６Ｌ給油 ガソリン代‐按分比７５％ ５ーＩ Ｏ １９

　　　　　　　　　　　　

・
同上 ２，４８８

Ｃ１７‐２３８１１／０６圃査 ４，９０１ ３，６７５ －・３８．７６Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ ５ーＩ ２０

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．同上

　　　　

， ２，４５０

Ｃ１７‐２３９１１ハ３縄査

　　

・
５，醐 ３，７５０ ３９４３Ｌ給油 ガソリン代 按分比７５９６ ５ーＩ ２１ 同上

　　　

－ 、

　　　　

２，５（鳩

Ｃ１７‐２４０１１／２２贋査 ４，９７７ ３，７３２ ３７．３１Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ ５ーＩ ２２ 同上 ２，４８８

Ｃ１７‐２４１１２／０４鑓査 ５，醐 ３，７５０

　　

３７．６０Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ ５ーＩ １１ ２３ 同上 ２，５（滑

Ｃ１７‐２４２１２ハ３譲査 ４，９７７ ３，７３２ ３６．５０Ｌ給油 ガソリン代．按分比７５％ ５ーＩ １１ ２４ 同上 ２，４８８

Ｃ１７‐２４３１２／２５鯛査 ４，９０３ ３，６７７ ３７．６０．Ｌ給油 ガソリ・ン代

　

按分比７５％ ５‐Ｉ １２ ２５ 同上 ，２，４５１

Ｃ１７－２一“１２／３１韻査 ４，９７７ ３，７３２ ３７，３１Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ ５ーＩ １２ ２６ 同上 ２，４８８

Ｃ１７‐２４５０１／２０調査 ６，８７４ ５，１５５

　　　　

４８．７５Ｌ給油

　

、 ガソリン代

　

按分比７５％ ５ーず１１３ ２７

　　　　　　　　　　　　　　

′ 同上 ３，４３７

Ｃ１７‐２４６０１／２９縄査 ５，棚 ３，７５０ ３５．９７Ｌ給油 ガソリン代 按分比７５９６ ５‐Ｉ１１３ ２８

　　　　　　　　　　　　　　　

「
同上 ′

　　　　　

２，５（鳩

Ｃ１７‐２４７０２ハ６餌査 ５，醐 ３，７５０ ３６．２３Ｌ給油 ガソリン代 按分比７５９６ １５一Ｉ１１４ ２９ 同上

　　

ｒ

　　　

‘１ ２，５（掩

Ｃば‐２４８０３／０７贋査 ４，９７７ ３，７３２ ３７．０４Ｌ給油 ガソリン代 按分比７５９６ １５‐１１１４ ３０ 同上 ２，４８８

Ｃ１ｉ‐２４９０４ハ３鑓査 ３，２（鳩 ２，４｛杓 ２５．６０，Ｌ給油 ガソリン代 按分比７５９６ １５－Ｉ１１５ ３１
「

同上 １，６（力

Ｃ１７‐２５００５／０３鑓査

　　

′ ３，１９８ ２，３９Ｂ ２６．０ＯＬ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ １５－Ｉ１１６ ３２ 同上 １，５９９
‘

Ｃ１７‐２５１０５／２３調査

　　　

′ ３，４｛鳩 ２，５５０ ２８． Ｌ給油 ガソリン代‐按分比７５％ １５‐Ｉ１１６ ３３ 同上 １，７（鳩

Ｃ１７‐２５２０６／０６鱗査 ３，１９０ ２，３９２ ２６． Ｌ給油 ガソリン代 按分比７５９６ １５－Ｉ１１７ ３４ 同上 １，５９５

Ｃ１７「２５３０６／２５鯛査 ２，ＭＯ １，５（滑 一

　　　　　

１６， Ｌ給油 ガソリン代 按分比７５９６ １５－Ｉ１１７ ３５ 同上 １，以）Ｏ

Ｃ１７‐２５４０６／２８桝査 ３，５（め ２，６２５ ２９． Ｌ給油 ガソリン代 按分比７５９６ １５－Ｉ１１７ ３６ 同上

　　　　　　　

， １，７５０

Ｃ１７‐２５５０６／２２縄査 ６０６ ４５４ ４‐ Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ １５－Ｉ１１８ ３７ 同上 ３０３

Ｃ１７‐２５６０７／２７慣査 ３，７７０ ２，８２７ ３０． Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ １５一Ｉ１１８ ３８ 同上 １，８８５

Ｃ１７‐２５７０７ハ３鯛査

　　

・， ３，４２０ ２，５６５ ２７． Ｌ給油 ガソリン代 按分比７５９６ １５－Ｉ１１８ ３９ 同上

　　　　　

‐ １，７１０

Ｃ１７‐２５８０８／１Ｉ鯛査 ３，８７０ ２，９０２ ３１．． Ｌ給油

　　　　

．ガソリン代 按分比７５９６ １５－Ｉ１１９ ４０ 同上 １，９３５

Ｃ１７‐２５９０８／２２鑓査 ３，２６０ ２，４４５ ２６‐ Ｌ給油 ガソリン代．按分比７５％ １５－Ｉ１１９ ４１ 同上 １，６３０

Ｃ１７‐２６００８／２７鱗査 １，８５０ １，３８７ １４． Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ １５－Ｉ１１９ ４２

　　　　

＼ 同上 ９２５

ＣＩ１‐２６１０９／０４調査 ３，７４７ ２，８１０ ３０． Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ １５－Ｉ１２０ ４３ 同上 １，８７３

Ｃ１７‐２６２０９／２３調査 ３，４０ ２，７３０ ３０． Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ １５－Ｉ１２０ ４４ 同上 １，８２０

Ｃ１７‐２６３１０／１Ｉ鯛査 ３，１６ ２，９３７ ３０． Ｌ給油 ガソリン代 按分比７５９６ １５‐Ｉ１２１ ４５ 同上 １，９５８

Ｃ１７‐２６４１０／１７調査 ３，４０ ２，８０５ ２９． Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ １５‐Ｉ１２１ ４６ 同上 １，８７０

Ｃ１７‐２６５１０／３０鱈査 ３，８２ ２，７６１ ２９． Ｌ給油 ガソリン代 按分比７５９６ １５一Ｉ１２１ ４７ 同上

　　　　　

’ １，８４１

Ｃ１７‐２６６１１／０１調査

　　　　

・ ８８ ５１６ ５．・ＯＬ給油 ガソリン代 按分比７５９６ １５一Ｉ１２２ ４８

　　　　　　　　　　　　　　　　

、
同上 ３４４

Ｃ１７‐２６７１１ハ５調査 ３‘８０ ２，７６０′

　　　　　

２８． Ｌ給油 ガゾリン代 按分比７５９６ １５一Ｉ１２２ ４９ 同上 １，８４０

Ｃ１７‐２６８１１／２８鯛査 ４，８０ ３，０６０ ３０． Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ １５一Ｉ１２２ ５０ 同上 ２，０４０

Ｃｊ７－２６９１２／１０調査 ４，６０ ３，０４５ ３１， Ｌ給油， ガソリン代

　

按分比７５％ １５－Ｉ１２３ ５１ 同上 ２，０３０

Ｃ１７‐２７０１２／２１譲査 ４， ３，ＭＯ ３０． Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ １５－Ｉ１２３′５２ 同上 ２，醐

Ｃ１７‐２７１１２／２９鯛査 ３，００ ２，８５０ ２８．５７Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ １５－Ｉ１２３ ５３ 同上 １，９｛鳩

Ｃ１７‐２７２０１／０９龍査 ４，１４０ ３，１０５ ３１．１３Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ １５一Ｉ１２４ ５４ 同上

　　

．

　　　　

・ ２，０７０

Ｃ１７‐２７３０１／１７韻査 ３，３０２ ２，４７６ ２４．８３１‐給油

　　

・ ガソリン代

　

按分比７５％ ５ーＩ１２４ ５５ 同上

　　　　　　　　　

１ １，６５１

Ｃ１７－２７４０１／２５韻査 ４，３６３ ３，２７２ ３１．３９Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％

　　　

， １５－Ｉ１２４ ５６ 同上 ２，１８１

Ｃ１７‐２７５０２／０１幽査 ３，７５０ ２，８１２ ２６．９８Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ ５‐ｌ１２５ ５７

　　　

・ 同上 １，８７５

Ｃ１７‐２７６０２／ｍ 憤査 ３，３１０ ２，４８２ ２４．１６Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５９６

　

， ５ーｌ１２５ ５８ 同上 １，．６５５

Ｃ１７‐２７７０２／１７鯛査 ３，０５０ ２，２８７ ２２．７６Ｌ給油 ガソリン代 按分比７５９６ ５ーＩ１２５ ５９
Ｌ

　　　　　

．

　　　　　　　　　　　

・ 同上 １，５２５

Ｃ１７‐２７８０２／２８鯛査 ３，３９０ ２，５４２ ２５．３Ｌ給油 ガソリン代 按分比７５９６ ５‐Ｉ１２６ Ｏ 同上 １，６９５

Ｃ１７‐２７９０２月７鯛査 ２，９８７ ２，２４０ ２１．７４Ｌ給油 ガソリン代 按分比７５９６ ５‐Ｉ１２６ Ｉ 同上 １，４９３

Ｃ１７▲２８００２／０８鯛査

　　　　　　

」 ５，０９６ ３，Ｂ２２ ３７．２０Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ ５‐Ｉ１２６ ２ 同上 ２，５４８

Ｃ１７‐２８１０４／２１韻査 ２，ＭＯ １，５｛力 １５．５０Ｌ給油 ガソリン代 按分比７５９６ ５ーＩ１２７ 同上 １，醐
Ｃ１７－２８２０５／０３国査 １，９６９ １，４７６ １５．８７Ｌ給油 ガソリン代 按分比７５９６ ５ーＩ１２７ ４ 同上

　　　　　　　　　　　

－ ９８４

Ｃ１７‐２８３０５／０７韻査 ５，醐 ３，７５０ ３９．６８Ｌ給油 ガソリン代 按分比７５９６ ５‐Ｉ１２７ ５ 同上

　　　　　　　

２，５（滑

Ｃ１７‐２８４０５／０４揖査 １，４３０ １，０７２ １０‐０ＯＬ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ ５‐Ｉ１２７ ６ 同上 ７１５

まちだ市民クラブ 燃料費２９５



支ｒ 支出日費目『琶員 支出金額
原告らの
主張する
違法支出

額
支出内容 原告らの主張する違法性を裏付ける

　

‐

　　　　

事情

　　

′ 箸爵トＮｏ 位ー領収書以外の関連証拠鎌鶴崎の裁判所の認定す
る違法支出額

Ｃ１７－２５‐０５／２２餌査 ２，８５０ ２，１３７ ２３．３６Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ １２７ ６７・ 同上 ‐三‐三二
劃 １，４２５

Ｃ１７－２６０６／０４圃査 ５，醐 ３，７５０ ４０．９８Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ １２ ６８ 同上 ２，５（め

Ｃ１７－２７０６／０６贋査 ３，０９１ ２，３１８ ２４．７３Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７％ １２ ６９

　　　　　　　　　

・ 同上 １，５４５

Ｃ１７－２８０６／２２譲査 ２，８３８ ２，１２８ ２３．０Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７ １２ ７０ 同上 １，４１９

Ｃ１７－２９０６／３０鱈査 ２，醐 １，５（鳩 １６．１３Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７ １２ ７１ 同上 １，醐

Ｃ１７－２ ０７／０９韻査 ２，鯛 １，５（鳩 １６，６７Ｌ給油

　　

′ ガソリン代

　

按分比７％ １２ ７２ 同上 １，ＭＯ

Ｃ１７－２ ０７ハ３鑓査 ５，ＯＭ ３，７５０ ３９．３７Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７ 、１２ ７３ 同上 ２，５（鳩

Ｃ１７－２２０７ハ８贋査 ２，醐 １，５（刃 １５．７５Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７％ １２ ７４ 同上 １，駅）Ｏ

Ｃ７－２３Ｏ／０５復査 ４，８７９ ３，６５９ ４０．６５Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７９６ １２ ７５ 同上 ２，４３９

７‐２４Ｏ／１Ｉ憤査 ７，２３７ ５，４２７ ５６．１ＯＬ給油 ガソリン代．按分比７％ ‐Ｉ１２ ７６，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ｒ 同上 ３，６１８

Ｃ７↑２５Ｏ／２１鱈査 ６，ＯＷ ４，５（粉 ４８．３９Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７％ ‐Ｉ１２ ７７

　

． 同上 ３，醐

Ｃ７－２７Ｏ／２７鑓査 ３，醐 ２，２５０ ２４．０ＯＬ給油

　

‐ ガソリン代

　

按分比７９６ 」Ｉ１２ ７９ 同上 １，５（め

Ｃ７－２８Ｏ／２９調査 ３，１６８ ２，３７６ ２２．９６Ｌ給油

　　　

ノ ガソリン代

　

按分比７％ １３０ Ｏ

　　　

． 同上 １，５８４

Ｃ７－２９Ｏ／１Ｏ調査 ３，ＯＭ ２，，２５０ ２４．１９Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７ ３０ 同上 １，５〔鳩

Ｃ ３００Ｏ／２８鑓査 ２，醐 １，５｛鳩 １５．５０Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７％ ３０ ２

　　　　

′ 同上

　　　　　　　　　

、 １，醐

Ｃ７‐３０１１０／０７鱈査 ５，醐 ３，７５０ ３８．７６Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７９６ ３０ ３ 同上 ２，５（掩

Ｃ７‐３０２１０／１０鍾査 ２，ＭＯ １，５（刈 １５．６３Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７％ ３０ ４

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・ 同上 １，醐

Ｃ７‐３０３ｌｏハ９鑓査 ２，９４０ ２，２０５ ２２．９７Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７ ３０ ５ 同上 １，４７０

Ｃ７‐３０４ｌｏ／２９調査 ５，ＭＯ ３，７５０ ３９．６８Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７％・ ３１ ６ 同上 ２，５（鳩

Ｃ７‐３０５１１／０４贋査 １，醐 ７５０ ７．８８Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７％ ３１ ７ 同上 ５００

Ｃ７‐３０６１１／０８龍董 ３，０７５ ２，３０６ ２３．８４Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７％ ３１ ８ 同上 １，５３７

Ｃ７‐３０７１１月３餌査 ４，・９２４ ３，６９３ ３８．１７Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７％

　　　　　

′ ３１ ９ 同上 ２，４６２

Ｃ７‐３０８１１／２９鱈査 ２，醐 １二５（鳩 １５．０４Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７％ ３１ Ｏ 同上 １，ＭＯ

Ｃ７‐３０９１１／２１鱈査 ２，醐 １，５（刃 １４．３９Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７％ １３１

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

′ 同上 １，ＭＯ

Ｃ７「３１０１２／ＯＢ餌査 ２，ＭＯ １，５（力 １４．７１Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７％ １３２ ２ 同上 １，駅）Ｏ

Ｃ７‐３１１１２ハ５鯛査 １，醐 ７５０ ７．４１Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７％ １５‐ １３２ ３ 同上 ５００

Ｃ７‐３１２１２月９鑓査 １，９６１ １，４７０ １５．０４Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７９６ １５一 ３２ ４

　　

・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

一
同上 ９８０

Ｃ１７‐３１３１２／１７槙査 ４，醐 ３，醐 ２９．８５Ｌ給油 ガソリン代 按分比７５９６ １５－ ３２ ５ 同上 ２，ＯＷ

ｃｌ・テー３１４０４／２２調査 ４，０６３ ３，０４７ ３３．０３Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ １５ｒｌ ３３ ６

　　　　　　　　　　　　　

． 同上 ２，０３１

ｃ１３１５０４／０２鑓査 ４，斌）９ ３，駅）６

　　　　

３２．５９Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ １５「Ｉ ３３ ７

　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

　　　　　　　　　　　　　　　　

十同上 「

　　

２，駅）４

Ｃ１７‐３１６０５／１８調査 ３，６６５ ２，７４８ ３０．‐８０Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ １５－Ｉ ３４ ８ 同上 １，８３２

Ｃ１７‐３１７０６／０８鯛査
「

２，４２３ １，８１７ １９．８６Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ １５一ｌ ３５ ９ 同上Ｊ

　　　

１，２１１

Ｃ１７‐３１８０６／２７鑓査 、３，７０５ ２，７７８ ３１．４０Ｌ給油 ガソリン代 按分比７５９６ １５一Ｉ ３５ １０Ｏ 同上 １，８５２

Ｃ１７－３１９０７ハ３桝査 ４，１６０ ３，１２０ ３３．０７［給油 ガソリン代

　

按分比７５％

　　

，， １５－Ｉ ３５ １０１ 同上 ２，０８０

Ｃ１７‐３２０ＯＢ／３１鱗査 ３，７５６ ２，１７ ３１．０４．Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ ＩーＩ ３６ １０２

　　　　　　　　　　　　　

、 同上 １，８７８

Ｃ７‐３２１０８／０５鑓査 ３，６０ ２，９５ ・

　　　

３２．１７Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ ｌーＩ ３６ １０３ 同上 １，９３０

Ｃ７‐３２２０９／１９圃査 ３，０２ ２，５１ ３０．９Ｉ

　

Ｌ給油 ガソリン代 按分比７５９６ Ｉ‐Ｉ ３７ １０４ 同上 １，９０１

７‐３２３１０／１６鑓査 ４，８１ ３，６０ ３２．６５Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５９６・ ＩーＩ ３７ １０５ 同上 ２，０４０

Ｃ７‐３２４１１／０５圃査 ３，４４ ２，５８

　　　

２８．３５Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ Ｉ ３８ １０６ 同上 １，７７２

Ｃ７‐３２５１１／２６調査 ４，２８ ３，２１・ ３０．７５Ｌ給油 ガソリン代 按分比７５９６ ３８ １０７ 同上 ２，０１４

Ｃ７‐３２６１２／１２調査
Ｌ

４，８３ ３，３７ ３１．９３Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ １３９ １０８ 同上 ２，０９１

Ｃ７－３２７１２／２７圃査 ３」４５ ２，８３ ２９．１３Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ １３９ １０９ 同上 １，９２２

７‐３２８０１／１９鑓壷 ４，５２ ３，１１４ ３０．３１Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ １４０ １１０

　　　　　　　　　　　　　　　　　

▲
同上 ２，０７６

Ｃ７‐３２９０１／０７鱈査 ３，６１ ２，７４５ ２８．１６Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ １４０ １１１ 同上 １，品３０

Ｃ１７‐３３００２／１１鑓査 ４，４４ ３，１０８ ３１．１６Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ １４１ １１２ 同上 ２，０７２

Ｃ１７‐３３１０２／０１鯛査 ３，００ ２，７（め ２６．２８Ｌ給油 ガソリン代 按分比７５９６ １４１ １１３ 同上 １，８（鳩

Ｃ１７－３３２０２ハ６餌査 ２，４３ １，５３２ １５．１３Ｌ給油 ガソリン代 按分比７５９６ ５‐ １４‐Ｉ １１・４ 同上，

　　　　

、 １，０２１

Ｃ１７‐３３３０３／０６鱈査 ４，５９ ３，１１９ ３１．０４Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ ５ー １４２ １１５ 同上 ２，０７９

Ｃ１７‐３３４０４／０９鱈査 ４，８７ ３，傘１０ ３６．１２Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ ５ー １４３ １１６ 同上 ２，２９３

Ｃ１７‐３３５偶／１９鯛査 ４，５１６ 、３，３８７ ３６，４２１‐給油 ガソリン代

　

按分比７５％ ５‐ １４３ １１７ 同上 ２，２５８

Ｃ１７‐３３７０５／０２龍査 ４，３６６ ３，２７４ ３５．７９．Ｌ給油 ガソリン代 按分比７５９６ ５‐ １４３ １１９ 同上 ２，１８３

Ｃ１７‐３３８０５ハ９鵠査 ４，４０２ ３，３０１ ３６．０８Ｌ給油 ガソリン代 按分比７５９６ ５ー １４３ １２０ 同上 ２，２０１

Ｃ１７‐３３９０５／３０鱈査 ４，２６３ ３，１９７ ３４．１ＯＬ給油 ガソリン代 按分比７５９６ ５ー １４３ ２１ 同上

　　　　　

・ ２，１３１

Ｃ１７－３一１Ｏ０６／０８圃査 ４，２３５ ３，１７６ ３４．４３Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ ５「 １４４ ２２ 同上 ２，１１７

Ｃ１７‐３４１０６／１９圃査 ４，２０８ ３，１５６ ３４．４９Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ ５‐ １４４ ２３ 同上

　

・

　　　

， ２，１０４

Ｃ１７－３４２０７／０３幽査 ４，３５１ ３，２６３ ３６．２６
．
Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ ５ー １４４ ２４ 同上 ２，１７５

Ｃ１７‐３４３０７ハ８譲査 ４，７２５ ３，５４３ ３７‘５０Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ １５－ １４４ ２５

　　　

′ 同上 ２，３６２

Ｃ１７‐３４４０７／２７圃査 ４，２９３ ３，２１９ ３４．６２Ｌ給油 ガン．リン代 按分比７５９６ １５・一 １４４ ２６ 同上 ／

　　

２，１４６

Ｃ１７‐３４５０８／０５譲査 ４，５７ ３，４３２ ３７．５１Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ １５－ １４４ ２７ 同上 ２，２８８

Ｃ１７‐３４６０８ハ３縄査

　　　　　

「 」

　　　

６，７５ ５，０６２ ５４．０ＯＬ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ １５－ １４５ ２８ 同上

　　

’

　　　

－ ３，３７５

Ｃ１７‐３４７０９／ｍ 韻査 ４，６３ ３，４７６ ３７．９９Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ １５‐ １４５ ２９ 同上 ２，３１７

Ｃ１７‐３４８１０／０２鯛査 ４，７４ ３，５５５ ３７．９２ＬＩ給油 ガソリン代 按分比７５９６ １５一 １４５ ３０ 同上

　　　　　　　　　

・ ２，３７０

Ｃ１７‐３４９ｌｏハ２譲査 ４，６１ ３，４６２ ３６．３５Ｌ給油 ガソリン代 按分比７５９６ １５‐ １４５ ３１ 同上 ２，３０８

Ｃ１７‐３５０１Ｏア１４鱈査 ４，３ ３，２２５ ３４．１３Ｌ給油 ガソリン代′按分比７５９６ １５－Ｉ１４５ ３２ 同上 ２，１５０

Ｅ７‐３５１ｌｏ／２０憤査 ４，４４ ３，３３６ ３５．３０Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ １５－Ｉ１４５ １３３ 同上 ２，２２４

　

ー

　　

ｉ．

　　　

【．

　

ー〕

まちだ市民クラブ

　

燃料費

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

２９６



支か 支出日費目 離
名
員 支出金額

原告らの
主張する
違法支出

額
支出内容 原告らの主張する違法性を裏付ける

　　　　　　

事情 器 トＮｏ位電領収書以外の関連証拠 会派まちだ市民クラブの

　　　　

主張
裁判所の認定す
る違法支出額

Ｃ１７‐３５２１２／２１鯛査 ３，３０６ ２，４７９ ２４．３１Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ １５－Ｉ ３４

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

′同上 １，６５３

Ｃ１７‐３５３１２／２８慎査 ５，０２２ ３，７６６ ３６．３Ｌ給油 ガソリン代 按分比７５９６ １５－Ｉ ３５ 同上 ２，５１１

Ｃ１７｛３５４０１／０９鑓査 ５，１６３ ３，Ｂ７２ ３７．６Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ １５‐Ｉ１１１
３６ 同上 ２，５８１

Ｃ１７‐３５５ＯＴ／” 鯛査 ４，２４５ ３，１８３ ３１．８Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ １５－Ｉ ３７ 同上 ２，１２２

Ｃ１７‐３５６０１／２１ 圃査 ５，７５６ ４，、３１７ ４０．２Ｌ給油 ガソリン代 按分比７５９６ １５‐ ３８ 同上 ２，８７８

Ｃ１７‐３５７０１／３１鱈査 ４、，６７１ ３，５０３ ３３‐３Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ １５－ ３９ 同上 ２，３３５

Ｃ１７‐３５８１０／３０鱈査 ４，２６６ ３，１９９ ．３３．６Ｌ給油 ガソリＺ代 按分比７５９６ ５ー ４０ 同上 ２，１３３

Ｃ１７‐３９１１／Ｏ 国査 ４，５０６ ３，３７９ ３５．ＯＬ給油 ガソリ，ン代

　

按分比７５％ ５ー ４７ ４１ 同上

　　　　　

， ２，２５３

Ｃ１７－３ＯＩＶＩ 槙査 ５，ＯＭ ３，７５０ ３７，ＯＬ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ ５‐ ４７ ４２ 同上 ２，５（鳩

Ｃ１７－３ １１／２ 餌査 ５，醐 ３，７５０ ３７．ＯＬ給油

　　　　

－ ガソリン代

　

按分比７５％ ４７ ４３ 同上 ２，５（ｍ

Ｃ１７－３２１２／Ｏ 鑓査 ４二９６１ ３，７２０ ３６．７５Ｌ給油 ガソリン代 按分比７５９６ ４７ １４４ 同上 ２，４８０

Ｃ１７－３３１２／１ 圃査 ５，０９７ ３，８２２ ３７．４８Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ ４７ １４ 同上 ２，６４８

Ｃ１７－３４，０２／Ｏ 偵査

　

、′ ５，３５３ ４，０１４ ３８ー５１Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ ーＩ ４８ １４ 同上 ２，６７６

Ｃ１７－３６０２／２ 鯛査 ５，０８３ ３，８１２ ３７．１ＯＬ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ ‐Ｉ ４８ １４

　　　　　　　　　　　　　　　　

１ 同上 ２，５４１

Ｃ１７－３７０４／０ 調査 ３，醐 ２，２５０ ２３．２６Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ ーＩ ４９ １４ 同上 １．，５（鳩

Ｃ７－３８０５ハ３調査 ２，９８７ ２，２４０ ２４．０ＯＬ給油

　　　

， ガソリン代

　

按分比７５％ ーＩ ４９ １－ｔ 同上 １，４９３

Ｃ７－３９０５／３０韻査 ４，醐 ３，醐 ３１．５０Ｌ給油 ガソリン代 按分比７５９６ ４９ 同上 ２，叩

Ｃ７‐３７００６／１６鱗査 ３，ＯＭ ２，２５０ ２４．１９Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ ５０ 同上 １，５（沿

Ｃ７‐３７１０７ハ６餌査 ４，９７７ ３，７３２ ３８，７６Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ ５０ 同上 ２，４８８

Ｃ７‐３７２０７／２１鯛査 ４，醐 ３，ＯＭ ３１，７５Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ ５０ 同上 ２，醐

Ｃ７‐３７３０７／３０復査 ３，９６８ ２，９７６ ３２．２６１‐給油 ガソリン代

　

按分比７５％ ５１ 同上

　　　　

，

　

′ １，８４

Ｃ７‐３７４０８／１４鑓査 し２，９７７ ２，２３２ ２３．６２Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ ５１ 同上 １，８８

Ｃ７‐３７５０８／２３揖査 ５，２６５ ３，９４８ ４０．５０Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ ５１ ５７ 同上 ２，３２

Ｃ７‐３７６０９／０７鑓査 ５，２６５ ３，９４８ ４０．５０Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ ５１ ５８

　　　　　　　　　　　　　　　

′
同上 ２，３２

Ｃ７‐３７７０９／２２旗査 ３，９６９ ，２，９７６ ３１．５０Ｌ給油 ガソリン代 按分比７５９６ ５２▼ ９ 同上 １，８４

Ｃ７‐３７８０９／２９鱈査 ５，醐 ３，７５０ ３９．０６Ｌ給油 ガソリン代．按分比７５９６ ５２ Ｏ 同上 ’・

　　　　

２，００

Ｃ７‐３７９１０／０２揖査 、

　

５，０〔｝Ｏ ３，７５０ ３８，７６Ｌ給油 ガソリン代 按分比７５９６ ５２ 同上 ２，００

Ｃ７－３Ｏ１０月２鱈査 ３，醐 ２，２５０ ２０．８３Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ ３ ２

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・ 同上 １，仰

ｃｌサー３ １０／１９鱈査 ３，９６９ ２，９７６ ３１．０Ｉ

　

Ｌ給油 ガソリン代．按分比７５９６ ３ ３ 同上 １，８４

ｃｌサー３２１０／３０鑓査 ３，９６９ ２，９７６ ３１．２５Ｌ給油 ガソリン代 按分比７５９６ １５－Ｉ ３ ４ 同上 １，８４

Ｃ１７‐３３１１／０７贋査 ４，鯛 ３，醐 ２８．３７Ｌ給油 ガソリン代 按分比７５９６ １５－Ｉ ４ ５ 同上 ２，醐

Ｃ１７－３４１１／２８韻査 ２，醐 １，５（め １５．０４Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ １５‐ ４ 同上 ’１，０００

Ｃ１７－３５０１／０５旗査 ３，９７０ ２，９７７ ３０．０８Ｌ給油 ガソリン代 按分比７５９６ １５－ ４ ７ 同上 １，９８５

Ｃ１７－３ １１／２１鑓‐査 ３，醐 ２，２！ＳＯ

　　　

２２．０６Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ １５－ ４ ８ 同上 １，５（鳩

７－３７１２／０７鱈査 ５，醐 ３，７５０ ３６‐７７１‐給油 ガソリン代

　

按分比７５％ ５ー ４ ９ 同上 ２，５００

Ｃ７－３８０１ハ５鑓査 ２，９７８ ２，２３３ ２２，０６Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ ５ー ４ ７０ 同上 １，４８９

Ｃ７－３９０１ハ９調査 ３，９７２ ２，９７９ ２．３７１‐給油 ガソリン代

　

按分比７５％ ５ー ５ ７１

　　　　　

，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

′同上 １，９８６

Ｃ７‐３Ｏ０２／０４鑓査 ３，ＯＭ ２，２５０ ２，５８Ｌ給油 ガソリン代 按分比７５９６ ５‐ Ｉ５ ７２ 同上 １，５（力

Ｃ７－３「十一”ｒ十０２／０８鯛査 ３，９７２ ２，９７９ ２．７８Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ ５ー Ｉ５ ７３

　　　　

＼ 同上 １，９、８６

Ｃ７－３２０１／２９鑓査 ４，醐 ３，醐 ２，３７Ｌ給油 ガソリン代 按分比７５９６ ５ー ５ ７４ 同上 ２，鯛

Ｃ７－３３０２ハ６禎董 ３，９７２ ２，９７９ ２．７Ｌ給油 ガソリン代 按分比７５９６ ５‐ ６ ７５ 同上 １，９６

Ｃ７－３４０３／０５桝査 ３，９７１ ２，９７８ ２．８Ｌ給油 ガソリン代 按分比７５９６ ５ーＩ ５６ ７６ 同上 １，９５

Ｃ７‐３５０４／１ｌ掴査 ３．４８１ ２，６１０ ２．ＩＬ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ ーＩ ５７ ７７ 同上 １，７Ｏ

Ｃ７－３６０４／２８鯛査 ３，１７０ ２，３７７ ２４．９Ｌ給油 ガソリン代 按分比７５９６ ‐Ｉ ５７ ７８ 同上 １，５５

Ｃ７－７０５／０７縄査 ３，３２３ ２，４９２ ２４．９Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ ５７ ７９ 同上 １，６Ｉ

Ｃ７－８０５／２１桝査 ３，１〔Ｐ ２，３２５ ２６．２Ｌ給油 ガソリン代 按分比７５９６ ５８ Ｏ 同上 １，５Ｏ

Ｃ７－９０６／０４鯛査 ３，醐 ２，２５０ ２４． Ｌ給油 ガツリン代

　

按分比７５％ ５８ ＩＩ 同上 １，５

Ｃ７－０００６／２３鯛査 ３，５９４ ２，６９５ ２７． Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ ５８ Ｉ２

　　　

＼
同上 １，７７

Ｃ７‐０１０７／０８鯛査 ３，２２９ ２，４２１ ２４．４Ｌ給油 ガソリン代 按分比７５９６ ５９ Ｉ３ 同上

　　

， １，６１４

Ｃ７－０２０７ハ６調査 ２，６１３ １，９５９ ２０．３Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ ５９ Ｉ４ 同上 １，３０６

Ｃ７０３０７／２７鑓査 ３，３１６ ２，４８７ ２５，３Ｌ給油 ガソリン代 按分比７５９６ ９ Ｉ５ 同上 １，６５８

Ｃ７－０４Ｏ／０４調査 ２，９３３ ２，１９９ ２３．６Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７ Ｏ ｌ 同上 １，４６６

７‐４０５Ｏ／１２調査 ３，２２０

　

２，４１５ ２４．７，Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７ Ｏ Ｉ７ 同上 １↓６１０

７‐４０６Ｏ／２３鱈査 ３，０９８ ２，３２３ ２３．４Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７ ５ー Ｉ 同上 １，５４９

Ｃ１７‐４０７Ｏ／０４鱗査 ３，３０１ ２，４７５ ２５．Ｉ

　

Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７％ ５ーＩＩＩ Ｉ９ 同上 １，６５０

Ｃ１７一１０８Ｏ／１２鯛査 ２，９〔め ２，１７５ ２４．３７Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７％ ５‐ＩＩＩ Ｉ 同上 １，４５０

Ｃ１７‐４０９Ｏ／１９餌査 ３，２７８ ２，４５８ ２５．２２Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７ ５ーＩＩＩ ＩＩ 同上 １，３９

７‐４１０Ｏ／２９輝査 ３，６２９ ２，７２１ ２７．０ＯＬ給油 ガソリン代

　

按分比７ ５‐ＩＩ２ Ｉ２ 同上 １′１４

Ｃ７÷‐４１１ ／０２鯉査 ２，７７５ ２，０８１ ２１．５１Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７％ ５ーＩＩ３ Ｉ３ 同上

　　　　　

１，８７

Ｃ７÷４１２ ／２１贋査 ３，３４５ ２，５０８ ２４．７８Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７ ５‐ＩＩ３ Ｉ４

　　　　　　　　　　　　　

′ 同上 １，７２

Ｃ７‐４１３１１／０２国査 ３，２｛図 ２，４０３ ２４．８４Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７９６ ５ーＩＩ３ Ｉ５ 同上 １，０２

Ｃ７÷４１４１１ハ３贋査 ３，０６０ ２，２９５ ２３．７２Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７９６ ５ーＩＩ４ Ｉ６ 同上 １，３０

Ｃ７‐４１５１１／２３憤査 ３，２９８ ２，・４７３ ２３．９ＯＬ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ ５‐ＩＩ４ Ｉ７ 同上 １，４９

Ｃ７‐４１６１２／０９国査 ３，３１４ ２，４８５ ２３．７８Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ ５‐ＩＩ４ Ｉ８ 同上 １，５７

Ｃ７４″１２ハ９鱈査 ３，４１４ ２，５６０ ２５，２９Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ １５．‐ＩＩ５ Ｉ９ 同上 １，７０７

　

　

　　

　

　　　

　　

　　

　
・

　　

１

　　

１

　　

１

　

；

　

‘

　　　　

－

　　

１－

まちだ市民クラブ 燃料費
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支出書
号 支出日費目 離

名
員 支出金額

原告らの
主張する
違法支出

額
支出内容 原告らの主張する違法性を裏付ける

　　　　　　

事情 纂醇ト 位ー領収事以外の関連証拠 会派まちだ市民クラブの

　　　　

主張
裁判所の認定す
る違法支出額，

Ｃ１７÷一４１８１２／２８鱈査 ３，３７０ ２，５２７ ２４．・２５Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ ５ー ２（ぬ 同上 １，６８５

Ｃ７－４↑９０１／０９鋼査

　　　

′

　　　　　　

． ３，３４２ ２，５０ ２４．０５１‐給油 ガソリン代

　

按分比７５％ ５ー ２０１ 同上 １，６７１

Ｃ７‐４２００１／１７鵠査 ３，２２５ ２，４１ ２３．８９Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ ５‐ ２０２

　　

、 同上 １，６１２

Ｃ７．‐４２１０２／０３国査 ３，３０７ ２，４８ ２３．９７Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ ５ー ２０３ 同上 １，６５３

Ｃ７‐４２２０２／ｍ 鑓査 ６，．７８４ ５，０８ ４７．６６Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ ５‐ ２０４ 同上 ３，３９２

７‐４２３０２／１７贋査 ３，６３４ ２，７２ ２５．７１Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５９６

　　

‐ ５ー ２ｂ５ 同上 １，８１７

Ｃ１７‐４２４０２／２７圃査 ６，９４０ ５，２０５

　　　　

４９１３Ｌ給油
支出額を７７９０円から６９４０円へ８５０

　　　　　

円減額
ガソリン代

　

按分比７５％ ５‐ ２０６ 同上 ３，４７０

Ｃ１７‐４２５０４ハ５譲査 ３，９４６ ２，９５９ ３１．８２Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ ５ー ２０７ 同上 １，９７３

Ｃ７‐４２６０５／鋼 調査 ２，棚 １，５｛鳩 １６．００．Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７％ １５－Ｉ ２０８ 同上 １，醐

Ｃ７‐４２７０５ハ９憤査 ４，醐 ３，鯛 ３３．０６Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７％ １５一Ｉ ２０９ 同上 ２；０００′

Ｃ７÷４２８Ｏ／１Ｏ餌査 ２，醐 ，１，．５（粉 １６．３９Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７％ １５一Ｉ ２１０ 同上 １，ＭＯ

Ｃ７‐４２９Ｏ／２４圃査 ４，醐 ３，醐 ３３．０６Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７％ １５－Ｉ ２１１ 同上 ２，ＭＯ

Ｃ７‐４３０Ｏ／１５鱗査 ４，醐 ３，醐 ３１．５０Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７％ １５「Ｉ ２１２ 同上 ２，ＭＯ

Ｃ７‐４３１Ｏ／０３復査 ４，０００．， ３，ＯＭ ３２．０ＯＬ給油 ガソリン代

　

按分比７９６ １５‐Ｉ ２１３ 同上 ２，ＭＯ

Ｃ７‐４３２Ｏ／２３鱈査 ４，醐 ３，醐 ３２，０ＯＬ給油 ガソリン代

　

按分比７％－ １５‐Ｉ ２１４ 同上 ２，醐

Ｃ７一１３３Ｏ／１３鑓査 ４，醐 ３，醐

　　　　

３１．５０Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７％ １５－Ｉ ２１５ 同上 ２，ＯＭ

Ｃ７‐４３４Ｏ／２８韻査 ４，棚 ３，０００ ３２．０ＯＬ給油 ガソリン代

　

按分比７％ １５－Ｉ ２１６ 同上 ２，醐

Ｃ７‐４３５１０／１７鱗査 ＼

　　　　

－，醐 ３，醐 ３１．２５Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７９６ １５－Ｉ ２１７ 同上 ２，ＭＯ

Ｃ１７‐４３６、１１／０８調査 ，

　　　　

４，ｏｏｏ ３，醐 ′

　

３０．５４Ｌ給油 ガン．リン代

　

按分比７９６ １５－Ｉ ２１８ 同上 ２，０｛鳩

Ｃ１７‐４３７１１／２４調査 ４，醐 ３，醐 ２９．８５Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７％ １５‐Ｉ１７０ ２１９ 同上 ２，醐

Ｃ１７‐４３８１２／ｍ 鑓査 ４，醐 ３，醐 ３０．３０Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ １５‐Ｉ１７０ ２２０

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

′同上 ２，醐

Ｃ１７‐４３９１２／２６韻査 ４，ＯＭ ３，醐 ２９．６３Ｌ給油 ガソリン代 按分比７５９６ １５－Ｉ１７０ ２２１ 同上 ２，醐

Ｃ１７‐４４００２／１５鯛査 、

　　　

４，０００ ３，ＯＭ ２８．９９Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ １５－Ｉ１７０ ２２２ 同上 ２，醐

Ｃ１７‐４４１０３／０７調査 、・

　　　　

４，．ｏｏｏ ３，醐

　　　　

２９．８５Ｌ給油 ガソリン代 按分比７５９６ １５‐Ｉ１７０ ２２３ 同上 ２，醐
４２９，１４８

　　　　　　　　　　　　　

口

　　　

６４３，７１８

まちだ市民クラブ 燃料費２９８



支出
審号支出日費目制

≠碧
員 支出金額

原告らの
主張する
違法支出

額
支出内容 原告らの主張する違法性を裏付ける事情 器 トＮｏ 位置領収書以外の関連証

拠 会派まちだ市民クラブの主張
裁判所の
認定する
違法支出
額

Ｃ１４－
Ｉ ０５／３１ 調査 谷沢 ６（鳩 ６（め

イオン新百合ヶ丘ショッピングセ
ンター駐車場

　

１７時３８分～１９時２３
分

　

「市政相談」とされている

・商業施設

　

・市外土曜日
・夜間 １２‐Ｉ ８８ 上左 使途基準不適合性を推認させ

る事実とはいえない。 ‐

　　　　

Ｏ

Ｃ１４－
２ ０３ハ９ 鯛査 谷沢 ２４０ ２４０

多摩センター丘の上プラザ

　

（京
王多摩センター駅［南口］から徒歩
約２分）１６時０３分～２０時３９分
「市政相談」とされている

・商業施設
・長時間

　

５時間半の駐車
・夜間

　　　　　　　

，
１２‐Ｉ ９７ 中左２１

　

Ｐ３６ 同上 Ｏ

Ｃ１４‐
３ ０６／０５ 韻査 谷沢 ４（鳩 ４（力

原町田４丁目第２駐車場

　

１８時０９
分～２０時０５分

　

「市政相談」とさ
れている

・繁華街
・夜間 １２－Ｉ ８９ 上左２１Ｐ９（赤６２） 同上

　　　

・

　　　　

’、 Ｏ

Ｃ１４‐
４ ０６／ｍ 縄査 谷沢 ２｛め ２（め

原町田４丁目第２駐車場

　

０ｇ時４４
分～０９時凹分

　

「市政相護」とさ
れている

・繁葦街・短時間わずか１６分の駐車 １２－Ｉ ８９ 上中２２Ｐ９（赤６２） 同，上 Ｏ

Ｃ１４－
５ ０７ハ６ 旧査 谷沢 ８（鳩 ８００

原町田４丁目第２駐車場

　

０９時０９
分～１９時０１分

　

「市政相談」とさ
れている

・繁華街
・夜間
・長時間・約１０時間の駐車 １２‐Ｉ ９０ 上右２３Ｐ９（赤６２） 同上 Ｏ

Ｃ１４－
６ １２／２４ 贋査 谷沢 ２００ ２Ｗ

原町田４丁目第２駐車場

　

０９時３６
分～０９時５３分

　

「市政相酸」とさ
れている

・繁華街・短時間わずか１７分の駐車 １２‐Ｉ ９４ 下左２４Ｐ９（赤６２） 同上 Ｏ

Ｃ１４－
７ ０１／２３ 旧査 谷沢 ，

　　

６｛刈 ６（粉
原町田４丁目第２駐車端１７時５９分
～２０時２６分

　

「市政相談」とされ
ている

・繁華街
・夜間
・長時間２時間２７分の駐車 １２－Ｉ ９５ 上左２５Ｐ９（赤６２） 同上 Ｏ

ｃ１４－
８ ０２／０３ 慣査 谷沢 、８（地 ８｛刈

原町田４丁目第２駐車場

　

１７時０９
分～２２時４８分

　

「市政相談」とさ
れている

・繁華街
・深夜
・長時間杓５時間半の駐車 １２－Ｉ ９６ 上左２６Ｐ９（赤６２） 同上 Ｏ

Ｃ１４－
９ ０７／０５ 韻査 谷沢 １０Ｏ １〔ぬ

マイパーキング成瀬駐車場（南成
瀬５丁目３３） １０時０７分～１０時
２７分

　

「市政相談」とされている
・短時間

　

わずか２０分の駐車 １２‐Ｉ ９０ 上中 同上 Ｏ

Ｃ１４－
１０ ０２／１ｌ 憤査 谷沢 Ｔ（め １（鳩

マイパーキング成瀬駐車場

　

１０時
２９分～１０時３９分．，「市政相談」と
されている

・短時間

　

わずかｌｏ分の駐車 １２‐Ｉ ９６ 上中 同上 Ｏ

Ｃ１４‐
１１ １２月Ｏ 鯛査 谷沢 １（力 １（め

平野屋第３駐車場（原町田３丁目
３‐２６）１４時１８分～１４時３５分

　

「市
政相談」とされている

・繁華街・短時間

　

わずか１７分の駐車 １２‐Ｉ ９４ 上右２１

　

Ｐ９（青３５） 同上 ｒ

　　

．Ｏ

Ｃ１４‐
１２ ０２／２３ 鱗査 谷沢 ６（鳩 ６（鳩

平野屋第３駐車場１８時１２分～１９
時５７分

　

「市政相談」とされてい
る

：愛着街 １２－Ｉ ９６ 上右２１

　

Ｐ９（青３５） 同上 Ｏ

？￥４－０２ハ６ 韻査 谷沢 ３（め ３（め
タイムズ玉川学園第４駐車場（玉
川学園７）１９時５３分～２１時５９分
「市政相談」とされている

・深夜
・長時間２時間７分の駐車 １２－Ｉ ９６・‐中左２１

　

Ｐ１７ 同上 Ｏ

Ｃ１４－
１４ー

０３ハ９ 鯛査 谷沢 １，ＯＭ １，ＯＭ

ＴＰ南つくし野駐車場（南つくし野
２丁目１０‐１、東急田園都市線すず
かけ台駅まで直線距離で４００メー
トル）

　

０８時４７分．～１２時００分「市政相談」とされている

・長時間３時間１３分の駐車 １２‐Ｉ ９７ 上右２１．

　

Ｐ２４ 同上 Ｏ

Ｃ１４－
１５ ０３／２４ 韻査 谷沢 １，醐 １，α）Ｏ

ＴＰ南つ〈し野駐車場

　

０８時３３分～
１１時５２分

　

「市政相談」とされて
いる

・長時間３時間半の駐車 １２ーＩ ９７ 中右２１

　　

Ｐ２４ 同上 Ｏ

Ｃ１４－
２５ ０４／０８ 榊査 河辺 １（ぬ １（め

永山第１コインパーキング

　

．１６時
５９分ド１７時２４分

　

「市政相談」と
されている

・市外
・短時間

　

２５分の駐車 １２－ｌ １２９上中

　　　　　

‐ 同上 Ｏ

Ｃ１４－
２６ ０４／０８ 償査 河辺 ２｛ぬ ２｛鳩

タウンパーキング

　

多摩センター
駐車場

　

１７時３１分～１８時０３分
「市政相談」とされている

・商業施設（隣接駐車鳩）
・市外 １２‐Ｉ １２９上左２１

　

Ｐ３６ 同上 Ｏ

Ｃ１４－
２７ ０４／２３ 餌査 河辺 １〔鳩 １（鳩

小田急多摩センター第１駐車場
１３時４６分～１３時５１分

　

「市政相
被」とされている

・短時間

　

わずか５分の駐車
」市外 １２－Ｉ １２９中左２１

　

Ｐ３６ 同上 Ｏ

ｃ１４‐
２８ ０７ハ８ 鑓査 河辺 ２４０ ２４０

多摩センター丘の上プラザ駐車場
１４時０６分～１４時３１分

　

「市政相
談」とされている

・．短時間わずか２５分の駐車・商業施設・市外 １２‐ｌ １２５上中２１

　

Ｐ３６ 同上 Ｏ

Ｃ１４－
２９ １２ハ９ 韻査 河辺 ２４０ ２４０

多庫センター丘の上ララザ駐車場
１６時４０分～１７時１３分

　

「市政相
談」とされている

・商業施設・市外 １２‐Ｉ １１９中右２１

　

Ｐ３６ 同上 Ｏ

Ｃ１４－
３０ ０１／１４ 鑓査 河辺 ２４０ ２４０

多摩センター丘の上プラザ駐車増
１３時４７分～１４時３１分

　

「市政相
談」とされている

・商業施設・市外 １２‐Ｉ １１５上右２１

　

Ｐ３６ 同上 Ｏ

Ｃ１４－
３１ ０１／２３ 復査 河辺 ６００‐

　　

６（鳩
パルテノン多摩東駐車場

　

１１時４７
分～１４時０４分

　

「市政相談」とさ
れている

・商業施設
パルテノン多摩は多摩市の複合文化施設
・市外
・長時間２時間１７分の駐車

１２－Ｉ １１５中右２１

　

Ｐ３６ 同上 Ｏ

Ｃ１４－
３２ ０２／２５ 鑓査 河辺 ２４０ ２４０

多摩センター丘の上のプラザ駐車
場

　

１２時４９分～１３時８分

　

「市政
相談」とされている

・短時間わずか１９分の駐車・商業施設・市外 １２－Ｉ １１３下左２１

　

Ｐ３６ 同上 Ｏ

Ｃ１４－
３３ ０２／２５ 旧査 河辺 ２４０ ２４０

多摩センター丘の上のプラザ駐車
場

　

１２時５８分～１，３時２１分

　

「市政
相談」とされている

・短時間わずか２３分の駐車・商業施設・市外 １２‐Ｉ １１３下中２１

　

Ｐ３６ 同上

　　　　　　　　

Ｏ

Ｃ１４－
３４ ０１／１５ 鑓査 河辺 ２（鳩 ２｛刃

桜ヶ丘駅南第１駐車増（聖蹟桜ヶ
丘駅徒歩故分） １０時４５分～１１時
４２分

　

「市政相談」とされている

・遠方

　　　　　　　

，・

　　　　　

」
１２－Ｉ １．１６上左２１

　

Ｐ３８ 評価であって、事実の主張で
はない。

Ｏ

Ｃ１４－
３５ ０２／０６ 鯖査 河辺 ６（鳩 ６００

和光聖蹟パーキング

　

０９時２７分～
１２時０５分

　

「市政相談」とされて
いる

・遠方・長時間２時間３８分の駐車 １２‐Ｉ １１４中左２１

　

Ｐ３８

【遠方】
評価であって、事実の主張で
はない‘

【長時間】
使途基準不適合性を推認させ
る事実とはいえない。

Ｏ

Ｃ１４‐
３６ ０２／０９ 慢査 河辺 ２（鳩 ２００

せいせきタウンパーキング

　

１１時
０４分～１１時１４分 京王線聖蹟桜ヶ
丘駅付近の駐車場

　

「市政相談ｊ
とされている

・遠方・短時間

　

わずかｌｏ分の駐車 １２‐Ｉ １１４中右２１

　

Ｐ３８

【遠方】
評価であっ．て、事実の主張で
はない。

【短時間】
使途基準不適合性を推認させ
る事実とはいえない。

Ｏ

Ｃ１４－
３７ ０２／１７ 贋査 河辺 ６（め ６（め

せいせきタウンパーキング

　

９時
４９分～１２時１９分

　

「市政相談」と
されている

・遠方

　

・長時間２時間３０分の駐車
１２一Ｉ １１４中中２１

　

Ｐ３８

【遠方】
評価であって、事実の主張で
はない。

【その他】
使途基準不適合性を推認させ
る事実とはいえない。

Ｏ

Ｃ１４－
３８ ０２／２５ 鱈査 河辺 ６｛め ６００

聖蹟桜ヶ丘駅前駐車増

　

１７時４５分
～１８時５７分

　

「市政相談」とされ
ている

・遠方 １２－Ｉ １１４上左２１

　

Ｐ

　

３８ 評価であって、事実の主張で
はない。

Ｏ

まちだ市民クラブ 駐車場代等

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

２９９



ミニ
，
１

奏覧支出日費目『髪員 支出金額
原告らの
主張する
違法支出

額
支出内容 原告らの主張する違法性を裏付ける事情 器 トＮｏ 位置鎮収書以外の関連証

拠 会派まちだ市民クラブの主張
裁判所の
認定する
違法支出
額

Ｃ１４－
３９ ０３／ｌｏ 鋼査 河辺 ４開 ４㈹

せいせきタウンパーキング

　

１９時
１３分～２１時１９分

　

「市政相談」と
されている

・遠方

　

・深夜
・長時間２時間６分の駐車 １２一Ｉ １１１上右２１

　

Ｐ３８

【遠方】
評価であって、事実の主張で
はない。

【その他１
使途基準不適合性を推認させ
る事実とはいえない。

Ｏ

Ｃ１４－
４０ ０３／１８ 旧査 河辺 ６（鳩 ６（鳩

せいせ．きタウンパーキング

　

１８時
５６分～２２時３３分

　

「市政相談」と
されている

・遠方．・深夜
・長時間３時間半の駐車 １２‐Ｉ １１１中中２１

　

Ｐ３８ 同上 Ｏ

（ＬＶ▲’
４－０３／２５ 餌査 河辺 ７（め ７（め

せいせきタウンパーキング

　

１３時
３６分～１７時２１分

　

「市政相談」と
されている

・遠方

　

・長時間３時間半の駐車 １２‐Ｉ １１２中左２１

　

Ｐ３８ 同上 Ｏ

Ｌ^Ｖ▲’
４‐０３／３１ 鑓査 河辺 ９｛鳩 ９（沿

京王コインパーク聖蹟桜．ケ丘北駐
車鳩・１０時２５分～１４時３５分．「市
政相談」とされている

・遠方、・長時間

　

３時間以上の駐車 １２－Ｉ １１２上左２１

　

Ｐ３８ 同上 Ｏ

Ｃ１４－
４３ ０５／２２ 調査 河辺 ７（鳩 ７（め

ｆａｂ南大沢駐車場（南大沢駅前の
駐車増）

　

２０時４６分～２２時５３分
「市政相談」とされている

・南大沢
・深夜・長時間２時間７分の駐車 １２－Ｉ １２８上中２１

　

Ｐ３４ 使途基準不適合性を推認させ
る事実とはいえない。

Ｏ

Ｃ１４－
４４ ０６／０８ 旗査 河辺 ８（め ８（め

ｆ
時
る

ｂ南大沢駐車増・２０時１４分～２２
１分

　

「市政相誠」とされてい・南大沢
・深夜・長時間２時間３７分の駐車 １２－Ｉ １２６中右２１

　

Ｐ３４ 同上 Ｏ

Ｃ１４－
４５ ０１／２３ 餌査 河辺 ４｛刈 ４（鳩時

る

ｂ南大沢駐車増 １４時１７分～１５
７分

　

「市政相談」とされてい・南大沢 １２‐Ｉ １１７上中２１

　

Ｐ３４ 同上 Ｏ

Ｃ１４‐
４６，０７／３１ 旗査 河辺，′ ５（鳩 ５（め

多摩ニュータウン開発センター駐
車場（八王子市南大沢２丁目２番地
バオレビル７階）．，１４時３４分～１８時５８分

　

「市政相談」とされてい
る

」南大沢・長時間４時間以上の駐車 １２－Ｉ １２５中中２１

　

Ｐ３４ 同上 Ｏ

Ｃ１４‐
４７ ０２／０７ 譲査 河辺 ８００ ．８（ぬ

多摩ニュータウン開発センター駐
車場

　

１８時２５分～２１時４０分

　

「市
政相護」とされている

・南大沢
・深夜

　

・長時間

　

３時間以上の駐車 １２‐Ｉ １１３上右２１

　

Ｐ３４ 同上 Ｏ

Ｃ１４‐
４８ ０３／１５ 鑓査 河辺 ４８０ ４８０

多摩ニュータウン開発センター
１郷寺０６分～２２時０１分、 「市政相
談」とされている

・南大沢
・深夜

　

・長時間

　

２時間５５分の駐車

　

、
・同上

　　　　　　　

・
１２－Ｉ １１１上左２１

　

Ｐ３４ 同上 Ｏ

Ｃ１４－
４９ ｌｏ／０８ 韻査 河辺 ６（鳩 ６（刀

南大沢駅前パーキング

　

１３時０５分
～１７時５２分

　

「市政相談」とされ
ている ．

　

・

　　　

１
・南大沢・ー長時間

　

的４時間半の駐車 １２－Ｉ １２１中左２１

　

Ｐ３４ 同上 Ｏ

Ｃ４－１０／ｍ 韻査 河辺 ６（滑 ６（刀
南大沢駅前パーキング

　

１２時３６分
～１８時５１分

　

「現地飼査」－とされ
ている

・南大沢・′長時間

　

６時間以上の駐車 １２－Ｉ １２１上右２Ｌ

　

Ｐ３４ 同上

　　　　　　　　　　　

‐
Ｏ

ｎＬＶ‘Ｊ
４－１１月２ 蝕査 河辺 ６００－

　　

６００
南大沢駅前パーキング

　

１４時５５分
～１７時４５分

　

「市政相談」とされ
ている

・－南大沢・長時間・約３時間の駐車 １２－Ｉ １２０上左２１

　

Ｐ３４ 同上 Ｏ

（Ｖに一
４－０８／０２ 嗣査 河辺 ′

　　　

６（刈 ６（滑
南大沢駅前パーキング

　

１０時４０分
～１４時４９分

　

「市政相談」とされ
ている

・南大沢・長時間

　

約４時間の駐車 １２‐ｌ １２４上中２１

　

Ｐ３４ 同上 Ｏ

Ｌ^Ｖ

　

にリ
４－０９／２５ 蟹査 河辺 ６（地 ６（め

南大沢駅前パーキング

　

０８時１３分
～１３時５１分

　

「市政相鎖」とされ
ている

・南大沢・長時間

　

約５時間半の駐車 １２‐Ｉ １２２下左２１

　

Ｐ３４ 同上

　　　　

１

　　　

－ Ｏ

Ｌ^Ｖに一
４－０１／０８ 調査 河辺 ６（鳩 ６〔ぬ

南大沢駅前パーキング

　

０９時１９分
～１３時５２分

　

「市政相談」とされ
ている

・南大沢・長時間

　

約４時間半の駐車 １２一Ｉ １１６中中
２１
甲
甲
甲

　　　　　

‘・・．
ー

　

一

　

一

同上 Ｏ

Ｃ１４－
５戸 ０１／１Ｉ 餌査 河辺 ６００ ６（鳩

南大沢駅前パーキング

　

１２時４１分
～１７時１５分

　

「市政相談」とされ
ている

・南大沢・長時間，約４時間半の駐車 １２‐Ｉ １１６中左２１

　

Ｐ３４

　　　

， 同上 Ｏ

ｇ＃０１ハ８ 慎査 河辺 ６（粉 ６００
南大沢駅前パーキング

　

１０時２４分
～１７時３４分

　

「市政相鼓」とされ
ている

・南大沢・長時間

　

約６時間半の駐車 １２－Ｉ １１５下左２１

　

Ｐ３４

　　

， 同上

　

ニ

　　　　

ー
Ｏ

Ｃ’４－
５９ ０１／２０ 鱈査 河辺 ‐３｛鳩 ＼

　　

３００
南大沢駅前パーキング

　

１３時３７分
～１４時２０分「市政相隣」とされて
いる

・南大沢 １２一Ｉ １１５中左２１

　

Ｐ３４ 同上 Ｏ

Ｃ１４‐
６０ ０１／３１ 餌査 河辺 ３（鳩 ３（掩

南大沢駅前バ キング

　

１２時５６分
～１３時４１分

　

「市政相談」とされ
ている

・南大沢
１２－Ｉ １１６上中２１

　

Ｐ３４ 同上 Ｏ

Ｃ１４－
６１ ０２／０４ 韻査 河辺 ６（刃 ６｛め

南大沢駅前パーキング

　

１６時５０分
～２０時５５分

　

「市政相談」とされ
ている

・南大沢・夜間・長時間

　

約４時間の駐車 １２－Ｉ １１３中中２１・Ｐ３４ 同上・

　　　

ｒ

　　　　　

‐ Ｏ

Ｃ１４－
６２ ０２／０７ 鵠査 河辺 ６（鳩 ６００

南大沢駅前パーキング

　

１１時５８分
一１６時２０分

　

「市政相談」とされ
ている

・南大沢・長時間

　

約４時間半の駐車 １２‐Ｉ １１３上中２１

　

Ｐ３４ 同上 Ｏ

Ｃ１４－
６３ ０２ハ３ 鵠査 河辺 ６（鳩 ６００

南大沢駅前パーキング

　

０９時２７分
～１７時３４分

　

「市政相舷」とされ
ている

・南大沢・長時間

　

約８時間の駐車 １２一ｌ １１４下右２１

　

Ｐ３４ 同上 Ｏ

Ｃ１４－
６４ ０３／０８ 鯛査 河辺 ６００ ６００

南大沢駅前パーキング

　

１２時３５分
～１７時４７分

　

「市政相談」とされ
ている

・南大沢・長時間

　

約５時間の駐車 １２一Ｉ １１１中左２１

　

Ｐ３４ 同上 Ｏ

Ｃ１４－
６５・０５ハ３ 鯛査 河辺 ３（鳩 ３（め

橋本第１駐車場（ＪＲ横浜線

　

橋
本駅前）

　

１２時３０分～１３時４１分
「市政相談」とされている

・市外 １２－Ｉ １２７中左

　　　　　　　　　　　　　

．
同上 Ｏ

Ｃ１４－
６６ ０５／２１ 鯛査 河辺 １，０００ １，ＯＱＯ

橋本第１駐車増 １６時５５分～２１時
３０分

　

「市政相談」とされている
：駿
・長時間

　

的３時間半の駐車 １２一Ｉ １２７下左 同上

　　

，
Ｏ

Ｃ１４－
６７ ０６／１４ 鴻査 河辺 １，２（鳩 １，２（刃

橋本第１駐車繍 ０６時５９分～１８時
２８分

　

「市政相綾」とされている
・市外

　　　　　　　　

、
・長時間

　

約１１時間半の駐車 １２一Ｉ １２６中左 同上 Ｏ

Ｃ１４－
６８ ０６／２０ 鑓査 河辺 ２｛鳩 ２（鳩橋本第１駐車場

　

１２時４６分～１３時
２６分

　

「市政相談」とされている
・市外 １２‐Ｉ １２６上右 同上 Ｏ

Ｃ１４‐
６９ ０４／２３ 調査 河辺 ４（鳩 ４｛め

立川北口パーキング

　

１４時２３分～
１５時１５分

　

「市政相談」とされて
いる

・政党活動
立川駅近くには民主党東京都立川支部（国町２－３４‐
６）、民主党東京都２１区総支部（錦町２－２）があ
り、そこでの会合などが目的であったと推測され
る。政党活動の経費であって、政務活動との関連
性を認められない。（Ｃ‐７３まで同様）

１２－Ｉ １２９上右２１

　

Ｐ４１ 同上 Ｏ

Ｃ１４‐
７０ ０５／３０ 鯛査 河辺 ２（滑 ２（ぬ

パークジャパン柴崎町第５駐車場
（立川駅南口）．１２時２９分～１３時
０５分

　

「市政相談」とされている
・政党活動
・同上

　　　　

，

　　　　　

． ・ １２－Ｉ １２７上中２１

　

Ｐ４１ 同上 Ｏ

ｃｌテー
７１ ０１／１６ 蝕査 河辺 １，醐 １，醐

立川北，口パーキング

　

１７時５６分～
２０時００分

　

「市政相談」とされて
いる

・政党活動
．夜間

　　　　　　　　　

′

　　　　　　　　

・
・同上

１２‐Ｉ １１５中中２１

　

Ｐ４１ 同上 Ｏ

Ｃ１４‐
７２ ０１／２１ 慣査 河辺 １，ＯＷ １，醐

立川北口パーキング

　

１８時０３分～
２０時０６分

　

「市政相談」とされて
いる

　　

． Ｊ

・政党活動・夜間
連合東京

　

三多摩ブロック地協ニュース
２０１５．０１．２１

　

三多摩ブロック地協女性委員会
「第２１回定期総会＆第１９回職場報告会」の開催
三多摩労働会館（立川市国町２」１５‐２０）にて

１２一Ｉ １１６上右
２１

　

Ｐ４１
甲１２Ｉ
甲１６６

同上 Ｏ

Ｃ１４－
７３ ０２ハ９ 鯛査 河辺 ４（刈 ４（め

ＤＡＩＣＨ１

　

Ｐ凧Ｋ駐車場（立川市錦
町３丁目）

　

１８時５２分～１９時５９分
「市政相談」とされている

・孜党活動・夜間
連合東京

　

三多摩ブロック地協ニュース
２０１５．０２‐１９

　

２０１５春季生活闘争・統一地方選挙の
完全勝利を満場一致で確認

　

たましんＲＩＳＵＲＵホー
ル（立川市民会館、立川市錦町３ｒ３‐２０）

１２－Ｉ １１４下左
２１・Ｐ４１
甲１２１ト２
甲１６６ 同上 Ｏ

Ｃ１４－
７４ ０５／０３ 霞査 河辺 １，２（刈 １，２（鳩

ナピパーク町田中町第１駐車場
（町田市中町１丁目）

　

９時５８分－
１７時３０分

　

「市政相談」とされて
いる

・繁華街・長時間約７時間半の駐車 １２‐Ｉ １２７下右２１Ｐ

　

９（賞４７） 同上

　　　　　　　　　

イ Ｏ

Ｃ１４－
７５ ０５／１７ 旧査 河辺 ２（滑 ２（鳩

タマバーク森野駐車塙１５時２９分～
１６時２３分

　

「市政相談」とされて
いる

・繁華街
・ありえない同日駐車（Ｃ１４‐７６と矛盾二駐車時間
が重なっている） １２－Ｉ １２７上左２１Ｐ９（縁４０） 同上 Ｏ

まちだ市民クラブ 駐車場代等

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

３００



辞支出日費目『碧員 支出金額
原告らの
主張する
違法支出
．額

支出内容 原告らの主張する違法性を裏付ける事情 纂豊トＮｏ 位置領収書以外の開運証
拠 会派まちだ市民クラブの主張

裁判所の
認定する
違法支出
額

Ｃ１４‐
７６ ０５月７ 贋査 河辺 ２｛鳩 ２００

タマパーク森野駐車場１６時１５分～
１７時０５分

　

「市政相談」とされて
いる

・繁華街・ありえない同日駐車（Ｃ１４‐７５と矛盾：
駐車時間が重なっている） １２‐Ｉ １２７上右２２Ｐ９（繍卿） 同上 ２００

Ｃ１４‐
７７ ０７／３０ 債査 河辺 １（ｍ １００

アットパーク町田第１駐車場

　

１８
時２０分～１８時３２分

　

「市政相談」
とされている

・繁華街・短時間わずか１２分の駐車 １２一Ｉ １２５上右２１Ｐ９（縁５０） 同上 Ｏ

Ｃ］４‐
７８ ０８／０６ 憐査 河辺 １｛め １〔鳩

アットバーク町田第１駐車場１８時
１６分～１８時２４分「市政相鼓」とさ
れている

・繁華街・短時間わずか８分の駐車
・ありえない同日駐車・，（Ｃ１４‐７９と矛盾：４分では
移動できない。グーグルマッブが表示する移動時
間は５分）

１２‐Ｉ １２４上左２１．Ｐ９（繍５０）
２４ゆ 同上 Ｏ

Ｃ１４－
７９ ０８／０６ 旗査 河辺 ７００，

　　

７００
タイムズ森野第７駐車場（森野２
－２６）森野交差点そばの駐車場
１８時２８分～２１時４４分

　

「市政相
談」とされている

・政党活助

　

民進党東京都第２３区総支部（森野２－
２５‐１３中西ビル２０２号室）の前の徒歩１５秒以内の
駐車場。同所での会合などのための駐車、すなわ
ち政党活動のためと推測

　　　

・

　

，
・長時間約３時間半の駐車・深夜
・ありえない同日駐車（Ｃ１４－７８からの移動困難）

１２‐Ｉ １２４中中２１

　

Ｐ

　

３０
２４

　

ｐ① 同上 Ｏ

Ｌ^Ｕ

　

ＱＤ
４－０９／１７ 調査 河辺 ２００ ２㈹

ＦＰ第２ 株式会社タマバーク １７
時２２分～１７時３９分

　

「市政相談」
とされている

・繁華街・短時間わずか１７分の駐車 １２」Ｉ １２３上左２１Ｐ９（ピンク９） 同上 Ｏ

Ｌ^Ｖ

　

ＱＵ
４－０９／１７ 譲査 河辺 １（め １００

タマバーク中町第６駐車場１６時６
分～１６時１６分

　

「市政相護」とさ
れてＬ、る

・繁華街・短時間わずか１０分の駐車 １２－Ｉ １２２上左２１・Ｐ９（黄３６） 同上 Ｏ

Ｃ１４－
８３ ０９／２１ 慣査 河辺 ３（鳩 ３００

原町田１丁目第１駐車場（原町田１
丁，目６番２１号）９時３０分～ｌｏ時２７
分

　

「市政相談」とされている
・繁華街 １，２‐Ｉ １２２上中２１

　

Ｐ

　

９（紫１５） 同上 Ｏ

Ｃ１４－
閲 ０９／２１ 慣査 河辺 ２｛め ２００

タマバークホテルラポール千寿閣
駐車塙

　

９時２２分～９時２７分

　

「市
政相旗」′とされている

・短時間わずか５分の駐車 １２「ｌ １２２下右２１

　

Ｐ９（紫２０） 同上 Ｏ

Ｃ１４－
８５ ０９／２９ 鯛査 河辺 ２｛刈 ２００

町田駅前コイン駐車場

　

１２時１７分
～１２時２８分

　

「市政相談」とされ
ている

・ありえない同日駐車（同日に４回の駐車（Ｃ１４‐
８６Ｃ１４‐８７、Ｃ１４‐８８）があり、極めて不自然な駐
車状況。Ｃ１４‐８６と時間差なし）
・繁華街・短時間

　

わずか１１分の駐車
１２‐Ｉ １２２中中２１

　

Ｐ９（績３４）
２４

　

ゆ 同上 Ｏ

Ｃ１４－
８６ ０９／２９ 旧査 河辺 １００ １００

ニッシンパーク駐車場（中町２丁
目３番）１２時２８分～１２時４７分
「市政相談」とされている

・ありえない同日駐車（Ｃ１４‐８５の駐車終了時刻と
駐車開始時刻との差は０分、グーグルマップによ
る移動時間は５分）
・政党活動

　

民蓬党東京都第２３区総支部（森野２‐
２５‐１３中西ビル２０２号室）の前の徒歩３０秒以内の駐
車場。同所での会合などのための駐車と推測され
る。（Ｃ‐８８も同様）
・短時間わずか１９分の駐車

１２－Ｉ １２３上中２１ｒｐ３０
２４

　

ゆ 同上 Ｏ

Ｃ１４－
８７ ０９／２９ 嗣査 河辺 ３００ ３００

アイペツク原町田第２駐車場（原
町田３‐７‐１１） １２時５５分～１３時２２
分

　

「市政相談」とされている

・ありえない同日駐車（Ｃ１４‐８６の駐車終了時刻と
駐車開始時刻との差は．９分、グーグルマッブによ
る移動時間は１１分）
・繁華街・短時間

　

わずか２７分の駐車
１２－Ｉ １２２中右２１

　

Ｐ

　

９（青〒）
２４

　

ゆ 同上 Ｏ

Ｃ１４‐
８９ １０／０３ 調査 河辺 １（め １００平野屋第３駐車場１３時１３分～１３時

２８分

　

「市政相談」とされている
・繁華街・短時間わずか１５分の駐車 １２‐Ｉ １２１上中２十Ｐ９（青８５） 同上 Ｏ

Ｃ１４‐
９０ １０／０９ 鵠査 河辺 ６｛鳩 ６００

森野第７駐車場（森野２‐２６），９時２２分～１２時２１分

　

「市政相政」と
されている

・政党活動
・長時間約３時間の駐車 １２‐１，１２１．下中 ２１

　　

Ｐ３０ 同上 Ｏ

（ＬＶ

　

Ｑー
４－１１／２７ 調査 河辺 ６（鳩 ６００

原町田１丁目第１駐車場

　

０９時５８
分～１１時５２分「市政相談」とされ
ている

・繁華街 １２－Ｉ １２０上中２１

　

Ｐ９（紫１５） 同上 Ｏ

十^一Ｖ

　

Ｏリ
４－１２／１７ 調査 河辺 ２（鳩 ２００

町田駅前コイン駐車場１４時ＩＢ分～
１４時２８分

　

「市政相誠」とされて
いる

・繁華街・短時間わずか１０分の駐車 １２‐Ｉ １１９中左２１

　

Ｐ９（縁３４） 同上 Ｏ

Ｃ１４‐
９３ １２／２２ 餌査 河辺 １（鳩 １００

アットバーク町田第１駐車場１３時
３３分～１３時４５分

　

「市政相談」と
されている

・繁華街・短時間わずか１２分の駐車
・同上

　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　

＼
１２‐Ｉ １１８下左２１

　

Ｐ９（線５０） 同上 Ｏ

Ｃ１４－
９４ １２／２３ 慣査 河辺 ２｛め ２（め

タイムズ森野第１０駐車場１５時４６
分～１６時．１分「市政相談」とされ
ている

・繁華街・短時間わずか１５分の駐車
・同上

　　　　

●

　　　　　

＼．

　　　　

，

　　　　

‐
１２‐Ｉ １ＩＢ中中２１

　

Ｐ

　

９（纏６４）′ 同上 Ｏ

Ｃ１４－
９５ １２／２５ 調査 河辺 、１００ １００

アットバーク町田第１駐車場

　

１６
時５６分～１７時２０分

　

「市政相談」
とされている

・繁華街・短時間わずか２４分の駐車
・同上 １２‐Ｉ １１９上左２１

　

Ｐ９（縁５０） 同上 Ｏ

Ｃ１４‐
９６ １２／２５ 鯛査 河辺 ３｛鳩 ３（鳩

三井の，リバーク相模原６丁目第２
駐車場

　

１９時４７分～２２時１０分
「市政相談」ーとされている

・市外
・深夜・長時間２時間２３分の駐車 １２－Ｉ １１９上右 同．上 Ｏ

Ｃ１４－
９７ １２／２６ 憤査 河辺 ２御 ２００

アットバーク町田第１駐車増・１６
時４１分～１７時１４分－「市政相談」
とされている

・繁華街 １２－Ｉ １１９上中２ Ｐ９（綿５０） 同上 Ｏ

Ｃ１４‐
９８ １２／２６ 調査 河辺 ２（お ２００

タマバーク原町田第４４駐車増
１４時１６分～１４時２３分

　

「市政相
談」とされている

・繁華街・短時間わずか７分の駐車 １２－Ｉ １ＩＢ下中２
７

Ｐ

　

９（オレンジ
） 同上 Ｏ

Ｃ１４－
９９ １２／２７ 韻査 河辺 ２（刀 ２００

タマバーク中町第１５駐車場１２時
１４分～１２時３１分「市政相談」とさ
れている

・繁華街・短時間わずか１７分の駐車
・同上

　　　　

，
１２‐Ｉ １１８下右２ Ｐ９（責４８） 同上 Ｏ

Ｃ１４－
１０００１／０７ 醜査 河辺 ７（地 ７〔め平野屋第３駐車場１７時５３分～２０時

０５分「市政相談」とされている

・繁華街・夜間・ありえない同日駐車（Ｃ１４－
１０１の駐車終了時刻と駐車開始時刻との差は３分、
グーグルマップによる移動時間は５分） １２－Ｉ１１５上中

２
２

Ｐ

　

９（青３５）

　

，
ゆ

１９７（森本躍員のブ
グ）

同上 Ｏ

Ｃ１４‐
１０１０１／０７ 調査 河辺 １（め １００

原町田１丁目第２駐車場

　

１７時４２
分～１７時５０分

　

－「市政相談」とさ
れている

・ありえない同日駐車（Ｃ１４‐１００と矛盾：３分では移
動困難）・短時間わずか８分の駐車 １２‐Ｉ １１６下中２

２
Ｐ９（紫１９）
ゆ 同‐上 Ｏ

ｅ１４－
１０３０１／０９ 倒査 河辺 ２（力 ２００

アツトバーク町田第１駐車場

　

１３
時４７分～１５時３５分・「市政相談」
とされている

・繁華街・ありえない同日駐車（Ｃ１４「１０４と駐車
時間が重なっている） １２一Ｉ １１６下左２ Ｐ９（操５０） 同上

　　　　

‐ Ｏ

Ｃ１４‐
１０４０１／０９ 憤査 河辺 ２（鳩 ２㈹

アットバーク町田第１駐車場１５時
２１分」１５時５８分

　

「市政相談」と
されている

・ありえない同日駐車，（Ｃ１４‐１０３と駐車時間が重
なっている） １２‐Ｉ １１６中右２ Ｐ９（線５０） 同上 ２００

Ｃ１４‐
１０５０１／２１ 贋査 河辺 ９（力 ９００

タマバーク森野駐車場（森野１‐
１９）１２時１８分～１５時０７分

　

「市政
相鼓」とされている

・繁華街・ありえない同日駐車（Ｃ１４一１０６と駐車
時間が重なっている） １２‐ｌ １１５下右２ Ｐ９（縁４０） 同上 ９Ｗ

Ｃ１４－
１０６０１／２１ 鵠査 河辺 ３｛ぬ ３００

タマバーク森野駐車場１４時１３分～
１５時０１分

　

「市政相談」とされて
いる

・ありえない同日駐車（Ｃ１４‐１０５と駐車時間が重
なっている）・繁華街 １２‐Ｉ １１５上左２ Ｐ９（縁４０） 同上 Ｏ

Ｃ１４－
１０７０２／０３ 韻査 河辺 １（鳩 １００

ワンディバーク森野第３駐車場
１４時１０分～１４時２２分

　

「市政相
談」とされている

・繁華街・短時間わずか１２分の駐車 １２－Ｉ １１３中右２１

　

Ｐ

　

９（線２８） 同上 Ｏ

Ｃ１４－
１０８０４／２４ 餌査 河辺 ６｛め ６００

バーデンバーデン前駐車場

　

１２時
５１分～１５時３４分

　

「市政相談」と
きれている。

・遠方（松本市中心部。松本城などの観光ス、ポッ
トも近い）・長時間２時間４３分の駐車 １２‐Ｉ １２９中中

【遠方１
評価であって、事実の主張で
はない。

【その他】
使途基準不適合性を推記させ
る事実とはいえない。

Ｏ

Ｃ１４－
１０９１２／１４ 鑓査 河辺 ５（ぬ ５００

三鷹市大沢野川グラウンド駐車場
１１時０５分～１２時２４分

　

「市政相
談」とされている

・遠方 １２‐Ｉ １１９下左 評価であって、事実の主張で
はない。

Ｏ

Ｃ１４－
１１０１２ハ９ 餌査 河辺 １０Ｏ ′１０Ｏ

リバーク相原駅前駐車場

　

０７時１１
分～０８時０８分

　　

「市政相談」と
されている

・早朝一致党活動相原駅前での駅頭宣伝
１２‐Ｉ １１９中中２１

　

Ｐ２６

　

ー

・使途基準不適合性を推認さ
せる事実が立証されたとはい
えない。
・街頭活動は政務活動であ
る。

Ｏ

Ｃ１４－
１２１０５／２３ 掴ま 戸塚 １，ＭＯ １，醐

ＴＰ原町田第９駐車場（原町田４－
１９）１９時１０分～２２時２２分

　

「市政
相談」とされている

・繁華街・深夜・長時間３時間以上の駐車 １２‐Ｉ １３３上中２１

　

Ｐ９（赤１９） 使途基準不適合性を推認させ
る事実とはいえない。

Ｏ

Ｃ１４－
１２２０５／２６ 欄査 戸塚 １，２（め １，２（め

アイペック町田第７駐車場

　

１６時
１６分～１７時１４分

　

「市政相談」と
されている

・乗車街・ありえない同日駐車（Ｃ１４‐１２３と駐車時
間が重なっている。Ｃ１４‐１２４の駐車開始時刻との
差は２分。グーグルマツブの移動時間は２～３分） １２ヤｌ １３３下左２１

　

Ｐ

　

９（赤４８）
２４

　

ゆ 同上 １，２（鳩

７７

　　　　　

・Ｃ１４－

　

：‐

　

１

　　　

９１１

三二

まちだ市民クラブ 駐車場代等
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朝支出日費目『髪員 支出．金額
原告らの
主張する
違法支出

額
支出内容 原告らの主張する違法性を裏付ける事情 輔導トＮｏ 位置領収書以外の関連・証

拠

　　

．

　

・ 会派まちだ市民クラブの主張
銭判所の
認定する
違法支出
額

Ｃ１４‐
１２３０５／２６ 鯛査 戸塚 ４（刀 ４｛鳩

タマバーク原町田第．９駐車場（原
町田３‐３‐２０）１７時０３分～１８時０５分
「市政相談」とされている

・繁華街・ありえない同日駐車（Ｃ１４‐１２２、Ｃ１４‐
１２４と駐車時間が重なっている） １２－Ｉ １３３中中２１

　

Ｐ

　

９（青．） 同上 Ｏ

Ｃ１４－
１２４０５／２６ 復査 戸塚 ８（力 ８００

タマパーク原町田第９駐車場（原
町田３丁目－３‐２０）１７時１６分～
１９時４３分

　

「市政相談」とされて
いる

・繁華街・夜間・ありえない同日駐車（Ｃ１４‐１２３と
駐車時間が重なっている、Ｃ１４‐１２２から２分では移
動困難） １２‐ｌ １３３中右２１

　

Ｐ９（青●）
２４◎ 同上 ８００

Ｃ１４‐
１２７０６／１７ 鯖査 戸塚 ６（力 ６００

Ｐ原町田５丁目駐車場（相模石油
株式会社）１９時２２分～２３時５６分
「市政相談」とされている

・住宅街・深夜・長時間約４時間半の駐車 １２‐Ｉ １３５中右２１

　

Ｐ

　

９（賃綿２） 同上 Ｏ

Ｃ１４‐
１２８０６／１９ 劉査 戸塚 ３｛滑 ３〔鳩

ショウワバーク町田駅前駐車場１７
時５１分～１８時４５分

　

「市政相隣」
とされている

・繁華街 １２－Ｉ １３５中中２１

　

Ｐ９（青８９） 同上‐ Ｏ

Ｃ１４－
１２９０６／１９ 復査 戸塚 １，醐 １，醐

タイムズ原町田６丁目駐車場〔原
町田６‐２６）１８時５０分～２２時００分
「市政相談」．とされている

・繁華街・深夜・長時間３時間１０分の駐車 １２－Ｉ １３５中左２１・Ｐ９（ピンク９１） 同上 Ｏ

Ｃ１４－
１３３０８／ｌｏ 復査 戸塚 ７（刀 ７（め

Ｐ原町田５丁目駐車場（相模石油
株式会社）１８時４５分～２３時４６分
、「市政相談」とされている

・住宅街・深夜・長時間

　

約５時間の駐車 １２‐ １４０中左２１，Ｐ９（賃綿２） 同上 Ｏ

Ｃ１４‐
１３５０９／０５ 鱈査 戸塚 ４｛め ４（粉

原町田第１駐車場

　

１７時１８分～１８
時２０分

　

「市政相談」とされてい
る

・繁華街 １２‐ １４１中左２１

　

眼（黄縁Ｂ） 同上

　　　　

●

　　　　　

． Ｏ

Ｃ１４－
１３８１１／２７ 鯛査 戸塚 ４｛刀 ４００

平野屋第２駐車場（原町田３‐７－
１１）バイクの駐輪増

　

２２時０７分～
２３時１８分

　

「市政相談」とされて
いる

・繁華街・深夜

　　　

、 １２－ １４３中中２１Ｐ９（青●バイク）同上 Ｏ

Ｃ１４－
１３９０１／ｍ 頂査 戸塚 １，５（め １，５（鳩

ＦＰ第２ 株式会社タマバーク（原
町田６‐１７）７時４１分～１３時２６分
「市政相談」とされている

・繁華街・早朝

　

・長時間

　

約５時間半の駐車 １２‐ １４７上中２２Ｐ９（ピンク９） 同上 Ｏ

Ｃ１４‐
１４１０３／０４ 債査 戸塚 １，醐 １，醐

中央駐車増

　

１９時０１分～２３１霞５６分
「市政相談」とされている

・繁華街・深夜・長時間

　

約４時間の駐車 １２‐ １５１上中２１

　

Ｐ９（黄緑４） 同上 Ｏ

Ｃ１４－
１４３０５／０１ 槙査 戸塚 ５（め ５（鳩

成瀬メディカルビル駐車場（南成
瀬１‐８‐２１）１４：１３～１４：２２

　

「市
政相談」とされている

・短時間

　

わずか９分の駐車・病院の私的利用 １２‐Ｉ Ｔ３２上左 甲１９５・グーグルマツ
ブ衛星写真

【短時間】
・使途基準不適合性を推認さ
せる事実とはいえない。
・戸塚議員は、支援者宅に市
民相護の回答書面を届けるた
め短時間の駐車をした。

【病院】
・使途基準不適合性を推蝕さ
せる事実とはいえない。
・医療機関利用者は無料で駐
車できるにもかかわらず、戸
塚議員は、駐車料金を支払っ
ている。

Ｏ

Ｃ１４‐
１４４０１ハ２ 鑓査 戸塚 １，５節 １，５｛鳩

立川市北口第１駐車場

　

１７時５３分
～２２時１１分．「市政相談」とされ
ている

・政党活動

　

立川駅近くには民主党東京都立川支
部（鴎町２‐３４』）、民主党東京都２１区総支部（錦町
２－２－５）があり、．そこでの会合などが目的であった
と推測される。
・長時間

　

約４時間半の駐車・遠方・深夜
１２‐Ｉ １４７中左２１

　

Ｐ４１ 使途基準不適合性を推認させ
る事実とはいえない。

Ｏ

Ｃ１４－
１４５０２／１Ｉ 醜査 戸塚 １，醐 １，醐

小田急マルシェ鶴川駐車場

　

９時
１８分～１５時２８分

　

「市政相誠」と
されている

・商業施設祝日・長時間約６時間の駐車 １２－Ｉ １４９中左２１．ｐｌ９ 同上 Ｏ

鑑０４／２７ 調査 佐藤 １５０ １５０
サン町田旭体育館駐車場（旭町
３‐２０←６０）１１時５３分～１４時２１分
「市政相談」とされている

・スポーツ施設の私的利用

　

日曜日
・「町田市バトミントン連盟」の総会への参加。

１２－Ｉ １７６中右
甲８６－３（自民党長村
議員の行動記録）
甲１５８

佐藤錆員が、町田市バドミン
トン連盟の総会に参加した際
の駐車代であり、当該活動は
政務活動である。

Ｏ

Ｃ１４－
１４９０７／０６ 餌査 佐薦 １（め １０Ｏ

サン町田旭体育館駐車場

　

１４時４３
分～１６時１８分

　

‐「市政相鼓」と
されている

・スポーツ施設の私的利用

　　

日曜日
・少年野球連盟の総会に出席 １２‐Ｉ １８５上中 甲６２（佐高議員のプロ

グ）

佐藤議員が、町田市少年野球
連盟の総会に出席した際の駐
車代であり、当該活動は政務
活動である。

Ｏ

Ｃ１４▼
ＩＥｉｏ０９／０６ 調査 佐藤 ２５０ ２５０

サン町田旭体育館駐車場

　

１７時３７
分～２０時４９分

　

「市政相談」とさ
れている

・スポーツ施設の私的利用

　

土曜日（夜間）
・ダンス初心者購習会（追加主張）に参加 １２－Ｉ １８９下右 甲１６３

甲１科

佐藤議員が、町田市ダンスス
ポーツ連盟の初心者講習会に
参加した際の駐車代であり、
当該活動は政務活動である。

２５０

Ｃ１４－
１５１０９ハ３ 調査 佐高 ２｛め ２（め

サン町田旭体育館駐車場

　

１８時０５
分～２０時５０分

　

「市政相談」とさ
れている

ｒスポーツ施設の私的利用
土曜日（夜間）
・同上

１２－Ｉ ＩＳ樽 上右 甲１６３
甲１科 同上 ２（地

Ｃ１４－
１５２０９／２０ 醜査 佐藤 ２｛め ２００

サン町田旭体育館駐車場

　

１８時０１
分～２０時５３分

　

「市政相談」とさ
れている

・スポーツ施設の私的利用
土曜日（夜間）
・同上

１２一Ｉ １９０中中 甲１６３
甲ＩＥ糾 同上

　　　　　　　

一 ２（め

Ｃ１４－
１５３１０／１８ 鯛査 佐藤 ２｛１０ ２００

サン町田旭体育館駐車場

　

１８時１２
分～２０時５０分

　

「市政相滅」とさ
れている

・スポーツ施設の私的利用
金曜日（夜間）
・同上

１２－Ｉ １９３上左軍‐ｉ醍 同上 ２００

Ｃ１４－
ＩＥｉ４０１ハ６ 憐査 佐藤 １（力 １｛鳩

サン町田旭体育館駐車場

　

０９時４８
分～１０時５３分

　

「市政相融」とさ
れている

・スポーツ施設の私的利用

　

土曜日
・「町田市老人クラブ連合会輪投げ大会」への
参加。

１２‐Ｉ ２０１上左
佐藤議員が、町田市老人クラ
ブ連合会主催の輪投げ大会に
出席した際の駐車代であり、
当該活動は政務活動である。

Ｏ

Ｃ１４－
１５５１１／０１ 掴査 佐藤 ２｛鳩 ２（粉

サン町田旭体育館駐車場

　

１８時２７
分～２０時５８分

　

「市政相護」，とされている

　

・スポーツ施設の私的利用

　

土曜日（夜間）
・ダンス初心者講習会（追加主張）に参加 １２－Ｉ １９５上右 甲１６３

甲１斜

佐藤議員が、町田市ダンスス
ポーツ連盟の初心者嫌晋会に
参加した際の駐車代であり、
当該活動は政務活動である。
佐藤議員は．町田市ダンスス
ポーツ連盟の役員ではないも
のの、．同連盟から市内でのダ
ンスの練習場所の確保や、市
内のダンス人口を増やすため
の普及活動の方法などについ
て相綾をうけたことから、自
ら嫌習会に参加して練習の現
場を視寮するとともに、主催
者や参加者と意見交換を行っ
たものである。Ｃ１４一１５
５は、佐藤議員の私的な所用
による支出ではな〈、町田市
におけるスポーツ取り分けダ
ンススポーツに関する住民福
祉の増進を図るために必要な
鯛査研究活動である。

，

　

２（鳩

Ｃ１４－
１５６１１／０８ 煩査 佐藤 ２｛刀 ２（鳩

サン町田旭体育館駐車増

　

１８時０８
分～２０時５２分

　

「市政相談」とさ
れている

・スポーツ施設の私的利用
土曜日（夜間）
・同上

１２‐Ｉ １９５中右 甲１６３

　

－
甲１科

　　　　　

′ 同上 ２（力

Ｃ１４－
１５７０影０５ 醜査 佐事 １２０ １２０

多摩センター丘の上パティオ駐車
増

　

１２時５３分～１６時１３分「市政相
脱 とされている

・商業施設・祝日（午後）・市外・長時間３時間２０分
の駐車 １２－Ｉ １７９上左２１

　

Ｐ３６ 使途基準不適合性を推認させ
る事実とはいえない。

Ｏ

Ｃ１４－
１５８０５／０５ 鑓査 佐薦 ４８０ ４８０

多摩センター中央第１駐車場

　

０７
時５８分～１０時０９分

　

「市政相談」
とされている

商業施設・祝日（午前）
市外
長時間２時間１１分の駐車

１２一Ｉ １７９上中２１

　

Ｐ３６ 同上 Ｏ

Ｃ１４－
１５９１１／０３ 鑓査 佐藤 １２０ １２０

多摩センター丘の上パティオ駐車
増

　

１２時００分～１７時１７分「現地醜
査」とされている

商業施設・祝日（午後）
市外
長時間５時間１７分の駐車

１２‐Ｉ １９５中左２１

　

Ｐ３６ 同上

　　　　　　　　　　　　

ー Ｏ

Ｃ１４－
ＩＥめ１２／０９ 旗査 佐藤 ２００ ２（カ

豊ケ丘駐車場（多摩市豊ケ丘）
１９時４６分～２１時０５分「現地調査」
とされている

市外・夜間 １２‐Ｉ １９８上中 同上

　　　　　　　　　

′ Ｏ

Ｃ１４－
１６１０２ハ８ 鵡査 佐簾 ３｛刃 ３（め

マグレブパーキング駐車場（多摩
市落合１‐３８）１８時０９分～１９時１１分
「現地調査」とされている

商業施設・市外・祝日（午後）
長時間３時間２０分の駐車 ２‐Ｉ ２０５上左２１

　

Ｐ３６ 同上 Ｏ

Ｃ１４－
１６２０２／２８ 圃査 佐藤 １，０５０ １，０５０

マグレブパーキング駐車場

　

１３時
２５分～１６時４４分

　

「市政相談」と
されている

商業施設・市外・土曜日（午後）
長時間３時間１９分の駐車 ２ーＩ ２０５下中２１

　

Ｐ３６ 同上 Ｏ

キ，
お

まちだ市民クラブ 駐車場代等

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

３０２



二三ト１

鵜支出日費目剃髪員 支出金額
原告らの
主張する
違法支出

額
支出内容 原告らの主張する違法性を裏付ける事情 器 トＮｏ 位置領収書以外の関連証

拠 会派まちだ市民クラブの主張
裁判所の
認定する
違法支出
額

Ｃ１４－
１６３０２／１９ 調査 佐藤 ６００ ６００

ナピバーク錦町第２駐車場（立川
市錦町）

　

１８時００分～１９時４７分
「現地調査」とされている

・－政党活動
立川駅近〈には民主党東京都立川支部、民主党東
京都２１区総支部があり、そこでの会合などが目的
であったと推測される。・

　

ー
連合東京三多摩ブロック地協ニュース
２０１５．０２．１９

　

２０１５春季生活闘争・統一地方選挙の
完全勝利を満場一致で確認。

　

たましんＲＩＳＵＲＵ
ホール（立川市民会館、立川市錦町３ー３‐２０）

１２一Ｉ ２０５下左
２，Ｐ４１

　　　　

ー
甲１２９÷２
甲１６６

同上 Ｏ

Ｃ１４－
１６４０９／２２ 鯛査 佐薦 ６（滑 ６００

八王子市散田町駐車場

　

時間は読
み取れず。西八王子駅そばの駐車
場

　

「市政相談」とされている
・遠方

　　　　　　　　　　　　　

‐ １２－Ｉ １≦１Ｏ下右
甲１７５
甲１７６（位置関係の地
図）

評価であって、事実の主張で
はない。

Ｏ

Ｃ１４‐
１６５１１／０１ 韻査 佐麓 １００ １００

エスフオルタアリーナ八王子駐車
場

　

１５時３４分～１６時５７分「現地飼
査」とされている

・遠方
・八王子市内の総合体育館・土曜日 １２‐ｌ １９５中中

甲１７５
甲１７６（位置関係の地
図）

【遠方】
評価であって、事実の主張で
はない。

【その他】
使途基準不適合性を推認させ
る事実とはいえない。

ー

　　　

Ｏ

Ｃ１４－
１６７０３／０８ 慣査 佐薦 ４（滑 ４（め

八王子散田町駐車塙

　

１６時３４分～
１８時２４分

　

「現地調査」とされて
いる

・遠方

　

‐

　　　　　　　　　　

▼

　

．

　　

・

　　

’

　

・
・同上
Ｃ１４‐１６６八王子散田町駐車場の元旦の駐車は修正
されている。

１２‐ｌ ２０６中中
甲１７５

　　　　

・
甲１７６（位置関係の地
図）

評価であって、事実の主張で
はない。

Ｏ

Ｃ１４‐
１６８０９／２９ 偵査 佐薦 １，２（め １，２００

町田栄通り駐車場

　

１０時３６分～１６
時５０分

　

「市政相談」とされてい
る

・繁華街・長時間６時間以上の駐車 １２－Ｉ １９０下左２１

　

Ｐ９（黄４５） 使途基準不適合性を推認させ
る事実とはいえない。

′ Ｏ

Ｃ１４‐
１６９１０／３０ 韻査 佐簾 ４（櫛 ４００

タマバークホテルラポール千寿閤
駐車場

　

１５時４６分～１７時３２分
「市政相談」とされている

・商業施設
１２－ｌ １９２上左２１

　

Ｐ９（紫２０） 同上 Ｏ

Ｃ１４－
１７０１０／３０ 韻査 佐薦 １００ １００

タイムズ成瀬が丘駐車増

　

ｌｏ時２４
分～１０時３３分，「市政相談」とさ
れてい

　　　　

．

　　

・
・短時間わずか９分の駐車 １２‐Ｉ １９３中中 同上 Ｏ

Ｃ１４－
１７１１１／２７ 鱈査 佐藤 ６（め ６００平野屋第３駐車増 ０９時４５～１１時

４２分

　

「市政相談」とされている
・繁華街・ありえない同日駐車（次の駐車Ｃ１４‐１７２
と駐車時間が重なっている） １２－Ｉ １９６下左２１

　

Ｐ９（青３５） 同上 Ｏ

Ｃ１４ｒ
１７２１１／２７ 傾査 佐薦 ３（め ３００

タイムズ成瀬が丘駐車増

　

１１時４７
分～１２時２３分

　

「市政相談」とさ
れている

・繁華街・ありえない同日駐車（次の駐車Ｃ１４‐１７３
と駐車時間が重なっている） １２－Ｉ １９５下右

入庫時間は１１時２７分ではな
く、１１時４７分である。
使途基準不適合性を推認させ
る事実とはいえない。

３㈹

Ｃ１４－
１７３１１／２７ 韻査 佐薦 ２（鳩 ２００

タイムズ森野第７駐車場

　

１２時１３
分～１３時０２分

　

「市政相鼓」とさ
れている

・繁華街・ありえない同日駐車（Ｃ１４‐１７２と駐車時
間が重なっている） １２‐Ｉ １９５上中２１・Ｐ３０ 使途基準不適合性を推認させ

る事実とはいえない。
Ｏ

Ｃ１４－
１７５１２／２６ 鑓査 佐薦 ４（鳩 ４㈹

大野第１駐車場（相模大野駅前）
１５時３２分～１６時４３分

　

「現地醜
査」とされている

・市外・ありえない同日駐車（次の駐車Ｃ１４‐１７６と
駐車時間が重なっている） １２‐Ｉ １９８下中 同上 Ｏ

Ｃ１４－
１７６１２／２６ 鯛査 佐藤 ４（刃 ４００

タイムズ森野第９駐車場

　

１６時３６
分～１７時０８分

　　

「市政相談」と
されている

・繁華街，・ありえない同日駐車・（Ｃ１４‐１７５と駐車時
間が重なっている） １２一Ｉ １９９中中２１・Ｐ

　

９（綿６０） 同上 ４（鳩

Ｃ１４－
１７７０１／０２ 鑓査 佐藤 ７（力 ７００

アイペック原町田３丁目第１駐車
場（原町田３」３ー４）

　

０９時５０
分～１０時５１分

　

「市政相談」とさ
れている

　

、

・繁筆街

　　　　　　　　　　　　

′

　　　　　

、
１２一」 ２０１中右２１

　

Ｐ

　

９（青３４） 同上，
′ Ｏ

ｃ，キー
１夢０１／３１ 餌査 佐藤 ３００ ３００

つくし野１丁目駐車場 （東急田
園都市線つくし野駅前の駐車場）
１３時４７分～１５時０８分

　

「市政相
談」とされている

・ありえない同日駐車（次の駐車Ｃ１４‐１７９と駐車時
間が重なっている） １２一１ ２０１中中２１

　

Ｐ２４ 同上 Ｏ

Ｃ１４－
１力０１／３１ 鑓査 佐薦 ３（刃 ３００

相模大野西側駐車場（相模大野駅
前）

　

１４時０７分～１６時名分

　

「市
政椙山 と÷≧れてＬ、る

・ありえない同日駐車（Ｃ１４‐１７８と駐車時間が重
なっている）・市外
・同上

１２一Ｉ ２０２中左 同上

　　　

，

　　

、 ３００

Ｃ１４－
１８１０２／０９ 鑓査 佐高 ８（め ８００森野第７駐車場

　

１７時４７分～２１時
２１分

　

「市政相談」とされている

・政党活動
・深夜・長時間的３時間半の駐車
・ありえない同日駐車（Ｃ１４‐１８０と駐車時間が重
なっている）

　　　

．

　　　

・
１２一Ｉ ２〔“ 上右

・２１

　

Ｐ３０
・２２－２，（収支報告
書）

同上 Ｏ

Ｃ１４－
１８２０２ハ５ 鯛査 佐藤 ３（鳩 ３００

平野屋第３駐車場

　

２０時０５分～２１
時０１分

　

「市政相談」．とされてい
る

・繁華街

　

・深夜 １２‐Ｉ ２０４中中２１

　

Ｐ

　

９（青３５） 同上 Ｏ

Ｃ１４－
１８３０３／０３ 韻董 佐藤 ２（刀 ２００婚

乱

ｒｋ森野第２駐車場

　

１８時３５分
時５０分

　

「市政相談」とされ
る

・繁華街・短時間

　

わずか１５分の駐車 １２－Ｉ ２０６下中２１

　

Ｐ９（綿３８） 同上 Ｏ

Ｃ１４－
１８４０４／０６ 慣査 佐薦 ４｛鳩 ４００

アップルパーク南町田病院駐車場
（町田市鶴間４－４‐１）１１時０５分～１２
時０４分「市政相談」，とされている

・病院駐車場の私的利用 １２－Ｉ １７６下左‐
使途基準不適合性を推認させ
る事実とはいえない。

４００

Ｃ１４‐
１８５０６／２８ 鯛査 佐薦 １００ １００

イノウエスポーツクリニック町田
ロードパーク駐車場

　

１２時４７分～
１３時０６分

　

「市政相談」とされて
いる

・不動産屋の駐車域

　

「昔、体操教室があったが、
名前だけ残して今は不動産業と、駐車繍を経営し
ている」「１００台駐車可能で、１０メートルほど奥
に、桜美林学園の野球場があり、リトルリーグの
ある時期には、その関係者も利用するという。」
とは、従業員の方の話。
・土曜日
・短ー時間‐わずか１９分の駐車

１２－Ｉ ＩＢ３上右２５（鯛査報告書） 使途基準不適合性を推認させ
る事実とはいえない。

Ｏ

Ｃ１４－
１８６０６／２８ 欄査 佐藤 即 獅

イノウエスポーツクリニック駐車
増

　

１４時１２分～１５時３５分

　

「市政
相談」とされている

・不動産屋の駐車場（同上）
・同日２回目の駐車 １２－ｌ １８３上左２５（１１査報告書） 同上

　　　　　　　

－ Ｏ

Ｃ１４‐
１８７１０／０１ 鱈査 佐藤 １，醐 １，醐

東急ライフイアたちばな台ＣＰ駐車
場

　

１０時４７分～１２時５分＼「市政
相談」とされている

・市外
・商業施設 １２‐Ｉ １９２上右 同上 Ｏ

Ｃ１４‐
１８８１０／０１ 鱈査 佐藤 ２【刈 ２００

アツトバー
娼

　

１２時１４
相談」とさ

ク青葉台駅前第１駐車
分～１２時４２分 「市政
れている

・商業施設
・市外

　　　　　　　　

・

　　

・′

・短時間わずか２８分の駐車
１２－Ｉ １９２下左２４，◎ 同上 Ｏ

Ｃ１４‐
１８９１０／０１ 圃査 佐薦 ３｛刀 ３ＤＯ

昭和大学藤が丘病院駐車場

　

１２時
４８分～１３時１７分

　

「現地調査」と
されている

・病院の私的利用

　

・市外

　

・ありえない同日駐車
（Ｃ１４‐１８８から６分では移動困難） １２‐Ｉ １９２下右

積 ２４

　

⑥

【病院の私的利用】
使途基準不適合性を推認させ
る事実とはいえない。

【その他】
使途基準不適合性を推認させ
る事実とはいえない。

３㈹

Ｃ１４－
１９０１０／２７ 鯛査 佐藤 ３｛刀 ３００

相模大野立体駐車場

　

１３時４６分～
１４時４０分

　

「現地飼査」とされて
いる

・市外 １２－Ｉ １９３上右 驚話不適合性を推認させ
まいえない。

Ｏ

Ｃ１４－
１９１１０／３１ 憤査 佐藤 ６（鳩 ６００

タイムズコナミスポーツクラブ相
模大野駐車場

　

１７時４４分～２０時０３
分「現地鯛査」とされている

・市外
・運動施設
‐夜間

　　

１２‐Ｉ １９３中左 同上 Ｏ

Ｃ１４－
１９２１０／３１ 調査 佐藤 ３００ ３００

ロイヤルホスト相模大野駐車場
１０時３６分～１２時７分

　

「市政相
談」とされている

・市外
・商業施設 １２‐Ｉ １９２中左 同上 Ｏ

Ｃ１４－
１９３０５／２３ 醜査 森本 １〔樽 １０Ｏ

シンコウバーク鶴川駅前駐車場
１７時２５分～１７時３９分

　

「市政相
談」とされている

・鶴川駅前
・短時間わずか１４分の駐車 ・ありえない同日駐
車（次の駐車Ｃ１４‐１９４と駐車時間が重なってい
る）

１２‐Ｉ ２０９下中２１

　

ＰＩ９ 同上 Ｏ

Ｃ１４－
１９５０５／２９ 慣査 森本 １〔ぬ １００

シンコウパーク鶴川駅前

　

１６時４６
分～１８時１０分

　

「市政相談」とさ
れている

・鶴川駅前
・ありえない同日駐車（次の駐車Ｃ１４‐１９６と駐車時
間が重なっている） １２‐Ｉ ２１０上左２１

　

ＰＩ９ 同上

　　

Ｏ

Ｃ１４‐
１９６０５／２９ 憤査 森本 １００ １００

シンコウバーク鶴川駅前駐車場
１７時５２分～１８時１１分

　

「市政相
談」とされている

・鶴川駅前
・ありえない同日駐車（Ｃ１４‐１９５と駐車時間が重
なっている）
・短時間わずか１９分の駐車

１２一Ｉ ２０９下右２１

　

ＰＩ９ 同上 １００

まちだ市民クラブ 駐車場代等３０３



支出
番号支出日費目 犠員

名 支出金額
原告らの
主張する
違法支出

額
支出内容 原告らの主張する違法性を裏付ける事情 嚢跨トＮｏ 位置領収書以外の関連証

拠 会派まちだ市民クラブの主張
裁判所の
認定する
違法支出
額

Ｃ１４－
１９８０７／０７ 鵠査 森本 １（鳩 １００

シンコウバーク鶴川駅前駐車域
１１時４２分～１１時５９分

　

「市政相
談」とされている

・鶴川駅前
・ありえない同日駐車（Ｃ１４‐１９７と駐車時間が重
なっている）・短時間わずか１７分の駐車 １２‐Ｉ ２１３上中２１

　

ＰＩ９ 同上 Ｏ

Ｃ１４－
１９９０７／２９ 鑓査 森本 １００ １００

シンコーパーク複′
１２時４０分～１２時４６づ
鼓」とされている

駅前駐車場

　

「市政相
・鶴川駅前
・短時間わずか６分の駐車・ありえない同日駐車
（次の駐車Ｃ１４‐２００と駐車時間が重なっている） １２‐Ｉ ２１３下右２１

　

ＰＩ９ 同上

　　　　　　

Ｌ

　　　　　

，
Ｏ

Ｃ１４‐
２０１ＯＢ／１３ 贋査 森本 ２｛鳩 ２｛刀

シンコーパーク鶴」
１４時３１分～１５時０８づ
酸」とされている

駅前駐車場
「市政相 ・鶴川駅前・同日２回駐車 １２－Ｉ ２１５上右２１、ＰＩ９ 同上 Ｏ

Ｃ１４‐
２０２０８／１３ 顕査 森本 ４｛鳩 ４｛め

シンコーパーク鶴ｊ
時２５分～１９時３３分
されている

駅前駐車場１８
市政相談」と・鶴川駅前・同日２回駐車・夜間 １２－Ｉ ２１５中左２１

　

ＰＩ９ 同上 Ｏ

Ｃ１４‐
２０３０８／２６ 韻査 森本 ２｛鳩 ２（滑

シンコーパーク鶴」
１７時４５分～１８時１２づ
蝕」とされている

駅前駐車場
「市政相

・鶴川駅前・短時間２７分間の駐車

　

，
・ありえない同日駐車（次の駐車Ｃ１４‐２０４と駐車時
間が重なっている）ノ １２－Ｉ ２１６上左２１

　

ＰＩ９ 同上 ２（刃

Ｃ１４－
２０４０８／２６ 韻査 森本 １（め １（鳩

シンコーパーク鶴ｊ
１８時０７分～１８時１４づ
護」とされている

駅前駐車場
「市政相

・鶴川駅前・短時間

　

わずか７分の駐車
・ありえない同日駐車（Ｃ１４‐２０３と駐車時間が重
なっている）

１２－Ｉ ２１６上中２１‐

　

ＰＩ９ 同上 Ｏ

Ｃ１４‐
２０６０９／２６ 鯛査 森本 １（め １００

シンコーパーク鶴」
１１時１１分～１１時２５づ
設」とされている

駅前駐車場

　

「市政相
・鶴川駅前
・ありえない同日駐車（Ｃ１４‐２０５と駐車時間が重
なっている）
・短時間わずか１４分の駐車

１２‐ｌ ２１７下中２１

　

ＰＩ９ 同上 Ｏ

Ｃ１４－
２０７０１／１３ 慣査 森本 １００ １〔め

シンコーパーク鶴ｊ
１７時３５分～１７時４１づ
鼓」とされている

駅前駐車場
「市政相 ・鶴川駅前・短時間わずか６分の駐車

・同上 １２‐Ｉ ２２７中右２１

　

ＰＩ９ 同上 Ｏ

Ｃ１４－
２０８０１／２９ 韻査 森本 ３（鳩 ３（鳩

シンコーパーク鶴川駅前駐車場
１０時１５分～１１時１４分 「市政相
談」とされている

・鶴川駅前・ありえない同日駐車（次の駐車Ｃ１４÷
２０９と駐車時間が重なってし、る） １２‐ｌ ２２８中中２１

　

ＰＩ９ 同上

　　　

ニ

　　　　　　

ヘ Ｏ

Ｃ１４－
２０９０１／２９ 鯛査 森本 ９００ ９（鳩

駐車場所判読できず，１０時３４分～
１３時２６分

　

「市政相徴」とされて
いる

・鶴川駅前・ありえない同日駐車（Ｃ１４‐２０８と駐車
時間が重なっている） １２－Ｉ ２２８中右 不明 同上

　

、 ９（力

Ｃ１４－
２１００９／ｍ 鯛査 森本 ３｛鳩 ３（鳩

シンコウバーク鶴ｊ
０６時２３分～８時４０分
綾」とされている

駅前駐車場
「市政相

・政党活動（政務髄査以外の議員活動）
・早朝の駐車。小田急線鶴川駅前での街頭宣伝の
ための駐車と推測される。以下Ｃ‐２１５まで同様 １２－Ｉ ２１７上右２１

　

ＰＩ９

・使途基準不適合性を推認さ
せる事実が立証されたとはい
えない。
・街頭活動は政務活動であ
る。

Ｏ

Ｃ１４－
２１１０９ハ２ 鑓査 森本 ３｛め ３㈹

シンコウバーク鶴′
０６時２１分～８時４３分
談」とされている

駅前駐車場
「市政相 ・同上 １２‐Ｉ ２１７中左２Ｔ

　

ＰＩ９ 同上 Ｏ

（ＬＶ

　

ワ‘
４－
２１２月Ｉ 鑓査 森本 ２｛鳩 ２〔め

シンコウバーク鶴」１
０６時５５分～８時３０分
護」とされている

駅前駐車場
「市政相 ・同上 １２‐Ｉ ２２５上左２１

　

ＰＩ９ 同上 Ｏ

し^“‘
４‐
３１２ハ８ 韻査 森本 ２（鳩 ２（鳩

シンコウバーク鶴ｊ
０６時５２分～０７時５３づ
護」とされている

駅前駐車場
「市政相 ・同上 １２」Ｉ ２２６上左２１

　

ＰＩ９ 同上 Ｏ

し^

　

０‘
４‐
４１２ハ９ 鯛査 森本 ３００ ３〔め

シンコウバーク鶴ｊ
０６時２４分～０８時５４づ
該」とされている

駅前駐車場
「市政相 ・同上 １２‐Ｉ ２２６中中２１

　

ＰＩ９ 同上 Ｏ

（Ｖ“‘
４－
５１２／２４ 調査 森本 ３００ ３〔め

シンコウバーク鶴ｊ
０６時３０分～０８時５３づ
護」とされている

駅前駐車場
「市政相 ・同上 １２－Ｉ ２２６下右２１

　

ＰＩ９ 同上

　　　　

，

　　　　

． Ｏ

し^リ‘
↑
一幸

０６／０８ 鑓査 森本 １，３（鳩 １，３｛滑
サウスフロントタワー町由駐車場
８時５４分～１８時１５分 「市政相談」
とされている

・繋葦街・長時間約９時間半の駐車
・ありえない同，日駐車（次の駐車Ｃ１４‐２１７、Ｃ１４－
２１８と駐車時間が重なっている） １２‐Ｉ ２１１上右２１Ｐ９（赤３２） 使途基準不適合性を推認させ

る事実とはいえない。
１，３（鳩

国字０６／０８ 調査 森本 ２００ ２（め
三井のりパーク原町田４丁目駐車
場

　

１１時３８分～１１時５３分

　

「市政
椙山］とされている

・ありえない同日駐車（Ｃ１４‐２１６と駐車時間が重
なっている）
・繁華街・短時間わずか１５分の駐車

１２－Ｉ ２１１上中２１Ｐ９（赤７８） 同上 Ｏ

Ｃ１４‐
２１８０６／０８ 餌査 森本 ４００ ４（鳩

三井のりパーク原町田４丁目駐車
場１２時１７分～１３時０７分

　

「市政相
談」とされている

・ありえない同日駐車（Ｃ１４‐２１６と駐車時間が重
なっている）
・同日３回目の駐車・繁華街

１２‐ｌ ２１１中左２１Ｐ

　

９（赤７８） 同上 ４｛め

Ｃ１４－
２１９０６／２１ 桝査 森本 ７（鳩１

　　

７〔め
タマバーク原町田第４０駐車場

　

０７
時５３分～１０時１６分

　

「市政相談」
とされている

・繁華街
・ありえない同日駐車（次の駐車Ｃ１４‐２２０と駐車時
間が重なっている）

１２－Ｉ ２１２上右２１Ｐ９（赤３１） 同上 ７（刈

Ｃ１４－
２２００６／２１ 鯛査 森本 ６００ ６〔め

タマバーク原町田第４０駐車場

　

０９
時１４分～１０時３４分

　

「市政相談」
とされている

・繋葦街
・ありえない同日駐車（Ｃ１４‐２１９と駐車時間が重
なっている）

１２‐Ｉ ２１２上中２１Ｐ９（赤３１） 同上

　　　　　　　　

．

　　　

‐ Ｏ

Ｃ１４－
２２１０８／０２ 鑓査 森本 ７（刀 ７（め

第２平野屋駐車場

　

１７時２２分～１９
時３８分

　

「市政相談」」とされてい
る

・繁華街
・ありえない同日駐車（次の駐車Ｃ１４‐２２２の駐車開
始時刻との差は２２分。グーグルマップの移動時間
は２４～２７分）
・夜間

１２‐Ｉ ２１５上中２１Ｐ９（青●バイク）
２４，火力

同上 Ｏ

Ｃ１４－
２２塑０８／０２ 慎査 森本 ２（め ２㈹

シンコーパーク鶴川駅前駐車増
２０時００分～２０時３４分 「市政相
談」とされている

・繁華街・夜間
・ありえない同日駐車（Ｃ１４‐２２１の駐車場から２２分
では移動できない）

１２－Ｉ ２１５上左２１

　

ＰＩ９
２４

　

ゆ 同上 Ｏ

Ｃ１４－
２２４０９／２７ 鋼査 森本 １（鳩 １００

タイムズ小野神社前駐車場

　

１３時
５２分～１４時０９分

　

「市政相談」と
されている

・ありえない同日駐車（Ｃ１４‐２２３と駐車時間が重
なっている）
．短時間わずか１７分の駐車

１２‐Ｉ ２１８上中 同上 Ｏ

Ｃ１４－
２２５１１／３０ 韻査 森本 ３（刀 ３（刃

タイムズ町田市役所

　

１２時１２分～
１２時４９分

　

「市政相談」とされて
いる

・第三者の利用

　

（議員は無料で利用できるのに
料金を支払っている）

　　　

－ １２一Ｉ ２２２中中２１

　

Ｐ９（水色６６）

議員が定期駐車券を使用せ
ず、かつ、市役所で駐車券の
無料処理を受けなかったため
に有料で駐車したものと思わ
れる。議員が立体駐車場にお
いて有料で駐車をすることは
なんら不自然なことではな
〈、使途基準不適合性を推認
させる事実とはいえない。

Ｏ

Ｃ１４－
２２６１１／３０ 鑓査・森本 １（鳩 １０Ｏ

町田シバヒロ駐車場１２時５６分～
１３時ｆ９分

　

「市政相談」とされて
いる

・繁華街・短時間わずか２３分の駐車 ２ーＩ ２２２中右２１

　

Ｐ９（黄１） 使途基準不適合性を推認させ
る事実とはいえない。

Ｏ

Ｃ１４－
２２７１１／３０ 餌査 森本 ２００ ２（刈

小田急多摩センター第１駐車増
１５時１８分～１５時５８分 「市政相
談」とされている

・ありえない同日駐車（次の駐車Ｃ‐２２８と矛盾．：１３
分では移動が困難。グーグルマップの移動時間は
１０～１１分だが、実際に踏査したところ駐車場の入
口までで１３分を要した）

２‐Ｉ ２２２上右２１

　

，Ｐ３６２４

　

Ｐ⑨ 同上 Ｏ

Ｃ１４－
２２８１１／３０ 調査 森本 ２Ｗ ２（樽

パーク多摩永山ＢＣ第３駐車場１３時
５５分～１５時０５分

　

「市政相談」と
されている

・ありえない同日駐車（Ｃ１４‐２２７から１３分では移動

竪去

　

‐ ２‐Ｉ ２２２中左２４

　

ｐ⑧ 同上 Ｏ

Ｃ１４－
２２９１２／０９ 餌査 森本 ８｛樽 ８００

タイムズＦＰＴ第７駐車場

　

１８時間
分～１９時３２分

　

「市政相談」とさ
れている

・ありえない同日駐車（次の駐車Ｃ１４‐２３０と駐車時
間が重なつている、．Ｃ１４‐２３１まで２５分では移動困

墾』 ２ーＩ ２２４上中２１Ｐ

　

９（ピンク１４）
２４

　

Ｐ⑨ 同上

　　　　　　　

， Ｏ

Ｃ１４－
２３１１２／０９ 鑓査 森本 ２㈹ ２（鳩

豊ケ丘駐車場（多摩市）１９時５７分
～２１時０３分

　

「現地調査」とされ
ている

　

－ ー

・ありえない同日駐車（Ｃ１４‐２２９の駐車終了時刻と
駐車開始時刻との差は２５分。２５分では移動できな
い。グーグルマツプの移動時間は３３～３５分）
・深夜ノ

　　　　

ー
２‐Ｉ ２２４中左２４

　

ゆ 同上 Ｏ

Ｃ１４‐
２３２０１／０７ 鯛査 森本 １００ １（ぬ

原町田１丁目第２駐車場

　

１７時４２分
～１７時５１分

　

「市政相談」とされ
ている

・短時間わずか９分の駐車 ２ーＩ ２２７上右２１Ｐ９（紫１９） 同上 Ｏ

Ｃ１４－
２３３０１／０７ 調査 森本 １ニ５（鳩 １，５（鳩

第２平野屋駐車場

　

１７時５６分～２２
時３７分

　

「市政相談」とされてい
る

・繁華街

　

・深夜
・長時間４時間半の駐車
（町田商工会議所の賀詞交歓会） ２ーＩ ２２７中左、

２１Ｐ９（青●バイク）
甲１９７（森本議員のブ
ログ）

同上 Ｏ

Ｃ１４－
２３４０２／０９ 贋査 森本 ７（滑 ７〔和森野第７駐車場

　

０７時１３分～２０時
２３分

　

「市政相談」とされている

・政党活動・民進党東京都第２３区総支部の前の徒
歩１５秒以内の駐車場。同所での会合などのための
駐車と推測。
・ありえない同日駐車（同日の他の駐車Ｃ‐２３５、Ｃ－
２３６と駐車時間が重なっている）・長時間１３時間
以上の駐車・夜間

２‐Ｉ ２３０上右２１

　　

Ｐ３０ 同上 Ｏ

：も
ー二 ｒ、，

、ｃｌ

まちだ市民クラブ 駐車場代等
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支出
番号支出日費目 議員

名 支出金額
原告らの
主張する
違法支出

額
支出内容 原告らの主張する違法性を裏付ける事情 嚢著トＮｏ 位置領収書以外の関連証

拠 会派まちだ市民クラブの主張
裁判所の
認定する
違法支出
額

Ｃ１４－
２３５０２／０９ 餌査 森本 ７００ ７（め

タイムズ鶴川駐車場

　

１７時３４分～
１９時４４分

　

「市政相談」とされて
いる

・鶴川駅前
・ありえない同日駐車（Ｃ１４‐２３４と駐車時間が重
なっている。Ｃ１４‐２３６の駐車開始時刻との差は１７
分だが、それでは移動できない。グーグルマッブ
の移動時間は２０～２２分）
・長時間２時間１０分の駐車・夜間

１２－Ｉ ２３０中左２１

　

ＰＩ９
２４

　

Ｐ⑭ 同上 ７（地

Ｃ１４‐
２３６０２／０９ 韻査 森本 ４（鳩 ４（鳩森野第７駐車場

　

２０時０１分～２１時
２０分

　

「市政相談」とされている

・政党活動

　

民進党東京都第２３区総支部の前の徒
歩１５秒以内の駐車場。同所での会合などのための
駐車と推測
・あ’りえない同日駐車（Ｃ１４‐２３４と駐車時間が重
なっている。Ｃ１４‐２３５から１７分では移動困難）・
深夜

１２－Ｉ ２３０中中２１

　

Ｐ３０
２４

　

Ｐ⑪ 同上

　　　

－

　

－ ４｛め

Ｃ１４－
２３７０２ハ６ 調査 森本 ２（鳩 ２００

ＴＰ原町田１・５駐車場

　

１２時３５分～
１３時３１分

　

「市政相談」とされて
いる

・ありえない同日駐車 （次の駐車Ｃ１４‐２３８と駐車
時間が重なっている） １２‐Ｉ ２３０下右２１

　

Ｐ

　

９（青５２） 同上－ Ｏ

Ｃ１４－
２３８０２／１６ 鑓査 森本 ９００ ９（滑

ＫＳパーク曙町第３駐車場（立川
市）

　

１３時２５分～１６時１４分

　

「現
地桝査」とされている

・政党活動
立川駅近くには民主党東京都立川支部、民主党東
京都２１区総支部があり、そこでの会合などが目的
であったと推測される。
・ありえない同日駐車（Ｃ１４」２３７と駐車時間が重
なっている）

１２一Ｉ ２３１上右２１

　　

Ｐ４１ 同上 ９（粉

Ｃ１４－
２３９鋼／１２ 餌査 森本 １仰 １０Ｏ

八王子子安町５駐車場（リバーク
２４㈱）

　

１０時５５分～１１時０１分
「現地鯛査」とされている

・遠方

　　

、

　　　　　　

，
・短時間

　

わずか６分の駐車 １２－Ｉ ２０７下中

【遠方】
評価であって、事実の主張で
はない。

【短時間１
使途基準不適合性を推認させ
る事実とはいえない。

Ｏ

Ｃ１４一
２一閃０９ハ２ 鯛査 森本 ２（力 ２（め

八王子子安町５駐車場（リパーク
２４㈱）

　

１１時２５分～１１時４８分
「現地調査」とされている

・遠方
・短時間・わずか２３分の駐車 １２－Ｉ ２１７中中

　　　　　　　　

、
同上 Ｏ

Ｃ１４‐
２４１１０／０３ 調査 森本‐

　　　

８００ ８（め
八王子いちょうホール駐車場（八
王子市の芸術文化会館での駐車）
０９時２４分～１２時０４分，「現地贋
査」とされている

・
．
遠
同
方
上

・同上

　　　　　　

′

　　　　　

，
１２‐Ｉ ２１９上中 評価であって、事実の主張で

はない。
Ｏ

Ｃ１４－
２４２０９／２７ 餌査 森本 ６（め 醐

アップルパーク立川第２駐車場
１０時１１分～１２時０４分

　

「市政相
鼓」とされている

・政党活動
立川駅近〈には民主党東京都立川支部、民主党東
京都２１区総支部があり、そこでの会合などが目的
であったと推測される。Ｃ‐２４３、Ｃ‐２４４、Ｃ‐２４５、
Ｃ‐２４７も同様。

１２－Ｉ ２１７下右２１

　

Ｐ４１
使途基準不適合性を推認させ
る事実とはいえない。
なお、駐車場の鴇所が不明。

Ｏ

Ｃ１４－
２４１３１１／２０ 韻査 森本 ６Ｗ ６（鳩

立川北ロバ」キング

　

１５時１３分～
１６時３１分

　

「現地贋査」とされて
いる

同上

　　　　

‐

　

．

　　　　　　　　　　　　　

・
連合東京

　

三多摩ブロック地協ニュース

　

‐
２０１４．１１．２０

　

～第１３回地協委員会～荒井議長勇
退！尾賀新体制を満場一致で確認

　　

立川グラン
ドホテル（立川市国町２ー１４ｒ１６）にて開催
・同上

１２，ーＩ ２２１下中２１

　

Ｐ４１
甲１２３

使途基準不適合性を推認させ
る事実とはいえない。・ Ｏ

Ｃ１４－
２４１４０１／１４ 韻査 森本 ３（力 ３〔力

バラ力株式会社

　

２１９９立川市曙町
第２

　

０９時３３分～１０時０８分

　

「現
地国査」とされている

・同上 １２－Ｉ ２２７下左２１

　

Ｐ４１ 同上 Ｏ

Ｃ１４‐
２悼

０１ハ６ 頂査 森本 ８００ ８００
立川北口パーキング

　

１８時０１分～
１９時４９分

　

「市政相談」とされて
いる

・・同上 １２－ｌ ２２７下中２１

　

Ｐ４１ 同上 Ｏ

Ｃ１４－
２傾 ｍ／１７ 鹸査 森本 ８００ ８００

川野病院駐車場（立川）

　

１５時０６
分～１６時２４分

　

「現地醜査」とさ
れている

・遠方・病院の私的利用 １２‐Ｉ ２２７下右２１

　

Ｐ４１

【遠方】

　　　　　　　

，
評価であって、事実の主張で
はない。

【病院の私的利用１
使途基準不適合性を推認させ
る事実とはいえない』

８００

Ｃ１４‐
２４７０２／０３ 醜査 森本 ５（杓 ５（力

ＫＳパーク曙町第３駐車場（立川）
１４時２４分～１６時０２分

　

「市政相
談」とされている

・政党活動 １２－Ｉ ２３０上左２１

　

Ｐ４１ 使途基準不適合性を推認させ
る事実とはいえない。

Ｏ

Ｃ１４－
２４８０１／１８ 讃査 森本 醐 醐

小田急多摩センター第１駐車場
１３時４３分～１６時３５分

　

・「現地調
査」とされている

・市外・長時間２時間５２分の駐車 １２‐Ｉ ２２８上中２１

　

Ｐ３６ 同上 Ｏ

Ｃ１４－
２４９１２／ｍ 調査 森本 ２（鳩 ２（地

さく：ら通り駐車場（三鷹）

　

１６時
４９分～１７時１１分

　

「現地調査」と
されている

・遠方
・短時間わずか２２分の駐車 １２‐Ｉ ２２４中中

　　　　　　　　　　　　　　　

‘

【遠方】
評価であって、事実の主張で
はない。

【短時間】
使途基準不適合性を推認させ
る事実とはいえない。

Ｏ

Ｃ１４－
２５０１２／ｍ 憤牽 森本 ４００ ４（鳩

タイムズ布田駐車場（鯛布）１９
時０１分～１９時４２分

　

「現地鯖査」
とされている

・遠方・夜間
１２‐Ｉ ２２４中右

　　　

、

【遠方】
評価であつて、事実の主張で
はない。

【その他】
使途基準不適合性を推認させ
る事実とはいえない。

Ｏ

Ｃ１４－
２５１１２ハ６ 餌査 森本 １一３｛櫛 １，３（刈

ショ．ウワバーク町田駅前駐車場
１８時１７分～０１時３７分 「市政相
談」とされている

・繁華街
長時間約６時間半の駐車

・深夜
１２‐Ｉ ２２５下左２１Ｐ９（青８９） 使途基準不適合性を推認させ

る事実とはいえない。
Ｏ

Ｃ１４－
２５２０５ハＯ 鑓査 森本 ８００ ８００

タイムズ新横浜駅前駐車増１２時
１９分～１４時１０分 「市政相談」と
されている

・遠方 １２‐Ｉ ２０９上左 評価であって、事実の主張で
はない。

Ｏ

Ｃ１４－
２５６１１／２９ 偵査 石井 ２（め ２００

シンコウバーク鶴川駅前駐車場
０６時０９分～０７時４０分

　

「市政相
談」とされている

・政党活動・早朝の駐車
小田急線鶴川駅前、ＪＲ横浜線成瀬駅前、小田急線
玉川学園駅前での街頭宣伝のための駐車と推測さ
れる。以下Ｃ‐２５７、Ｃ‐２５８‐Ｃ‐２５９、Ｃ２６０まで同様

１２‐Ｉ ２６６中左２１

　

ＰＩ９

・使途基準不適合性を推認さ
せる事実が立証されたとはい
えない。
・街頭活動は政務活動であ
る。

Ｏ

Ｃ１４‐
２５７１２／０８ 鑓査 石井 ３００ ３００

シンコウバーク鶴川駅前駐車場
０６時０１分～０８時０５分

　

「市政相
談」とされている

・同上 １２－Ｉ ２６８中中２１

　

ＰＩ９ 同上 Ｏ

Ｃ１４－
２５８１２／１Ｉ 餌査 石井 ４００ ４００

ミスタードーナツ成瀬店駐車場
０６時４３分～８時２０分

　

「市政相
談」とされている

同上 １２‐Ｉ ２６９上左 甲１９６

　　　　

‐ 同上 Ｏ

Ｃ１４‐
２５９１２ハ２ 調査 石井 ２（鳩 ２００

タイムズ玉川学園第４駐車場

　

０６
時２７分～０８時０３分

　

「市政相談」
とされている

・同上

　

，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

． １２‐Ｉ ２６９上右２１，・Ｐ１７ 同上 Ｏ

Ｃ１４‐
２ｆｉｏ１２ハ８ 調査 石井 ２（め ２Ｗ

シンコウバーク鶴一－１駅前駐車場
０６時５１分～０８時０５分、「市政相
談」とされている

・同上 １２－Ｉ ２７０中左２１，ＰＩ９ 同上 Ｏ

Ｃ１４－
２６１１１／２５ 贋査 石井 ７｛鳩 ７（鳩

エイブルパーキングーノ宮４丁目
駐車場（多摩市一ノ宮４丁目）１８
時５９分～２１時０８分「市政相談」と
されている

・遠方・深夜・長時間２時間９分の駐車 １２一Ｉ ２６５下右２１

　

Ｐ３８

【遠方】
評価であって、事実の主張で
はない。

【その他】ノ
使途基準不適合性を推謎させ
る事実とはいえない。

Ｏ

Ｃ１４‐
２６２１１／２８ 鑓査 石井 ７（め ７（鳩

エイブルパーキングーノ宮４丁目
駐車場１８時５６分～２１時０６分

　

，「現
地韻査」とされている

・遠方・深夜・長時間２時間ｌｏ分の駐車 １２－Ｉ ２６６上右２１

　

Ｐ３８ 同上 Ｏ

Ｃ１４－
２６３１２／０５ 偵査 石井 ５（刀 ５（刈

エイブルパーキングーノ宮４丁目
駐車増２０時４０分～２２時０９分，「市政相談」とされている

・遠方・深夜 １２‐Ｉ ２６８上中２１

　

Ｐ３８ 同上 Ｏ

Ｃ１４－
２１ｉ４１２／０７ 調査 石井 ６㈹ ６００

エイブルパーキングーノ宮４丁目
駐車場１６時５７分～１８時４０分「市
政相談」と，されている

・遠方 １２‐Ｉ ２６８中左２１

　

Ｐ３８ 評価であって、事実の主張で
はない。

Ｏ

Ｃ１４‐
２６５１２／０７ 韻査 石井 ４８０ ４８０

多摩センター中央第３駐車増

　

０８
時１３分～０９時５８分

　

「現地醜査」
とされている

・商業施設・市外 １２‐Ｉ ２６８上右２１

　

Ｐ３６ 使途基準不適合性を推認させ
る事実とはいえない。

Ｏ

′： １
１

まちだ市民クラブ 駐車場代等

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

３０５



二言；－

饗支出日 費目 離
名
員 支出金額

原告らの
主張する
違法支出

額
支出内容

　　　　

原告らの主張する違法性を裏付ける事情 器 トＮｏ 位置領収－以外の関連証
拠 会派まちだ市民クラブの主張

裁判所の
認定する
違法支出
槙

Ｃ１４‐
２６６１２／０８ 調査 石井 ６｛鳩 ６００

エイブルパーキングーノ宮４丁目
駐車場１９時２１分～２１時１７分 「現
地顔査」とされている

・遠方・深夜 １２‐ｌ ２６８中右２１

　

Ｐ３Ｂ

【遠方】
評価であって、事実の主張で
はない。

【その他】．
使途基準不適合性を推認させ
る事実とはいえない。

　

・

Ｏ

Ｃ１４‐
２６７１２／０９ 槙査 石井 ２｛櫛 ２㈹

永山第２コイン駐車場

　

０５時５５
分一０７時４５分

　

「現地調査」とさ
れている

・市外・早朝 １２‐Ｉ ２６８下左 同上 Ｏ

Ｃ１４－
２６８０１／１８ 調査 石井 ３６０ ３６０

多摩センター中央第３駐車場

　

１２
時４４分～１４時１４分

　

「現地調査」
とされている

・商業施設（繁華街） １２－Ｉ ２７４上左２１

　

Ｐ３６ 同上 Ｏ

Ｃ１４‐
２６９０３／０２ 圃査 石井ｒ

　　

ｌ，３｛鳩 １，３（滑
エイブルパーキングーノ宮４丁目
駐車端

　

１８時０９分～２２時３０分
「市政相談」とされている

・市外・長時間４時間以上の駐車（・夕方から深
夜） １２‐Ｉ ２７８上中２１

　

Ｐ３８ 同上〆 Ｏ

Ｃ１４‐
２７００２／０３ 調査 石井 １，２｛鳩 １，２００

タイムズ国立東第５駐車場

　

１９時
４１分～２１時３５分

　

「現地娩査」と
されている

・遠方・深夜 １２－Ｉ ２７５上右 甲１９４一Ｉ
甲１９４一２

【遠方１
評価であって、事実の主張で
はない。

【その他】
使途基準不適合性を推認させ
る事実とはいえな‐いＱ

Ｏ

Ｃ１４－
２７１０２／０４ 調査 石井 ２｛杓 ２（め

タイムズ国立東第５駐車場

　

０６時
４０分～０７時４５分

　

「現地調査」と
されている

・遠方・早朝 １２－ｌ ２７５中左 甲
甲

４‐Ｉ
４ー２ 同上

　　　　　　　　　

， Ｏ

Ｃ１４－
２７２０７／１Ｉ 鱗査 石井 ２｛刀 ２（め

鶴川団地センター名店街

　

１８時１９
分～１９時２５分「市政相談」とされ
ている

・夜間・商業施設
・ありえない同日駐車（次の駐車Ｃ１４‐２７３へ、２２分
では移動困難・グーグルマッブの移動時間は２１～
２４分）

　　　　　　　　　　　　　

・
１２－Ｉ ２５４中左２１

　

ｐｌ９
２４

　

ｐ⑪
使途基準不適合性を推認させ
る事実とはい ない。

Ｏ

Ｃ１４‐
２７３０７／” 鱗査 石井 ３｛め

　

３００
タイムズ原町田第９駐車場１９時
４７分～２１時０５分・「市政相談」と
されている

・深夜・ありえない同日駐車（Ｃ１４‐２７２から２２分
では移動できない） １２－ｌ ２５４中中２１

　

Ｐ９（赤１９）
２４

　

ｐ⑪ 同上 Ｏ

Ｃ１４－
２７４０７ハ９ 鵠査 石井 ２｛鳩 ２００

タマパーク原町田第１４駐車場

　

０９
時０５分～９時４０分

　

「市政相鼓」
とされている

・繁華街
・ありえない同日駐車（次の駐車Ｃ１４‐２７５と矛盾：
１６分では移動不可。グーグルマツプの移動時間は
９～１３分。実際に踏査したところ駐車場の入口ま
でで１６分を要した。）

１２‐Ｉ ２斜 下中２１・Ｐ９（賞縁１７）
２４

　

Ｐ⑰ 同上 Ｏ

Ｃ１４－
２７５０７ハ９ 譲査 石井 １，５節 １，５（鳩

ＰＣＰ玉川学園駐車場（玉川学園２‐
６）０９時５６分～１６時４０分「市政相
蝕」とされている

・ありえない同日駐車（Ｃ１４‐２７４から１６分では移
動困難）
・長時間駐車約６時間半の駐車 １２‐Ｉ ２モ糾 下右、

２１

　

Ｐ１７
２４

　

ｐ⑰ 同上

　　　　　　　　　　　　

‐ Ｏ

罫書－０２／１５ 鱈査 石井 ５００ ５（め
ＰＣＰ玉川学園駐車場

　

１０時２４分～
１２時３７分

　

「市政相談」とされて
いる

・ありえない同日駐車（次の駐車Ｃ１４‐２７７と矛盾：
１１分では移動困難。グーグルマツブの移動時間は
１１～１２分であるが、実際に踏査したところ１８分
を要した）

１２‐Ｉ ２７６上中２１

　

Ｐ１７
２４

　

Ｐ⑭ 同上
ノ

Ｏ

Ｃ１４－
２７７０２ハ５ 鯛査 石井 ９（地 ９〔鳩

平野屋第３駐車場

　

１２時４８分～１５
時４１分

　

「市政相談」とされてい
る

・ありえない同日駐車（Ｃ１４‐２７６から１１分では移動
困難）ｒ １２Ｉ ２７６上右２１

　

Ｐ９（青３５）
２４

　

ｐ⑩ 同上 Ｏ

掛ず０９／０７ 鴎査 石井 １，０００ １，０００
タイムズ町田市役所駐車場

　

０８時
４３分～１９時１４分

　

「市政相該」と
されている

・第三者の駐車
議員は無料で駐車できることから、議員以外の利
用とわかる。－・夜間

１２‐Ｉ ２５９上左２１

　

Ｐ９（水色６６）

【第三者の駐車】
使途基準不適合性を推越させ
る事実とはいえない。

【その他】
使途基準不適合性を推認させ
る事実とはいえない。

Ｏ

墨守０９／２７ 調査 石井 ８００、

　　　

８００
アットバーク町田第２駐車場

　

１８
時２９分～２３時１５分

　

「市政相談」
とされている

・繁華街・深夜・長時間的４時間半の駐車 １２‐Ｉ ２５９中中２１

　

Ｐ

　

９（黄６３） 使途基準不適合性を推認させ
る事実とはいえない。

Ｏ

Ｃ１４－
ぎ８１

１０／０２ 餌査 石井 １，醐 １，鯛
小田急マルシェ鶴川駐車増

　

幅時
０２分～２３時５２分

　

「市政相談」と
されている

・商業施設・深夜・長時間約ＩＴ時間の駐車 １２‐Ｉ ２６１ 上左２１

　

ＰＩ９ 同上

　

－

　

－ Ｏ

Ｃ１４－
２８２１０／２３ 調査 石井 １５０ １５０

都筑区総合庁舎駐車焔（横浜市都
筑区）

　

１４時０６分～１５時２７分
「現地調査」とされている

・市外 １２‐Ｉ ２６１中右

　　　

’

　　

＼

　

′ 同上 Ｏ

Ｃ１４‐
２８３１０／２３ 調査 石井 ２｛刈 ２（粉

アットバ」ク青葉台駅前第２駐車
場１５時５６分～１６時２０分

　

「現地
調査」とされている

．市外

　　　　　　　　

′

　　　　　　　　　

－

　　

′
・短時間わずか２４分の駐車 １２‐Ｉ ２６２上左

　　　　　　　

′
同上 Ｏ

Ｃ１４－
２８６１１／‐１２ 韻査 石井 １，２｛刈 １，２（鳩

タマバーク原町田第１４駐車場
１０時２６分～２１時１６分

　

「市政相
談」とされている

・繁華街・深夜・長時間約１１時間の駐車 ２‐Ｉ ２１ｉ４下中２１

　

Ｐ９（黄繍１７） 同上 Ｏ

Ｃ１４－
２８７１２ハ２ 嗣査 石井 １，２（地 １，２（鳩

タマパｒク原町田第２３駐車場１８
時３０分～２３時４４分 「市政相談」
とされている

・繁華街・深夜・長時間約５時間の駐車
２‐Ｉ ２６９中中２１

　

Ｐ９（ピンク叡の 同上 Ｏ

Ｃ１４－
２８８１２ハ６ 腹査 石井 １，３｛鳩 １，３〔櫛

ショウワバーク．町田駅前駐車場
１７時３２分～２３時４３分「市政相談」
とされている

・繁華街・深夜・長時間約６時間の駐車
２ーＩ ２７０上右 同上 Ｏ

Ｃ１４－
２９２０１／１６ 醜査わたべ ６｛鳩 ６００

エスエーパーキング（中町１丁目
２８）１６時３７分～２２時０１分

　

「市政
相談」とされている

　　

、

・政党活動
政党事務所の至近距離にある駐車場。以下Ｃ１４‐
３２１まで同じ。
・繁華街・長時間

　

約５時間半の駐車・深夜
２ーＩ １７１２８５ ２１

　

Ｐ９（黄４３） 使途基準不適合性を推認させ
る事実とはいえない。

０

Ｃ１４－
２９３０１／２２ 醜査わたベ ９｛め ９００

エスエーパーキング，０９時２１分～
２１時０５分

　

「市政相談」とされて
いる

・政党活動・繁筆街・長時間

　

約１１時間半の駐
車・深夜 ２ーＩ １７１下右２１

　

Ｐ９（黄４３） 同上 Ｏ

Ｃ１４．－
２９４０１／２６ 鯛査わたべ ９｛滑 ９〔鞄

土スエーパーキング

　

１１時３１分～
１５時４６分

　

「市政相談」ときれて
いる

・政党活動・繁華街‘長時間

　

４時間以上の駐車
２‐Ｉ １７２２９５ ２１

　

Ｐ

　

９（黄４３） 同上 ０

Ｃ１４－
２９５０２ハ９ 餌査わたべ ７（鳩 ７００

エスエーパーキング

　

１６時０４分～
２０時２９分

　

「市政相談」とされて
いる

・政党活動・繁筆街・長時間

　

約４時間半の駐
車・夜間

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

，
２‐Ｉ １７３５１６ ２１

　

Ｐ９（黄４３） 同上 Ｏ

Ｃ１４‐
２９６０４ハ９ 鯛査わたべ ６（鳩 ６㈹

エスエーパーキング

　

０９時１３分－
１２時０８分

　

「市政相談」とされて
いる

・政党活動・繁華街・長時間

　

約３時間の駐車 ２‐Ｉ １５３６ ２１

　

Ｐ９（黄４３） 同上 Ｏ

Ｃ１４－
２９７０５／０９ 韻査わたべ ９（鳩 ９００

エスエーパーキング

　

１０時００分～
１５時０８分

　

「市政相鼓」とされて
いる

・政党活動・繁華街

　

・長時間

　

約５時間の駐車
２ーＩ １５５２７ ２１

　

Ｐ９（黄４３） 同上

　　　　　

・

　　　

‘ Ｏ

Ｃ１４「
２９８０５／２３ 蘭査わたぺ ９㈹ ９㈹

エスエーパーキング

　

１２時１７分～
２１時３４分

　

「市政相護」とされて
いる

・政党活動・繁華街・深夜・長時間，９時間以上
の駐車 ２‐Ｉ １５６４４ ２１

　

Ｐ９（賞４３）

　　

－同上

　　　　　　　　　　　　　

－ Ｏ

Ｃ１４‐
２９９０５／２６ 鯛査わたべ ６（鳩 ′

　　

６（鳩
エスエーパーキング

　

０９時５３分～
１２時３１分

　

「市政相談」とされて
いる

・政党活動・繁筆街・長時間

　

２時間３８分の駐車 ２ーＩ １５６４７ ２１

　

Ｐ９（賞４３） 同上 Ｏ

Ｃ１４－
３０００５／２８ 調査わたべ ９Ｗ ９Ｗ

エスエーパーキング

　

０９時５５分～
１７時５２分

　

「市政相談」とされて
いる

・政党活動・繁華街・長時間約８時間の駐車 ２‐Ｉ １５６４８ ２１

　

Ｐ９（黄４３） 同上 Ｏ

Ｃ１４－
３０１０６／０５ 讃査わたべ ８（鳩 ８００

エスエーパーキング

　

１３時２３分～
１７時１１分

　

「市政相談」とされて
いる

・政党活動・繁華街・長時間約４時間の駐車
２ーＩ １５７Ｔ０２ ２１

　

Ｐ９（黄４３） 同上 Ｏ

Ｃ１４－
３０２０６／１７ 韻査わたぺ ９〔町′

　　　

９㈹
エスエーパーキング・１０時１１分～
２２時１３分

　

「市政相談」とされて
いる

・政党活動・繁華街・長時間約１２時間の駐車・
深夜

　　　　　　　　　　　　

、

　

， ２‐Ｉ １５７１０６ ２１

　

Ｐ９（黄４３） 同上 Ｏ

Ｃ１４‐
３０３０６／２３ 餌査わたベ 醐 ６Ｍ

エスエーパーキング

　

９時５２分～
１２時３８分

　

「市政相談」とされて
いる

・政党活動・繁華街・長時間

　

２時間４６分の駐車
２‐Ｉ １５７１０７ ２１

　

Ｐ９（責４３） 同上 Ｏ

Ｃ１４‐
３（“０６／２４ 韻査わたべ ９００ ９（め

エスエーパーキング

　

９時３９分～
１６時５９分

　

「市政相談」とされて
いる

・政党活動・繁華街ｒ長時間・約６時間半の駐車 ２‐Ｉ １５７１０９ ２１

　

Ｐ９（黄４３） 同上 Ｏ

Ｃ１４－
３０６０６／３０ 旗査わたべ ９㈹ ９（力

エスエーパーキング

　

０９時１２分～
１７時１４分

　

「市政相談」とされて
いる

・政党活動・繁華街・長時間約８時間の駐車 ２‐Ｉ １５８１１２ ２１

　

Ｐ９（黄４３） 同上 Ｏ

Ｃ１４－
巴０７／０１ 偵査わたべ ９【刃 ９００

エスエーパーキング

　

０９時４３分～
１７時５３分

　

「市政相談」とされて
いる

　　　　　　　　　　　　　　

－

・政党活動・繁華街・長時間約８時間の駐車
２‐Ｉ １５９１１３ ２１

　

Ｐ９（費４３） 同上 Ｏ

民ク３０６



辞支出日費目欄
≠碧
員 支出金額

原告らの
主張する
違法支出

頓
支出内容 原告らの主張する違法性を裏付ける事情 器 トＮｏ 位置領収書以外の関連証

拠 会派ま、ちだ市民クラブの主張
裁判所の
認定する
違法支出
額

Ｃ１４－
３０８０７／２２ 嗣査わたべ ７｛粉 ７（め

エスエーパーキング

　

０９時５８分～
１３時０３分

　

「市政相談」とされて
いる

・政党活動・繁華街・長時間３時間の駐車 ２‐Ｉ １６０ ４７ ２１

　

Ｐ

　

９（黄４３） 同上 Ｏ

Ｃ１４‐
３０９０９／２２ 鑓査わたべ ６（め ６｛滑

エスエーパーキング

　

１０時１０分～
１３時０９分

　

「市政相談」とされて
いる

・政党活動・繁華街・長時間３時間の駐車 ２‐Ｉ １６６ ８４ ２１

　

Ｐ９（黄４３） 同上 Ｏ

Ｃ１４－
３１０１０／１４ 鑓査わたべ ９（粉 ９（鳩

エスエーパーキング

　

１３時０５分～
１７時５８分

　

「市政相鼓」とされて
いる

・政党活動・繁華街・長時間約５時間の駐車 ２‐Ｉ １６７ ９１ ２１

　

Ｐ９（費４３） 同上 Ｏ

（ＬＶリーリ
↑
１１０／２７ 調査わたベ ９Ｗ ９００

エスエーパーキング

　

０９時５６分～
２０時２８分

　

「市政相談」とされて
いる

・政党活動・繁華街・長時間約１０時間半の駐
車・夜間 ２ーＩ １６７２１７ ２１

　

Ｐ

　

９（黄４３） 同上 Ｏ

し^

　

つリ
４－
２１１／０４ 鑓査わたべ ９Ｗ ９Ｗ

エスエーパーキング

　

１１時４９分～
１７時４０分

　

「市政相談」とされて，
いる

・政党活動・繁華街・長時間約６時間の駐車 ２‐Ｉ １６８２１９ ２１

　

Ｐ

　

９（責４３） 同上 Ｏ

十^ＶＱ〕
４－
３１１／１Ｉ 偵査わたべ ９（め ９（め

エスエーパーキング

　

０９時００分～
２２時１８分

　

「市政相談」とされて
いる

　　　　　　　　　　　　　　

、

・政党活動・繋葦街・長時間約１３時間の駐車・
深夜 ２‐Ｉ １６８２２０ ２１

　

Ｐ９（黄４３） 同上 Ｏ

Ｌ^Ｖ

　

ＱＶ
４－
４０１／１４ 帽査わた火 ９｛鳩 ９｛鳩

タイムズ町田中町第１１駐車橘（中
町１‐２９）１０時２４分～１７時４２分
「市政相談」とされている

・政党活動・繁華街・長時間

　

約７時間の駐車
２‐Ｉ １７１２ＢＩ ２１

　

Ｐ９（賞５４） 同上 Ｏ

（Ｕ

　

ウリ
４－
５０１／２８ 鑓査わたべ １．，α鳩 １，０（鳩

タイムズ町田中町第１１駐車場

　

１３
時０４分～１８時０９分

　

「市政相談」
とされている

・政党活動・繁華街・長時間約５時間の駐車 ２‐Ｉ １７２２９７ ２１

　

Ｐ

　

９（費５４） 同上 Ｏ

Ｕ^

　

ＱＶ
４‐
６０２／０７ 鑓査わたべ １，醐 １，醐

タイムズ町田中町第１１駐車場，読
めず～２０時０８分，「市政相談」と
されている

・政党活動・繁華街・最時間

　

・夜間 ２ーＩ １７３５１４ ２１

　

Ｐ９（賞５４） 同上 Ｏ

Ｃ１４－
３１７０４／３０ 煩査わたベ 醐 醐

タイムズ町田中町第１１駐車場０９
時５５分～１７時２２分 「市政相蝕」
とき並ている

・政党活動・繁華街・長時間約７時半の駐車 １２－Ｉ １５４２６ ２１

　

Ｐ９，（黄５４） 同上 Ｏ

Ｃ１４‐
３１８０６／１８ 韻査わたべ ９Ｍ 獅

タイムズ町．田中町（錬めず駐車
場９時４３分～１７時１９分 「市政相
談」とされている

・政党活動・繁華街・長時間

　

約７時半の駐車 １２‐Ｉ １５７１０３ 統めず 同上 Ｏ

Ｃ１４－
３１９０６／２６ 槙査わたぺ ９００ ９（鳩

タイムズ町田中町（読めず）駐車
場０９時５２分～２０時２８分「市政相′
破」とされている

・政党活動・夜間・長時間

　

約１０時間半の駐車 １２－Ｉ １５７１１０ 銃めず 同上 Ｏ

Ｃ１４‐
３２００９／２４ 鱈査わたベ ９（鳩 ９００

タイムズ町田中町第１１駐車場

　

９
時４９分～２１時３６分「市政相談」と
されている

・政党活動・繁華街・深夜・長時間約１１時間半
の駐車 １２－Ｉ １６６２２７ ２１，Ｐ９（費５４） 同上 Ｏ

Ｃ１４－
３２１０９／２５ 餌査わたべ ９｛鳩 ９㈹

タイムズ町田中町第１１駐車場
１３時４８分～１７時５４分「市政相談」
とされている

・政党活動・繁華街・長時間

　

約４時間の駐車 １２－Ｉ １６６１８６ ２１

　

Ｐ９（黄科） 同上 Ｏ

Ｃ１４‐
３２２０４／２６ 鋼査わたベ １，６８０ １，６８０

多摩センター中央第３駐車場

　

０８
時５２分～１５時５４分

　

「市政相談」
とされている

・繁華街

　

・市外・長時間

　

′約７時間の駐車 １２－Ｉ １５４２５ ２１

　

Ｐ３６ 同上 Ｏ

Ｃ１４‐
３２３０９／０６ 旗査わたぺ ８００ ８００

多摩センター中央第３駐車燦

　

０８
時４３分”１８時２９分

　

「市政相談」
とされている

・商業施設（繁華街）
・市外・表時間

　

約９時半の駐車

　　

・ １２‐Ｉ １６６ＩＢ２ ２１・Ｐ３６ 同上 、

　　　

Ｏ

Ｃ１４－
３２４０２ハ６ 韻査わたべ ９６０ ９６０

多摩センタ「中央第３駐車場

　

１４
時国分～１７時５５分「市政相談」と
されている

・繁華街・市外・長時間

　

約３時間半の駐車 １２－Ｉ １７４５７５ ２１

　

Ｐ３６ 同上 Ｏ

Ｃ１４－
３鮎０２ハア 韻査わたべ １，最５０ １，６５０

マグレブパーキング

　

０７時５１分～
１３時２８分

　

「市政相談」とされて
いる

・商業施設（繁華街）
・市外・長時間

　

約５時半の駐車 １２－Ｉ １７３５６２ ２１

　

Ｐ３６ 同上 Ｏ

ｃＩを－
３拶０４ハ８ 醜査わたベ １，２（め １，２（鳩

タイムズ鶴川駅前駐車場

　

０９時”
分～１３時３９分

　

「市政相談」とさ
れている

・鶴ｊ駅前・長時間

　

約４時間の駐車 １２‐Ｉ １５３５ ２１

　

ＰＩ９ 同上 Ｏ

Ｃ１４‐
３勾０５／１Ｉ 醜査わたべ ６（鳩 ６００

神蔵パーキング（鶴ｊ
４１分～１８時２８分

　

・「１
されている

駅前）１５時
政相談」と・，鶴ｊ駅前・長時間２時間４２分の駐車 １２－Ｉ １５５３７ ２１

　

ＰＩ９ 同上 Ｏ

Ｃ１４‐
３２８０５／１７ 槙査わたべ ９００ ９００

神蔵パーキング（鶴ｊ
５７分～１４時２３分

　

「ｉ
されている

駅前）９時
政相識」と・鶴 駅前・長時間的４時間半の駐車 １２‐Ｉ １５５４２ ２１

　

ＰＩ９ 同上

　　　　　

」 Ｏ

ｃ１４－
３２９０５／２２ 劉査わたべ ８（め ８００

神蔵パーキング（鶴′
１９分～１２時５９分

　

「？
されている

駅前）９時
致相談」」と・鶴 駅前・長時間

　

約３時間半の駐車 １２－Ｉ １５５４３ ２１

　

ＰＩ９ 同上 Ｏ

Ｃ１４－
３３００７／０５ 鯉査わたべ ９〔ぬ ９（刈

神蔵パーキング（鵡」
３２分～２１時５５分

　

「ｉ
されている

駅前）１７時
孜相談」と・義 駅前・長時間約４時間の駐車・深夜 １２一Ｉ １５９１２１ ２１

　

ＰＩ９ 同上 Ｏ

Ｃ１４－
３３１０７／０７ 醜査わたぺ １，醐 １，０００

神蔵パーキング（鶴Ｊ
１８分－～１３時５７分

　

「ｉ
されている

駅前）９時
紋相談」と

・鶴
・長

駅前

　　　　　

－
簡

　

約４時間半の駐車 １２‐Ｉ １５９１２２ ２１

　

ＰＩ９ 同上 ，

　　　

Ｏ

Ｃ１４－
３３３０８／３０ 餌査わたベ １，１００ １，１０Ｏ

神蔵パーキング（鶴ｊ
５５分～１８時２１分

　

「ｉ
されている

駅前）１２時
政相談」と：嚢駅前

　　　　　　　　　　　　

一
間

　

５時間２６分の駐車 １２－Ｉ １６５１７２ ２１

　

ＰＩ９ 同上 Ｏ

Ｃ１４－
３３４０１／１７ 韻査わたべ １，５００ １，５（め

神蔵パーキング（鶴ｊ
ｏ９分～１７時１５分

　

「ｉ
されている

駅前）１０時
政相談」と

・鶴
・長

駅前
間

　

約７時間の駐車 １２‐Ｉ １７１下左２１

　

ＰＩ９ 同上 Ｏ

Ｃ１４－
３３５０１ハ８ 旗査わたベ １，６（滑 １，６（鳩

料蔵パーキング（鶴」
４４分～２２時５４分

　

「ｉ
されている

駅前）１２時
政相蝕」と・鶴 駅前・長時間

　

約１０時間の駐車・深夜 １２一Ｉ １７１ 下中２１

　

ＰＩ９ 同上

　　　　　　　　　　　

／ Ｏ

Ｃ１４－
３３６０７／１３ 鯛査わたべ ９㈹ ９（め

タイムズ森野第１１駐車鴻

　

０６時５１
分～１６時２３分

　

「市政相談」，とさ
れている

・繁華街・長時間

　

約９時間半の駐車・‐早朝から １２一ｌ １６０１２５ ２１

　

Ｐ９（縁１２） 同上 Ｏ

Ｃ１４－
３３７１０／０７ 触査わたべ １，醐 １，醐

タイムズ町田シバヒロ駐車場

　

０９
時５４分～１８時１７分

　

「市政相談」
とされている

　　　　　　　

・′

・．繁筆街・長時間

　

８時間以上の駐車

　　

Ｊ
１２－Ｉ １６７１９２ ２１

　

Ｐ９（賞１） 同上

　　　　　　

． ４

　　　

０

Ｃ１４－
３３８１１ハ９ 餌査わたべ ６〔鳩 ６００

タイムズ町田中町第１１駐車場

　

９
時１４分～１２時〔図分

　

「市政相談」
とされている

・繁華街・長時間

　

２時間５０分の駐車
・ありえない同日駐車（次の駐車Ｃ１４‐３３９と駐車時
間が重なっている） １２一Ｉ １６９２３４ ２１

　

Ｐ９（黄５４） 同上 Ｏ

Ｃ１４－
３３９１１／１９ 韻査わたべ ９００ ９（鳩

タイムズ町田中町第１１駐車場
９時３１分～１４時１６分

　

「市政相
成一とされている

同上・繁華街・長時間

　

的４時間半の駐車・あり
えない同日駐車（Ｃ１４」３３８と駐車時間が重なってい
る）

１２－Ｉ １６９２５０ ２１

　

Ｐ９（黄５４） 同上 ９００

Ｃ１４－
鋪１２／１４ 圃査わたべ ５（鳩 ５〔鳩

成瀬第３駐車増（成瀬が丘３丁目
６）ｌｏ時４３分～１７時３８分「市政相
蝕」とされている

・長時間

　

約７時間の駐車 １２‐Ｉ １７０２６５

　　

、 同上 Ｏ

Ｃ１４‐
”１２／２４ 韻査わたべ ８（力 ８〔鳩

タイムズ町田中町第１１駐車場

　

０９
時３４分～１３時０３分

　

「市政相護」
とされている

・繁華街・長時間

　

３時間半の駐車 １２－Ｉ １７０２７５ ２１

　

Ｐ

　

９（黄５４） 同上 Ｏ

Ｃ１４－
３４２０２／０１ 鯛査わたべ １，３（鳩 １，３（刀

アイペツク原町田第２駐車増

　

０９
時５３分～１６時３３分

　

「市政相談」
とされている

・繁華街・長時間

　

約６時間半の駐車
１２‐Ｉ １７３２９８ ２１

　

Ｐ９（青〒） 同上 Ｏ

Ｃ１４－
閑 ０２／１４ 鑓査わたべ ７｛ぬ

　

－７〔め
タマバーク原町田第１１駐車鴻

　

１４
時０４分～２０時５５分

　

「市政相談」
とされている

・繁華街・長時間

　

約６時間半の駐車・夜間 １２一Ｉ １７３５１５ ２１Ｐ（オレンジ４０） 同上 Ｏ

合計額 １５６．迅７０
１３，５０

Ｃ１５－
２ ０４／０９旗査わたべ ３｛鳩 ３（力

エスエーパーキング駐車場（中町
１丁目２８）１３時５７分～１５時０７分「市
政相談」とされている

・政党活動
政党事務所の至近距離にある駐車場。以下Ｃ１１７
まで同じ １３－Ｉ ２６ 中中２１

　

Ｐ

　

９（黄４３）、Ｐ２８同上

Ｃ１５－
３ ０４ハ５鑓査わたべ ９００ ９（め

エスエーパーキング駐車場

　

０９時
２６分～２０時１０分

　

「市政相談」と
されている

・政党活動
・長時間・１０時間以上の駐車・夜間 １３－Ｉ ２６ 下左２１

　

Ｐ

　

９（責４３）、Ｐ２８同上

Ｃ１５‐
４ ０４／３０調査わたべ ２００ ２（刀

エスエーパーキング駐車場

　

１３時
３２分～１４時０９分

　

「現地調査」と
されている

・政党活動 １３‐Ｉ ２６ 下右２１

　

Ｐ

　

９・（黄４３）‐、Ｐ２８同上

Ｃ１５－
５ ０５／１８贋査わたべ ７｛鳩 ７（め

エスエーパーキング駐車場

　

１４時
４６分～１８時０４分

　

「市政相鼓」と
されている

・政党活動
・長時間

　

３時間以上の駐車 １３‐Ｉ ２８ 下中２１

　

Ｐ９（黄４３）、Ｐ２８同上

Ｃ１５－
６ ０５／２５圃査わたべ ６｛鳩 ６００

エスエーパーキング駐車場

　

１０
時１１分～１３時１０分

　

「市政相磯」
とされている

・政党活動
・長時間

　

的３時間の駐車 １３－Ｉ ２８ 上中２１

　

Ｐ

　

９（責４３）、Ｐ２８同上

　　　　　　　　　　　　　

， Ｏ

、．

　　　　　　

「

〔

　　

まちだ市民クラブ 駐車場代等

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

３０７
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馨支出日費目 離
名
員 支出金額

原告らの
主張する
違法支出

額
支出内容 原告らの主張する違法性を裏付ける事情

証拠
番号
（甲） トＮｏ 位置領収書以外の関連証

拠 会派まちだ市民クラブの主張
裁判所の
認定する
違法支出
額

Ｃ１５－
７ ０６／２５鑓査わたべ 醐 鯛

エスエーパーキング駐車場

　

１５時
２４分～１８時０６分

　

「市政相隣」と
されているうえ、．「現地輝査」と
もされている

・政党活動
・長時間２時間４２分の駐車 １３－Ｉ ２９ 中中２１

　

Ｐ９（黄４３）、．Ｐ２８同上 Ｏ

Ｃ１５‐
８ ０７／０３鯛査わたべ ‐

　

９００ ９００
エスエーパーキング駐車場，０９時４７分～２０時４５分

　

「ミニ学習会」
とされている

・政党活動
・長時間

　

約１１時間の駐車・夜間 １３‐Ｉ ３０ 上左２１

　

Ｐ９（黄４３）、．Ｐ２８同上 Ｏ

Ｃ１５－
９ ０８／０６韻査わたべ ９｛鳩 ９（鳩

エスエーパーキング

　

駐車場１０時
１５分一１６時２５分

　

「介護関係の話
のききとり」とされている

・政党活動・長時間

　

６時間以上の駐車 １３‐Ｉ ３３ 上左２１

　

Ｐ

　

９（糞４３）、Ｐ２８同上 Ｏ

Ｃ１５－
ｌｏ ０８／１８鯛査わたベ ８（刃 ８００

エスエーパーキング駐車塙

　

０８時
２１分～１８時２６分

　

「市政相談」と
されている

・政党活動
・長時間

　

１０時間以上の駐車 １３‐Ｉ ３３ 上右２１

　

Ｐ

　

９（賞４３）、Ｐ２８同上 Ｏ

Ｃ１５－
１１ ０８／２１ 調査わたべ ３（糟 ３００

エスエーパーキング

　

駐車場１１時
０６分～１２時３６分

　

「市政相談」と
されている

・政党活動 １３‐Ｉ ３３ 下左２１

　

Ｐ９（資４３）、Ｐ２８同上 Ｏ

Ｃ１５‐
１２ ０９／０９ 旧査わたべ ４｛鳩 ４００

エスエーパーキング

　

駐車場

　

１４
時１４分～１６時１４分

　

「市政相蝕」
とされている

・政党活動

　

′ １３一Ｉ ３４ 上左２１

　

Ｐ９（糞４３）、，Ｐ２８同上 ．

　　

Ｏ

Ｃ１５－
１３ ０９／２８鑓査わたべ ５（鳩 ５００

エスエーパーキング

　

駐車場

　

１０
時０９分～１２時１４分

　

「市政相護」
とされている

　　

－

・政党活動 １３‐Ｉ ３４ 下左２１

　

Ｐ９（黄４３）、Ｐ２８同上

　　　　　　

、 Ｏ

Ｃ１５－
１４ １０／０２韻査わたべ ９００ ９（粉

エスエーパーキング駐車場

　

０６時
５１分～１７時５３分

　

「市政相談」と
されている

・政党活動
・長時間

　

約１１時間の駐車 １３－Ｉ ３６ 上左２１

　

Ｐ９（責４３）、Ｐ２８同上

　　　　

，

　

‐ Ｏ

Ｃ１５‐
１５ １０／０９韻査わたべ ９００ ９００

エスエーパーキング駐車場

　

１０時
１５分～２０時５１分

　

「市政相醜」と
されている

・政党活動
・長時間

　

１０時間以上の駐車・夜間 １３－Ｉ ３６ 上中２１

　

Ｐ９（黄４３）、Ｐ２８同上 Ｏ

Ｃ１５－
１６ ０１／０８餌査わたべ ４Ｍ

　　　

棚
エスエーパーキング駐車場

　

１０時
３３分～１２時１６分

　

「市政相談」と
されている

・政党活動 １３‐Ｉ ３９ 上左２１

　

Ｐ９（費４３）、Ｐ２８同上 Ｏ

Ｃ１５－
１７ ０２／２３槙査わたべ 馴 鋤

エスエーバ」キング駐車場

　

．１３時
０７分～１６時０２分

　

「打合せ」とさ
れている

・政党活動
・長時間

　

３時間５５分の駐車 １３一Ｉ ４１ 上左２１

　

Ｐ９（責４３）、．Ｐ２８同上 Ｏ

Ｃ１５－
１８ ０６ハ８調査わたべ １，１（刈 １，１００

ＴＰ原町田第１０駐車場

　

１０時０３分～
１４時３２分「市政相談」とされてい
る

・繁華街・長時間

　

４時間半の駐車 １３‐Ｉ ２９ 中左２１

　

Ｐ

　

９（ピンク１５） 同上

　　　　　

， Ｏ

Ｃ１５‐
１９ ０９／１４鑓査わたべ １，醐 １，醐

アイペック町田森野第１駐車場
０４時３４分～１２時３３分

　

「市政相
綾」とされている

・繁華街・長時間 早朝から約８時間の駐車
（小田急線町田駅の新宿方面の始発は０４：５８‘

　

小
田原・江の島方面への下りの始発は５：０６） １３‐Ｉ ３４ 上中２１

　

Ｐ９（鋒５９） 同上 Ｏ

Ｃ１５－
２０ １０／３１餌査わたべ ９００ ９００

タマバーク原町田第１０駐車場

　

０３
時４４分～１３時２９分

　

「市政相誠」
とされている

　　　　

＼

・繁華街・長時間

　

早朝（深夜？）から約１０時間
の駐車．

　　　　　　　

・ １３‐Ｉ ３６ 中右２１

　

Ｐ９（ピンク１５） 同上 ９００

Ｃ１５－
２１ ０４／０８餌査わたべ ３，ＭＯ ３，駅）Ｏ

マグレブパーキング（多摩市）
０９時０５分～１８時５４分

　

「市政相
談」とされている・

・商業施設・市外・長時間

　

約１０時間の駐車 １３－Ｉ ２６ 中左２１

　

Ｐ３６

　　　

１ 同上 Ｏ

Ｃ１５－
２２ ０４月０韻査わたべ １，６８０ １，６８０

多摩センター中央第３駐車場

　

．
ｌｏ時０２分～１６時４９分

　

「現地調
査」とされている

・商業施設

　

・市外
・長時間

　

約７時間の駐車 １３‐Ｉ ２６ 中右２１

　

Ｐ３６ 同上

　　　　　　　

、 Ｏ

Ｃ１５－
２３ ０４／２３韻査わたべ ７（刃 ７（鳩

京王コインパーク稲城駐車場
１６時４７分～２０時１１分

　

「現地髄
査」とされている

・遠方・最時間

　

３時間半の駐車・夜間 １３－Ｉ ２６ 下中 同上 Ｏ

旨，０５／３０韻査わたべ １，６｛鳩 １，６００
神蔵パーキング（鶴川駅前）１１時
４１分－２０時１８分

　

「市政相談」と
されている

・鶴川駅前・長時間約８時間半の駐車・夜間 １３－Ｉ ２８ 中左２１

　

ＰＩ９ 同上 Ｏ

ＣＩ舌－
２５ ０６ハ３醜査わたべ １，α）Ｏ １，０（鳩

タマバーク原町田第４駐車場１３
時１２分～１５時３２分

　

「障がい者学
級

　

開級式」とされている
・政務撹査活助とはいえない １３－Ｉ ２９ 上中２１

　

Ｐ９（ピンクふり 同上 Ｏ

Ｃ１５－
２６ ０６／３０醜査わたべ ６（め ６００

アイペツク成瀬第３駐車場（成瀬
が丘３丁目６）０９時５８分～１３時２４分
「市政相談」とされている

・長時間

　

３時間半の駐車
１３‐Ｉ ２９ 下左 同上， Ｏ

Ｃ１５－
２７ １０／３１ 鯛査わたべ １，２｛滑 １，２（鳩

西友町田店での駐車

　

「市政相
談」，とされている

・繁華街・商業施設・長時間

　

土曜日の駐車料金
は１時間４００円であることからして、３～ヰ時間の駐
車と推測される １３‐Ｉ ３６ 中 ２１

　

Ｐ９（織３３） 同上 Ｏ

Ｃ１５－
２８ １１／２４調査わたべ ８００ ８Ｗ

アイペック原町田第２駐車場

　

０９
時５１分‐１３時１２分

　

「障がい児
親の会１０周年」とされている

・政務調査活助とはいえない １３‐Ｉ ３７ 上中２１

　

Ｐ

　

９（青〒） 原告の主張の趣旨不明 Ｏ

Ｃ１５－
２９ １１／３０調査わたべ ５００ ５（め

神蔵パーキング

　

１７時４７分～２０時
１２分 ポプリホールでの「鶴川地
区協議会

　

音楽祭」の参加とされ
ている

・政務調査活助とはいえない １３－Ｉ ３７ 上右２１

　

ＰＩ９ 同上 Ｏ

Ｃ１５－
料 ０１／１Ｉ 蝕査 谷沢 １，４｛鳩 １，４｛鳩

タマバーク原町田第４駐車増

　

１６
時４６分～２０時０５分

　

「市政相談」
とされている

ｒ繁華街・夜間．・長時間３時間１９分の駐車 １３‐Ｉ 科 上左２１Ｐ９（ピンク６４） 使途基準不適合性を推認させ
る事実とはいえない。

Ｏ

Ｃ１５－
３５ ０２／０９韻査 谷沢 ２｛め ２（め

原町田３丁目第４駐車場

　

０９時００分
～９時１９分

　

「市政相談」とされ
ている

・短時間

　

わずか１９分間の駐車 １３－Ｉ ５５ 中 ２１

　

Ｐ９（青●） 同上 Ｏ

Ｃ１５‐
３６ ０４／２２慣査 谷沢 １００ １００

ＴＰ原町田第４駐車場

　

１７時４３分～
１８時００分

　

「市政相談」とされて
いる

・短時間わずか１７分間の駐車 １３‐Ｉ ４３ 中右２１

　

Ｐ９（青．） 同上 Ｏ

Ｃ１５－
３７ ０４／２２韻査 谷沢 ４（１０ ４（鳩

原町田４丁目第２駐車増

　

１８時０７
分～１９時５６分

　

「市政相誠」とさ
れている

　　

，
・繁華街・夜間 １３－Ｉ ４３ 下中２１

　

Ｐ

　

９（赤６２） 同上 Ｏ

Ｃ１５－
３８ ０５／２６韻査 谷沢 １（め １０Ｏ

平野屋第３駐車域

　

１．０時２９分～ｌｏ
時４３分

　

「市政相談」とされてい
る

・繁華街・短時間わずか１４分間の駐車 １３‐Ｉ ” 上中２１

　

Ｐ９（青３５） 同上 Ｏ

Ｃ１５－
３９ ０６／２６韻査 谷沢 ３００ ３００

アイペック原町田第２駐車場（原
町田３－７‐１１）０８時５１分～０９時０９分
「市政相談」とされている。

・繁華街・短時間わずか１８分間の駐車・ありえな
い同日駐車である（駐車終了時刻とＣ１５‐４０の駐車
開始時刻が一致しており、ありえない駐車状況に
なっている）

１３－Ｉ ４５ 中 ２１

　

Ｐ

　

９（青〒） 同上 Ｏ

Ｃ１５－
４１ 偶／１９鵡査 谷沢 １２０ １２０

多摩センター丘の上プラザ駐車場
１４時２７分～１７時０２分

　

「市政相
談」とされている

　　　

．
・商業施設・市外・日曜日の午後 １３－Ｉ ４３ 中左２１

　

Ｐ３６ 使途基準不適合性を推認させ
る事実とはいえない。

Ｏ

Ｃ１５ｒ
４２ ０７／１Ｉ 慣査 谷沢 １２０ １２０

多摩センター丘の上プラザ駐車鳩
１４時００分～１６時１９分

　

「市政相
談」とされている

・商業施設・市外・土曜日の午後
・長時間２時間１９分の駐車 １３‐Ｉ ４６ 上中２１

　

Ｐ３６ 同上 Ｏ

Ｃ１５‐
４３ １０／鋼 韻査 谷沢 ２４０ ２４０

多摩センター丘の上プラザ駐車場
１３時２０分～１７時１９分

　

「市政相
談」とされている

・商棄施設・市外・．日曜日の午後
・長時間３時間５９分の駐車 １３一Ｉ ５０ 上左２１

　

Ｐ３６ 同上 Ｏ

Ｃ１５‐
” １２ハ２鑓査 谷沢 １２０ １２０

多庫センター丘の上プラザ駐車場
１７時１６分～２０時２８分

　

「市政相
談」とされている

・商業施設・市外・土曜日の夕方から夜間
・長時間３時間の駐車 １３－Ｉ ５２ 上左２１

　

Ｐ３６ 同上 Ｏ

Ｃ１５－
４５ ０１／１４ 餌査 谷沢 １２０ １２０

多摩センター丘の上プラザ駐車場
１７時１６分～１９時２２分

　

「市政相
談」とされている

・商業施政・市外
・夜間
・長時間２時間６分の駐車 １３一Ｉ ５４ 上中２１

　

Ｐ３６ 同上 Ｏ

Ｃ１５－
４６ ０７／０３韻査 谷沢 １００ １００

大和パーク駐車壕（相模大野３－

　

▼
１７‐１）１８時３６分～１９時００分「市
政相談」とされている

・市外・短時間わずか２４分間の駐車 １３一Ｉ ４６ 上左

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

、 同上 Ｏ

Ｃ１５－
４７ ０９／２７鑓査 谷沢 １００ １００ 大和パーク駐車場

　

１３時５７分～１４
時３１分「市政相談」とされている

・市外・短時間わずか３４分間の駐車 １３‐Ｉ ４８ 下中

　　　　　　　　　　　　

′
同上 Ｏ

Ｃ１５－
４８ ０３／３１国査 谷沢 １（め １００

大和パーク駐車場

　

１６時２６分～１６
時３９分

　

「現地醜査」とされてい
る

・市外・短時間わずか１３分間の駐車 １３－Ｉ ５６ 下右 同上 Ｏ

Ｃ１５－
４９ ０５／１７圃査 谷沢 ６｛刈 ６００

青葉台東急スクエア^駐車場

　

１７
時３９分～１９時０２分

　

「市政相談」
とされている

・商業施設・市外
・日曜日の夕方・夜間 １３－Ｉ ４４ 上左 同上 Ｏ

まちだ市民クラブ 駐車場代等

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

３０８
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馨支出日費目 議員
名 支出金額

原告らの
主張する
違法支出

額
支出内容

　　　　　

、 原告らの主張する違法性を裏付ける事情 嚢導トＮｏ 位置領収書以外の関連証
拠 会派まちだ市民クラブの主張

裁判所の
認定する
違法支出
額

Ｃ１
５０ １２／２０鑓査 谷沢 ６（刃 ６００

イオン新百合シヨ
ター駐車場

　　

ＩＥ
分「市政相誠」と

ツピングセン
時１４分～２０時４２
されている

・商業施設・夜間
・日曜日の夕方から夜
・長時間４時間４０分の駐車 １３－Ｉ ５２ 下右 同上 Ｏ

Ｃ１５‐
５１ ０３／２６調査 谷沢

　

６００ ６（め
イオン新百合シ
ター駐車場１６時
「現地調査」と

ヨッピングセン
５３分～１８時４１分
されてし、る

・商業施設
・土曜日の夕方 １３‐Ｉ ５６ 中 同上 Ｏ

Ｃ１５－
５２ ０４／１９ 餌査 佐藤 １（鳩 １００

サン町田旭体育館駐車場

　

１１時２６
分～１３時１８分

　

「市政相談」，とさ
れている

・スポーツ施設の私的利用

　

日曜日の昼
・「町田市バトミントン連盟」の総会への参加。

１３－Ｉ ７３ 下右
甲Ｂ６
繍員
甲１５

ー３（自民党長村
の行動記録）
８

佐藤議員が、町田市バドミン
トン連盟の総会に参加した際
の駐車代であり、当該活動は
政務活動である。

Ｏ

Ｃ１５ｒ
５３ ０９／０９鯛査 佐薦 ２５０ ２５０

サン町田旭体育館

　

１４時４１分～１７
時５６分

　

「市政相談」．，とされてい
る

・スポーツ施設の私的利用

　

水曜日

　

午後から夕
方
・スポーツ施設の私的利用

　

土曜日（夜間）
・ダンス初心者講習会に参加

３ーＩ Ｂ２ 上左 甲１６３
甲”“

佐藤議員が、町田市ダンスス
ポーツ連盟の初心者講習会に
参加した際の駐車代であり、
当該活動は政務活動である。

２５０

Ｃ１５－
５４ ０９ハ６餌査 佐藤 ２５０ ２５０

サン町田旭体育館

　

１４時４３分～１８
時０２分

　

，「市政相談」とされてい
る

・スポーツ施設の私的利用
水曜日 午後から夕方 ３ーＩ ８２ 中 甲

甲
６３
”

　

－
同上

　　　　　

・

　

ｆ ２５０

Ｃ１５－
５５ ０９／２３鑓査 佐藤 ２｛鳩 ２㈹

サン町田旭体育館

　

１５時０７分～１７
時５９分

　

「市政相談」とされてい
る

・スポーツ施設の私的利用
火曜日（祝日） 午後から夕方 ３ーＩ ８２ 中右 甲

甲
６３
斜 同上 ２（鳩

Ｃ１５－
５６ ０９／３０調査 佐臓 ２５０ ２００

サン町田旭体育館

　

１４時５７分～１８
時０９分

　

「市政相談」とされてい
る

・スポーツ施設の私的利用
水曜日 午後か，ら夕方 ３ーＩ ８２ 下右 甲

甲
鱒
科 同上 ２（鳩

Ｃ１５－
５７ １０／０７旧査 佐嵐 ２００ ２（鳩

サン町田旭体育館

　

１４時４９分～１７
時５２分

　

「市政相談」とされてい
る

　　　　

・

・スポーツ施設の私的利用
水曜日 午後から夕方 ３ーＩ ８３ 中左 甲

甲リ々▲▼
同上 ２００

Ｃ１５‐
５８ １０／２１ 鯛査 佐藤 ２｛地 ２００

サン町田旭体育館

　

１４時５６分～１７
時５５分

　

「市政相談」とされてい
る

・スポーツ施設の私的利用
水曜日 午後から夕方 １３一Ｉ ８４ 上左 甲

甲
６３
６４ 同上 ２（刈

Ｃ１５－
５９ １０／２８調査 佐藤 ２００ ２００

サン町田旭体育館

　

１４時５３分～１７
時５５分

　

「市政相護」とされてい
る

・スポーツ施設の私的利用
水曜日 午後から夕方 １３－Ｉ ８４ 中＋ 甲

甲
６３
科 同上 ２００

Ｃ１５．
６０ １１／０４ 調査 佐麓 ２（鳩 ２（鳩

サン町田旭体育館

　

１４時５４分～１７
時５３分

　

「市政相談」とされてい
る

・スポーツ施設の私的利用
水曜日 午後から夕方 １３‐Ｉ ８５ 上左 甲

甲
６３
６４ 同上

　　　　

．一
２㈹

Ｃ１５‐
６１ １１月８ 揖査 佐麗 ２００ ２００

サン町田旭体育館

　

１４時５９分～１８
時０２分

　

「市政相談」とされてい
る

　　　　　　　　　　

，
・スポ▼ツ施設の私的利用
水曜日 午後から夕方 １３‐Ｉ ８５ 下左 使途基準不適合性を推認させ

る事実とはいえない。
Ｏ

Ｃ１５－
６２ ０１／２２鯛査 佐藤 １（鳩 １００

サン町田旭体育館駐車場

　

０９時４３
分～ｌｏ時５２分

　

「市政相談」とさ
れている

　　　　　　

、
・スポーツ施設の私的利用
金曜日

　

午前 １３‐Ｉ ８７ 下左

　　

１
佐藤議員が、町田市老人クラ
ブ連合会主催の輪投げ大会に
出席した嫁の駐車代であり、
当該活動は政務活動である。

Ｏ

Ｃ１５－
６３ ０３／２７鑓査 佐藤 １５０ １５０

サン町田旭体育館駐車場

　

０８時５２
分～１１時１５分

　

「市政相蝕」とさ
れている

・スポーツ施設の私的利用
日曜日

　

午前 １３－Ｉ ８９ 下左

　　　　　　　　　　　　　　　

．使途基準不適合性を推認させ
る事実とはいえない。

Ｏ

Ｃ１５－
６４ 偶／１９鯛査 佐騨 ２４０ ２４０

多摩センター中央第３駐車場

　

１５
時３７分～１６時４０分

　

「市政相談」
とされている

・商業施設
・市外・日曜日の午後
（２０１５年統ｒ地方選挙４月２６日多摩市議会議員選
挙投票日）

１３‐Ｉ ７３ 中右２１

　

Ｐ３６ 同上

　　

′ Ｏ

Ｃ１５－
６５ ０４／２３ 韻査 佐藤 ３㈹ ３００

マグレブパーキング駐車場（多摩
センター）１８時４５分～１９時５２分
「現地調査」とされてＬ、る

・商業施設
・市外・夜間
同上

１３‐Ｉ ７４ 中左２１

　

Ｐ３６ 同上 Ｏ

８茅－０４／２５慣査 佐藤 １００ １００
ゴムパーク聖蹟桜ヶ丘第２駐車場
１５時５２分～１６時２２分

　

「現地調
査」とされている

・遠方・土曜日の午後
同上

　　

ｒ

　　　　

・，

　　　　　

－

　　　　　　　

．
１３‐Ｉ ７４ 下左２１

　

Ｐ３８

【遠方１
評価であって、事実の主張で
はない。

【その他】
使途基準不適合性を推認させ
る事実とはいえない。

Ｏ

Ｃ１５－
６７ ０４／２５ 餌査 佐藤 ３００ ３００

マグレブバ÷キング駐車場

　

１６時
４７分～１７時４３分

　

「市政相談」と
されている

・商業施設
・市外・土曜日の午後
同上

１３‐Ｉ ７５ 上左２１

　

Ｐ３６ 使途基準不適合性を推認させ
る事実とはいえない。

Ｏ

Ｃ１５－
６８ ０４／２５鯛査 佐藤 ３００ ３００

マグレブパーキング多庫センター
駐車場

　

２０時５６分～２１時３６分
「現地蝉春１とされている

・商業施設
・市外・土曜日深夜
同上・

１３‐Ｉ ７４ 中 ２１

　

Ｐ３６ 同上 Ｏ

Ｃ１５‐
６９ ０４／２７調査 佐藤 ２（掩 ２Ｗ

小田急多摩センター第１駐車場
１７時５７分～１９時２５分， 「市政相
談」とされている

　

夜間
・商業施設・市外・夜間 １３－Ｉ ７５ 上中２１

　

Ｐ３６ 同上 Ｏ

Ｃ１５－
７３ ０４／０５鯛査 佐藤 １０Ｏ １００ 町田中央公園駐車場

　

同上
・スポーツ施設の私的利用

　

日曜日
（町田中央公園駐車場はサン町田旭体育館の駐車
場）

　　　

・

　　　

－

　　　　　

，

　　　　　　　　

‘
１３‐Ｉ ７３ 上

甲１５９
甲１６０
甲１６１一Ｉ
甲１６１一２

佐藤議員が、町田市ソフト
ボール連盟の大会に参加した
際の駐車代であり、当該活動
は政務活動である。

Ｏ

Ｃ１５－
７５ ０９／０６鑓査 佐藤 １００ ＩＷ 町田中央公園駐車場

　

同上

・スポーツ施設の私的利用

　　

日曜日
・「町田市ソフトボール連盟の秋季大会への参
加」２台分の駐車料金（Ｃ１５－７４）を計上していた。
（町田中央公園駐車場はサン町田旭体育館の駐車
場）

１３‐Ｉ ８１ 中
甲１５９
甲１６０
甲１６１一Ｉ
甲１６１一２

同上 Ｏ

Ｃ１５－
７６ ０６／１３鯉査 佐藤 ８００ ８００

高尾Ｇｓパーク（八ヨＥ子市名刀沢田ヒｒ
１２７８－２）

　

０８時３２分～１２時３７分

　

ｒ現地飼査」とされてし、る

・遠方（高尾駅そば）・，土曜日
・長時間４時間０５分の駐車 １３－Ｉ ７７ 下左

甲１７５
甲１７６（位置閥係の地
図）

佐藤議員が、労働組合の関係
者と意見交換会を行った際の
駐車代であり、当該活動は政
務活動である。

Ｏ

Ｃ１５‐
７７ ０７／３１ 龍査 佐薦 １００ １００

高尾ＧＳパーク（八王子氏初沢町
１２７８－２）

　

１４時５５分～１５時０８分
「現地飼査」とされている

・遠方（高尾駅そば）・金曜日
・短時間わずか１３分の駐車 １３‐Ｉ ７９ 中左

甲１７５
甲１７６（位置関係の地
図）

【遠方】
評価であって、事実の主張で
はない。

【短時間】
使途基準不適合性を推認させ
る事実とはいえない。

【高尾駅そば１
佐藤議員が、八王子市議会議
員と意見交換を行った際の駐
車代であり、当該活動は政務
活動である。

Ｏ

Ｃ１５‘
７８ ０１／鋼 醜査 佐跡 ９００ ９㈹

ＳＰＴ高尾山駅南口駐車場

　

０８時４８
分～１３時３３分

　

「現地餌査」とさ
れている

・遠方（高尾駅そば）
・月曜日（新年早々 ）・長時間４時間４５分の駐車１３‐Ｉ ８７ 上中

甲１７５
甲１７６（位置関係の地
図）

【遠方】
評価であって、事実の主張で
はない。

【その他】
使途基準不適合性を推認させ
る事実とはいえない。

【高尾駅そば】
佐藤議員が、八王子市議会議
員と意見交換を行った際の駐
車代であり、当該活動は政務
活動である。

Ｏ

Ｃ１５－
７９ ０３／２０鑓査 佐藤 ３（鳩 ３００

高尾ＧＳパーク（八王子氏初沢町
１２７８－２）

　

１２時５５分～１４時０１分
「現地誼査」とされている

・遠方（高尾駅そば）・日曜日 １３一ｌ ８９、中左
甲１７５
甲１７６（位置関係の地
図）

同上 Ｏ

Ｃ１５‐
ＢＯ ０４／２６蝕査 佐藤 ２｛鳩 ２００

グランペリーモール駐車場

　

ＯＢ時
３８分～１２時０１分

　

「現地調査」と
されている

商業施設（グランベリーモールは町田市内に建設
されたショッピングセンター）・日曜日

　　

，
・長時間３時間２３分の駐車 １３‐Ｉ ７４ 下中 使途基準不適合性を推認させ

る事実とはいえない。
Ｏ

．

　

まちだ市民クラブ

　

駐車場代等

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

３０９



馨支出日 費目『髪員 支出金額
原告らの
主張する
違法支出

額
支出内容 原告らの主張する違法性を裏付ける事情

証拠
番号
（甲） トＮｏ 位置領収事以外の関連証

拠 会派まちだ市民クラブの主張
裁判所の
認定する
違法支出
額

Ｌ^Ｖ

　

ＯＯ
１０／０６ 慣査 佐鳶 ９００ ９００

イトー．ヨーカドー武蔵小金井店駐
車場（小金井市） １３時３４分～１６
時２０分

　

「現地揖査」とされてい
る

・商業施設・遠方
・最時間２時間４６分の駐車 ３‐Ｉ ８３ 上右

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

． 同上 Ｏ

Ｃ１５－
８２ ０１／０９憤査 佐藤 ２（刃 ２００

グルメシティ成瀬台店駐車場

　

０９
時５１分～１１時３０分

　

「市政相談」
とされている

・政党活動
商業施設での街頭活動（午前）・長時間・土曜日 ３ーＩ Ｂ７ 中左２１

　

Ｐ２２
佐藤議員が、、青少年健全育成
成瀬台地区委員会の定例会に
出席した際の駐車代であり、
当該活動は政務活動である。

Ｏ

Ｃ１５－
８３ ０２／０６韻査 佐藤 ５（鳩 ５００′

グルメシティ成瀬台店駐車場

　

０９
時３７分～１１時５７分・「市政相談」
とされている

・政党活動
商業施設での街頭活動（午前）・長時間・土曜日 ３‐Ｉ ８８ 中左２１

　

Ｐ２２ 同上 Ｏ

Ｃ１５－
８４ ０３／０５ 韻査 佐藤 ５（鳩 ５００

グルメシティ成瀬台店駐車場

　

０９
時４４分～１２時０１分

　

「市政相談」
とされている

・政党活動
商業施設での街頭活動（午前）・′長時間・土曜日 ３ーＩ ８９ 上左２１

　

Ｐ２２ 同上

　　　　　

． Ｏ

Ｃ１５‐
８５ ０４／２１ 調査 佐藤 ２００ ２（鳩

ＤＡＩＣＨＩ

　

Ｐ凧Ｋ府中幸町駐車場
１５時１３分～１５時３２分

　

「現地調
査」とされている

・遠方・短時間わずか１９分の駐車 ３‐Ｉ ７４ 上左

　　　　　　　　　　　　　　　　

．

【遠方】

　

．，
評価であって、事実の主張で
はない皇

【短時間１
使途基準不適合性を推認させ
る事実とはいえない。

Ｏ

Ｃ１５‐
８６ ０４／２１ 復査 佐藤 ２（刃 ２㈹

ショウワバーク西八王子駐車場
１２時５６分～１３時２５分

　

「現地調
査」とされている

・遠方・短時間わずか２９分の駐車 ３ーＩ ７４ 上中
甲
甲
図

’′

　

’′（位置関係の地同上 Ｏ

Ｃ１５－
８７ ０８／２１ 調査 佐藤 ２００ ２㈹

パークつ〈し野駐車場

　

０６時３８分
～０８時３２分－

　

「市政相談」とされ
ている

　　　　　　　　　　

・

・政党活動（政務調査以外の議員活動）
早朝の駐車。東為東横嫌つく．し野駅前でのチラシ
まきのための駐車と推測される。

３ーＩ ８０ 中左２１・Ｐ２４

・使途基準不適合性を推認さ
せる事実が立証されたとはい
えない。
・街頭活動は政務活動であ
る。

Ｏ

Ｃ１５‐
８８ １１／１８ 鵠査 佐藤 ２００ ２００

パークつくし野駐車場

　

６時２８分‐
８時４３分

　

「市政相談」とされて
いる

・政党活動（政務揖査以外の議員活動）
早朝の駐車。東急東横線つくし野駅前でのチラシ
まきのための駐車と推測される。

３ーＩ ８５ 下右２１

　

Ｐ２４ 同上

　　　　　　　

， Ｏ

Ｃ１５－
８９ ０７ハ３調査 佐薦 ３００ ３㈹

平野屋第３駐車場

　　

１５時３４分～
１６時３４分

　

「市政相談」とされて
いる

・ありえない同日駐車（次の駐車Ｃ１５‐９０と矛盾） ３‐Ｉ ７８ 下中２１

　

Ｐ９（青３５） 使途基準不適合性を推認させ
る事実とはいえない。

Ｏ

Ｃ１５－
９０ ０７／１３調査 佐藤 １，０５０ １，０５０

相模大野立体駐車場

　

１６時４８分～
２０時０８分

　

「市政相談」とされて
いる

　　　　

－

　　　

－

・市外

　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　

・
・夜間まで
・ありえない同日駐車

３‐Ｉ ７８ 下左 同上

　　　　

、 Ｏ

Ｃ１５‐
９１ １０／０１ 鯛査 佐藤 ４（粉 ４（め

タイムズ森野第７駐車場１２時５９
分～１４時４１分

　

「市政相談」とさ
れている

・ありえない同日駐車（次の駐車Ｃ１９２と矛盾：
時間差が６分あるが、グーグルマップの移動時間
は６～７分。実際に踏査したところ駐車場の入口
前までで７分かかった。）
・政党活動

３ーＩ ８３ 上左２１

　

Ｐ３０
２４

　

噂 同上

　　　　　　

・

　

．
′

　

‐
０

Ｃ１５‐
９３ １０／１７ 韻査 佐藤 ３００ ３㈹

いなげや駐車場成瀬台店駐車場
９時５４分～１１時１０分

　

「市政相
談」とされている

・商業施設 １３一Ｉ ８３ 中右 同上 Ｏ

Ｃ１５－
９５ １１／０９ 揖査 佐藤 １００ １００

町田市民病院駐車場

　

０９時０１分～
１１時４４分

　

「市政相談」とされて
いる

・病院の私的利用・長時間２時間４３分の駐車・あり
えない同日駐車（次の駐車Ｃ１９６と駐車時間が重
なっている） １３‐Ｉ ８５ 上右

【病院の
使途基準
る事実と

【その他
使途基準
る事実と

私的利用】
不適合性を推認させ
まいえない。

１

　　　　　　　　　

不適合性を，推認させまいえＺない。十

１（鳩

写る １１／０９ 韻査 佐藤 １０Ｏ １００
パンダ駐車場（中町１丁目４‐
２０）１１時３７分～１２時１６分

　

「市政
相談」とされている

・ありえない同日駐車（Ｃ１５５と駐車時間が重
なっている） １３‐Ｉ ８５ 中左２１

　

Ｐ９（責８） 馨髪不適合性を推認させ
まいえない。

Ｏ

Ｃ１５」
ゆ７ ０１ハ５ 餌査 佐藤 ８００ ８００

ＮＰｃ２４Ｈ立川北口パーキング

　

１７時
４６分～１９時４０分「現地１＝圃査」とさ
れている

・政党活動
立川駅近〈には民主党東京都立川支部、民主党東
京都２１区総支部があり、そこでの会合などが目的
であったと推測される。Ｃ‐９８も同様。
ｉ夜間
連合東京

　

三多摩ブロック地協ニュ ス
２０１６．０１，１５

ー

　

三多摩ブロック地協～２０１６新書の集
いを盛大に開催～ 立川グランドホテルにて

１３‐Ｉ ８７ 中 ２１

　

Ｐ４１
甲１２６ 同上 Ｏ

Ｃ１５‐
９８ ０２月７調査 佐麗 ８００ ８Ｗ

立川市子ども未来センター駐車場
１７時５３分～２０時２１分

　

「市政相
談」とされている

・政党活動
・夜間
連合東京

　

三多摩ブロック地協ニュース
２０１６．０２．１７

　

三多摩ブロック地協「２０１６春季生活
闘争を成功させる連合三多摩の集い」

　

たましん
Ｒ‐ＳＵＲＵホールにて

１３－ｌ ８８ 中 ２１

　

Ｐ４１
甲１２７ 同上 Ｏ

Ｃ１５－
９９ ０８／０８調査 佐藤 ２００ ２〔櫛

東海大学八王子病院駐車場（八王
子市．石川町１８３８）１４時１４分～１５
時０３分「現地調査」とされている

・病院の私的利用
・市外・土曜日の午後 １３－Ｉ ８０ 上左

【病院の
使途基準
る事実と

【その他
使途基準
る事実と

私的利用】
不適合性を推認させ
まいえない。

１
不適合性を推認させ
よいえない。

′

　　

２（地

Ｃ１５－
１０Ｏ ０２／２８韻査 佐藤 １，２（掩 １，２（め

塵泉病院駐車場（町田市南町田２－
１‐４７）１３時０５分～１４時３７分
「市政相談」とされている

・病院の私的利用・日曜日の午後 １３－Ｉ ８８ 上右

　　　　　　　　　

‐
同上 １，２００

Ｃ１５‐
１０５ ０４／２２韻査 河辺 ４（鳩 ４（め

せいせきタウンパーキング

　

１９
時？分～２１時０９分

　

「現地餌査」
とされている

：鵠
（２０１５年統一地方選挙４月２６日多摩市議会議員選
挙投票日）

１３‐ｌ １０１中右２１

　

．Ｐ３８
甲３７

【遠方丁
評価であって、事実の主張で
はない。

【その他１
使途基準不適合性を推認させ
る事実とはいえない。

Ｏ

ｄ
ｍ

０４／２５鑓査 河辺 －

　

ｒ８（ぬ１ ８００
コムバ」ク聖蹟桜ヶ丘第２駐車場
０７時３９分～２２時１８分

　

「現地餌
査」とされている

二章斎

　

二
高深上
夜 １３－Ｉ １０１中中２１

　

Ｐ３８
甲３７ 同上 Ｏ

Ｃ１５－
１０７ ０４／２７譲査 河辺 ６㈹ ６（鳩

せいせきタウンパーキング

　

１７時
２４分～２０時１９分「現地誼査」とさ
れている

・遠方・夜間
・長時間

　

２時間５５分の駐車
同上 １３一ｌ １０１ 中左２１，Ｐ３８

甲３７ 同上 Ｏ

Ｃ１５－
１０８ ０４／２８ 餌査 河辺 ＩＷ １００

カーオアシス桜ヶ丘駐車場

　

１３時
３２分～１３時４５分

　

「現地輝査」と
されている

・遠方 ・短時間わずか１３分の駐車 １３‐Ｉ １０１ 上中２１．Ｐ３８
甲３７

【遠方】
評価であって、事実の主張で
はない。

【短時間】
使途基準不適合性を推認させ
る事実とはいえない。

Ｏ

Ｃ１５－
１０９ １２／２３鴎査 河辺 １，３０．Ｏ １，３（め

トラストパーク多摩センターエル
モール駐車場

　

１２時３２分～１９時５０
分「現地調査」とされている

・市外・祝日・長時間７時間以上の駐車
１３－Ｉ １１３下左２１

　

Ｐ３６ 使途基準不適合性を推認させ
る事実とはいえない。

Ｏ

ｎＬＵ

　

ＩＩ
５－
Ｏ １２／２５ 韻査 河辺 ２４０ ２４０

多摩センター丘の上プラザ

　

駐車
増

　

１３時２９分～１３時５２分

　

「現地
，紳査」とされている

・商業施設・市外・短時間わずか２３分の駐車 １３－Ｉ １１３下中２１

　

Ｐ３６ 同上 Ｏ

Ｌ^ＶＩＩ
５－
Ｉ ０１／２０旗査 河辺 ６㈹ ６００

・庫ニュータウン開発センター駐
－，壕

　

１１時２１分～１４時３４分「現地
塑査」とされている

・市外・長時間３時間１０分の駐車 １３－Ｉ １１５中右２１

　

Ｐ３４ 同上 Ｏ

Ｌ^ＶＩＩ
５－
２ ０１／２１ 鑓査 河辺 ６００ ６００

・．庫ニュータウン開発センター駐
一端

　

１０時２６分～１８時１９分「現地
幽査」とされている

・市外・長時間約８時間の駐車 １３「Ｉ １１６上左２１

　

Ｐ３４ 同上 Ｏ

Ｌ^Ｖ

　

ＩＩ
５－
３ ０２／餌 鑓査 河辺 ６００ ６００

一廉ニュータウン開発センター駐
一場

　

１０時４７分～１７時４２分「現地
塑査」とされている

・市外・長時間約７時間の駐車 １３‐Ｉ １１７上左２１

　

Ｐ３４ 同上 Ｏ

（ｙ

　

ｌｌ
５－
４ ０２／０８偵査 河辺 ６００ ６００

多摩ニュータウン開発センター駐
車場

　

１１時０３分～１４時３９分「現地
譲査」とされている

・市外・長時間３時間半の駐車 １３‐Ｉ １１７上右２１

　

Ｐ３４ 同上 Ｏ

・．

　　

１，

　　　　　

ｒ９６

　

　

　　　　　　

　

　　

　

　

金

　

、

　　

ｒ．′
ｔ・

　　

ー

　　　　　　

ー
ｉ．

　　

１

　　　

▲
　

　　

　

　　　

　

　　

　

～ＣＩ

まちだ市民クラブ 駐車場代等
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馨支出日 費目；≦
員 支出金額

原告らの
主張する
違法支出

額
支出内容 原告らの主張する違法性を裏付ける事情 輔導トＮｏ 位置領収書以外の関連証

拠 会派まちだ市民クラブの主張
裁判所の
認定する
違法支出
額

Ｃ１５－
１１５ ０５／２５ 醜査 河辺 ８００ ８００

ｆａｂ南大沢駐車場

　

２０時３０分～２３
時００分

　

「現地調査」とされてい
る

・市外・深夜・長時間２時間３０分の駐車 ３ーＩ １０３上中２１

　

Ｐ３４ 同上 Ｏ

Ｃ１５－
１１６ ０６／２２鯛査 河辺 ６００ ６（め

南大沢駅前パーキング

　

１７時３４分
～２３時０２分

　

「現地撹査」とされ
ている

・市外・深夜・長時間５時間半の駐車 ３ーＩ １０４中右２１

　

Ｐ３４ 同上 Ｏ

Ｃ１５‐
１１７ ０７／０２譲査 河辺 獅 ５００

アットパーク町田第一

　

１０時２７分
～１２時５１分

　

、「市政相談」とされ
ている

　　　　　　

－

・繁華街 ３‐Ｉ １０５下左２１

　

Ｐ３４ 同上

　

， ・

　　　

Ｏ

桝
ｎ

０７／０２調査 河辺 ６００ ６㈹
南大沢駅前パーキング

　

１４時５２分
～２１時４６分

　

「現地調査」とされ
ている

・市外，（南大沢駅前）－深夜，・長時間約７時間の駐
車 ３ーＩ １０６中左２１

　

Ｐ綿 同上 Ｏ

鑓
ｎ ０７ハ６ 鑓査 河辺 ６００ ６００

南大沢駅前パーキング

　

０７時３７分
～１３時４２分

　

「現地国査」とされ
ている

・市外（南大沢駅前）
・長時間約６時間の駐車 ３ーＩ １０５中左２１

　

Ｐ３４ 同上 Ｏ

Ｃ１５‐
１２０ ０８／０５餌査 河辺 ６００ ６㈹

南大沢駅前パーキング

　

１６時４５分
～２１時２６分

　

「現地鯖査」とされ
ている

・市外（南大沢駅前）
・深夜・長時間４時間半の駐車 ３ーＩ １０７中中２１

　

Ｐ３４ 同上 Ｏ

Ｃ１５－
１２１ ０８／０５ 韻査 河辺 ６００ ６００

南大沢駅前パーキング，０７時０８分
～１４時４３分

　

「現地調査」とされ
ている

　

．

　　　　　　

・

・市外（南大沢駅前）・長時間早朝より約７時間
半の駐車 １３‐Ｉ １０７下左２１

　

Ｐ…１４ 同上 Ｏ

Ｃ１５－
１２２ ０８／０６鱈査 河辺 ６００ ６㈹

南大沢駅前パーキング

　

１１時５０分
～１５時５８分

　

「現地醜査」とされ
ている

・市外（南大沢駅前）
・長時間約４時間の駐車 １３一Ｉ １０７下中２１

　

Ｐ綿 同上 Ｏ

Ｃ１５－
１２３ ０９／２３ 調査 河辺 ９㈹ ９００

南大沢駅前パーキング

　

１１時２８分
～１７時５９分

　

「現地鯛査」とされ
ている

・市外（南大沢駅前）
・長時間約６時間半の駐車 １３－Ｉ １０９中中２１

　

Ｐ３４ 同上 Ｏ

Ｃ１５－
１２４ ｌｏハ６ 鑓査 河辺 ６００ ６００

南大沢駅前パーキング

　

１１時２１分
～１６時５０分

　

「現地醜査」とされ
ている

・市外（南大沢駅前）・長時間

　

約５時間半の駐車１３‐Ｉ １１０中中２１

　

Ｐ綿 同上 Ｏ

Ｃ１５－
１２５ ｌｏハ８ 調査 河辺 ９００ ９（め

南大沢駅前パーキング

　

１３時４８分
～１８時２６分

　

「現地調査」とされ
ている

・市外（南大沢駅前）・長時間

　

約４時間半の駐車 １３一Ｉ １１１上右２１

　

Ｐ；“ 同上 Ｏ

Ｃ１５－
１２６ １０／２６ 韻査 河辺 ６００ ６㈹

南大沢駅前パーキング

　

１３時３４分
～１８時１０分

　

「現地調査」とされ
ている

・市外 （南大沢駅前）・長時間

　

約４時間半の駐車１３一Ｉ １１０下左２１

　

Ｐ３４ 同上 Ｏ

Ｃ１５－
１２７ １１／０８ 譲査 河辺 ８００ ８００

ｆａｂ南大沢駐車場

　

１１時４７分．～１４
時１６分

　

「現地調査」とされてい
る

・市外（南大沢駅前）・長時間２時間２９分の駐車 １３一Ｉ １１２下左２ｆ

　

Ｐ；１４ 同上 Ｏ

Ｃ１５－
１２８ １１月１ 韻査 河辺 ６００ ６㈹

南大沢駅前バ」キング

　

１４時２７分
～１８時２７分

　

「現地餌査」とされ
ている

・市外（南大沢駅前）・長時間４時間の駐車 １３－Ｉ １１２中右２１

　

Ｐ３４ 同上 Ｏ

Ｃ１５ｒ
１２９ １２月ｌ 鴎査 河辺 ６００ ６㈹

南大沢駅前パーキング

　

１２時０７分
～１６時０３分

　

「現地調査」とされ
ている

・市外（南大沢駅前）・長時間約４時間の駐車 １３‐Ｉ １１３中左２１

　

Ｐ３４ 同上 Ｏ

Ｃ１５－
１３０ １２ハ８ 鑓査 河辺 ６００ ６（め

南大沢駅前パーキング

　

１１時１２分
～１４時４０分

　

「現地醜査」とされ
ている

・市外（南大沢駅前）．・長時間３時間半の駐車 １３」Ｉ １１３中右２１

　

Ｐ

　

３４ 同上 Ｏ

Ｃ１５－
１３１ １２／２１ 顕査 河辺 ６００ ６００

南大沢駅前パーキング

　

ｌｏ時３２分
～２０時ｌｏ分

　

▼「現地調査」とされ
ている

　　　

．

・市外 （南大沢駅前）・夜間

　

・長時間約９時間
半の駐車 １３一Ｉ １１３中中２１

　

Ｐ３４ 同上 Ｏ

ｃ１５－
１３２ ０１／０６韻査 河辺 ６００ ６００

南大沢駅前パーキング

　

０９時４７分
～１６時０３分

　

「現地鯛査」とされ
ている

・市外（南大沢駅前）・長時間約６時間半の駐車 １３－Ｉ １１５中左２１

　

Ｐ；１４ 同上 Ｏ

ｃ１多
１３１

０１／１３ 調査 河辺 ６００ ６〔め
南大沢駅前パーキング

　

１７時００分
～２１時１７分

　

「現地調査」とされ
ている

　

ー

　　

・

・市外 （南大沢駅前）・長時間約４時間の駐車・
深夜 １３‐Ｉ １１５下右２１

　

Ｐ３４ 同上 ，

　　　

Ｏ

Ｃ１５‐
１３キ ０２／２０餌査 河辺 ９００ ９００

南大沢駅前パーキング

　

１５時４５分
～２０時３２分

　

「現地調査」とされ
ている

・市外（南大沢駅前）・長時間約５時間の駐車・夜
間 －

　　　　　

．

　

１３一Ｉ １１７下右２１

　

Ｐ…“ 同上 Ｏ

Ｃ１５‐
１３５ ０８／０７ 麟査 河辺 ６㈹ ６００

ＮＰＣ，２４Ｈ立川北口バーーキング

　

１８
時２３分～１９時３２分

　

「現地日置査」
とされている

・政党活動
立川駅近〈には民主党東京都立川支部、民主党東
京都２１区総支部があり、そこでの会合などのため
であったと推測される。以下Ｃ‐１４０まで、同様。
・夜間

　　　　　　　　

、

　　　　　　

‐
連合東京

　

三多摩ブロック地協ニュース
２０１５．８．０７

　

三多摩ブロック地協「第３回女性委員
会・学習会」開催～梶浦稲城市議会議員の講話
三多摩労働会館にて

　　　　　

、

１３‐Ｉ １０７中右２１

　

Ｐ４１
甲１２４ 同上

　　　　　　

Ｌ

　　

．

　　　

、

Ｏ

Ｃ１５－
１３６ ｌｏ／３０蝕査 河辺 ２（刃 ２〔め 立川ＳＨＳパーク

　

１６時１９分～１６時
５４分

　

「現地調査」とされている

・遠方・政党活動
１３－Ｉ １１１上中２１

　

Ｐ４１

【遠方】
評価であって、事実の主張で
はない。

【その他】
使途基準不適合性を推認させ
る事実とはいえない。

Ｏ

Ｃ１５－
１３７ １１／１９鋼査 河辺 馴 ′

　　　

，醐
ＮＰＣ２４Ｈ立川北口パーキング

　

１４
時０１分～１５時３１分

　

「現地飼査」
とされている

・遠方・政党活動
連合東京

　

三多摩ブロック地協ニュース
２０１５．１１，１９三多摩フロック地協「第１４回定期
総会」を開催 立川グランドホテルにて １３－Ｉ １１２上右２１

　

Ｐ４１
甲１２９一５ 同上

　　　　　　　　　　

Ｏ

Ｃ１５－
１３８ ０１／１５ 贋査 河辺 ８（鳩 ８㈹

ＮＰＣ２４Ｈ立川北口パーキング

　

１８
時００分～１９時４２分

　

「現地圃査」
とされている

・遠方・政党活動・夜間
連合東京

　

三多摩ブロック地協ニュース
２０１６．０１．１５

　

三多摩ブロック地協～２０１６新春の集
いを盛大に開催～ 立川グランドホテルにて

１３－Ｉ１１５下左２１

　

Ｐ４１
甲１２９－６ 同上 Ｏ

Ｃ１５－
１３９ ０１／２０餌査 河辺 ８００ ８〔め

ＮＰＣ２４Ｈ立川北口パーキング

　

１８
時１４分～２０時５分

　

「現地鯛査」
とされている

・遠方・政党活動・夜間
・同上

１３－Ｉ １１６上中２１

　

Ｐ４１ 同上 Ｏ

Ｃ１５－
１４０ ０２／１７餌査 河辺 ４｛鳩 ４〔め

パーク錦町第５駐車場（立川）
１８時２３分～２０時１２分． 「現地鯛
査」とされている

・遠方・政党活動・夜間
連合東京

　

三多摩ブロック地協ニュース
２０１６．０２．１７

　

三多摩ブロック地協「２０１６春季生活
闘争を成功させる連合三多摩の集い」

　

たましん
ＲＩＳＵＲＵホールにて

１３一Ｉ １１７中中２１

　

Ｐ４１
甲１２７ 同上 Ｏ

Ｃ１５－
１４１ ０４／０４ 調査 河辺 １，７（鳩 １，７〔鳩

アイベツク町田第１０駐車増

　

８時
３１分～１９時３６分

　

「市政相談」と
されている

・繁華街

　

・夜間
・長時間約１１時間の駐車 １３－Ｉ １０１上右２１，Ｐ９（赤６５）

使途基準不適合性を推認させ
る事実とはいえない。

Ｏ

Ｃ１５－
１４２ ０４／鋼 鑓査 河辺 ８㈹ ８〔鳩

ＦＰ第２ 株式会社タマバーク

　

１９
時４８分～２２時２８分

　

「市政相談」－
とされている

・繁華街 ・深夜
・長時間２時間４０分の駐車 １３－Ｉ １０１上左２１Ｐ９（ピンク９） 同上 Ｏ

Ｃ１５－
１４３ ０５／鋼 国査 河辺 ６５０ ６５０

リバーク相原駅前駐車端（ＪＲ横浜
線相原駅前） １２時５７分～１７時
２３分

　

「市政相談」とされている

・最時間４時間半の駐車
（河辺議員の自宅から八王子方面に出る場合、Ｊ
Ｒ横浜練の相原駅、橋本駅は最寄り駅）

１３‐Ｉ１０３上右２１

　

Ｐ２６ 同上 Ｏ

Ｃ１５‐
１４４ ０６／２６槙査 河辺 ２００ ２００

森野第７駐車場

　

森野交差点そば
の駐車端。・（森野２一２６）１７時１７
分～１７時２３分

　

「市政相談」とさ
れている

・政党活動

　

民進党東京都第２３区総支部の前の徒
歩１５秒以内の駐車場。同所訪問のための駐車、す
なわち政党活動のためと推測
・ありえない同日駐車（次の駐車Ｃ１１４５と矛
盾：５分では移動不可能。グーグルマツプの移動
時間は５～７分。実際に踏査したところ駐車場の
入口前までで６分かかった）
・短時間わずか６分間の駐車

１３‐Ｉ １０４上中２１

　

Ｐ３０
２４

　

ｐ⑰ 同上 Ｏ

Ｃ１５－
１４５ ０６／２６贋査 河辺、 ４００ ４００

アットパーク町田第１駐車場

　

１７
時２８分～１９時２６分

　

「市政相蝕」
とされている

　

，

・政党活動
・繁華街・夜間
・ありえない同日駐車（Ｃ１１４４から５分では移動困
難），

，

　　　　　

、
１３－Ｉ １０４中左２１Ｐ９（繍５０）

２４

　

ｐ⑰ 同上

　　

・ Ｏ

Ｃ１５－
１４６ ０７／０９鯛査 河辺 ２００ ２（鳩

タマパークホテルラポール千寿閣
駐車増

　

１６時１８分～２０時３３分
「市政相談」とされている

・商業施設

　

・夜間
・表時間の駐車３時間半以上 １３‐Ｉ１０５ 上右２１

　

Ｐ９（紫２０） 同上

　　　　　　

●

　　

． Ｏ

所の

まちだ市民クラブ

　

駐車鴇代等３１１



支出
番号支出日 費目『髪員 支出金額

原告らの
主張する
違法支出

甑
支出内容 原告らの主張する違法性を裏付ける事情 器トＮｏ 位置領収書以外の関連証

拠 会派まちだ市民クラブの主張
裁判所の
認定する
違法支出
額

Ｃ１
１４７ ０７／０９ 鱗査 河辺 ３｛鳩 ３００

平野屋第三駐車場

　

２０時４１分～２１
時４０分

　

，「市政相蝕」とされてい
る

・繁華街・深夜 １３－Ｉ １０６下右２１

　

Ｐ９（青３５） 同上 Ｏ

開
１４

０８／０６韻査 河辺 １（鳩 １００
アットバーク町田第１駐車場

　

１０
時１０分～１０時３８分

　

「市政相談」
とされている

・繁華街
・短時間わずか２８分の駐車 １３－ｌ １０７下右２１

　

Ｐ９（線５０） 同上 Ｏ

Ｃ１５－
１４９ ０８／２２鑓査 河辺 ２（刈 ２〔鳩

ナピバーク鹿沼台第３駐車場（相
模原市中央区鹿沼台２丁目２２）
１８時０８分～１８時１７分

　

「現地鯛
査」とされている

・短時間わずか１０分の駐車 １３‐ｌ１０７上中 同上 Ｏ

桝
１５

０８／２４ 鯛査 河辺 ６（鳩 ６００
タイムズ森野第１０駐車場

　

１１時３４
分～１２時４８分

　

，「市政相談」と
されている

・繁華街・ありえない同日駐車（次の駐車Ｃ１５‐１５１
と駐車時間が重なっている）
・同日４回の駐車 １３‐ｌ１０８上中２１Ｐ９（縁６４） 同上

　　　　　

′ ６００

Ｃ１５‐
１６１ ０８／２４ 鑓査 河辺 ４（鳩 ４００

タイムズ森野第１０駐車場１２時３３
分～１３時２５分

　

「市政相談」とさ
れている

・繁華街
・ありえない同日駐車（Ｃ１５‐１５０と駐車時間が宣
なっている。Ｃ１５‐１５２の駐車開始時刻との差は２
分。２分では移動不可能：グーグルマップの移動
時間は２～３分。実際に踏査したところ駐車場の入
口までで４分かかった）

１３－，Ｉ１０７中左２１Ｐ

　

９（錬６４）
２４

　

Ｐ⑩ 同上 Ｏ

Ｃ１５－
１５２ ０８／２４ 鯖査 河辺 １５０ １５０

タマバーク森野駐車場

　

１３時２７分
～１３時３８分

　

「市政相蝕」とされ
ている

・繁華街
・短時間わずか９分の駐車
・ありえない同日駐車（Ｃ１５－１５１の駐車終了時刻
と、Ｃ１５‐１５２の駐車開始時刻の差は２分。２分では
移動困難）

　

′
１３ーｌ １０８上右２１

　

Ｐ

　

９（繍卿）
２４

　

ｐ⑪ 同上′ １５０

Ｃ１５－
１５３ ０８／２４ 韻査 河辺 ８（刈 ８００

森野第７駐車場（森野２一２６）１６
時１１分～２０時２０分「市政相談」と
されている

・政党活動

　

民進党東京都第２３区総支部の前の徒
歩１５秒以内の駐車場。

　　

．・夜間・長時間４時間以上の駐車 １３－Ｉ １０７上左 同上 Ｏ

Ｃ１５－
１５４ １０／０１ 鑓査 河辺 ２｛鳩 ２（刀

タマバーク中町駐車場

　

１２時２４分
～１２時５５分

　

「市政相護」とされ
ている

・繁華街・ありえない同日駐車．（次の駐車Ｃ１１５５
と矛盾。３分では移動不可能：グーグルマツブの
移動時間は３分。実際に踏査したところ駐車場の
入口までで３分を要した）

１３↑Ｉ １１０中左２１

　

Ｐ

　

９（責３）．

　

，２４・Ｐ⑩ 同上 Ｏ

開
１５ １０／０１ 頂査 河辺 ４００ ４（刈

タイムズ森野第７駐車場

　

１２時５９
分～１４時４１分

　

「市政相談」とさ
れている

・政党活動

　

民進党東京都第２３区総支部の前の徒
歩１５秒以内の駐車場。
・ありえない同日駐車（Ｃ１５‐１５４と矛盾。３分では
移動困難）

１３－Ｉ １１０上左２１

　

Ｐ３０
２４

　

Ｐ⑩ 同上 Ｏ

ｄ
１５

ｌｏ／１９ 調査 河辺 ２（鳩 ２（め
タマパークホテルラポール千寿閣
駐車場

　

１７時０２分～１７時１２分
「市政相護」とされている

・商業施設・短時間わずか１０分の駐車
・繁華街 １３‐Ｉ １１０上申２１

　

Ｐ９（紫２０） 同上 Ｏ

ｄ
１５ ０１／ｍ 譲査 河辺 １，５（掩 １，５（鳩

パンダ駐車場（中町）１３時２９分一
１８時２７分

　

「市政相談」とされて
いる

・繁華街
・長時間約５時間の駐車 １３－Ｉ １１５上左２１

　

Ｐ９（賞８） 同上

　　　

．

　　　　　

－ Ｏ

Ｃ１５－
１５８ ０９／２１ 鋼査 河辺 １，３（鳩 １，３（鳩

コインパーク東伏見

　

ＳＴＥＰ２２駐車
場（西東京）１１時４２分～１５時３０分
「現地餌査」とされている

　　　　　　　　

＼

・遠方」祝日
・長時間

　

３時間半の駐車 １３－Ｉ １０９上左

【遠方】
評価であって、事実の主張で
はない。

【その他】，
使途基準不適合性を推認させ
る事実とはいえない。

Ｏ

鑓
博 ｌｏ／０６ 餌査 河辺 ８００ ８（め

タイムズＪＲ武蔵小金井南口ビル駐
車場

　

１３時５８分～１６時３８分

　

「現
地胡査」とされている

・遠方・同日２回の駐車
・長時間

　

２時間４０分の駐車 １３‐Ｉ１１０下右

　　　　　　　　　　　　　　

」 同上ー Ｏ

Ｃ１５－
１６０ ｌｏ／０６ 餌査 河辺 ２００ ２（鳩

タイムパーキング宮西町駐車場
（府中市宮西町５丁目６）１７時１７
分～１７時４２分「現地観査」とされ
ている

・遠方
・短時間

　

わずか２５分の駐車 １３‐Ｉ １１１上左

　　　　　

／

【遠方】
評価であって、事実の主張で
はない。

【短時間】
使途基準不適合性を推認させ，る事実とはいえない。

Ｏ

℃ー５－
１６１ ０１／２３餌査 河辺 ２００ ２００

グランベリーモール駐車場

　

１７時
３１分～２０時４８分

　

「市政相談」と
されている

・商業施設・土曜日の夜間
・長時間

　

３時間以上の駐車
・「グランベリーモール」は、南町田駅前にあっ
たショッピングモール。現在は「グランバリー
パーク」

１３‐Ｉ １１６上右 使途基準不適合性を推認させ
る事実とはいえないｒ

Ｏ

Ｃ１５－
１６２ ０６／１０餌査 戸塚 ８００ ８００

タイムズＦＰＴ第７駐車場

　

１８時４７
分～２０時４７分

　

「市政相談」とさ
れている

・繁華街
・夜間・長時間２時間の駐車 １３－Ｉ、１” 中右２１

　

Ｐ９（ピンク１４） 同止

　　　　　

＼

　　　　

．

　　

ノ Ｏ

Ｃ１５－
１６３ ０７／１Ｉ 鑓査 戸塚 １，１〔力 １，１〔ぬ

タイムズ町田シバヒロ駐車場

　

０６
時５１分～，１３時１３分

　

．「市政相談」
とされている

・早朝・繁華街
・長時間

　

早帆より６時間以上の駐車 １３一Ｉ１４６上右２１

　

Ｐ９（黄１） 同上

　

、 Ｏ

Ｃ１５－
１６４ ０８／２４ 旗査 戸塚 ８００ ８００

ＦＰ第１ 株式会社タマパーク．２０
時１８分～２２時４１分「市政相蝕」と
されている

・繁華街

　

・深夜

　　

、
・長時間約２時間半 １３－Ｉ１４７中左２１Ｐ９（ピンク６） 同上

　　　　　

． Ｏ

Ｃ１５－
１６５ ０８／２４ 憤査 戸塚 ６（鳩 ６（鳩

アイペック町田中町駐車場（中町
２丁目１０）１５時５７分～２０時１０分
「市政担蝕」と主みて塑ゐ

・繁華街

　

・夜間
・長時間４時間以上の駐車 １３－Ｉ１４７下右 同上 Ｏ

Ｃ１５‐
１６６ ０９／０２餌査 戸塚 １，醐 １，醐

ＦＰ第１ 株式会社タマパーク

　

１９
時４５分～２３時１２分

　

「市政相談」
とされている

　　　　　

＼－

・繁華街・深夜
・長時間３時間半の駐車 １３‐ｌ １４９上左２１

　

Ｐ９（ピンク６） 同上 Ｏ

Ｃ１５‐
１６７ ｌｏ／２０韻査 戸塚 ２００ ２Ｗ

ナビバーク森野第２駐車場

　

１２時
１９分～１２時５４分「市政相談」，とさ
れている

・繁華街
・ありえない同日駐車（駐車終了時刻と次のＣ１５‐
１６８の駐車開始時刻との差は４分。グーグルマッ
プの移動時間は４～５分とされている。）

１３‐Ｉ １５０上中２１

　

Ｐ

　

９（綿４１）
２４

　

噂 同上 Ｏ

開
１６ １０／２０ 憤査 戸塚 、

　　

４（め ４（鳩
タイムズ森野第７駐車場１２時５８分
～１４時２２分

　

「市政相談」とされ
ている

・政党活動

　

民進党東京都第２３区総支部の前の徒
歩１５秒以内の駐車場。
・ありえない同日駐車（Ｃ１５‐１６７からの移動は困
難）

１３」Ｉ １５０中中２１・Ｐ３０
２４

　

ゆ 同上 Ｏ

制
怖 １１／１８ 旗査 戸塚 １，０（掩 １，醐

ＦＰ第１・株式会社タマバーク（原
町田６丁目２８‐１２）１３時０５分～２２時
２１分

　

「市政相談」とされている

・繁華街

　

・深夜
・長時間

　

９時間以上の駐車

　　

、
・ありえない同日駐車（次のＣ１５‐１７０の駐車時間
が重なっている）

ｌａ‐ｌ １５１中左２１Ｐ９（ピンク６） 同上 、

　　

Ｏ

Ｃ１５－
１７０ １１月８鑓査 戸塚 １，２｛１０ １，２（刀

タイムズ北幸第５駐車場（横浜市
西区）

　

１７時４０分～１９時４２分
「市政相鼓」とされている

・夜間

　

・遠方
・ありえない同日駐車（Ｃ１５‐１６９の駐車時間と重
なっている） １３‐Ｉ １５１中右

ー

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

【遠方】
評価であって、事実の主張で
はない。

【その他】
使途基準不適合性を推認させ
る事実とはいえない。

１，２１鳩

Ｃ１５‐
１７１ １１／２７餌査 戸塚 ４｛鳩 ４（地

リバークＪＲ町田駅前第２駐車場
（原町田１ー２ー５）

　

２１時１９分～
２１時５３分

　

「市政相談」とされて
いる

　　　　　　　　　

‐

・深夜 １３‐Ｉ １５１下右２１．Ｐ９（紫●） 使途基準不適合性を推認させ
る事実とはいえない。

Ｏ

Ｃ１５－
１７２ １１／２７煩査 戸塚 １，５｛鳩 １，５（め

コインパーク^‐６２７芝第２駐車場
（港区芝２丁目の駐車場。地下鉄
芝公園駅付近） １６時０３分～１７時
１７分

　

「現地調査」とされている

・遠方 １３‐Ｉ １５１下左 評価であって、事実の主張で
はない。

０，

Ｃ１５－
１７３ １２／０８譲査 戸塚 ６００ ６（鳩

原町田４丁目第２駐車場

　

１８時３０
分～２１時３０分

　

「市政相鼓」とさ
れている

・繁華街・深夜
・長時間３時間の駐車 １３‐Ｉ １５２上左２１

　

Ｐ９（赤６５） 使途基準不適合性を推認させ
る事実とはいえない。

Ｏ

Ｃ１５－
１７４ １２／２８ 調査 戸塚 １，ＭＯ １，０００

ＦＰ第１ 株式会社タマバーク

　

０９
時５２分～１３時１６分

　

「市政相鼓」
とされている

・繁華街・長時間

　

３時間以上の駐車
１３‐Ｉ（１５２上中２１Ｐ９（ピンク６） 同上 Ｏ

Ｃ１５－
１７５ ０１／０９ 贋査 戸塚 ８００ ８㈹

タマバークホテルラポール千寿閥
駐車場

　

１１時４１分～１４時５８分
「市政相談」とされている

・商業施設・長時間３時間以上の駐車 １３－Ｉ １５３中左２１

　

Ｐ

　

９（紫２０） 同上 Ｏ

馴
” ０１／１２ 鑓査 戸塚 ４（鳩 ４００

ＦＰ第１株式会社タマバーク

　

６時
３７分～８時５０分「市政相談」とさ
れている

・繁華街

　

・早朝
・長時間２時間１３分の駐車 １３－Ｉ １５４上右２１Ｐ９（ピンク６） 同上 Ｏ

まちだ市民クラブ 駐車場代等
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馨支出日費目 獲員
名 支出金額

原告らの
主張する
違法支出

額
支出内容 原告らの主張する違法性を裏付ける事情

証拠
番号
（甲） トＮｏ 位置領収書以外の関連証

拠 会派まちだ市民クラブの主張
栽判所の
認定する
違法支出
額

Ｃ１５－
１７７ ０１／１４ 韻査 戸塚 １，３（鳩 １，３（め

ショウワバーク町田駅前

　

１６時４０
分～２２時１６分

　

「市政相談」とさ
れている

・繁華街・深夜
・長時間

　

５時間３６分の駐車 １３‐Ｉ １５４下左

２１

　

Ｐ９（青８９）
甲２００－Ｉ
甲２００一１（写真）
甲２００一２
甲２仰‐３

同上 Ｏ

Ｃ１５‐
１７８ ０１／２８ 韻査 戸塚 ６００ ６００

タマバーク原町田第４０駐車場

　

１
０時５７分～１２時２６分・「市政相
談」，とされている

・繁華街
１３‐ｌ １５４中右２１Ｐ９（赤３１） 同上 Ｏ

Ｃ１５‐
１７９ ０１／２８ 鯛査 戸塚 ２，以）Ｏ ２，ＯＭ

１８４７芝公園第２駐車場（芝公園駅
付近の駐車場）１３時２７分～１４時５３
分

　

「市政相談」とされている
・遠方 １３－Ｉ １５４下左

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ノ評価であって，．事実の主張で
はない。

Ｏ

Ｃ１５‐
１８０ ０２／２４ 調査 戸塚 ９００ ９〔鳩

タマバーク原町田第２？駐車増
１５時２２分～１７時２７分

　

「市政相
談」とされている

１繁華胃
・長時間

　

２時間以上の駐車 １３－ｌ １５５下中 見えず 使途基準不適合性を推認させ
る事実とはいえない。

Ｏ

Ｃ１５－
ＩＢＩ ０２／２４ 鵠査 戸塚 ４（掩 ４００

平野屋第３駐車場

　

１７時３１分～１８
時４３分

　

「市政相談」とされてい
る

・繁華街 １３‐Ｉ １５５下右２１

　

Ｐ９（青３５） 同上 ▲

　

Ｏ

ＣＩモト
１８２ ０２／２５ 餌査 戸塚 ４５０ ４５０

タマバーク森野駐車場

　

２１時５５分
～２３時０２分「市政相蝕」とされて
いる

・繁華街（町田駅前の駐車場）
・深夜
・ありえない同日駐車（次の駐車Ｃ１１８３と駐車時
間が重なっている）

１３‐ｌ １５５中中２１

　

Ｐ９（繍４０） 同上 ４５０

Ｃ１
１８３ ０２／２５ 慢査 戸塚 ４００ ４（地

原町田４丁目第２駐車増

　

２０時０５
分～２１時４９分

　

「市政相談」とさ
れている

‐誓あ請雲標同日駐車（ｃＩチ・８２と駐車時間が重
なっている）

１３‐Ｉ １５５中右２１

　

Ｐ９（赤６２） 同上 Ｏ

Ｃ１５－
１８４ ０３ハ８ 調査 戸塚 ３｛鳩 ３００

ＴＰ原町田第５３駐車鳩

　

１３時１２分
～１３時１８分

　

「市政相談」とされ
ている

短時間

　

わずか６分の駐車 １３－Ｉ １５６中左２１

　

Ｐ

　

９（オレンジ２３）同上 Ｏ

Ｃ１５‐
１８５ ０３ハ３ 鋼査 戸塚 ３（鳩 ３００

タマバーク原町田第２１駐車場

　

１６
時２０分～１６時２８分

　

「市政相談」
とされている

短時間

　

わずか８分の駐車 １３‐Ｉ １５６中中２１

　

Ｐ

　

９（青５７） 同上 Ｏ

鑓
博 ０３／２４ 憤査 戸塚 ８｛鳩 ８〔鳩

ＦＰ第１ 株式会社タマバーク

　

１９
時５１分～２２時２５分

　

「市政相談」
とされている

・繁華街・深夜
・長時間２時間３４分の駐車 １３－Ｉ １５６上右２１

　

Ｐ９（ピンク６） 同上 Ｏ

Ｃ１５－
ＩＢ７ ０８／２３調査 河辺 １，２｛め １，２〔鳩

神宮前第１駐車場

　

１７時？分～１８
時４７分・「現地調査」とされてい
る

・遠方
・日曜日の神宮前での駐車 １３‐Ｉ １０７上右

【遠方】
評価であって、事実の主張で
はない。

【その他】－
使途基準不適合性を推認させ
る事実とはいえない。

Ｏ

斜
鵜

鯛／１Ｏ偵査 戸塚 １，醐 １，醐
日暮里駅前駐車場

　

１４時３０分～１６
時０５分

　

，「現地調査」とされてい
る

　　　　　　　

‐ ｒ
・遠方 １３－Ｉ １４２下左

　　　　　　　　　

′ 評価であって、事実の主張で
はない。

Ｏ

Ｃ１５‐
１８９ １１／２７鑓査 戸塚 １，馴 １，５〔力

芝第２駐車場（港区芝）１６時０３分
～１７時１７分

　

「現地撹査」とされ
ている

・遠方 １３‐Ｉ １５１下左

　　　　　　

Ｉ
同上 Ｏ

Ｃ１５‐
１９０ １１／１９韻査 戸塚 ６Ｗ 醐

ＮＰＣ２４Ｈ立川北口パーキング

　

１４
時１０分～１５時１９分

　

「現地醜査」
とされている

ー政党活動
立川駅近くには民主党東京都立川支部、民主党東
京都２１区総支部があり、，そこでの会合等のためで
あったと推測される。
連合東京

　

三多摩ブロック地協ニュ．ス
２０１５．１１．１９三多摩ブロック地協「第１４回定期
総会」を開催 立川グランドホテルにて

１３‐Ｉ１５１上中２１

　

Ｐ４１
甲１２９一５

使途基準不適合性を推認させ
る事実とはいえない。

Ｏ

ＣＩふ
１９１ ０４／０４韻査 森本 ４仰 ４（鳩

神蔵パーキング（鶴川駅前）１１時
３０分～１３時０６分

　

「市政相護」と
されている

・鶴川駅前 １３－Ｉ １５７中左２１

　

Ｐ，１９ 同上 Ｏ

Ｃ１５－
１写 ０５／０７韻査 森本 ２００ ２００

シンコウパーク鶴川駅前駐車場
０９時３７分～１０時１１分

　

「市政相
談」とされている

・鶴川駅前
・ありえない同日駐車（次のＣ１５‐１９３と駐車時間が
重なっている） １３‐Ｉ １６０上右２１

　

ＰＩ９ 同上 Ｏ

Ｃ１５－
１９３ ０５／０７餌査 森本 １，醐 １，０（鳩

シンコウパー，ク鶴川駅前駐車場
９蹄３８分～１２時４８分

　

「市政相
鼓」とされている

・鶴川
・ありラ
なって

駅前
［ない同日駐車（Ｃ１・５‐１９２と駐車時間が重
いる）●

　

‐
１３－Ｉ １６０上中２１

　

ＰＩ９ 同上 １，．０（め

Ｃ１５－
１９４ ０５／ｍ 鑓査 森本 ２００ ２〔力

アイペツク鶴川第１駐車場

　

１０時
１３分～１０時２９分

　

「市政相談」と
されている

：琵ｉ駅前
間▼，わずか１６分間の駐車 １３‐Ｉ １－６０下左２１

　

ＰＩ９ 同上 Ｏ

Ｃ１５－
１９５ ０５／２３ 鑓査 森本 １，醐 １，醐

ＧＳパーク鶴川駐車場

　

１０時０６分～
１，６時３２分

　

「市政相談」とされて
いる

．溜
駅前
＝６時間半の駐車 １３‐Ｉ １６１中右 ２１

　

ＰＩ９ 同上 ’

　

Ｏ

Ｃ１５－
１９６ ０６／０２圃査 森本 ４００－

　　

４（刈
タイムズ鶴川駐車場

　

０９時２２分～
０９時３２分

　

「市政相談」とされて
いる

嶺駅前
間

　

わずか１０分の駐車 １３‐Ｉ １６２上中２１

　

ＰＩ９ 同上 Ｏ

Ｃ１５－
１９７ ０６／２７韻査 森本 ５｛鳩 ５（鳩

神蔵パーキング（鶴川駅前）

　

０９
時５９分～１２時０２分

　

「市政相談」
とされている

・鶴ｊ
・あり
間がＩ

駅前

　　　　　　　　　

，‐
ｔない同日駐車（次の駐車Ｃ１５‐１９８と駐車時
なっている） １３‐Ｉ １６３上右２１

　

ＰＩ９ 同上 ５（鳩

ｄ
博 ０６／２７旗査 森本 馴 醐

神蔵パーキング（鶴川」駅前）

　

１０
時２６分～１２時０１分

　

「市政相談」
とされている

・鐘」
・あり
たばつｒ

駅前
ヒない同日駐車（Ｃ１５‐１９７と駐車時間が重
いる） １３－Ｉ １６３上中２１

　

ＰＩ９ 同上，

　

．

　　　　

●

　　

． Ｏ

Ｃ１５‐
１９９ ０７／０６韻査 森本 １００ １０Ｏ

シンコウバーク鶴川駅前駐車場
１１時３４分～１１時５２分「市政相該」
とされている

：燈ゑ駅前
間

　

わずか１８分の駐車 １３－Ｉ １６４上中２１

　

ＰＩ９ 同上 Ｏ

Ｃ１５‐
２（力 ０７／１Ｏ顕査 森本 ６（粉 ６００

神蔵パーキング（鶴川駅前）．１３
時００分～１５時４９分

　

「市政相談」
とされている

・鶴，
・あり
間が］

駅前
ーない同日駐車（次の駐車Ｃ１５‐２０１と駐車時
なっている） １３‐Ｉ １６５上左２１

　

ＰＩ９ 同上 ６００

Ｃ１５－
２０１ ０７／１Ｏ韻査 森本 ３（刀 ３００

神蔵パーキング（鶴川駅前）

　

１５
時１９分～１６時３４分

　

「市政相談」
とされている

・鶴川駅前
・ありえない同日駐車（Ｃ１２００と駐車時間が重
なっている） １３‐Ｉ １６４下右２１

　

ＰＩ９ 同上 Ｏ

Ｃ１５－
２０２ １０／２６姐査 森本 １（船 １００

シンコウバーク鶴川駅前駐車場
１７時５９分～１８時０５分

　

「市政相
談」とされている

：琵ｉ駅前
間

　

わずか６分の駐車 １３‐Ｉ １７１上中２１

　

ＰＩ９ 同上 Ｏ

Ｃ１５－
２０３ １０／３０ 譲査 森本 １，００ １〔ぬ

シンコウバーク鶴川駅前駐車場
０９時１０分～０９時２３分

　

「市政相
談」とされている

，嘉雄
駅前

　　　

．

　　　　　　　　　　

、
ｎ

　

わずか１３分の駐車 １３‐Ｉ １７１上右２１

　

ＰＩ９ 同上 Ｏ

Ｃ１５‐
２（“ １１／０２ 韻査 森本 １，醐 １，α）Ｏ

ＧＳパーク鶴川駐車場

　

０９時２４分～
１５時３３分

　

「市政相談」とされて
いる

凌駕駅前
ｎ

　

６時間以上の駐車 １３‐Ｉ １７２上左２１

　

ＰＩ９ 同上 Ｏ

聞
２０

１１／２４ 鑓査 森本 ６００ ６００
タイムズ鶴川駐車場

　

１４時４４分～
１５時５０分

　

「市政相談」とされて
いる

・鶴川
・不自ａ
（同日

駅前
≦な同日駐車
に２回、鶴川駅前で駐車Ｃ１５‐２０６）

１３‐Ｉ １７２下中２１‘

　

ＰＩ９ 同上 Ｏ

Ｃ１５‐
２０６ １１／２４ 鑓査 森本 ３麓 ‐３（力

タイムズ鶴川駐車場

　

１８時４４分～
１９時４０分

　

「市政相談」とされて
いる

・鶴」－
・不自
Ｃ１５－２

駅前
表な同日駐車（同日２回、鶴川駅前で駐車
５）

１３－Ｉ１７２下右 ２１

　

．ＰＩ９ 同上 Ｏ

Ｃ１５‐
２０７ １１／２６慣査 森本 １（鳩 １００

シンコウバｒク鶴」
９時２６分‐９時３２分
とされている

駅前駐車場
「市政相談」 鐘謡１駅前

＝

　

わずか６分の駐車 １３－Ｉ １７３上左２１

　

′ＰＩ９ 同上 Ｏ

Ｃ１５‐
２０８ １１／２７輝査 森本 １｛鳩 １０Ｏ

シンコウバーク鶴」
９時２１分－９時３０分
談」とされている

駅前駐車場
「市政相 嚢超駅前

＝

　

わずか９分の駐車 １３‐Ｉ １７３上中２１

　

ＰＩ９ 同上 Ｏ

Ｃ１５－
２０９ ０１／２７韻査 森本 １（め １００

シンコウパーク鶴」
１１時２４分～１１時３４づ
蹟」とされている

駅前駐車場

　

「市政相 ．嘉雄
駅前

　　　　　　　　　　　　　

‐ｎ

　

わずか１０分の駐車 １３‐Ｉ １７７上中２１

　

ＰＩ９ 同上 Ｏ

Ｌ^Ｖ？‘
５‐
Ｏ ０２／２２餌査 森本 １〔鳩 １００，

シンコウバーク鶴」
１１時４２分～１１時４７づ
護」とされている

駅前駐車場

　

「市政相 嘉挫ｉ駅前
０

　

わずか５分の駐車 １３－Ｉ １７８上中２１

　

ＰＩ９ 同上 Ｏ

Ｃ１５－
２１１ ０２／２４ 餌査 森本 １（刈 １００

シンコウバーク鶴ｊ
１６時１２分～１６時２７１
護」とされている

駅前駐車場

　

「市政相 嘉雄駅前
り

　

わずか１５分の駐車 １３－Ｉ １７８中左２１

　

ＰＩ９ 同上 ０

まちだ市民クラブ

　

駐車場代等３１３



支出
番号支出日費目「１５

員 支出金額
原告らの
主張する
違法支出

顛
支出内容 原告らの主張する違法性を裏付ける事情 器、トＮｏ 位置領収書以外の関連証

拠 会派まちだ市民クラブの主張
裁判所の
認定する
違法支出
額

Ｃ１５－
２１２ ０３／２５韻査 森本 ３００ ３００

シンコウバーク鶴」
０６時２７分～０８時５０づ
蝕」とされている

駅前駐車場

　

「市政相

・鶴川駅前
・政党活動
早朝の駐車。小田急線鶴川駅前での街頭宣伝のた
めの駐車と推測される。以下Ｃ－２１８まで同様

１３．－Ｉ １８０中右２１

　

ＰＩ９

・使途基準不適合性を推謝さ
せる事実が立証されたとはい
えない。
・街頭活動は政務活動であ
る。

Ｏ

に^Ｖ^
‘３

０８／２５欄査 森本 、３００ ３００
シンコウバーク鶴ｊ
０６時１５分』８時５３分
談」とされている

駅前駐車場
「市政相 ・同上 １３‐Ｉ １６７下左２１

　

ＰＩ９ 同上

　

； Ｏ

（Ｕ

　

‘^
５－
４ ０８／２７鑓査 森本 ３００ ，３００

シンコウバーク鶴」
０６時２０分一０８時４５，
談」とされている

駅前駐車塙

　

「市政相 ・同上 １３‐Ｉ １６８下中２１

　

ＰＩ９ 同上 Ｏ

ハＬＶ

　

ウ‘
５－
５ ０９ハ６鱗査 森本 ３００ ３００

シンコウバーク鶴」
０６時２０分～０８時４５づ
談」とされている

駅前駐車場

　

「市政相 ・同上

　　　　　　　　　　　　

・

　　　　　

、、

　　

、１３－Ｉ １６９中中２１

　

ＰＩ９ 同上 Ｏ

Ｌ^Ｖり‘６
１２／０７鑓査 森本 獅 ３（鳩

シンコウパーク鶴」
０６時２５分～０８時５日
護」，とされている

駅前駐車場

　

「市政相 ・同上 １３‐Ｉ １７４中左２１

　

ＰＩ９ 同上

　　　　　　　　　　　

－ Ｏ

（Ｖ

　

Ｏ′‘７
１２／０９憤査 森本 ３｛滑 ３００

シンコウバーク鶴ｊ
０６時３０分～０８時４６；
醸Ｕとされている

駅前駐車場

　

「市政相 ・同上 １３‐Ｉ １７４中中２１

　

ＰＩ９ 同上 Ｏ

Ｕ^り‘
５‐
８ １２／２５ 餌査 森本 １，０５０ １，０５０

アイペック鶴川第１駐車壕

　

０６時
２２分～０８時４９分

　

「市政相談」と
されている

・同上 １３一Ｉ １７５下右２１

　

ＰＩ９ 同上

　　　　　　　　　　　

．
Ｏ

Ｃ１５‐
２１９ ０４ハ９ 鯛査 森本 ４（鳩 棚

京王堀之内第２駐車場

　

１４時４３分
～１５時１９分

　

「現地調査」－とされ
ている

・市外・日曜日
（２０１５年統一地方選挙４月１９日告示、４月２６日多摩
市議会議員選挙投票日） １３－Ｉ １５７下中 使途基準不適合性を推認させ

る事実とはいえない。
Ｏ

Ｃ１５‐
２２０ 鋼／１９韻査 森本 １，ＯＷ １，醐

タウンパーキング多摩センター駐
車場

　

１５時３９分～２０時１９分

　

「現
地鹸査」とされている

・市外・日曜日・夜間まで
・長時間４時間半の駐車
同上 １３ーＩ １５７下右２１

　

Ｐ３６ 同上

　　　

・

　　　　　　　

， Ｏ

Ｃ１５－
２２１ ０４／２３憤査 森本 ４｛鳩 ４００

タウンパーキング多庫センター駐
車場

　

１９時１７分～２１時０５分

　

「現
地協査」とされている

・市外・深夜
・Ｃ１５‐２３６、Ｃ１５‐２３７、Ｃ１５‐２３８と同日の動き
同上

１３‐Ｉ １５８上左２１

　

Ｐ３６

　　　

－ 同上 Ｏ

Ｃ１５－
２２２ ０４／２４ 韻査 森本 ８４０ ８４０

グリナード永山駐車場

　

１５時２４分
～１８時４３分

　

「現地鯛査」とされ
ている

・市外・商業施設
京王様、小田急様の永山駅直結のショッピング
センター駐車場・長時間３時間以上の駐車
（２０１５年統一地方選挙４月１９日告示、４月２６日多摩
市議会議員選挙投票日）

１３－Ｉ １５８下中

　　　　　　　

．Ｊ

同上 Ｏ

Ｃ１５－
２２３ ０４／２５ 鯛査 森本 ２｛刃 ２（カ 駐車場名不明

　

１６時３７分～１７時３７
分

　

「現地鯛査」とされている

・不自然な同日駐車
（４回：Ｃ１５‐２２４、Ｃ１５－２２５、Ｃ１５‐２４９）
同上

１３－Ｉ １５９上石 同上 ，

　　

Ｏ

Ｃ１５－
２２４ ０４／２５鯖査 森本 ２４０ ２４０

グリナード永山駐車燭

　

２０時０５分
～２０時３５分

　

「現地飼査」とされ
ている

・市外・夜間・商棄施設
京王線・小田急線永山駅直結のショッピングセン
ター駐車増
・短時間わずか３０分の駐車
・不自然な同日駐車（４回：Ｃ１５‐２２３，Ｃ１５－
２２５，Ｃ１２４９）

　　　　

・
（２０１５年統」地方選挙４月１９日告示、４月２６日多摩
市議会議員選挙投票日）

１３‐Ｉ １５９上中 同上 Ｏ

諸 ０４／２５ 調査 森本 ３｛船 ３００
小田急多摩センター第１駐車場
２０時４３分～２１時３５分

　

「現地調
査」とされている

・市外・深夜
・不自然な同日駐車（４回：Ｃ１５‐２２３，Ｃ１５‐２２４，Ｃ１５‐
２４９）
（２０１５年統一地方選挙４月１９日告示、４月２６日多摩
市議会議員選挙投票日）

１３‐Ｉ １５９上左‐

　

、

　　　　　

，

　　

′同上 Ｏ

Ｃ１５－
２２６ ０４／２６ 龍査 森本 ２４０ ２４０

多摩センター丘の上プラザ駐車場
１３時０２分～１６時４４分

　

「現地醜
査」とされている

・市外

　　　　　　　　

・商業施設・日曜日・長時間３時間半の駐車 １３一Ｉ １５９下左２１

　

Ｐ３６ 同上 Ｏ

Ｃ１５－
２２７ ０４／２７ 鯛査 森本 ３（刃 ３（鳩

マグレブパーキング（多摩セン
ター）１８時０５分～１９時１２分

　

「現
地撹査」、とされている

・市外
・商業施設・夜間 １３一Ｉ １５９下中２１

　

Ｐ３６

　

・

　

＼ 同上 Ｏ

Ｃ１５－
２２８ １０／２６醜査 森本 ２４０ ２４０

多摩センター丘の上プラザ駐車場
１０時１７分～１３時４５分

　

「現地調
査」とされている

　

，

・市．外」商業施設．長時間３時間半の駐車 １３－Ｉ １７１上左２１

　

Ｐ３６ 同上 Ｏ

Ｃ１５－
２２９ ０８／２６鯛査 森本 ２００ ２００

立川駅北口パーキング

　

１０時４２分
～１１時１０分

　

「現地調査」とされ
ている

・政党活動
立川駅近くには民主党東京都立川支部、民主党東
京都２１区総支部があり、そこでの会議などが目的
であったと推測される。Ｃ‐２３０、Ｃ‐３１、Ｃ‐２３４、
ｃ－２３５まで同様。

　　　　　

ー
・短時間

　

わずか２８分間の駐車

　

′
１≦‐Ｉ １６８上右２１

　

Ｐ４１ 同上 Ｏ

Ｃ１５‐
２３０ ０９／２６調査 森本 ７（め ７（め

バラ力株式会社

　

２１９９立川市曙町
第２

　

１０時１６分～１２時１０分

　

「現
地調査」とされている

・政党活動
．・同上

１３－Ｉ １６９下左２１

　

Ｐ４１ 同上 Ｏ

Ｃ１５－
２３１ ｎ／１９ 調査 森本 １，４００ １，４（鳩

Ｋ’Ｓパーク鴎町第２駐車場（立
川）

　

０８時０８分～１５時１９分

　

「現
地贋査」－とされている
連合東京

　

三多摩ブロック地協
二コース

　

２０１５．１１，１９三多摩ブ
ロック地協「第１４回定期総会」
を開催 立川グランドホテルにて

・政党活動
・長時間

　

７時間以上の駐車 １３－Ｉ １７２中 ２１

　

Ｐ４１
甲１２９一５ 同上 Ｏ

Ｃ１５－
２３２ １２ハ６鑓査 森本 ４００ ４００

ＫＳパーク聞町第２駐車場（立
川）

　

１↑時４０～１２時５５分

　

「現地
飼査」とされている

・政党活動
・ありえない同日駐車（次の駐車Ｃ１５‐２３３と駐車時
間が重なっている）

１３‐Ｉ １７４下右２１，Ｐ４１ 同上 ４｛鳩

Ｃ１５－
２３３ １２／１６国事 森本 ２㈹ ２００

ＫＳパーク曙町第２駐車場（立
川）・

　

］２時２９分～１２時５３分

　

「市
政相▲山とされている

・政党活動
・短時間わずか２４分
・ありえない同日駐車（Ｃ１５‐２３２と駐車時間が重
なっている）

１３－Ｉ １７５上左２１

　

Ｐ４１ 同上 Ｏ

Ｃ１５－
２３４ ０１／．１５ 鑓査 森本‐

　　

６｛鳩 ６〔鳩
バラ力株式会社

　

２１９９立川市国町
第２．１８時１７分～１９時３９分「現地
鯛査」とされている

・政党活動

　

・夜間
連合東京

　

三多摩ブロック地協ニュース
２０１６．０１．１５

　

三多摩ブロック地協～２０１６新春の集
いを盛大に開催～ 立川グランドホテルにて

１３‐Ｉ １７６下左２１

　

Ｐ４１
甲１２９一６ 同上 Ｏ

Ｃ１５‐
２３５ ０２／１７ 鑓査 森本 ６００ ６（め

立川ナビバーク錦町第１駐車場
１８時５０分～２０時０９分

　

「現地撹
査」とされている

・政党活動．・夜間
連合東京

　

三多摩ブロック地協ニュース
２０１６．０２．１７

　

三多摩ブロック地協「２０１６春季生活
闘争を成功させる連合三多摩の集い」

　

たましん
ＲＩＳＵＲＵホールにて

１３－Ｉ １７９下右２１

　

Ｐ４１
甲１２７ 同上 Ｏ

Ｃ１５－
２３６ Ｐ４／２３ 韻査 森本 ３｛鳩 ３００

東久留米本町ミウラパーキング
（東久留米市本町１‐５‐１６）１１時０３
分～１２時５０分

　

「現地調査」とさ
れている

・遠方
・不自然な同日駐車（３回：Ｃ１５－２３７、Ｃ１５‐２３８）
Ｃ１５‐２２１も同日

１３－Ｉ １５８下左 （東久留米市

【遠方１
評価であって、事実の主張で
はない。

【その他】
使途基準不適合性を推認させ
る事実とはいえない。

Ｏ

Ｃ１５－
２３７ ０４／２３ 調査 森本 ６（滑 ６００

ＮＴＴル・バルク東久留米駐車場（東
久留米市幸町３丁目４‐７）１２時５６
分～１５時０１分

　

「現地桝査」とさ
れている

・遠方

　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　

′
・不自然な同日駐車（３回：Ｃ１５‐２３６，Ｃ１５‐２３８）
Ｃ１５‐２２１も同日
・長時間２時間５分の駐車］

１３‐Ｉ １５８上中 （東久留米市 同上 Ｏ

Ｃ１５÷
２３８ ０４／２３ 圃査 森本 ３（鳩 ３００

パークプラザ府中幸町駐車場（府
中市幸町１丁目２番地）１８時１０分
～１８時５２分

　

「現地髄査」とされ
ている

・遠方・夜間
・不自然な同日駐車（３回：Ｃ１５‐２３６，Ｃ１５‐２３７）
Ｃ１５‐２２１も同日 １３‐Ｉ １５８上右 府中市 同上 Ｏ

二言 ビー

まちだ市民クラブ

　

駐車濁代等

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

３１４



奏覧支出日費目；≦
員 支出金額

原告らの
主張する
違法支出

頻
支出内容 原告らの主張する違法性を裏付ける事情 嚢馨トＮｏ 位置領収書以外の関連証

拠 会派まちだ市民クラブの主張
裁判所の
認定する
違法支出
顕

Ｃ１５－
２３９ ０９ハ５韻査 森本 ・

　

２｛め ２００
武蔵境駅前駐車場（武蔵野市）１４
時５５分～１５時１４分

　

「現地韻査」
とされている

・遠方
・短時間

　

わずか１９分の駐車 １３－ｌ １６９中左 武蔵野市

【遠方】
評価であって、事実の主張で
はない。

【短時間】
使途基準不適合性を推認させ
る事実とはいえない。

Ｏ

Ｃ１５－
２４０ ０４／０４ 慣査 森本 ５（鳩 ５〔刃

タイムズ２４森野第５駐車場

　

９時
２５分～１１時０４分

　

「市政相談Ｊと
されている

・ありえない同日駐車
（次の駐車Ｃ‐２４１、Ｃ‐２４２と駐車時間が重なってい
る）

１３‐Ｉ １５７上左２１

　

Ｐ９（水色１４） 使途基準不適合性を推認させ
る事実とはいえない。

５（鳩

Ｃ１５－
２４１ ０４／０４ 鯖査 森本 ５００ ５（滑

タイムズ２４森野第５駐車場

　

９時
２６分～１１時０３分

　

「市政相談」と
されている

・ありえない同日駐車
（次の駐車Ｃ‐２４０、Ｃ‐２４２と駐車時間が重なってい
る）

１３‐Ｉ １５７上中２１

　

Ｐ９（水色１４） 同上 ５（鳩

Ｃ１５－
２４２ ０４／０４餌査 森本 ４００ ４（滑

タイムズ２４森野第５駐章端

　

９時
５７分～１１時０１分

　

「市政相荻」と
されている

・ありえない同日駐車
次の駐車Ｃ‐２４０、Ｃ‐２４１と駐車時間が重なってい
る）

１３‐Ｉ １５７上右２１

　

Ｐ９（水色１４） 同上 Ｏ

Ｃ１５‐
２４３ ０５ハ５欄査 森本 １，１（鳩 １，１０Ｏ

アツトバーク町田第２駐車増

　

１１
時０７分～１６時２２分

　

「市政相談」
とされている

．繁華街＼

　　　　　　　

ー・長時間５時間以上の駐車 １３‐‐Ｉ １６０下中２１

　

Ｐ９（黄６３） 同上 Ｏ

Ｃｆ５－
２４４ ０５／２１ 鯛査 森本 ９００ ９〔鳩

アットバーク町田第２駐車増

　

０９
時５３分～１３時５６分

　

「市政相鼓」
とされている

繁華街
－長時間４時間の駐車 １３‐Ｉ １６１中左２１

　

Ｐ９（黄６３） 同上 Ｏ

Ｃ１５－
２４５ １１／２４ 慢査 森本 ８００ ８００

原町田４丁目第２駐車場

　

１０時１４
分～１４時０６分

　

「市政相破」とき
れている

繁華街
長時間３時間半の駐車 １３－Ｉ １７２下左２十Ｐ９（赤６２） 同上 Ｏ

Ｃ１５－
２４６ １２／０６鯛査 森本 ４００ ４００

タイムズ町田シバヒロ駐車場

　

１０
時１０分～１１時４４分

　

「市政相談」
とされている

繁華街
不自然な同日駐車，（次の駐車Ｃ１５‐２４７で３９分後に
ミって再駐車している）

　　

‐
１３‐Ｉ １７４上中２１

　

Ｐ９（黄１） 同上 Ｏ

Ｃ１５－
２４７ １２／０６餌査 森本 １００ １００

タイムズ町田シバヒロ駐車増

　

１２
時２５分～１３時１９分

　

「市政相談」
とされている

繁華街，

　　　

ご
不自然な同日駐車，（Ｃ１５‐２４６の３９分後に戻って再
主事している）

１３‐Ｉ １７４上右２１

　

Ｐ

　

９（黄１） 同上 Ｏ

Ｃ１５－
２４１８ ０１／１４ 韻査 森本 ９００ ９００

タイムズ森野第５駐車場

　

０８時２０
分～２１時２２分

　

「市政相談」とさ
れている

繁華街

　

・深夜・長時間１３時間の駐車
町田青年会議所賀詞交歓会） １３「Ｉ １７６中左

２１

　

Ｐ

　

９（水色１４）
甲２００一Ｉ
甲２００‐１（写真）
甲２００－２
甲２００－３

同上 Ｏ

Ｃ１５－
２４９ ０４／２５揖査 森本 ３００ ３（船

京王コインパーク南大沢第１駐車
場

　

１７時５３分～１８時５６分

　

「現地
醜査」′とされている

・市外
・不自然な同日駐車（４回：Ｃ１５‐２２３、Ｃ１５‐２２４、
Ｃ１５‐２２５）
（２０１５年統一地方選挙４月１９日告示、４月２６日多摩
市議会議員選挙投票日）

　

．
１３－ｌ １５８下右２１

　

Ｐ３４ 同上 Ｏ

Ｃ１５－
２５０ ０８／２５ 鋼査 森本 １００ １００

鶴川団地センター名店街‐１３時１６
分～１３時３３分

　

．「市政相談」とさ
れている

・商業施設・短時間わずか１７分の駐車
・不自然な同日駐車（次のＣ１５‐２５１で２５分後に戻っ
て再駐車している） Ｔ３ーＩ １６８上中 同上 Ｏ

Ｃ１５－
２５１ ０８／２５ 鑓査 森本 ３００ ３００

鶴川団地センター名店街

　

１３時５８
分～１６時１７分

　

「市政相舷」とさ
れている

・商業施設・不自然な同日駐車（Ｃ１５－２５０の２５分後
こ戻って再駐車している） １３－Ｉ １６Ｂ上左 同上 Ｏ

Ｃ１５－
２５２ ０５／２０韻査 森本 ３（刃 ３（鳩

三井のりパーク新百合ケ丘駅前第
２駐車場

　

１５時〔四分～１５時４９分
「現地坦査」とされている

・市外 １３‐Ｉ １６１上右 同上 Ｏ

Ｃ１５－
２５３ ０６／１５ 韻査 森本 剛 ９（力

三井のりパーク新百合ケ丘駅前第
２駐車端

　

１０時４６分～１３時１８分
「現地調査一，とされている

・市外

　

．

　　　　　　　

－

　　　　　　

－
・長時間２時間３２分の駐車 １３‐Ｉ １６２中右 同上 Ｏ

Ｃ１５－
２膳 ０９／１２ 調査 森本 醐 ６００

三井のりパーク新百合ケ丘駅前第
２駐車端

　

１３時５８分～１５時５３分
「現地鯛査」とされている

・市外 １３‐Ｉ １６９上左 同上 Ｏ

鍵 ０１／０８ 韻査 森本 ９００ 醐
三井のりパーク新百合ケ丘駅前第
４駐車場

　

１１時０７分～１３時５０分
「現地撹査」とされている

・市外
・長時間２時間４３分の駐車 １３－Ｉ １７７中中

　　　　　　　　　　　　　　

．
同上 Ｏ

Ｃ１５－
２５６ ０３／２１ 醜査 森本 ９Ｍ ９（鳩

三井のりパーク新百合ケ丘駅前第
２駐車場

　

１４時１６分～１７時０５分
「現地調査」とされている

・市外
・長時間２時間４９分の駐車 １３－Ｉ １８０中中 同上 Ｏ

Ｃ１５－
２５７ ０８／２６細査 森本 ４（鳩 ４（鳩

ＮＰＥ横山町駐車場（八王子）

　

１２
時１７分～１３時２４分

　

「現地揖査」
とされている

・市外
１３‐Ｉ １６８下左 同上 Ｏ

鋼
２５ １０／０２鯛査 森本 ８００ ８〔め

いちょうホール駐車場（八王子）
０９時５７分～１２時４２分

　

「現地国
査コとされている

・市外・長時間２時間４５分の駐車 １３‐Ｉ １７０上左

　　　　　　　　　

ノ 徽 Ｏ

Ｃ１５－
２５９ １２ハ２調査 森本 ５（鳩 ５（鳩

ゴムパーク明神町第８駐車場（八
王子）１４時４９分～１６時１６分

　

「現
地醜査慧，とされている

・市外 １３－Ｉ １７４下左 同上・

　

，，
Ｏ

合計額 １３２．７４０ １０，，０００

Ｃ１６－
１１ ０５／２５調査

　

′ １００ １００
Ｎ．Ｐ．Ｅ槙山町駐車場（八王子市横
山町１６）１８時２２分～１９時２２分
「現地調査」とされでいる

・市外・夜間 １４－Ｉ１１１ 中右 同上－

　　　　　　

Ｏ

Ｃ１６－
１２ ０７ハ８鑓査 ４００ ４｛鳩

パーク２４八王子散田町駐車場

　

１４
時１１分～１５時３５分

　

「現地調査」
とされている

・市外

　　

、
高尾駅付近での駐車 １４－Ｉ１３３ 下左

甲
甲
図

７５
７６（位置関係の地同上 Ｏ

Ｃ１６－
１３ ０９／２８調査 ６００ ６（鳩

リパーク八王子本町第２駐車場
０９時１４．分～１１時１３分

　

「市政相
談」とされている

・市外・長時間

　

２時間の駐車 １４－Ｉ１７４ 下右 同上 Ｏ

Ｃ１６－
１４ １１／２９鯛査 ８００ ８００

ＮＰＣ２４
分～Ｉ
れてし

八王子第５駐車場

　

１７時５４
時２９分

　

ｒ市政相談」，とさ
る

・市外・夜間 １４‐Ｉ １９３ 上左 同上 Ｏ

Ｃ１６－
１５ １１／２９ 憤査 ６００ ６００

リバーク八王子子安町１丁目駐車
場

　

１７時４６分～１９時３７分

　

「現地
醜査」とされている

・市外・夜間
・同上

　　

，

　　　　　　　　

・

　　

， １４‐Ｉ１９９ 中 同上 Ｏ

Ｃ１６‐
１６ １１／２９ 調査 ル１０ ８４０

諏
１８
査

貨物八王子駅南口立体駐車場
時０２分～１９時３８分

　

「現地調
」とされている

・市外・夜間
・同上

　　　　

，

　　　　　　　　　　

．

　　　　

・ １４‐Ｔ２００ 上右

　　

＼
同上 Ｏ

Ｃ１６－
１７ ０４／２４ 譲査 ３００ ３㈹

イオン新百合ケ丘ショッピングセ
ンター駐車場

　

１６時２８分～２０時０４
分

　

「現地餌査」とされている

・商業施敵・夜間・日曜日
・長時間

　

３時間半の駐車 １４‐Ｉ ８７ 中右 同上 Ｏ

Ｃ１６‐
１８ 偶／３０ 餌査 ３〔鳩 ３（め

イオン新百合ケ丘ショッピングセ
ンター駐車場

　

１７時０．１分～２０時４１
分「現地飼査」とされている

・商業施設・夜間・土曜日‘長時間３時間半の駐
車 １４‐Ｉ ８７ 下左

　　　　　

′ 同上 Ｏ

Ｃ１６－
１９ １０／０１ 鱗査 ２００ ２（鳩

町田シバヒロ駐車場

　

１３時２１分～
１３時４０分

　

「市政相談」とされて
いる

・繁華街・短時間

　

わずか１９分間の駐車 ４‐Ｉ１７７ 上左２１

　

Ｐ９（黄１） 同上

　　　　

●

　

－ Ｏ

Ｃ１６－
２０ ｌｏ／２３ 餌査 ８（滑 ８００

町田シバヒロ駐車増

　

０７時２２分～
１０時４８分

　

「市政相談」とされて
いる

・繁華街・長時間

　

３時間以上の駐車 ４‐Ｉ１８６ 上左２１

　

Ｐ９（責１） 同上 Ｏ

し^^
‘
６－０１／０５ 鯛査 ２００ ２（め

タイムズＦＰＴ第７駐車場（タマ
バーク）原町田６‐２０，１３時２３分～１３時３９分

　

「現地調査」とされて
いる

・繁華街・短時間

　

わずか１６分の駐車 ４‐Ｉ ２１８ 中右２１Ｐ９（ピンク１４） 同上 Ｏ

Ｃ１６－
２２ ０１／１８ 圃査 １，醐 １，醐

ＦＰ第１ 株式会社タマバーク（原
町田） １３時４１分～１７時０２分
「市政相談」とされている

・繁華街

　　

・長時間．３時間２１分の駐車 ４ーＩ ２３０ 上左２１Ｐ９（ピンク６） 同上 Ｏ

Ｃ１６‐
２３ ０２／２２ 慣査 ４（め ４００

ＦＰ第１ 株式会社タマバーク

　

２１
時５５分～２２時４０分

　

「市政相誠」
とされている

・繁華街

　

・深夜
１４‐Ｉ ２３０ 下中２１Ｐ９（ピンク６） 同上 Ｏ

Ｃ１６‐
２４ ０３／２７調査 １，醐 １，醐

ＦＰ第１ 株式会社タマバーク
１７時３０分～２２時５１分「市政相談」
とされている

・繁華街

　

・深夜・長時間

　

４時間２１分の駐車 １４‐Ｉ ２３０ 下左２１凶（ピンク６） 同上 Ｏ

Ｃ１６‐
２５ ０３／３１ 鑓董 １，醐 １，０００

ＦＰ第１ 株式会社タマバーク
１？時見えず分～２３時見えず分
「市政相談」とされている

・繁華街

　

・深夜

　　　

ー
・長時間

　

金額から推測すると４時間以上か １４‐Ｉ ２３０ 中左２１Ｐ９（ピンク６） 同上 Ｏ

Ｃ１６‐
２６ ０４／餌 調査 １，醐 １，０〔め

ＦＰ第１ 株式会社タマバーク

　

１８
時５６分～２３時１５分

　

「市政相談」
とされている

・繁筆街・深夜
・長時間

　

４時間以上の駐車 １４‐Ｉ ９０ 上中２１門（ピンク６） 同上 Ｏ

Ｃ１６－
２７ 鋼／１４ 慣査

　　　　　　

１ １，４｛鳩 １，４（刈
ＦＰ第２ 株式会社タマバーク

　

１２
時４８分～１７時１２分

　

「市政相談」
とされている

・繁華街

　

・長時間

　

４時間以上の駐車 １４‐Ｉ ９３ 下右２１Ｐ９（ピンク９） 同上 Ｏ

まちだ市民クラブ 駐車場代等３１５

　　　　　　　　　　　　　　　　

‐
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支出
番号支出日費目 離

名
貫 支出金額

原告らの
主張する
違法支出

額
支出内容 原告らの主張する違法性を裏付ける事情 纂爵トＮｏ 位置領収書以外の関連証

拠 会派まちだ市民クラブの主張
裁判所の
認定する
違法支出
額

Ｃ１６－
２８ 国力８帽査 ８｛刃 ８（鳩

ＦＰ第１ 株式会社タマバーク

　

０６
時５４分～１０時２１分「市政相談」と
されている

・繁筆街

　

・早朝
・長時間－３時間２７分の駐車 １４‐Ｉ ９０ 中左２１円（ピンク６） 同上 Ｏ

Ｃ１６－
２９ ０４／２２鑓査 ６仰 ６００

ＦＰ第１ 株式会社タマパーク

　

０６
時５２分～０９時４１分

　

「市故相談」
とされている

・繁華街

　

・早朝
・長時間２時間４９分の駐車 １４‐Ｉ ９０ 上左２１Ｐ９（ピンク６） 同上 Ｏ

Ｇ１６－
３０ ０８／１９飼養 ２００ ２（鳩

タイムズＦＰＴ第７駐車場

　

１８時３４
分～１８時４８分

　

「現地調査」とさ
れている

・繁華街・短時間

　

わずか１４分の駐車 １４－ｌ１５８ 中中２１Ｐ

　

９（ピンク１４） 同上 Ｏ

Ｃ１６‐
３１ １０月６鯖査 １，駅）０ １，鎖）Ｏ

ＦＰ第１ 株式会社タマパーク

　

２０
時１７分～２３時０３分

　

「市政相蝕」
とされている

・繁華街

　

・深夜
・長時間２時間４６分の駐車 １４‐Ｉ１９３ 下中２１Ｐ９（ピンク６） 同上 Ｏ

Ｃ１６－
３２ ０５／２３調査

　　　　

ｆ ６００ ６００
タマパーク原町田第４駐車増１１時
５７分～１３時５４分

　

「市政相談」と
されている

　

１

・繁華街
１４－Ｉ１１０ 上中２１Ｐ

　

９（ピンク６４） 同上 Ｏ

Ｃ１６‐
３３ ０５／２３贋査 ２００ ２（鳩

タマパーク原町田第４駐車場１６時
３９分～１７時１３分

　

「市政相蝕」と
されている

・繁華街

　

・短時間

　

わずか３４分間の駐車 １４‐Ｉ１１０ 上右２１Ｐ

　

９（ピンク６４） 同上

　　　　

Ｌ Ｏ

Ｃ１６‐
３４ ０５／２３調査 ８００ ８（刃

タマバーク原町田第４駐車場１７時
４７分～２０時０８分

　

「市政相談」と
されている

・繁華街・夜間
・長時間２時間２１分の駐車 １４『Ｉ１１０ 中左２１Ｐ９（ピンク科） 同上 ０‐

Ｃ１６‐
３５ ０４／３０鑓査 ２｛め ２（鳩

アットバーク町田第１駐車場

　

１１
時２０分～１１時３９分

　

「市政相談」
とされている

・繁華街

　

・短時間

　

わずか１９分の駐車 １４‐Ｉ１００ 上中２１

　

Ｐ

　

９（繍５０） 同上 Ｏ

ＣＩモト
３６ ０５／０２鯛査 １００

　

１Ｗ
アットバーク町田第２駐車場
１８時３８分～１８時４３分

　

「市政相

　

＼
山，とされてし、る

・繁華街・短時間

　

わずか５分の駐車 １４－Ｉ１０４ 上中２１

　

Ｐ９（責６３） 同・上 Ｏ

Ｃ１６－
３７ ０５／２５韻査 ２（櫛 ２（鳩

アットバーク町田第１駐車場

　

１８
時１２分～１８時３３分

　

「市政相破」
とされている

・繁華街

　

・短時間

　

わずか２１分の駐車 １４－Ｉ１０９ 中左２１

　

Ｐ９（綿５０） 同上 Ｏ

Ｃ１６‐
３８ ０７／１７韻査 河辺 ６００ ６㈹

アットバーク町田第１駐車場

　

手
書き領収書時間なし

　

「市政相
故」とされている

・繁華街 １４‐Ｉ１４２ 真
中
ん２１

　

Ｐ９（錬５０） 同上 Ｏ

Ｃ１６‐
３９ １２／２７鱗査 １Ｌ１，１（め １，１００

アットパーク町田第２駐車場（中
町１‐４‐４）０９時４３分～１７時１１分
「市政相談」とされている

・繁華街・長時間

　

約７時間半の駐車 １４‐Ｉ ２１８ 上中２１

　

Ｐ９（賞６３） 同上 Ｏ

Ｃ１６－
４０ ０５／０６龍査 ３００ ３００

タマバーク原町田第２６駐車場

　

０８
時５８分～０９時１２分

　

「現地鯛査」
とされている

・繁華街・短時間

　

わずか１４分の駐車 １４‐Ｉ ８７ 下中２１

　

Ｐ９（青２６） 同上 Ｏ

Ｃ１６－
４１ ０５ハＯ鱈査 ２｛め ２００

原町田４丁目第２駐車場０８時５８
分～０９時２０分

　

「市政相談」とさ
れている

・繁華街

　

・短時間

　

わずか２２分の駐車 １４－Ｉ ８７ 下右２１

　

Ｐ９（赤６２） 同上 Ｏ

Ｃ１６－
４２ １１／１５鯛査 ５（鳩 ５（鳩

ワンデイパーク原町田第２駐車場
２１時５３分～２３時０３分１「市政相
談」とされている

・繁華街

　

・深夜 １４‐Ｉ１９３ 下左２１門（ピンク２５） 同上 Ｏ

Ｃ１６‐
４３ ０５／０６韻査 ２００ ２（鳩

フジパーキング１５時２１分～１５時３７
分

　

原町田の駐車場

　

「市政相
談」と翌ＭてＬ、る

・．繁華街

　

・短時間

　

わずか１６分の駐車 １４－Ｉ ９７ 上右２１Ｐ

　

９（ピンク１１） 同上 Ｏ

Ｃ１６－
４４ ０６／２０韻査 １００ １００

スカイパレス町田駐車場１２時３９分
～１２時４９分

　

「市政相鼓」とされ
ている

・繁華街・短時間

　

わずか１０分の駐車 １４‐Ｉ１２５ 上右２１Ｐ９
（オレンジ７１） 同上

　　　　　　　　　

‐ Ｏ

Ｃ１６－
４５ ０１ハＯ譲査 ３００ ３００

タマパーク原町田第２１駐車場１３
時５３分～１４時０１分

　

「市政相談」
とされている

・繁華街

　

・短時間

　

わずか８分間の駐車
・同上・

　　　　　　　　　　　

・

　　　　　

Ｊ １４－ｌ ２１３ 中左２１Ｐ９（青５７） 同上 Ｏ

Ｃ静
４６ ０４／０３韻査 １０Ｏ １００

町田中央公園駐車場

　

時間記録な
し（手書き領収書）

　

「市政相
談」とされている

・スポーツ施設の私的利用
（町田中央公園駐車場はサン町田旭体育館の駐車
場） １４－Ｉ ８５ 上左

　　　　　　　

「
同上 Ｏ

ｃ竜一
４７ ０４／０３韻査

′
１，０００ １，０００

タイムズ町田市役所駐車場

　

１４時
２０分～１８時２３分「市政相談」とさ
れている

・第三者の利用
議員は無料で利用できることから議員以外の利用
とわかる。
・長時間

　

４時間以上
１４－Ｉ ８７ 上左２１Ｐ９（水色６６）

【第三者の駐車】
使途基準不適合性を推認させ
る事実とはいえない。

【その他】
使途基準不適合性を推認させ
る事実とはいえない。・

Ｏ

Ｃ１６－
４８ ０４／０４憤査 ６㈹ ６（刈

タイムズ町田市役所駐車場

　

０８時
４７分～１０時１１分

　

「市政相舷」と
されている

・第三者の利用

　　

．議員は無料で利用できることから議員以外の利用
とわかる。

１４‐Ｉ ８７ 上中２１Ｐ９（水色６６）
【第三者の駐車】
使途基準不適合性を推認させ
る事実とはいえない。

Ｏ

Ｃ１６－
４９ ０９／１１ 旗査 １００ １００

町田中央公園駐車場

　

時間記録な
し（手書き領収書）

　

「市政相
談」とされている

・スポーツ施設の私的利用
（町田中央公園駐車場はサン町田旭体育館の駐車
場）

　　　　

・

　　

，
１４－Ｉ１６５ 上

　　　　

’ 使途基準不適合性を推認させ
る事実とはいえない。

Ｏ

Ｃ１６‐
５０ ０７ハ５調査 １００ １００

アイパーク町田中町第８駐車場
（中町２‐３‐３） １５時５７分～１６時
０７分

　

「市政相談」とされている

・繁華街
・短時間

　

わずか１０分の駐車 Ｔ４ーｌ１３１ 下右中町２丁目 同上 Ｏ

Ｃ１６‐
５１ ０７／２５蝕査 ２０Ｑ ２００

タイムズ町田中町第１２駐車増（中
町３‐１３）０９時２４分～０９時４４分
「市政相談」とされている

・繁華街
・短時間

　

わずか２０分の駐車 １４‐Ｉ １４４ 上左中町３丁目 同上．
Ｏ

Ｃ１６‐
５２ １０月２憤査 ２００ ２（鳩

タイムズ町田中町第２駐車増

　

１６
時３３分～１６時４８分

　

「市政相談」
とされて翌る

・繁華街
・短時間

　

わずか１５分の駐車 １４‐Ｉ１７３ 中左中町２丁目 同上 Ｏ

Ｃ１６－
５３ 餌ン２５醜査 ／Ｊ９ｏｏ ９Ｗ

タイムズ町田中町第１１駐車場
０９時５５分～１７時０１分

　

「現地調
査」とされている

・繁華街
・長時間

　

約７時間の駐車 １４－ｌ ９４ 上中２１

　

Ｐ９（費５４） 同上‐

　　

Ｊ 、

　

．０

Ｃ１６‐
５４ ０５／２５蟹査 ６００ ６００

タイムズ町田中町第１１駐車塙
１０時１５分～１３時００分

　

「市政相
談」とされている

・繁華街
・長時間

　

２時間４５分の駐車 １４‐Ｉ １１２ 中 ２１

　

Ｐ９（黄科） 同上 Ｏ

Ｃ１６－
５５ ０４／２７鑓査 ９（鳩 ９００

タイムズ町田中町第１１駐車増
１１時３９分～１５時５２分

　

「会議」
とされている

・繁華街
・長時間

　

４時間以上の駐車 １４－Ｉ ９４ 上右２１

　

Ｐ９（費５４） 同上 Ｏ

Ｃ１６－
５６ ０６／２１偵査 １０Ｏ １００

タマパーク南町田駐車場（町田市
鶴間３‐１５）１２時０３分～１２時１８分
「市政相談」とされている

・繁華街
・短時間

　

わずか１５分の駐車 １４一Ｉ１２５ 中中 同上 Ｏ

Ｃ１６－
５７ ０９／３０鯛査 １，２（刈 １，２（櫛

ナピバーク森野第２駐車場

　

０９時
３７分～１３時２０分

　

「市政相談」と
されている

・繁華街
・長時間

　

３時間４３分の駐車 １４‐Ｉ１７３ 下左２１

　

Ｐ９（練４１） 同上

　　　　　　　　　　　

． Ｏ

Ｃ１６‐
５８ ０５／１４調査

　　　

▼ １，７（鳩 １，７〔樽
ナピバーク森野第２駐車増

　

０７時
５９分～１２時４７分

　

「市政相護」と
されている

・繁華街
・長時間

　

約５時間の駐車 １４－Ｉ ９７ 上左２１

　

Ｐ

　

９（縁４１．） 同上 Ｏ

Ｃ１６－
５９ ０９／２６調査 １，２（刈 １，２（鳩

ナビバーク森野第２駐車場

　

０８時
５７分～１４時３５分

　

「市政相談」と
されている

・繁華街
・最時間

　

的５時間半の駐車 １４－ｌ１７３ 上中２１，Ｐ９（錬４１） 同上 Ｏ

Ｃ１６「
６０ ０６／２７調査 ．１，３（鳩 １，３（め

タイムズ森野第１３駐車場 （森野
１‐１９）０８時２５分～１４時０２分

　

「市
政相談」とされている

・繁華街
・長時間

　

約５時間半の駐車 １４－Ｉ１２５ 下左２１

　

Ｐ９（綿●） 同上 Ｏ

Ｃ１６－
６１ １０／２６調査 ２（鳩 ２㈹

タイムズ森野第７駐車場

　

１５時３７
分～１５時５２分

　

「市政相鉄」とさ
れている

・・政党活動

　

民進党東京都第２３区総支部の前の徒
歩１５秒以内の駐車場。同所での会合等のための駐
車と推測
・短時間

　

わずか１５分の駐車
１４‐ｌ１７８ 上中

・２１

　

Ｐ３０
・２２－２（収支報告
書）

同上 Ｏ

Ｃ１６－
６２ ０６／０１贋査 １０Ｏ １０Ｏ

タマバーク森野第８駐車場

　

１２時
１４分～１２時３１分

　

「市政相談」′と
されている

・繁華街
・短時間

　

わずか１７分の駐車 １４一Ｉ１１８ 上中２１Ｐ

　

９（水色６７） 同上 Ｏ

Ｃ１６－
６３ ０６／０１餌査 １００ １００

ｏｎｅｐａｒＫ森野第４駐車場（森野
２丁目２６）

　　　

１１時０８分～
１１時２７分

　

「市政相談」とされて
いる

・繁華街
・短時間

　

わずか１９分の駐車 ４‐Ｉ１１８ 上左森野２丁目 同上 Ｏ

Ｃ１６－
６４ ０６／３０鑓査

　　　　　　　

・ １００ １００
ｏｎｅｐａｒＫ森野第４駐車燦

　

１５
時２７分～１５時３５分

　

「市政相談」
とされている

・繁華街
・短時間

　

わずか８分間の駐車 １４‐ｌ１２９ 上左森野２丁，目 同上

　　　　　　　　

‐ Ｏ

Ｃ１６‐
６５ ０４／０３鑓査 １，７（鳩 １，７（ぬ

玉川学園東都パーク駐車場

　

１３時
２８分～２１時０３分

　

「市政相談」，と
されている

・深夜
・長時間

　

的７時半の駐車 １４‐ｌ ８６ 上左２１

　

Ｐ１７ 同上 Ｏ

Ｃ１６‐
６６ ０８だ６旗査

　　　

、
２（刈 ２（滑

ＴＰ玉川学園駐車増 １３時１７分～１３
時３７分

　

「現地調査」とされてい
る

・繁華街
・短時間・わずか２０分の駐車 １４‐Ｉ１６１ 上右２１

　

Ｐ１７ 同上 Ｏ

まちだ市民クラブ

　

駐車場代等３１６



支出
番号支出日費目 椎

名
員 支出金額

原告らの
主張する
違法支出

額
支出内容 原告らの主張する違法性を裏付ける事情 器 トＮｏ 位置領収書以外の関連証

拠 会派まちだ市民クラブの主張
裁判所の
認定する
違法支出
頓

Ｃ１６‐
６７ ０１／１８鯛査 ６００ ６（鳩

エスエーパーキング第１駐車場
０９時４８分～１２時３６分

　

「市政相
談」と，されている

・政党活動
政党事務所の至近距離にある駐車場。．以下Ｃ博一８６
まで同じ
・繁葦街・長時間２時間４９分の駐車

１４－Ｉ ２２８ 上左・２１

　

Ｐ

　

９（責４３）Ｐ２Ｂ同上 Ｏ

Ｃ１６－
６８ ｑｌ／３０鯛査 ４｛鳩 ４｛刃

エスエーパーキング

　

１６時４５分～
１８時２２分

　

「市政相談」とされて
いる

・政党活動
・繁華街 １４一，ｌ ２２８ 中 ・２１

　

Ｐ

　

９（賞４３）Ｐ２８同上 Ｏ

Ｃ１６‐
６９ ０２／０１ 韻査 ８｛卸 ８００

エスエーパーキング

　

０９時２２分～
１７時５６分

　　

「市政相談」とされ
ている

・政党活動・繁華街
・長時間

　

約７時間半の駐車 １４‐ｌ ２３７ 上左・２１

　

Ｐ９（資４３）Ｐ２８同上

　　　　　　　　　　　

－ Ｏ

Ｃ１６‐
７０ ０２／０６韻査

「
８００ ８００

エスエーパーキング

　

１３時５４分～
１８時２５分

　　

「市政相談」とされ
ている

・政党活動・繁華街
・長時間

　

約４時間半の駐車 １４‐Ｉ ２３７ 上右・２１

　　　　　　　　

＼
Ｐ９（賃４３）Ｐ２８ 同上 Ｏ

Ｌ^Ｖ

　

Ｉ′
６－０２ハ８韻査 ．

　

８㈹ ８㈹
エスエーパーキング

　

０９時２８分～
１８時４０分

　

「市政相談」とされて
いる

・政党活動・繁筆街
・長時間

　

約９時間以上の駐車 １４－Ｉ ２４２ 上左・２１

　

Ｐ

　

９（黄４３）Ｐ２８同上 Ｏ

ハＵ

　

７′
０２／２３餌査 ３００ ３（鳩

エスエーバ」キング

　

１１時０９分～
１２時１６分

　

「市政相談」とされて
いる，

　　　　　　　　　　　　　

・

・政党活動・繁華街
１４‐ｌ ２４２ 上中・２１

　

Ｐ９（資４３）Ｐ２８同上，
Ｏ

Ｃ１６－
７３ ０３／０２調査 ８００ ８（鳩

エスエーパーキング

　

１２時１６分～
ＩＢ時１２分

　

「市政相談」とされて
いる

・政党活動・繁華街
・長時間

　

約６時間の駐車 １４‐Ｉ ２４９ 上左・２１

　

Ｐ９（黄４３）Ｐ２８同上 Ｏ

Ｃ１６－
７４ ０３／２２韻査

　　　　　　

・
５｛鳩 ５（め

エスエーパーキング

　

０９時４２分～
１２時０７分

　

「市政相談」とされて
いる

・政党活動・繁華街
・長時間

　

２時間２５分の駐車 １４一Ｉ２４９ 下左・２１

　

Ｐ９（費４３）Ｐ２８同上 Ｏ

Ｃ１６‐
７５ ，０４／２２韻査 ７｛鳩 ７００

エスエーパーキング

　

１４時２６分～
１７時５４分

　

「市政相酸」とされて
いる

　

＼

　　　　　　　　　　　　

‘

・政党活動・繁華街

　

・
・長時間

　

約３時間半の駐車 １４‐Ｉ ９４ 上左・．２１

　

Ｐ９（糞４３）Ｐ２８同上 Ｏ

Ｃ１６－
７６ ０４／２８韻査

　　　

、
、４００ ４００

エスエーパーキング

　

０９時２８分～
１１時２６分

　

「市政相談」とされて
いる

・政党活動・繁葦街 １４－Ｉ ９４ 中左・２１

　

Ｐ

　

９（黄４３）Ｐ２８向上

　　　

．・」

　　

’
Ｏ

Ｃ１６－
７７ ０５／２４韻査 ３００ ３（鳩 エスエーバ〒キング．１０時４９分～

１２時１３分

　

「会議」とされている
・政党活動・繁華街 １４‐Ｉ１１２－上中・２１

　

Ｐ９（賞４３）・Ｐ２８同上 Ｏ

Ｃ１６－
７８ ０６／２１ 餌査 ９｛刈 ９００

エスエーパーキング

　

０８時５７分
～１３時１９分

　

「市政相談」とされ
ている

・政党活動・繁華街
・長時間

　

的４時間半の駐車 １４－Ｉ１２１ 上中 ２１

　

Ｐ

　

９（責４３）Ｐ２８同上 Ｏ

Ｃ１６－
７９ ０７／２２贋査 ４００ ４００

エスエーパーキング

　

１０時３９分～
１２時３７分一「市政相談」とされて
いる

・政党活動・繁華街 １４－ｌ１３９ 上中 ２１

　

Ｐ

　

９（，責４３）Ｐ２８同上 Ｏ

Ｃ１６－
８０ ０７／３０調査 ８（鳩 ８（粉

エスエ」パーキング

　

０９時１９分～
１７時１８分

　

「市政相護」とされて
いる

・政党活動‘繁華街
・長時間

　

約８時間の駐車 １４‐ｌ １３９ 下右 ２１

　

Ｐ

　

９（黄４３）Ｐ２８同上

　　　　　　　　　　

‐ Ｏ

Ｃ１６一
８１ ｌｏ／０３ 韻査 ７（鳩 ７（鳩

エスエーパーキング

　

１０時３７分～
１３時４８分

　

「市政相談」とされて
いる

・政党活動・繁華街
・長時間

　

３時間以上の駐車 １４‐Ｉ １７９ 上左 ２１

　

Ｐ

　

９（黄４３）Ｐ２８同上 Ｏ

Ｃ１６－
Ｂ２ ｌｏ／０６餌査 ８｛鳩 ８（め

エスエーパーキング

　

１１時３６分～
１８時００分

　

「市政相観」とされて
いる

・政党活動・繁華街
・長時間

　

約６時間半の長時間駐車 １４一Ｉ １７９ 中左 ２１

　

Ｐ

　

９（黄４３）Ｐ２８同上 Ｏ

Ｃ１６－
８３ １０／１８ 醜査 ８（鳩 ８〔櫛

エスエーパーキング

　

０９時４４分～
１５時５６分

　

「市政相談」とされて
いる

・政党活動・繁華街
・長時間

　

約６時間の駐車 １４－ｌ１８３ 上中・２１

　

Ｐ９（黄４３）Ｐ２８同上 Ｏ

Ｃ１６‐
鳩 １２月５鯛査 ４（刃 ４（鳩

エスエーパーキング

　

１２時５０分～
１４時３６分

　

「市政相鼓」とされて
いる

・，政党活動・繁華街 １４－Ｉ ２０９ 上中・２１

　

Ｐ

　

９（黄４３）Ｐ２８同上 Ｏ

Ｃ１６‐
８鵠 １２／１７餌査 ８００ ８００

エスエーパーキング

　

．０９時１３分～
１３時３４分

　

「市政相談」とされて
いる

・政党活動・繁華街
・最時間

　

約４時間の駐車 １４一Ｉ ２０９ 上右・２１・Ｐ９（責４３）Ｐ２８同上

　　　　

′， Ｏ

Ｃ１６－
８６ １２／２７国査

　　　

」
８００ ８〔め

エスエーパーキング

　

１０時０８分～
１８時４７分

　

「市政相綾」とされて
いる

・政党活動・繁華街
・長時間

　

約８時間半の駐車 １４－ｌ ２０９ 下左・２１

　

Ｐ９（黄４３）Ｐ２８同上 Ｏ

Ｃ１６－
８７ ０１月４調査 １００ １００

グルメシティ成瀬台店駐車場

　

０９
時５７分～１１時２５分

　

「市政相談」
とされている

・商業施設での街頭活動と推測される。
．長時間

　　

・

　　　　　　　

１４‐ｌ ２２５ 上左２１

　

Ｐ２２

　　

′
同上
なお、「長時間」に該当しな
し、。

Ｏ

Ｃ１６－
８８ ０２／０４ 餌査 ３（鳩 ３００

グルメシティ成瀬台店駐車場

　

０９
時５６分～１１時５９分

　

「市政相談」
とされている

・－商業施設での街頭活動・長時間・土曜日 １４‐ｌ ２３９ 中左２１

　

Ｐ２２
佐藤議員が、青少年健全育成
成瀬台地区委員会の定例会に
出席した際の駐車代であり、
当該活動は政務活動である。

Ｏ

Ｃ１６－
８９ ０３／０４ 韻査 ２｛鳩 ２００

グルメシティ成瀬台店駐車場

　

０９
時４７分～１１時４２分

　

「市政相談」
とされている

　　

‐

・商業施設での街頭活動・長時間・土曜日 １４－，Ｉ ２５１ 上左２１

　

Ｐ２２
同上
なお、「長時間」に該当しな
し、ｏ

Ｏ

Ｃ１６－
９０ ０４／０２ 憤査 ４｛め ４（鳩

グルメシティ成瀬台店駐車場

　

０９
時５１分～１１時５０分

　

「市政相談」
とされている

・商業施設での街頭活動・長時間・土曜日 １４‐Ｉ ８５ 中左２１

　

Ｐ２２ 同上 Ｏ

ｎＶ

　

Ｏー
６－０６／０４憤査 ３００ ３００

グルメシティ成瀬台店駐車場

　

０９
時５５分～１１時１９分

　

「市政相談」
とされている

・商業施設での街頭活動・長時間、・土曜日 １４‐Ｉ１１９ 上左２１

　

Ｐ２２ 同上 Ｏ

Ｕ^

　

ｏｙ
６－０９／０３鯛査 １（鳩 １（め

グルメシティ成瀬台店駐車場

　

０９
時４８分～１１時０４分

　

「市政相談」
とされている

・商業施設での街頭活動・長時間・土曜日 １４一Ｉ１６５ 中左２１

　

Ｐ２２ 同上 Ｏ

Ｃ１６－
９３ １０／０１ 債査 ２（鳩 ２（鳩

グルメシティ成瀬台店駐車場

　

０９
時５０分～１１時３４分

　

，「市政相該」
とされている

・商業施設での街頭活動・長時間・土曜日 １４－Ｉ１７８ 上左２１

　

Ｐ２２ 同上 Ｏ

Ｃ１６－
９４ １１／０６ 鑓査

　　　　　　

Ｊ １〔鳩 １００
グルメシテ，ィ成瀬台店駐車場

　

１０
時０４分～１１時１６分

　

「市政相談」
とされている

・商業施設での街頭活動・長時間・日曜日 １４－Ｉ１９４ 上中２１

　

Ｐ２２
使途基準不適合性を推認させ
る事実とはいえない。
なお、「長時間」に該当しな
し、。

Ｏ

Ｃ１６‐
９５ ０２／０３韻査 ３（刈 ３００

タイムズ成瀬が丘駐車場

　

０７時０６
分～ＯＢ時３４分

　

「市政相鼓」とさ
れている

・政党活助（政務国査以外の議員活動）
・・早朝の駐車。ＪＲ横浜線成瀬駅南口での街頭宣伝
のための駐車と推測される。

１４‐Ｉ ２３９ 上左２１

　

Ｐ２２

・使途基準不適合性を推蝕さ
せる事実が立証されたとはい
えない。，
・街頭活動は政務活動であ
る・

Ｏ

Ｃ１６▼
９６ １１／０４ 贋査 ２（刈 ２（鳩

コートパーキング成瀬が丘駐車増
０７時０６分～０８時５０分

　

「市政相
談」とされている

　　　　

．

・政党活動（政務鑓査以外の議員活動）
・早朝の駐車。ＪＲ横浜様成瀬駅南口での街頭宣伝
のための駐車と推測される。

１４‐Ｉｆ９４ 中中２１

　

Ｐ２２ 同上

　　　　　　

‐ ０ー

Ｃ１６‐
９７ １２ノ３１ 嗣査 ５〔滑 ５〔め

コートパーキング成瀬が丘駐車場
１４時４９分～１５時０８分

　

「市政相
談」とされている

・短時間’わずか１９分の駐軍 １４‐Ｉ ２１５ 中中２１

　

Ｐ２２ 使途基準不適合性を推認させ
る事実とはいえない。

Ｏ

Ｃ１６－
９８ ０４／０４鯛査 １００ １００

シンコウバーク鶴ｊ
１２時２２分～１２時２８づ
査」とされている

駅前駐車場

　

「現地醜 ：琵駅前
間

　

わずか６分の駐車 １４‐ｌ Ｂ９ 上左２１

　

ＰＩ９ 同上 Ｏ

Ｃ１６－
９９ 帆／１Ｉ 餌査 １００ １００

シンコウパーク鶴ｊ
１１時５９分～１２時１０づ
蝕」とされている

駅前駐車場

　

「市政相 遁 駅前
闇

　

わずか１１分の駐車 １４‐Ｉ ８９ 中左２１

　

ＰＩ９ 同上

　　　　　

・ Ｏ

Ｃ１６‐
１００ ０４／２２，憤査 １（め １〔樽

シンコウバーク鵡」
１７時４８分～１７時５７づ
談」とされている

駅前駐車場

　

「市政相 ：差駅前
間

　

わずか９分の駐車 ４‐Ｉ Ｂ９ 下左２１

　

ＰＩ９ 同上 Ｏ

Ｃ１６－
１０１ ０４／２５鯛査 ２００ ２㈹

シンコウバーク義」
１６時０６分～１６時２９づ
査」とされている

駅前駐車場

　

「現地調 ・鶴 駅前 ４ーＩ ８９ 下右２．Ｉ

　

ＰＩ９ 同上 Ｏ

Ｃ１６‐
１０２ ０５／０８ 韻査 １００ １００

シンコウバーク鶴」
１４時３２分～１４時４９：
護」とされている

駅前駐車場

　

「市政相 ：琵駅前

　　　　　　　　　　　　　　　　

‘
間

　

わずか１７分の駐車 ４‐Ｉ ９６ 中中２１

　

ＰＩ９ 同上

　

‐ Ｏ

Ｃ１６－
１０３ ０５／２１ 圃査 １００ １００

シンコウパーク鶴ｊ
１３時１０分～１３時２９づ
談」とされている

駅前駐車場

　

「市政相 ：差駅前
間

　

わずか１９分の駐車 ４‐Ｉ１１１ 上左２１

　

ＰＩ９ 同上 Ｏ

Ｃ１６－
１０４ ０５／２６債査 １００ １００

シンコウバーク鶴ｊ
１８時４０分～１８時４６づ
護」とされている

駅前駐車場

　

「市政相 ：鐙 駅前
間

　

わずか６分の駐車 ４ーＩ１１１ 中左２１

　

ＰＩ９ 同上 Ｏ

Ｃ１６－
１０５ ０６／１７鯛査 １００ １００

シンコウバーク鶴川駅前駐車場
１１時１６分～１．１時２６分

　

「市政相
談」とされている

・鶴川駅前
・短時間

　

わずか１３分の駐車 ４‐Ｉ１２６ 上左２１

　

ＰＩ９ 同上

　　　　　

－ Ｏ

三１１二；

まちだ市民クラブ 駐車場代等３１７

　

「



軽支出日費目『１５
員 支出金額

原告らの
主張する
違法支出

額
支出内容 原告らの主張する違法性を裏付ける事情 嚢導トＮｏ 位置領収●以外の関連証

拠 会派まちだ市民クラブの主張

「戴判所の
認定する
違法支出
額

鑓
１０ ０６／２４ 調査

　　　　　　

． １（鳩 １００
シンコウバーク鶴川駅前駐車場
１７時５０分“１８時００分

　

「現地撹
査」とされている

・鶴川駅前
・短時間

　

わずか１０分の駐車 １４－Ｉ１２６ 下左２１

　

ＰＩ９ 同上 Ｏ

Ｃ１６－
１０７ ０６／２９ 鱗査 １００ １００

シンコウパーク鶴川駅前駐車場
０９時２５分～０９時３５分

　

「現地鯛
査」とされている

・鶴川駅前．
・短時間

　

わずか１０分の駐車 １４‐Ｉ１２６ 下右２１

　

ＰＩ９ 同上 Ｏ

桝
１０

０７ハ６ 調査 １（鳩 １〔め
タイムズ鶴川駅前駐車場

　

１６時０１
分～１６時０６分

　

「市政相談」とさ
れている

・鶴川駅前
・短時間

　

わずか５分の駐車 １４‐Ｉ１３８ 上右２１

　

ＰＩ９ 同上 Ｏ

Ｃ１６‐
１０９ ０７／２６ 鑓査 １００ １（わ

シンコウパーク鶴川駅前駐車場
１７時３９分～１７時５３分

　

「現地誼
１目とされている

・鶴川駅前
・短時間わずか１４分の駐車 １４」Ｉ１３８ 中中２１，ＰＩ９ 同上 Ｏ

鑓
Ｈ ０７／２９圃査 ２｛ｍ ２（鳩

シンコウバーク鶴′
０７時０２分～０８時０６づ
蝕」とされている

駅前駐車場

　

「市政相
・政党活動
・早朝の駐車。小田急線鶴川駅前での街頭宣伝の
ための駐車と推測される。

１４－Ｉ１３８ 中右２１

　

ＰＩ９

・使途基準不適合性を推認さ
せる事実が立証されたとはい
えない。
・街頭活動は政務活動であ
る。

Ｏ

ｎＬＶ

　

ＩＩ
６－
Ｉ ０８／０１ 鱈査 １００ １００

シンコウバーク鶴ｊ
０９時２６分～０９時３５づ
醸」とさＬねている

駅前駐車場

　

「市政相
・鶴川駅前
・短時間

　

わずか９分の駐車 １４‐Ｉ１４９ 上左２１

　

ＰＩ９ 使途基準不適合性を推認させ
る事実とはいえない。

Ｏ

ｙ^ｌ．
ふ
２ ０８／０３ 調査 １（鳩 １〔鳩

シンコウバーク鶴ｊ
０９時２８分～０９時３４づ
査」とされている

駅前駐車場

　

「現地醜
・鶴川駅前
・短時間

　

わずか６分の駐車 １４‐Ｉ１４９ 上中２１

　

ＰＩ９ 同上 Ｏ

Ｃ１６－
１１３ ０８月Ｏ 調査 １（鳩 １〔鳩

シンコウバーク鶴′
０９時３５分～０９時４４～
査」とされている

駅前駐車増

　

「現地鯛
・鶴川駅前
・短時間

　

わずか９分の駐車 １４‐Ｉ１４９ 下右２１

　

ＰＩ９ 同上 Ｏ

Ｃ１６－
１１４ ０９／０９ 贋査 ３（め ３〔鳩

シンコウパーク鶴川駅前駐車場
０６時２６分～０８時４１分

　

「現地飼
査」とされている

・政党活動（政務醜査以外の議員活動）
・早朝の駐車。小田急線鶴川駅前での街頭宣伝の
ための駐車と推測される。

１４一Ｉ１６１ 下中２１

　

ＰＩ９

・使途基準不適合性を推認さ
せる事実が立証されたとはい
えない。
・街頭活動は政務活動であ
る。

Ｏ

Ｌ^Ｖ

　

ＩＩ
０９／０９ 鵠査 １（鳩 １（鳩

シンコウバーク鶴ｊ
１４時３２分～１４時４３づ
とされている

駅前駐車場
「現地鯛査」

・鶴川駅前
・短時間

　

わずか１１分の駐車 １４－Ｉ１６１ 下右２１

　

ＰＩ９ 使途基準不適合性を推認させ
る事実とはいえない。

Ｏ

（Ｖ

　

ＩＩ
０９／２５ 鵠査 １００ １００

シンコウバーク鶴」
１２時４３分～１２時４６づ
護」とされている

駅前駐車場

　

「市政相 嶺駅前
間

　

わずか３分の駐車 １４‐Ｉ１７４ 下左２１

　

ＰＩ９ 同上 Ｏ

（Ｕ

　

ＩＩ
６－
７ ０９／２７ 韻査 １（刃 １〔め

シンコウパーク鶴」
１５時５２分、～１６時０３；
護」とされている

駅前駐車場

　

「市政相 ：鐙名駅前
間

　

わずか９分の駐車 １４‐Ｉ１７４ 下中２１

　

ＰＩ９ 同上 Ｏ

Ｌ^Ｕ

　

ＩＩ
１０／０６調査 １（地 １００

シンコウバーク鶴」
１３時５７分～．１４時０３づ
査」とされている

駅前駐車場

　

「現地傾 樹駅前
間

　

わずか６分の駐車 １４‐Ｉ１７５ 上右２１

　

ＰＩ９ 同上 Ｏ

鑓
” ｌｏハ３調査 １０Ｏ １０Ｏ

シンコウバーク鶴」
０９時３２分～０９時３７づ
故」とされている

駅前駐車場

　

「市政相 猫駅前
間

　

わずか５分の駐車 １４－Ｉ１７５ 下左２１

　

ＰＩ９ 同上 Ｏ

Ｃ１６‐
１２０ １０ハ８韻査 １（ぬ １００

シンコウバーク鶴」
１８時１５分～１８時２５づ
査」とされている

駅前駐車燭

　

「現地圃 猫駅前
間

　

わずか１０分の駐車 １４‐Ｉ１８４ 上左２１

　

ＰＩ９ 同上 Ｏ

Ｃ１６‐
１２１ １０／２５鯛査 １０Ｏ １（め

シンコウパーク鶴」
１６時２８分～１６時４８づ
査」とされている

駅前駐車場

　

「現地調 樹駅前

　　　　

．

　　　　　　　　

－

　

－間

　

わずか２０分の駐車

　

（ １４‐Ｉ１８４ 中左２１

　

ＰＩ９ 同上 Ｏ

Ｃ１６－
１２２ １０／２６鋼査 １００ １（鳩

シンコウバーク鶴」
１１時２６分～１１時４６づ
査」ときれている

駅前駐車場

　

「現地槻 ：鐙ｉ駅前
間

　

わずか２０分の駐車 １４‐Ｉ１８４ 中中２１

　

ＰＩ９ 同上 Ｏ

Ｃ１６－
１鵠 １１／０２蟹査 ２００ ２００

シンコウバーク鶴」
０９時３１分～０９時５３づ
査」とされている

駅前駐車場

　

「現地飼 ：郷駅前
間

　

わずか２２分の駐車 １４‐Ｉ１８４ 下中２１

　

ＰＩ９ 同上 Ｏ

Ｃ１６‐
１鴻 １２／１７ 韻査

　　　　　

．
１００ １００

シンコウバーク鶴川
１３時５４分～１４時００分
談」とされている

駅前駐車場

　

「市政相
・鶴川
・短時

駅前
間

　

わずか６分の駐車 １４一Ｉ ２１２ 上右２１

　

ＰＩ９ 同上 Ｏ

Ｃ１６－
１２５ １２／２５調査 １００， １００

シンコウバーク鶴川
１０時０１分～１０時１２分
談」とされている

駅前駐車場

　

「市政相
・鶴川
・短時

駅前
間

　

わずか１１分の駐車 １４－Ｉ ２１８ 上左２１

　

ＰＩ９ 同上 Ｏ

似
１２ １２／２９姻査 １００ １（め

シンコウバーク鶴川駅前駐車場
１６時５８分～１７時０６分

　

「市政相
談」とされている

・鶴川
・短時

駅前
間

　

わずか８分間の駐車 １４‐Ｉ ２１８ 上右２１

　

ＰＩ９ 同上 Ｏ

Ｃ１６－
１２７ ０８／１５ 調査 １３０ １３０

ＳＨＩＮＥＩＰＡＲＫ‐Ｎ
駐車場 １９時
「市政相謬Ｕ

６２４Ｈ 鶴川駅そばの
５７分～２０時０８分
とされている

・鶴川
・短時

駅前－・夜間
間

　

わずか１’１分の駐車 １４‐Ｉ１５８′上左２１

　

ＰＩ９ 同上

　　　　

・

　　　

， Ｏ

桝
１２ ０１／０６ 醜査 １０Ｏ １〔め

シンコウバーク鶴」
１６時２２分～１６時３１づ
査」とされている

駅前駐車場

　

「現地鯛
・鶴川
・短時

駅前
間

　

わずか９分の駐車 １４‐Ｉ ２１Ｂ 中中２１

　

ＰＩ９ 同上 Ｏ

鋼
１２ ０１／２２調査 ２００ ２（め

シンコウバーク鶴」
１４時２８分～１４時５０づ
該」とされている

駅前駐車場

　

「市政相
・鶴川
・短時

駅前

　　　　　

ノ
間

　

わずか２２分の駐車 １４‐Ｉ ２２６ 上右２１

　

ＰＩ９ 同上 Ｏ

Ｃ１６－
１３０ ０１／２５慣査 １００ １（め

シンコウバーク鶴」
１７時５２分～１８時０１づ
護」とされている

駅前駐車場

　

「市政相
・鶴川
・短時

駅前
間

　

わずか９分の駐車 １４－Ｉ ２２６ 中中２１

　

ＰＩ９ 同上 Ｏ

Ｃ１６－
１３１ ０３／１６ 鯛査 ２００ ２㈹

シンコウバーク鶴ｉ
１１時０７分～１１時３４づ
鼓」とされている

駅前駐車場

　

「市政相
」鶴川
・短時

駅前
間

　

わずか２７分の駐車 １４，ーＩ ２４１４ 下中２１

　

ＰＩ９ 同上 Ｏ

Ｃ１６－
１３２ ０３／２６鑓査 １００ １００

シンコウパーク鶴」
１６時００分～１６時１１づ
談」とされている

駅前駐車場

　

「市政相
・鶴川駅前
・短時間

　

わずか１１分の駐車 １４‐Ｉ ２５３ 中左２１

　

ＰＩ９ 同上 Ｏ

Ｃ１６‐
１３３、０３／２８ 鑓査 ３｛鳩 ３Ｗ

シンコウバーク鶴川駅前駐車場
０６時２０分～０８時３９分

　

丁市政相
談」とされている

・政党活動（政務調査以外の議員活動）
・早朝の駐車。小田急線鶴川駅前で街頭宣伝のた
めの駐車と推測される。

１４－Ｉ ２５３ 中中２１

　

ＰＩ９

・使途基準不適合性を推認さ
せる事実が立証されたとはい
えない。
・街頭活動は政務活動であ
る。

Ｏ

Ｃ１６－
１３４ ０３／２３ 餌査 １，６（滑 、１，６｛鳩

神叢パーキング（鶴川駅前）

　

１２
時２７分～２１時４５分

　

「市政相談」
とされている

・鶴川駅前
・長時間

　

９時間以上の駐車・深夜 １４‐Ｉ ２４９ 下右２１

　

ＰＩ９ 使途基準不適合性を推認させ
る事実とはいえない。

Ｏ

Ｃ１６‐
１３５ １１／１６掴査 １，６（め １，６〔鳩

神簸パーキング（鶴川駅前）１２時
５３分～２２時２６分

　

「市政相談」と
さ・れている

　　　　　　

．
・鶴川駅前
・長時間

　

９時間以上の駐車・深夜 １４‐Ｉ１９２ 中左２ｔ

　

ＰＩ９ 同上

　　　　

－

　

●

　　

ノ Ｏ

Ｃ１６‐
１３６ ０５／０９ 鑓査 ２００ ２㈹

アイペツク鶴川第１駐車増

　

１１時
３６分～１１時４４分

　

「現地蟹査」と
されている

・鶴川駅前
・短時間

　

わずか８分間の駐車 １４‐Ｉ ９６ 中右２１

　

ＰＩ９ 同上 Ｏ

Ｃ１６－
１３７ ０１／２７韻査 １００ １００

タイムズ小野神社前駐車場

　

０９時
２４分～０９時３０分

　

「市政相談」と
されている

・短時間わずか６分の駐車 ４‐Ｉ ２３１ 上左 同上 Ｏ

Ｃ１６‐
１３８ １２／２３ 鑓査 １０Ｏ ＫＩＯ

タイムズ小野神社前駐車端

　

１２時
１９分～１２時３１分．「市政相談」と
されている

・短時間

　

．わずか１２分の駐車 ４‐Ｉ ２１２ 下右 同上 Ｏ

Ｃ１６‐
１３９ ０１／２９ 韻査 １０Ｏ １００

タイムズ小野神社前駐車場

　

１６時
０８分～１６時１２分

　

「市政相談」と
されている

・短時間

　

わずか１４分の駐車 ４‐Ｉ ２３１ 中左 同上 Ｏ

Ｃ１６‐
１４ＬＯ ０７／０４ 鑓査 １００ １０Ｏ

鶴川団地センター名店街駐車場
１４時２８分～１４時３７分

　

「市政相

　

．
談」とされている

・短時間

　

わずか９分の駐車 ４‐Ｉ１３５ 上中 同上

　　　　　　　　　　　　

， Ｏ

Ｃ１
１４１ ０６／０２ 鑓査 １００ １（め

鶴川団地センタ「名店街－

　

１５時１２
分～１５時１８分

　

「市政相談」とさ
れている

・短時間

　

わずか６分の駐車 ４‐Ｉ１１１ 下左 同上 Ｏ

Ｃ１６‐
１４２ ０５／０２鑓査 ２００ ２（滑

パークつ〈し野駐車場（田園都市
線つくし野駅そばの駐車増）

　

０６
時３５分～０８時０８分

　

「市政相談」
とされている

・政党活動（政務調査以外の議員活動）
・早朝の駐車。東急東横線つくし野駅前での街頭
宣伝のための駐車と推測される。Ｃ‐１４６まで同様 ４‐Ｉ１０２ 中左２１

　

Ｐ２４

・使途基準不適合性を推記さ
せる事実が立証されたとはい
えない。
・街頭活動は政務活動であ
る。

Ｏ

Ｃ１６－
１４３ ０７／２６ 鑓査 ２００ ２（滑

パークつくし野駐車場

　

０７時１１分
～０８時２４分

　

「市政相談」とされ
ている

・同上 ４‐Ｉ１３３ 中 ２１

　

Ｐ２４ 同上 Ｏ

Ｃ１６‐
１４４ ０８／３１ 鑓査 ２００ ２㈹

パークつ〈し野駐車場

　

０６時５３分
～０８時０８分

　

， 「市政相談」とさ
れている

・同上

　　　　　　　

－

　

‐ ４‐Ｉ１６０ 下中２１

　

Ｐ２４ 同上 Ｏ

まちだ市民クラブ 駐車渇代等

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

３１８



「

辞支出日費目『髪員 支出金額
原告らの
主張する
違法支出
‐

　

額
支出内容 原告らの主張する違法性を裏付ける事情 器 トＮｏ 位置領収－以外の関連証

拠 会派まちだ市民クラブの主張
裁判所の
認定する
違法支出
額

Ｃｆ６‐
１４５ １０／２８調査 ２００ ２（刈

パークつくし野駐車端

　

０６時４８分
～０８時３１分

　

「市政相鼓」とされ
ている

・同上 １４－Ｉ１７８ 中右２１

　

Ｐ２４ 同上 Ｏ

鯛
図 ０１／３０譲査 ３００ ３㈹

パークつ．〈し野駐車場

　

０６時４６分
～０８時４７分

　

「市政相談」とされ
でいる

・同上

　　

１ １４‐ｌ ２２５ 中 ２１

　

Ｐ２４ 同上 ０

Ｃ１６－
１４７ ０５／０７韻査 ７５０ ７５０

町田市立総合体育館第１駐車場
（南成瀬５‐１２）０８時１８分～１６時
４７分

　

「市政相談」と．されている

・スポーツ施設の私的利用

　

土曜日
・町田青年会議所主催 「わんば〈相撲町田場
所」

１４‐Ｉ ９７ 下左
甲４６
甲１５６一Ｉ
甲１５６一２
甲１５７

　　　　

－

戸塚議員が、′「わんぱく相撲
町田場所」の運営に参加した
際の駐車代であり、．当該活動
は政務活助である。
わんば〈相撲は、日本全国の
各青年会繊所が主催する小学
生の相撲大会であり、町田市
で毎年開催される予選大会で
ある「わんぱく相撲町田場
所」は、町田青年会議所が主
催している。戸塚議員は、町
田青年会議所の一員として、
同大会の運営のために赴き、
本件支出をしたものである。
わんぱく相撲町田場所の運営
への参加は、スポーツを通じ
て町田市の住民取り分け青少
年の福祉の増進を図るために
必要な活動である。

０

Ｃ１６－
１４８ ０８／２０醜査 １（鳩 １００

町田市立総合体育館第１駐車場
１０時３７分～１２時１６分

　

「市政相
隣」と盛れている

・スポーツ施設の私的利用

　

土曜日
１４‐ｌ １５８ 下左

　

、 使途基準不適合性を推認させ
る事実とはいえない。

Ｏ

ｄ
質 １１／０３韻査 １（鳩 １（め

町田市立総合体育館第１駐車場
０９時４２分～１０時４９分

　

「市政相
鼠」とされているｉ

・スポーツ施設の私的利用

　

祝日 １４‐Ｉ１８４ 下右 同上 ０

Ｃ１６－
１５０ １１／０６韻査 １００ １０Ｏ

町田市立総合体育館第２駐車場
１３時３２分～１４時１８分

　

「現地撹
査」とされている

・スポーツ施設の私的嗣用

　

日曜日 １４÷Ｉ１９６ 上中 同上 ０

Ｃ１６－
１５１ １１／２０麟査 ．，１００ １００

町田市立総合体育館第１駐車場
１２時４７分～１３時４１分

　

「現地撹
査」とされている

・スポーツ施設の私的羽用

　

日曜日 １４‐Ｉ１９６ 中右‐，

　　　　　　　　

，

「
同上 、０

Ｃ１６－
１５２ ”／２０慢査

　　　　　　　　

・ １（樽 １００
町田市立総合体育館第１駐車場
１５時４９分～１７時４７分

　

「市政相
談」とされている

・スポーツ施設の私的私用

　

日曜日 １４‐ｌ１９６ 下中 同上

　　　

，

　　　　　　　

， ０

Ｃ１６－
１５３ ０６／２８醜査 ２｛鳩 ２００

サン町田旭体育館駐車場（旭町）
１４時５５分～１７時３７分

　

「市政相
談」とされている

・スポ「ツ施設の私的覇用

　

、火曜日
１４‐ｌ１１９ 上中 同上 ０

Ｃ１６－
１５４ ０２ハ９餌査 佐藤 １５０ １５０

サン町田旭体育館駐車場

　

１７時４２
分～２０時１６分

　

「市政相談」とさ
れている‐

・スポーツ施設の私的利用

　

日曜日（夜間）
・「町田市ソフトボール連盟理事会」に出席。 １４一Ｉ ２３９ 下中

甲１５９
甲１６０
甲１６１－Ｉ
甲１６１一２
甲８６一３（自民党長村
離員の行動記録）

佐藤議員が、町田市少年野球
連盟の総会に出席した際の駐
車代であり、当該活動は政務
活動である。

Ｏ

Ｃ１６－
１５５ 鋼／１７韻査 １（鳩 １〔め

サン町田旭体育館駐車場

　

１１時５
３分～１３時３４分．「市政相談」，と
されている，

・スポーツ施設の私的利用

　

日曜日
・「町田市バトミントン連盟」の総会への参加。

１４‐ｌ ８５ 下中
甲Ｂ６ー３（自民党長村
議員の行動記録）
甲１５ａ

使途基準不適合性を推認させ
る事実とはいえない。

０

鑓
柘 １２／２３餌査 ３００ ３００

多摩市立温水プール駐車場｛多摩
市唐木田）１３時５０分～１６時１６分
「市政相談」とされている

・スポーツ施設の私的利用

　

祝日 １４‐Ｉ２１２ 中右 同上

　　　

，

　

，

　　　

」 Ｏ

Ｃ岡－
１５７ ０４／２１ 鰭査 ２４０ ２４０

多摩センター中央第１駐車場

　

１０
時４４分～１１時４４分

　

「現地国査」
とされている

　　

‐

・市外

　　　

．

　　　　　　　

Ｊ

　

．

　

，・商業施設 １４‐ｌ ９１ 中右２１

　

ｐ３６ 同上 Ｏ

鑓
１５

０７／０８韻査 ２００ ２００
小田急多摩センター第１駐車場
１４時３７分～１５時１５分

　

「現地鯛
査」とされている

・市外
・商業施設 １４‐Ｉ１３５ 中左，２１

　

ｐ３６ 同上 Ｏ

Ｃ１６‐
１５９ １１／２０韻査

　　　

４

／

　

７２０ ７２０
パルテノン多摩西駐車場（多摩セ
ンター）０９時１６分～１２時１５分「現
地現査」とされている

・市外・商業施設・長時間

　

．２時間５９分の駐車
衆龍院議員〈しぶち万里フォト日記２０１６より
「民道党東京都第２３区総支部定期大会」「…場
所は、大規模改修で注目されるバルテノ，ン多摩に
て。・・・．」

１４－ｌ１９４ 中左
２１

　

ｐ３６
甲１３０（〈しぶち万里
フオト日記）

同上 Ｏ

Ｃ１６－
１６０ １１／２０調査 ３６０ ３６０‐

パルテノン多摩西駐車場（多摩セ
ンター）１０時１２分～１１時２３分
「現地慎査」とされている

・市外・商業施設
衆議院議員〈しぶち万里フォト日記２０１６より
「民道党東京都第２３区総支部定期大会」「…場
所は、大規模改修で注目されるパルテノン多摩に
て。・１１」

１４‐Ｉ１９５ 中右
２１

　

ｐ３６
甲１３０（〈しぶち万里
フオト日記）

同上 ０、

Ｃ１６－
１６１ ０５／２９醜査 ３６０ ３６０

多摩センター丘の上プラザ駐車場
０９時３８分～１１時０９分

　

「現地鯛
査」とされている

・市外
・商業施設 １４‐Ｉ１０９ 中右２１

　

ｐ３６ 同上 Ｏ

Ｃ１６－
１６２ ０７／３０額査 ２４０‐

　　

２４０
多摩センター丘の上プラザ駐車場
１３時５０分～１６時３４分

　

－「現地調
査」とされている

・市外
・商業施設 １４‐Ｉ１１０ 下右２１

　

ｐ３６ 同上 Ｏ

Ｃ１６－
１６３ ０８／０６韻査 ３６０ ３６０

多摩センター丘の上プラザ駐車場
１８時５１分～１９時５７分， 「市政相
蝕」とされている

・市外
・商業施設・夜間 １４－Ｉ１５３ 上左２１

　

ｐ３６ 同上 Ｏ

Ｃ１６‐
１６４ ｌｏ／２２鑓峯 ２４０ ２４０

多摩センター丘の上プラザ駐車場
１６時４３分～１７時２１分

　

「市政相
鉄」とされている

・市外

　　　　　　　　　　　

；
・商業施設 １４‐ＩＩＢ４ 上右２１

　

ｐ３６ 同上

　　　　

‐

　　　　　

う Ｏ

Ｃ１６－
１６５ １０／３１煩査

　

Ｊ
２４０ ２４０

多摩センター丘の上プラザ駐車場
ＴＩ時３０分～１５時０９分「現地撹査」
とされている

・市外
・商業施設
・長時間

　

３時間３９分の駐車 １４‐Ｉ１８４ 下左２１

　

ｐ３６ 向上 Ｏ

鑓
１６ １２／２９鋼査 ２４０ ２４０

多摩センター丘の上プラザ駐車場
１５時２１分～１８時２４分「現地蟹査」
とされている

・市外
・商業施設

　

年末・長時間３時間３分の駐車 １４‐Ｉ２２１ 上左２１

　

ｐ３６ 同上 Ｏ

Ｃ１６－
１６７ ０２／鋼 韻査 ４８０ ４８０

多摩センター丘の上プラザ駐車場
１１時２３分～１５時０８分「市政相談」
とされている

・市外
・商業施設

　

年末・長時間

　

３時間４６分の駐車 １４‐Ｉ ２２１ 中左２１も３６ 同上 ｆ

　

ｏ

桝
１６

０４／０９鯛査 ９（鳩 ９（め
南大沢駅前パーキング

　

１５時４７分
～２３時３４分

　

「現地醜査」とされ
ている

　　　　　　　　　　　　　

、
・市外

　　　　　　　　

一
・長時間

　

７時間４７分の駐車・深夜 １４‐Ｉ ９１ 中左２１

　

Ｐ３４ 同上 Ｏ

鑓
１６ ０４／３０鱈査 １（め １〔め

フオレストモール南大沢駐輪場
２３時５０分

　

・「現地鵠査」とされて
いる

・市外
・長時間

　

的６時間の駐車・深夜 １４‐Ｉ１０Ｏ 上左２１

　

Ｐ３４ 同上 Ｏ

鋼
” ０５／０７鯛査 ９００ ９〔鳩

南大沢駅前パーキング

　

１２時０２分
～１８時００分

　

「現地餌査」とされ
ている

・市外（南大沢駅前）
・長時間５時間５８分の駐車 １４－ｌ１鋼 中左２１

　

Ｐ３４ 同上 Ｏ

Ｃ１６－
１７１ ０５／ｍ 韻査 ６００ ６（鳩

南大沢駅前パーキング

　

０９時５５分
～１５時３２分

　

「現地国査」とされ
ている

・市外（南大沢駅前）
・長時間約５時間半の駐車 １４一Ｉ１０４ 中中２１

　

Ｐ３４ 同上 Ｏ

Ｃ１６－
１７２ ０５ハ２隅査 ６００ ６００

南大沢駅前パーキング

　

１２時０２分
～１７時２４分

　

「現地調査」とされ
ている

・市外（南大沢駅前）
・長時間的５時間の駐車 ４‐ｌ１０４ 下右２１

　

Ｐ＝“ 同上 Ｏ

Ｃ１６－
１７３ノ０６／０５鯛査 ９００ ９００

南大沢駅前パーキング

　

０９時１２分
～１５時５９分

　

「現地国査」とされ
ている

・市外（南大沢駅前）
・長時間約６時間半の駐車 ４‐Ｉ１１８ 下左２１

　

Ｐ３４ 同上 Ｏ

Ｃ１６－
１７４ ０６／ｎ 鑓査 ９００ ９００

南大沢駅前パーキング

　

１９時０６分
～２３時４５分‐「現地調査」とされ
ている

　　　　　　　　　　　　　

・市外（南大沢駅前）
・長時間約４時間半の駐車・深夜 ‘‐ｌ１１８ 下中２１・Ｐ３４ 同上 Ｏ

Ｃ１６－
１７５ ０７／０３韻査 ９（め ９Ｗ

南大沢駅前パーキング

　

１１時５４分
～１７時２３分

　

「現地調査」とされ
ている

・市外－（南大沢駅前）
・長時間約５時間半の駐車 ４‐Ｉ１３１ 上中２十

　

Ｐ３４ 同上 Ｏ

鑓
” ０７／０６餌査

　　　　

′
３００ ３００

フオレストモール南大沢駐輪場
０９時５１分～１４時１３分

　

「現地醜
査」とされている

・市外（南大沢駅前）
・長時間約４時間半の駐車 ４‐ｌ１３１ 中中２１・Ｐ３４ 同上 Ｏ

Ｃ１６‐
１７７ ０７／０９鑓査 ９（地 ９（ぬ

南大沢駅前パーキング

　

１０時２４分
～１４時３２分

　

「現地鯛査」とされ
ている

　

、．

　　　　　　

，

・市外（南大沢駅前）
・長時間約４時間の駐車 ４‐ｌ１３１ 下左２１

　

Ｐ３４ 同上

　　　　　　　　　　　　

１ Ｏ

３１９

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

まちだ市民クラブ

　

駐車濁代等



－ハ ト ｆ

　　 　

支出
番号支出日 費目；～

員 支出金額
原告らの
主張する
違法支出

額
支出内容 原告らの主張する違法性を裏付ける事情

証拠
審号
（甲） トＩＮｏ 位置領収書以外の関連証

拠 会派まちだ市民クラブの主張
裁判所の
認定する
違法支出
額

Ｃ１６‐
１７Ｂ ０７ハ８ 調査 ９Ｗ ９（め

南大沢駅前パーキング９時１９分～
１４時４９分

　

「現地鯛査」とされて
いる

　　　　　　

－

　　　　　　　

′

市外（南大沢駅前）
．長時間約５時間半の駐車 １４‐Ｉ１４３ 上右２１

　

Ｐ…１４ 同上． Ｏ

Ｃ１６‐
１７９ ０８／３０桝査 ６００ ６００

南大沢駅前パーキング１８時ＯＢ分～
２３時４？分

　

「現地調査」とされ
ている

　　　　　

′

市外（南大沢駅前）
長時間約７時間半の駐車

　

・深夜 １４‐ｌ１５４ 中右２１

　

Ｐ３４ 同上 Ｏ

Ｃ１６－
１８０ ０９月Ｉ 調査 ９００ ９（鳩 南大沢駅前パーキング１１時２８分～

１６時０６分
市外（南大沢駅前）
ー長時間約４時間３８分の駐車 １４‐Ｉ１７２ 上左２１

　

Ｐ｛“ 同上 Ｏ

Ｃ１６‐
１８１ ０９ハ５ 慣査 ６００ ６００

南大沢駅前パーキング

　

２０時０２分
～２３時５８分

　

「現地鯛査」とされ
ている

　　

． ｒ

市外（南大沢駅前）
長時間約４時間の駐車・深夜 １４‐Ｉ１７２ 上中２１

　

Ｐ３４ 同上 Ｏ

Ｃ１６－
１８２ ０９／２２調査 ９００ ９㈹

南大沢駅前パーキング

　

１８時１９分
～２３時５８分

　

「現地醜査」とされ
ている

市外（南大沢駅前）
長時間約５時間半の駐車・深夜 １４‐Ｉ１７２ 中左２１

　

Ｐ３４ 同上 Ｏ

Ｃ１６二
ＩＢ３ １０／０５ 贋査 ６００ 醐

南大沢駅前パーキング

　

０７時２３分
～１５時５３分． 「現地調査」とされ
ている

市外（南大沢駅前）
・長時間的８時間半の駐車 １４‐Ｉ１８１ 上左２１

　

Ｐ；“ 同上 Ｏ

Ｃ１６‐
ＩＢ４ １０／０６ 鑓査 ６００ ６〔め

南大沢駅前パーキング

　

０７時５８分
～２３時４１分

　

「現地調査」とされ
ている

市外（南大沢駅前）
長時間約１５時間半の駐車・深夜 １４‐Ｉ１８１ 上中２１

　

Ｐ綿 同上 Ｏ

鑓
博 １０／２０鑓査 ６００ ６㈹

南大沢駅前パーキング

　

１１時４７分
～１６時４０分

　

「現地蟹査」とされ
ている

市外（南大沢駅前）
・長時間約５時間の駐車 １４‐ｌ１８１ 下左２１

　

Ｐ３４ 同上 Ｏ

ｄ
博 １１／鋼 旧査 ６００ ６㈹

南大沢駅前パーキング

　

１６時１９分
～２２時１９分

　

「現地鯖査」とされ
ている

市外（南大沢駅前）
長時間６時間の駐車・深夜 １４‐Ｉ１９１ 上中２１

　

Ｐ３４ 同上 Ｏ

鋼
憎 １２ハ８ 鶴査 ９００ ９００

南大沢駅前パーキング

　

１０時２３分
～１４時５１分

　

「現地鯛査」とされ
ている

市外（南大沢駅前）
・長時間約４時間半の駐車 １４‐Ｉ２０８ 中右２１

　

Ｐ３４ 同上 Ｏ

倒
閣

１２／２４ 餌査 ９００ ９００
南大沢駅前パーキング

　

１０時３７分
ー１６時３７分

　

「現地贋査」とされ
ている

市外（南大沢駅前）
・長時間６時間の駐車

　　

′ １４‐Ｉ２０８ 下右２１

　

Ｐ３４ 同上 Ｏ

Ｃ１６‐
１８９ ０１／０３ 鑓査 ４００ ４〔め

タイムズキング南大沢，１３時４４分
～１８時５８分

　

「現地鯛査」とされ
ている・ ー

市外（南大沢駅前）
・長時間杓５時間の駐車 １４‐Ｉ２２３ 上左２１

　

Ｐ３４ 同上 Ｏ

Ｃ１６－
１９０ ０１／１８ 鑓査 ６００ ６００

南大沢駅前パーキング

　

１７時５９分
～２３時５５分

　

「現地調査」とされ
ている

　　　　　　　　　　　　

．－

市外（南大沢駅前）
長時間約６時間の駐車・深夜 １４‐Ｉ２２７ 上左２１

　

Ｐ３４ 同上 Ｏ

Ｃ１６‐
１９１ ０２／２５ 観査 ９００ ９００

南大沢駅前パーキング

　

１０時１３分
～１６時４１分

　

「現地国査」とされ
ている

市外（南大沢駅前）
・長時間６時間半の駐車 １４‐Ｉ２４１５ 上左２１

　

Ｐ綿 同上 Ｏ

Ｃ１６－
１９２ ０２／２７鯛査 ６００ ６００

南大沢駅前パーキング

　

１４時０８分
～２３時０６分

　

「現地蟹査」とされ
ている

市外（南大沢駅前）
長時間約９時間の駐車・深夜 １４‐Ｉ２４５ 中左２１

　

Ｐ…“ 同上 Ｏ

Ｃ１６‐
１９３ ０３／２７鯛査 ６００ ６（鳩

南大沢駅前パーキング

　

１１時０２分
～１７時５８分

　

「現地撹査」とされ
ている

市外．（南大沢駅前）
－最時間約７時間の駐車 １４‐Ｉ２５５ 上中２１

　

Ｐ３４ 同上 Ｏ

Ｃ１６－
１９４ ０４ハ９韻査 ６００ ６００

多摩ニュータウン開発センター駐
車場

　

１７時５６分～２３時５７分

　

・「現
地醜査」とされている

・市外（南大沢駅前）
・長時間的６時間の駐車・深夜 １４‐Ｉ ９１ 中中２１

　

Ｐ３４ 同上 Ｏ

Ｃ１６－
１９５ ０５ハ３ 憤査 ，６Ｗ ６〔め

多摩ニユータウン開発センター駐
車増

　

ｂ７時５７分～１３時１３分

　

「現
地調査」とされている

市外（南大沢駅前）
・長時間約５時間の駐車 １４‐Ｉ１０４ 下・左２１

　

Ｐ３４ 同上 Ｏ

守る『０５／２６償査 ６００ ６００
多摩ニュータウン開発センター駐
車場・０７時４９分～１７時１５分・「現
地調査」，とされている

市外（南大沢駅前）
・長時間約９時間半の駐車 １４－Ｉ１０９ 中中２１

　

Ｐ３４ 同上 Ｏ

Ｃ１６‐
１９７ ０６／０１ 慣査 ６００ ６〔め

多摩ニュータウン開発センター駐
車場

　

１６時４４分一２１時５３分

　

「現
地調査」とされている

市外（南大沢駅前）
長時間約５時間の駐車・深夜 １４‐Ｉ１１８ 中左２１

　

Ｐ３４ 同上 Ｏ

餅
博 ０６／１６ 憐査 ６００ ６００

多摩ニュータウン開発センター駐
車場

　

１７時２６分～２３時３６分

　

「現
地調査」とされている

　　

・

市外（南大沢駅前）
長時間約６時間の駐車・深夜 １４－Ｉ１２５ 上左２１

　

Ｐ３４ 同上 Ｏ

℃１６‐
１９９ ０６／２１ 憐査 ６００ ６００

多摩ニュータウン開発センター駐
車場

　

１８時０９分～２３時５１分－「現
地調査」とされている

市外（南大沢駅前）
長時間約５時間半の駐車・深夜 １４‐Ｉ１２５ 中右２１

　

Ｐ３４ 同上 Ｏ

Ｃ１６－
２〔め ０６／２９餌査 ６００ 、

　

６００
多摩ニュータウン開発センター駐
車場

　

９時３２分～１４時２５分

　

「現
地調査」とされている

市外（南大沢駅前）
・長時間約５時間の駐車 １４‐Ｉ１２５ 下中２１

　

Ｐ３４ 同上 Ｏ

Ｃ１６‐
２０１ ０フハ４ 韻査

′
，６００ ６〔め

多摩ニュータウン開発センター駐
車場

　

１２時０４分～１６時０４分・，「現
地調査」とされている

市外（南大沢駅前）
・最時間４時間の駐車 １４－１１３１ 下中２１

　

Ｐ３４ 同上 Ｏ

Ｃ１６－
２０２ ０８／１７韻査 ６００ ６００

多摩ニュータウン開発センター駐
車場

　

１５時５３分～２１時０９分

　

「現
地鯛査」とされている

市外（南大沢駅前）
・長時間約５時間の駐車・夜間 １４‐Ｉ１５４ 中左２１

　

Ｐ３４ 同上 Ｏ

Ｃ１６‐
２０３ １０／２５ 龍査 ６００ ６｛力

多摩ニュータウン開発センター駐
車場‐０６時５１分～１２時３３分
「現地調査」とされている

市外（南大沢駅前）
長時間約５時間半の駐車・早朝 １４÷Ｉ１８５ 上右２１

　

Ｐ３４ 同上 Ｏ

Ｃ１６－
２｛渇 １１／２９ 餌査 ６００ ６００

多摩ニュータウン開発センター駐
車場 １２時１６分～］７時３３分

　

「現
地調査」とされている

市外（南大沢駅前）
．長時間約５時間の駐車 １４‐Ｉ ２（鳩 上中２１

　

Ｐ３４ 同上 Ｏ

Ｃ１６－
２０５ １２／１６韻査 ６００ ６〔め

多摩ニュータウン開発センター駐
車場

　

１４時１７分～２１時２２分

　

「現
地調査」とされている

市外（南大沢駅前）
長時間約７時間の駐車・深夜 １４‐Ｉ ２０８ 中 ２１

　

Ｐ３４ 同上 Ｏ

鋼
２０ １２／２０鱗査 ．

　

６００ ６００
多摩ニュータウン開発センター駐
車場

　

０９時２２分～１４時０１分「現地
調査」とされている

市外（南大沢駅前）
長時間約４時間半の駐車 １４‐Ｉ２０８ 下中２１

　

Ｐ３４ 同上 Ｏ

偶
２０ ０１／０６ 韻査 ６００ ６００

多摩ニュータウン開発センター駐
車場

　

０９時４６分～１５時２８分

　

「現
地蟹査」とされている

市外（南大沢駅前）
長時間約４時間半の駐車
同上

１４‐Ｉ２２３ 上中２１

　

Ｐ３４ 同上 Ｏ

ｄ
２０ ０１／１Ｏ韻査 ６００ ６００

多摩ニュータウン開発センター駐
車場

　

１２時２３分～１７時２３分

　

「現
地調査」とされている

市外（南大沢駅前）
‐長時間５時間の駐車 １４‐Ｉ２２３ 中 ２１

　

Ｐ３４ 同上 Ｏ

Ｃ１６‐
２０９ ０１／１Ｉ 餌査 ６００ ６００

多摩ニュータウン開発センター駐
車場

　

０７時４６分～１３時５７分

　

「現
地鯛査」とされている，

市外（南大沢駅前）
．長時間約６時間の駐車 １４－Ｉ２２３ 中を２１

　

Ｐ３４ 同上 Ｏ

（ＬＶり‘
６－
Ｏ ０１／２６ 韻査 ４８０ ４８０

多摩ニュータウン開発センター駐
車場

　

１３時５４分～１５時３９分

　

「現
地撹査」とされている

市外（南大沢駅前）
・長時間約２時間半の駐車 １４‐Ｉ ２２７ 中 ２１

　

Ｐ；“ 同上 、

　　

Ｏ

Ｃ１６－
２１１ ０２／０１ 鯖査 ６００ ６００

多摩ニュータウン開発センター駐
車場

　

１２時２５分～１７時３５分

　

「現
地鯛査」，とされている

市外（南大沢駅前）
・長時間約５時間の駐車 １４‐Ｉ ２３６ 上左２１

　

Ｐ３４ 同上 Ｏ

Ｃ１６－
２１２ ０２／０７ 餌査 ６００ ６〔ぬ

多摩ニュータウン開発センター駐
車場

　

２０時００分～２２時５５分

　

「現
地調査」とされている

市外（南大沢駅前）
長時間，約３時間の駐車．・深夜 １４‐Ｉ ２３６ 上右２１

　

Ｐ３４ 同上 Ｏ

し^^
‘３

０２／０８ 韻査 ６００ ６００
多摩ニュータウン開発センター駐
車場・１２時１５分～１７時４０分

　

「現
地鯛査」とされている．

市外（南大沢駅前）
長時間約４時間半の駐車 １４‐Ｉ ２３６ 中左２１

　

Ｐ３４ 同上

　　　　　

ｔ

　　　　

、 Ｏ

し^
“′‘
６－
４ ０３／鋼 鯛査

　　　　　

．
６００ ６００

多摩ニュータウン開発センター駐
車増

　

２０時２２分～２２時４２分

　

「現
地醜査」とされている

市外で南大沢駅前）
長時間約２時間の駐車・深夜 ４‐Ｉ ２４８ 上中２１

　

Ｐ：“ 同上 Ｏ

（ＬＶり‘５
０３／１７鑓査 ６００ ６００

多摩ニュータウン開発センター駐
車場

　

１２時１９分～１７時４１分

　

「現
地調査」とされていｉ

市外（南大沢駅前）
・長時間的５時間の駐車 １４‐Ｉ ２４８ 中中２１

　

Ｐ３４ 同上 Ｏ

Ｌ^Ｖ“‘
６－
６ ０３／２１ 輝査 ６００ ６００

多摩ニュータウン開発センター駐
車場

　

１１時５７分～１５時５０分

　

「現
地調査」とされている

市外（南大沢駅前）
‐長時間約４時間の駐車 １４‐Ｉ ２４８ 下中２１

　

Ｐ３４ 同上 Ｏ

Ｃ１６‐
２１７ ０１／１９ 調査

　　　　

、

１，醐 １，醐
ＮＰＣ２４ｈ立川北．口パーキング

　

１８時
０１分～２０時０６分

　

「現地鯛査」と
されている

・政党活動
立川駅近くには民主党東京都立川支部、民主党東
京都２１区総支部があり、そこでの会合などが目的
であったと推測される。以下Ｃ‐２３０まで、同様。
・夜間・長時間２時間の駐車

１４－Ｉ ２２７ 上中２１

　

Ｐ４１ 同上 Ｏ

　　　　　　　　

まちだ市民クラブ

　

駐車場代等

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

３２０



奏覧支出日 費目 議員
名 支出金額

原告らの
主張する
違法支出

額
支出内容′ 原告らの主張する違法性を裏付ける事情 器 トＩＮＯ 位置領収書以外の関連証

拠 会派まちだ市民クラブの主張
裁判所の
認定する
違法支出
額

　　

，

Ｃ１６－
２１８ ０１／２０醜査 １，醐 １，醐

ＮＰＣ２４ｈ立川北口パーキング・１７時
３０分～１９時５０分

　

「現地調査」と
されている

・政党活動・夜間・長時間２時間２０分の駐車
連合東京

　

三多摩ブロック地像ニュース
２０１７．０１．２４

　

三多摩ブロック地協２０１７新春のつど
いを開催しました 立川グランドホテルにて
「おいしい食事とともに大いに盛り上がりまし
た」と事かれている

１４‐Ｉ ２２５ 上中
２１

　

Ｐ４１
甲１２９－９
甲

同上 Ｏ

（ＬＶ“‘

　　　　　　　　　　　

ー
鑓査 ３｛鳩 ３（鳩

Ｋ・Ｓ

　

Ｐ駅Ｋ錦町第１１駐車場

　

１８
時４５分～２０時１５分

　

「現地調査」
とされている

・政党活動・夜間
違台東京

　

三多摩ブロック地協ニュース
２０１７．０２．２７

　

三多摩ブロック地協２０１７春季生活闘
争を成功させる連合三多摩の集い

　

たましん
ＲＩＳＵＲＵ余－ルにて

１４‐ｌ２３６ 下右２１

　

Ｐ４
甲１２９‐Ｏ 同上

　　　　　　

‐ Ｏ

Ｃ１６－
２２０ ０２／２３ 鱗査 １，醐 １，０｛鳩

リバーク立川錦町３丁目第４駐車
鵠

　

１７時５９分～２０時１３分

　

「現地
輝査」とされている

・政党活動・夜間・長時間２時間１４分の駐車
連合東京

　

三多摩ブロック地協ニュース
２０１７，０２．２７

　

三多摩ブロック地協２０１７春季生活闘
争を成功させる連合三多摩の集い

　

たましん
ＲＩＳＵＲＵホールにて

１４‐Ｉ ２４３ 上左２１

　

Ｐ４１
甲１２９一１０ 同上 Ｏ

Ｃ１６－
２２１ ０２／２３調査 ４００ ４００

ナビバーク錦町第１駐車場

　

１９時
２９分～２０時１３分

　

「現地調査」と
されている

・政党活動・夜間

　　　　　　　　

、
連合東京

　

三多摩ブロック地協ニュース
２０１７．０２．２７

　

三多摩ブロック地協２０１７春季生活闘
争を成功させる連合三多摩の集い

　

たましん
ＲＩＳＵＲＵホールにて

１４‐ｌ ２一１４′上左２１

　

Ｐ４１
甲１２９－１０．‐ 同上‐

　　　　　　　

１ Ｏ

Ｃ１６－
２２２１０５／２９蟹査 ７５０ ７５０

立川市北口第１駐車場

　

１５時５３分
～１７時１５分

　

「現地醜査」とされ
ている

・紋党活動 １４‐ｌ、１０８ 中左２１

　

Ｐ４１ 同上 Ｏ

Ｃ１６－
２２３ ０５／３０贋査

　　　　

１
８００ ８００

立川駅前北口パーキング

　

１７時５９
分～１９時４７分

　

「現地飼査」とさ
れている

・政党活動・夜間 １４‐ｌ１０９ 下中２１ｒＰ４１ 同上 Ｏ

Ｃ１６－
２２４ ０６／ｎ 鑓査 ４【鳩 ４（鳩

立川子ども未来センター駐車場
１１時３８分～１２時４９分

　

「現地飼
査」とされている

　　　　　

、
・政党活動 １４‐Ｉ１３２ 中中２１

　

Ｐ４１ 同上 Ｏ

鑓
２２ ０８／２５ 旧査

　

ノ １００ １０Ｏ
立川市曙町２駐車場

　

１５時３２分～
１５時４５分

　

「現地調査」とされて
いる

・政党活動

　

・短時間わずか１３分の駐車 １４‐Ｉ１６１ 上中２１

　

Ｐ４１ 同上 Ｏ

Ｃ１６‐
２２６ ０９／２３ 韻査

　

ｒ ６（鳩 ６（鳩
バラ力株式会社

　

２１９９
第２

　

．１７時３０分～１８時５
地鯛査」とされている

立川市曙町
２分

　

「現 ・政党活動 １４‐Ｉ１７４ 中左２１

　

Ｐ４１ 同上 Ｏ

Ｃ１６‐
２２７ ０９／２４ 調査 ８｛鳩 ８（め

バラ力株式会社

　

２１９９立川市閏町
第２

　

１０時１７分～１２時１２分，「現
地調査」とされている，

　

′
・政党活動 １４‐Ｉ１７４ 中中２１

　

Ｐ４１ 同上ｒ
Ｏ

Ｃ１６÷
２２８ １１／０５ 餌査 ８｛鳩 ８（め

ＮＰＣ２４ｈ立川北口パーキング

　

１３時
５２分～１５時２９分「－「現地撹査」と
されている

・政党活動 １４‐Ｉ１９１ 上右２１

　

Ｐ４１ 同上 Ｏ

Ｃ１６－
２２９ １１ハ６憤査 １，醐 １，駅）Ｏ

立川駅前北口パーキング

　

１４時４７
分～１７時０５分「現地鯛査」とされ
ている

・政党活動・長時間２時間１８分の駐車
連合東京

　

三多摩ブロック地協こユース
２０１６．１１．１６

　

三多摩ブロック地協第１４回地協委員
会～尾翼議長勇退、尾辻新体制を満塙一致で確認
ル

　

バレスホテル立川（立川市国町２‐４０‐１５）に
て

　　　　　

，

　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

１４‐Ｉ１９１ 中中２１

　

Ｐ４１
甲１２９‐８ 同上 Ｏ

Ｃ１６－
２３０ １１ハ６ 調査 １，Ｗｏ １．，０（鳩

立川市北口第１駐車場

　

１５時２３分
～１７時００分

　

「現地調査」とされ
ている

・政党活動
連合東京

　

三多摩ブロック地協ニュース
２０１６，１１．１６

　

三多摩ブロック地協第１４回地協委員
会～尾翼議長勇退、尾辻新体制を満場一致で確認
～

　

パレスホテル立川（立川市曙町２‐４０‐１５）に
て

１４‐Ｉ１９４ 下中
２１

　

Ｐ４１
甲１２８ 同上 Ｏ

Ｃ１６－
２畿 ０２／０５調査 １，６００ １，６００

アイペック，原町田３丁目第２駐車
場

　

０８時５２分～１６時２５分

　

「男女
平等フェスティバル祝祭」のため
とされている

・政務活動とはいえない
・長時間７時間３３分の駐車 １４‐Ｉ ２３７ 上中２１Ｐ９（青３３）

同上
なお、「祝祭」、ではなく「視
察」であると思われる。

Ｏ

Ｃ１６－
２３２ ０５／２１ 鱗査 １，２００ １，２（粉

ｏｎｅｐａｒＫ新杉田駅前駐車場
（横浜市磯子区新杉田町）－１２時３９
分～１６時２９分

　

「現地鯛査」とさ
れている

・遠方・土曜日
・長時間３時間５０分の駐車 １４‐Ｉ１０８ 下左

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

，

【遠方】
評価であって、事実の主張で
はない。

【その他】
使途基準不適合性を推認させ
る事実とはいえない。

Ｏ

Ｃ１６－
２３３ ０５／２２鱗査 ６㈹ ６（鳩

システムパーク溝口第１駐車場
０１１崎市高津区溝口１丁目），１２時

１１分～１４時４８分

　

－「市政相誠」と
されている

・遠方・日曜日・
・長時間

　

２時間３７分の駐車 １４‐Ｉ１１１ 上中 同上 Ｏ

Ｃ１６－
２３５ ０５／２８韻査 １，Ｗｏ １，醐

パークジャパン

　

ホテルダイワ駐
車場（国分寺市南町３‐１６）１６時０４
分～１８時２３分

　

「現地調査」とさ
れている

・，遠方′
国分寺駅前のビジネスホテル駐車場
・長時間－２時間１９分の駐車 １４‐Ｉ１０８ 上左 使途基準不適合性を推認させ

る事実とはいえない。
Ｏ

Ｃ１６‐
２３６ ０７／１４鯛査 ８００ ８Ｗ

パークフィ」ルド餌布小島町１丁
目駐車場

　　

１１時４２分～１５時０３分
「市政相談」とされている

・遠方
・長時間３時間２１・分の駐車 ４ーＩ１３８ 上左

ｆ遠方】
評価であって、事実の主張で
はない。
【その他】
使途基準不適合性を推認させ
る事実とはいえない。

Ｏ

Ｃ１６‐
２３７ ０８／１６贋査 １，５（鳩， １，５（め

ホテルマリナーズコート東京駐車
場（東京晴海） １７時２６分～１９時
５９分「現地調査」とされている

・商業施設
・遠方・盆休み・長時間ホテルでの２時間３３分の駐
車
東京都晴海の湾岸エリアにあるホテルの駐車場

４‐Ｉ ９５ 中中
、

　　　

、

同上 Ｏ

鑓
節 ０９／０３鱈査 １，２００ １，２（め

パークフィールド神南１丁目駐車
均（渋谷明治通り宮益坂駐車場）
１８時２４分～１９時４３分「現地調査」
とさ並ている

・遠方・夜間 ４‐Ｉ１３６ 上左

　

、

　　　

′ 同上 Ｏ

馴
鶏 ０１／０９鑓査 ５１０ ５１０

佐原２丁目公園普通車駐車場．（神
奈川県横須賀市）８時４７分～１２時
３３分

　

「現地悦査」とされている
・遠方・土曜日
・長時間・３時間４６分の駐車 ４‐Ｉ ２２３ 上右 同上 Ｏ

Ｃ１６－
２４‐Ｏ ０２／０４鑓査

　　　　

ノ
９（刃 ９００

玄海田公園有料駐車場（横浜市緑
区長津田）．１２時４７分～１６時５４分
「現地調査」とされている

・市外・土曜日
・長時間

　

４時間以上の駐車 ４‐Ｉ ２３６ 上中 使途基準不適合性を推認させ
る事実とはいえない。

Ｏ

Ｃ１６‐
２４１ ０２／鋼 鯛査 ６００ ６（鳩

マプレ駐車増（新百合ケ丘アメニ
ティモール）１６時５７分～１８時１４分
「現地撹査」とされている

・市外・商業施設・土曜日 ４‐Ｉ ２３９ 下左

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

′
同上 Ｏ

Ｃ１６‐
２４２ ０３ハ５鑓査 ４００ ′

　　

４㈹
タイムズ小金井市関野町駐車場
１３時３３分～１５時３０分

　

「市政相
談」とされている

・遠方
４‐Ｉ ２４１４ 下左 評価であって、事実の主張で

はない。
Ｏ

Ｃ１６－
２４３ ０３／２１ 韻査 ９００ ９｛鳩

松風駐車場（横浜市青葉区？）１６
時５２分～２０時５６分

　

「市政相談」
とされている

・遠方・夜間
・長時間４時間４分の駐車
・同上

４‐Ｉ２、” 下右 １

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

／

　　　

・

【遠方】
評価であって、事実の主張で
はない。

【その他〕
使途基準不適合性を推認させ
る事塞ーとはいえない。

Ｏ

Ｃ１６‐
２” ０３／２１ 憤査 １，醐 １，醐

ナビバーク府中宮町第１駐車場
１５時４４分～１６時３６分

　

「現地餌
査」とされている

・遠方 ４‐Ｉ２５３ 上左 評価であって、事実の主張で
はない。

Ｏ

Ｃ１６‐
２４１５ 鋼／１５贋査 １‘２（鳩 １，２（め

西日暮里２丁目パーキング

　

１６時
２７分～１８時２２分－

　

「現地国査」と
されている

・遠方 ４‐Ｉ ９０ 下左

　　　　　　　　　　　　　　　　

「 同上 Ｏ

Ｃ１６－
２４６ ０５／２１慣査 １，２｛鳩 １，２｛樽

ｏｎｏｐａｒＫ新杉田駅前駐車増
（横浜市磯子区新杉田町）１２時３９
分～１６時２９分「現地国査」とされ
ている

・遠方

　

・土曜日
・長時間３時間５７分の駐車 ４‐Ｉ１０８ 下左

【遠方】

　　

．

　　

・
評価であって、事実の主張で
はない。

【その他】
使途基準不適合性を推認させ
る事実とはいえない。

Ｏ

まちだ市民クラブ

　

駐車場代等３２１



辞支出日 費目剃髪員 支出金額
原告らの
主張する
違法支出

題
支出内容 原告らの主張する違法性を裏付ける事情 輔導トＮｏ 位置領収事以外の関連証

拠 会派まちだ市民クラブの主張
裁判所の
認定する
違法支出
額

ＣＩモト
２４７一

０３／０５ 調査 ３００ ３｛加
神蔵バ」キング（鶴川駅前）

　

０９
時４０分～ｌｏ時５４分

　

「消防団

　

ポ
ンプ入魂式」への参加のためとさ
れている

・政務活勤とはいえない

　

１
式典やイベントへの参加のためのタクシー利用 １４－Ｉ‐２４９ 上中２１

　

ＰＩ９ 原告の主張の趣旨不明。 Ｏ

飼
料 １２ハ３ 鑓査 ２（鳩 ２｛鳩

ＤＡ！ＣＨ！
（立川
～‐１１時
ている

ＰＡＲＫＮＯ．Ａ６ネムールイン
市国町２丁目２９）１１時０２分
１６分

　

「市政相談」とされ

・政党活動

　

立川駅近〈には民主党東京都立川支
部、民主党東京都２１区総支部があり、そこでの会
合などが目的であったと推測。
・短時間

　

わずか１４分の駐車
１４‐ｌ ２１２ 上左２１

　

Ｐ４１ 使途基準不適合性を推鎚させ
る事実とはいえない。

Ｏ

合計額 １１９，１９０ Ｏ

Ｃ１７－
７ ０１／１Ｏ 贋査 ３（鳩 ３００

コートパーキング成瀬が丘
０６：４９～０９：０２

　

「現地調査」とさ
れている

・政党活動ぐ政務醜査以外の議員活動）
早朝の駐車。ＪＲ横浜線成瀬駅南口でのチラシまき
のための駐車と推測される。Ｃ‐１１まで同様 １５‐Ｉ ２１

科
で
ま
審
は
高
員

抑
３
始
る
号
佐
穫

２１

　

Ｐ２２
甲１９６

・使途基準不適合性を推謝さ
せる事実が立鉦…されたとはい
えない。
・街頭活動は政務活動であ
る。

Ｏ

Ｃ１７－
８ ０１ハ６ 憤査 ２（鳩 ２（鳩

コートパーキング成瀬が丘
０７：０５～，０８：４２

　

・「現地調査」とさ
れている

－同上 １５‐Ｉ ２０ ３０５７２１

　

Ｐ２２
甲１９６ 同上

　　　　　　　

．・ Ｏ

Ｃ１７－
９ ０１／２２鯛査 ２（鳩 ２｛鳩

コートパーキング成瀬が丘
０６：３２～０８：２５

　

「現地調査」とさ
れている

・同上 １５一Ｉ ２０ ３０５９２１

　

Ｐ２２
甲１９６ 同上 Ｏ

Ｃ１７－
１０ ０２／０６韻査 ２００ ２｛刃

コートパーキング成瀬が丘
０７：ＯＢ～０８：４４

　

「現地調査」とさ
れている′－

・同上 １５－Ｉ ２４ ３０８０２１

　

Ｐ２２
甲１９６ 同上 Ｏ

（Ｕ

　

ＩＩ
７－０２／２８ 鋼査 ２（粉 ２（鳩

コートパーキング成瀬が丘
０７：００～０８：３７

　

「現地鯛査」とさ
れている

・同上

　　　　　

－

　　　　　　　

－ １５－Ｉ ２２ ３０６８２１

　

Ｐ２２
甲１９６ 同上 Ｏ

Ｃ１７－
１２ ０４／２８ 鱗査 ２（鳩 ，

　

．２（鳩
パークつくし野駐車場

　

０６時４４分
～０８時３７分

　

‐「現地姻査」とされ
ている

　　　　　　　　　　　　

，

・政党活動（政務鯛査以外の議員活動）
早朝の駐車。東急東横線つくし野駅前でのチラシ
まきのための駐車と推測される。Ｃ‐２５まで同様 １５‐Ｉ ９ ３Ｍ４２１

　

Ｐ２４ 同上 Ｏ

Ｃ１７－
１３ ０７／２０ 調査

　　　　　　　　　　

．
２（鳩 ２（刀

パークつくし野駐車場．０６時４６分
～０８時４０分

　

「現地醜査」，とされ
ている

　　　

－
・同上 １５－Ｉ １３ ３０２２２１

　

Ｐ２４ 同上 Ｏ

？ｉ７‐０７／２６ 調査 ３（鳩 ３（刈
パークつくし野駐車端

　

０６時５０分
｛０９時１０分

　

「現地餌査」とされ
ている

・同上 １５‐Ｉ １３ ３０２３２１

　

Ｐ２４ 同上 Ｏ

Ｃ１７－
１５ ｌｏ／２６ 調査 ３００ ３００

パークつくし野駐車場

　

０６時３８分
～０８時４０分

　

「現地飼査」とされ
ている

・同上

　　　　　　　　

′ １５－Ｉ １６ ３０３８２１

　

Ｐ２４ 同上 Ｏ

Ｃ１７－
１６ １２／１４ 鑓査 ３（粉 ３（鳩

パークつ〈し野駐車場

　

０６時４２分
～０８時４９分

　

「現地調査」と、され
ている

・同上

　　　　　

・ １５‐Ｉ １９ ３０！ｉ４２１

　

Ｐ２４ 同上 Ｏ

Ｃ１７－
１７ １２／２０ 贋査 ２００ ２００

パークつ〈し野駐車場

　

０６：５７～
０８：１０

　

「現地圃査」とされてい
る

・同上 １５‐Ｉ １８ 隅５２１

　

Ｐ２４ 同上 Ｏ

Ｃ１７－
１８ １２／２６鑓査

」
２｛め ２００

パークつくし野駐車場

　

０６時５９分
～ＯＢ時４０分

　

「現地国査」とされ
ている

・同上 １５‐Ｉ １９ ３αｉｏ２１

　

Ｐ２４ 同上

　　　　

‐

　　

ｆ

　　

‐ Ｏ

Ｃ１７－
１９ ０１／０４ 韻査 ２（め ２（鳩

パークつ〈し野駐車場

　

０７：０４～
０８：３５

　

「現地鹸査」とされてい
る

・同上 １５－Ｉ ２１ ３０６５２１

　

Ｐ２４ 同上 Ｏ

Ｃ１７－
２０ ０１／１７調査 ２㈹ ２００

パークつくし野駐車場

　

０６：５８～
０８：３９・「現地誼査」とされてい
る

・同上 １５一Ｉ ２０ ３０５８２１

　

Ｐ２４ 同上 Ｏ

Ｖ^（‘
７－０１／２５ 餌査

　　　　　

ー ２（鳩 ２㈹
パークつくし野駐車場

　

０７：０４～
０８：３７

　

「現地調査」とされてい
る

　　　　　　　　　　　　　　　　

‐
・同上 １５ｒｌ ２１ ３０６１２１

　

Ｐ２４ 同上 ‐

　

Ｏ

Ｃ１７‐
２凄 ０２／０１ 餌査

　

１
３（鳩 ３（鳩

パークつ〈し野駐車場

　

０６：４５～
０９：１５

　

「現地調査」とされてい
る「現飽檀香１‘されている

・同上 １５－Ｉ ２３ ３０７７２１

　

Ｐ２４ 同上 Ｏ

Ｃ１７－
２３ ０２ハ３ 国査 ２００ ２００

パ」クつくし野駐車場

　

０６時５６分
～０８時３７分

　

「現地調査」とされ
ている

一同上

　　　　　　　　　

．

　　　　　

・ １５‐ｌ ２３ ３０７４２１

　

Ｐ２４ 同上 Ｏ

Ｃ１７－
２４ ０２ハ６ 鯛査 ２００ ２００

パークつくし野駐車場

　

０７：１３～
０８：３７

　

「現地餌査」とされてい
る

・同上 １５‐Ｉ ２３ ３０７２２１

　

Ｐ２４ 同上 Ｏ

Ｃ１７－
２５ ０２／２７ 憤査 ２（鳩 ２（鳩

パークつ〈し野駐車場

　

０６：５６～
０８：４１，「，現地韻査」とされてい
る

・同上

　　　　　

．

　　

′ １５‐Ｉ ２４ ３０８３２１

　

Ｐ２４ 同上

　　

， Ｏ

Ｃ１７↑
２６ ０１／１８圃査 ５（め

　

５００
ＴＰ玉川学園駐車場（玉川学園駅前
にある）一

　

０６：１５～０８：４２

　

「現地
調査．」とされている

・政党活動（政務贋査以外の議員活動）
早朝の駐車。小田急線玉川学園駅北口でのチラシ
まきのための駐車と推測される。Ｃ‐２７も同様 １５‐ｌ Ｂ２ ７１０７２１

　

Ｐ１７ 同上 Ｏ

Ｃ１７－
２７ ０１／３１ 調査 ５（鳩 ５００ＴＰ玉川学園駐車場

　

０６：１１～０８：３６
「現地鯛査」‐とされている ・同上 １５－Ｉ ８２ ７１０９２１

　

Ｐ１７ 同上 Ｏ

Ｃ１７－
２８ ０６／２７憤査 ３（鳩 ３００

シンコウパーク鶴ｊ
０６時４５分～０８時５４づ
されている

駅前駐車場

　

「会議」と
・政党活動（政務調査以外の議員活動）
早朝の駐車』小田急線鶴川駅駅でのチラシまきの
ための駐車と推測される。Ｃ‐３４まで同様 １５‐Ｉ ６９ ７０２５

２１

　

ＰＩ９
甲５２（森本議員のフロ
グ）

同上 Ｏ

Ｃ１７－
２９ ０７／鋼 鑓査 ２｛滑 ２００

シンコウバーク鶴」
０７時１２分～０８時５８１
査」とされている

駅前駐車場

　

「現地鯛 ・同上 １５－ｌ ７０ ７０３３２１

　

ＰＩ９ 同上 Ｏ

Ｃ１７－
３０ ０９／０８ 韻査 ３㈹ ３００

シンコウバーク鶴」
０６時２０分～０８時４２づ
されている

駅前駐車増

　

「会議」と ・同上

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

， １５ｒｌ ７４ ７０５９２１

　

ＰＩ９ 同上 Ｏ

Ｃ”－
３１ ０９／２５ 贋査 ３００ ３（鳩

シンコウバーク鶴」
０６時２２分～０８時４６ゴ
されている

駅前駐車場

　

「会議」と ・同上 １５‐ｌ ７５ ７０６６２１

　

ＰＩ９ 同上 Ｏ

Ｃ１７－
３２ １２／２０ 韻査 ３００ ３（刈

シンコウバ「ク鶴ｊ
０６時２７分”０８時５１づ
されている

駅前駐車燭

　

「会議」と ・同上 １５‐ｌ ７９ ７０９１２１

　

ＰＩ９ 同上 Ｏ

Ｃ１７－
３３ １２／２２ 韻査 ３（鳩 ３００

シンコウバーク鶴ｊ
０６時２６分～０８時４９づ
されている

駅前駐車場

　

「会議」と ・同上．

　　　　　　　　　　　

・

　　　　　　

１５‐ｌ ７９ ７０９２２１

　

ＰＩ９ 同上 Ｏ

Ｃ１７－
３４ １２／２５ 醜査 ３｛鳩 ３００

シンコウバーク鶴」
０６時２９分～０８時４６づ
されている

駅前駐車場

　

「会議」と・同上 １５－ｌ ８０ ７０９３２１

　

ＰＩ９ 同上

　　　　　　　　　

１ Ｏ

Ｃ１７－
３５ ＱＩ／０６ 贋査 ２｛鳩 ２（滑

シンコウバーク鶴′
１２時５３分～１３時３０づ
割 とされてし、る

駅前駐車場

　

「現地憐 ・鶴川駅前 １５－ｌ ８１ ７０９７２１

　

ＰＩ９ 使途基準不適合性を推謎させ
る事実とはいえない。

Ｏ

Ｃ１７－
３６ ０１／０６ 餌査 ７〔鳩 ７（鳩

小田急マルシェ鶴」
４８分～１５時０６分
ている

駐車場

　

１０時
会議」とされ

・鶴川駅前
・商業施設・長時間－４時間以上の駐車 １５‐Ｉ ８１ ７０９６２１

　

ＰＩ９ 同上 Ｏ

Ｃ１７－
３７ ０１／１Ｉ 韻査

Ｉ
３（鳩 ３００

シンコウバーク鶴」
０６時１８分～０８時５３づ
されている

駅前駐車場

　

「会議」と
・政党活動（政務国査以外の議員活動）
・‐早朝の駐車。小田急繍鶴川駅駅でのチラシまき
のための駐車と推測される。

１５－ｌ ８１ ７１０２２１

　

ＰＩ９

・使途基準不適合性を推記さ
せる事実が立証されたとはし、
えない。
・街頭活動は政務活動であ
る。

Ｏ

Ｃ１７－
３８ ０１／１２ 韻査 ５（ぬ ５００

シンコウバーク鶴」
１６時４１分～１８時０６づ
されている

駅前駐車場

　

「会議」と・鶴川駅前 １５－Ｉ ８１ ７１００２１

　

ＰＴ９ 使途基準不適合性を推認させ
る事実とはいえない。

Ｏ

Ｃ１７－
３９ ０１／１５ 慣査 ３｛刈 ３（鳩

シンコウバーク鶴」
０６時２７分～０８時４７ｄ
されている

駅前駐車場

　

「会鑓」と
・政党活動（政務醜査以外の議員活動）
・早朝の駐車。小田急線鶴川駅駅でのチラシまき
のための駐車と推測される。

１５－ｌ ８２ ７１０５２１

　

ＰＩ９

・使途基準不適合性を推理さ
せる事実が立証されたとはい
えない。
・街頭活動は政務活動であ
る。‐

Ｏ

Ｃ１７－
４０ ０１／１６ 偵査 ２００ ２００

シンコウバーク鶴川駅前駐車場
１１時３９分～１２時１０分

　

「現地国
査」とされている

　

３１分間の駐車
・鶴川駅前 １５－Ｉ ８１ ７１０４２１

　

ＰＩ９ 使途基準不適合性を推認させ
る事実とはいえない。

Ｏ

‐

　　

‘

　　

‘

　　　

‘

　　　

－
　

　　

　

　　

　

　　

　

　

　

　　

　

　　　　

　

　　

　

まちだ市民クラブ 駐車場代等

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

３２２
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馨支出日費目『１５
員 支出金額

原告らの
主張する
違法支出

額
支出内容 原告らの主張する違法性を裏付ける事情 器 トＮｏ 位置領収書以外の関連証

拠 会派まちだ市民クラブの主張
裁判所の
認定する
違法支出
額

Ｃ１７‐
４１ ０１／２２鯛査 ３００ ３（め

シンコウパーク鶴川駅前駐車場
０６時２０分～０８時４７分

　

「会議」と
されている

・政党活動（政務姻査以外の議員活助）
早朝の駐車。小田急線鶴川駅駅でのチラシまきの
ための駐車と推測される。Ｃ４３まで同様 １５‐Ｉ ８４ ７１２０２１

　

ＰＩ９

・使途基準不適合性を推認さ
せる事実が立証されたとはい
えない。
・街頭活動は政務活動であ
る。

　　　　　　　　　　　

－

Ｏ

Ｃ１７－
４２ ０１／２５ 調査 ３｛鳩 ３㈹

シンコウバーク鶴川駅前駐車場
０６：１６～０８：５９

　

「現地調査」とさ
れている

・同上 １５－Ｉ ８２ ７１１０２１

　

ＰＩ９ 同上 Ｏ

Ｃ１７－
４３ ０２／０１ 鎖査 ３（め ３｛鳩

シンコウバーク鶴川駅前駐車場
０６：２９～０８：４５

　

「会躍」とされて
いる

・同上 １５‐Ｉ ８３ ７１１７２１

　

ＰＩ９ 同上 Ｏ

Ｃ１７－
４４ ０２／０３霞査 ４００ ４００

小田急マルシェ鶴川駐車場

　

１０時
５４分～１４時０２分

　　

Ｆ会議」とされ
ている

・鶴川駅前

　

・商業施設
・長時間３時間以上の駐車 １５‐ｌ ８３ ７１１６２１

　

ＰＩ９ 使途基準不適合性を推認させ
る事実とはいえない。

Ｏ

Ｃ１７－
４５ ０２／０４ 慎査 ３｛鳩 ３（鳩

神蔵パーキング（鶴川駅前）０８時
４２分～０９時５４分

　

「会議」とされ
ている

　　　　

‐
・鶴川駅前 １５‐Ｉ ８３ ７１１８２１

　

ＰＩ９ 同上 Ｏ

Ｃ１７－
４６ ０２／鋼 憤査． ２（鳩 ２〔鳩

神蔵パーキング（鶴川駅前）０９時
０９分～０９時５２分

　

「現地醜査」と
されている

・鶴川駅前
１５‐Ｉ ８３ ７１１４２１

　

ＰＩ９ 同上 Ｏ

Ｃ１７－
４７ ０２／２２鑓査 ８００ ８㈹

神蔵パーキング（鶴川駅前）１３時
５２分～１７時４７分「会議」とされて
いる

・鶴川駅前

　

・長時間３時間５５分の駐車
町田市議会議員選挙期間中（２０１８／２月８～２５）．。
選挙活動関連の会合である。

１５‐ｌ ８４ ７１２１
２１

　

ＰＩ９
甲１７４－Ｉ
甲１７４一２

同上 Ｏ

Ｃ１７－
４８ ０４／０３慣査 ５｛め 、５ｏｏ

タイムズ原町田６丁目（ＩＦ）駐車
場１７時５８分～１９時３６分「会議」と
されている

・繁華街・夜間 １５－Ｉ ６６ ７（Ｘ）Ｉ２ＴＰ９（ピンク１３） 同上 Ｏ

Ｃ１７－
４９ ０４／０，５欄査 ５｛鳩 ５（鳩

タマパーク原町田第５８駐車場（原
町田６ｒ２３）‐ １９時２０分～２０時５４
分「市致相談」とされている

・繁華街・夜間
１５－Ｉ ２ ２（粉Ｉ２１Ｐ９（ピンク＆４） 同上 Ｏ

Ｃ１７「
５０ ０４／０５韻査 谷沢 ８｛鳩 ８００

原町田４丁目第２駐車場

　

１７時２０
分～２０時４５分

　

「市政相談」とさ
れている

・繁華街

　

・夜間
・長時間３時間２５分の駐車 １５－Ｉ ５７ 馴ｌ２１

　

Ｐ９（赤６２） 同上 Ｏ

Ｃ１７－
５１ ０４／０９旧査 ６（粉 ６〔鳩

ショウワバーク町田駅前駐車場
０８時４７分～０９時４９分

　

「現地贋
査」とされている

・繁華街 １５一Ｉ ９ ３（Ｘ）３２１

　

Ｐ９（青８９） 同上 Ｏ

Ｃ１７－
５２ ０４／０９ 鱗査わたべ １，２｛鳩 １，２（鳩

アイペック原町田３丁目第２駐車
場

　

０８：４２～１４：５１

　

「会議」とさ
れている

・繁華街
・長時間

　

約５時間の駐車 １５－Ｉ ８５ ８｛節Ｉ２１

　

Ｐ

　

９（青３３） 同上 Ｏ

Ｃ１７－
５３ 偶／１７贋査 ３００ ３｛船

ル・バルク町田第２駐車場（中町
１丁目３１１４） １０時５０分～１２時１４
分

　

「市政相鼓」とされている
・繁華街 １５‐Ｉ ３ ２〔Ｘ）５２１

　

Ｐ９（賞１８） 同上 Ｏ

Ｃ１７－
５４ ０５／０１ 餌査 ６（鳩 ６（め

タマパーク原町田第１４駐車場

　

１３
時２０分～１５時２９分

　

「市政相霞」
とされている

・繁華街
・長時間

　

約２時間の駐車 １５‐Ｉ ４ ２０１０２１

　

Ｐ９（責縁１７） 同上 Ｏ

Ｃ１７－
５５ ０５／０１調査 ６００ ６００

ＦＰ第１ 株式会社タマバーク

　

１７
時５４分～１９時２５分

　

「会議」とさ
れている

・繁華街・夜間
１５一Ｉ ６７ ７〔Ｘ）６２１Ｐ９（ピンク６） 同上 Ｏ

Ｃ１７－
５６ ０５／１１ 鑓査 棚 ／４（鳩

タマバーク原町田第５８駐車場（原
町田６‐２３）１６時１２分～１７時２０分
「市政相談」とされている

・繁華街 １５‐Ｉ ４ ２０１３２１

　

Ｐ９（ピンク＆○ 同上 Ｏ

ＣＩ司－
５７ ０５ハ３ 慣査 ９｛め ９〔鳩

アイペック原町田３丁目第２駐車
場（原町田３丁目‐７番地）０９時
４３分～１１時１６分

　

っ「会議」とされ
ている

・繁華街 １５－ｌ ６７ ７０１３２１

　

Ｐ９（青３３） 向上 Ｏ

Ｃ１７－
５生

０６／０２韻査 ４㈹ ４００
タマパーク原町田第５８駐車場（原
町田６‐２３）１７時５０分～１８時５４分
「会越」とされている

・繁華街 １５‐Ｉ ６９ ７０１９２１

　

Ｐ９（ピンク”） 同上 Ｏ

Ｃ１７－
５９ ０６／０５ 慢査 ６㈹ ６００

タイムズＦＰＴ第７駐車場

　

１８時０９
分～１９時２５分

　

「会議」とされて
いる

・繁華街・夜間
（タイムズＦＰＴ第７駐車増は原町田大通り面した駐
車場であり、町田市で一番の繁華街に位置してい
る）

１５－Ｉ ６９ ７０２０２１

　

Ｐ９（ピンク１４） 同上 Ｏ

Ｃ１７－
６０ ０６ハ６鯛査 １，２（ｍ １，２（刈

タマパーク原町田第４０駐車場
１３：５５～２１：２７

　

「市政相談」とさ
れている

・繁華街
・長時間７時間半の駐車・深夜 １５‐Ｉ ４ ２０１６２１

　

Ｐ

　

９（赤３１） 同上 ，，

　　

Ｏ

Ｃ１７－
６１ ０６／２１ 鑓査 １，１（め １，１００

タマバーク玉川学園第３駐車場
１２：３６～１８：３８

　

「市政相談」とさ
れている

　　

‘

・玉川学園駅北口
・長時間約６時間の駐車 １５‐Ｉ ４ ２０１７２１

　

Ｐ１７ 同上 Ｏ

Ｃ１７‐
６２ ０６／３０鯛査 １，醐 １，醐

ＦＰ第２ 株式会社タマバーク

　

０９
時４４分～１２時２５分

　

「会議」とさ
れている

・繁華街
・長時間２時間４１分の駐車 １５‐Ｉ ６９ ７０２８２１Ｐ９（ピンク９） 同上

　　　　　　　　　　

．， Ｏ

Ｃ１７－
６３ ０７／０２ 鱈査 １，４｛刃 １，４｛鳩

タマパーク原町田第４０駐車場
１３：１４～１７：０４

　

「市政相談」とさ
れている

　

’

・繁華倒
・長時間３時間５０分の駐車 １５－Ｉ ５ ２０１８２１

　

Ｐ

　

９（赤３１） 同上 Ｏ

Ｃ１７‐
６４ ０７／０３ 贋査 ８００ ８（鳩

タイムズＦＰＴ第７駐車場１７時５０分
～１９時３１分

　

「会議」とされてい
る

・繁華街・夜間 １５‐Ｉ ７０ ７０３２２１

　

四（ピンク１４） 同上 Ｏ

Ｃ１７－
６５ ０８／０５ 鑓査 ５２０ ５２０

シンエイパーキング２４Ｈ

　

ＩＯ時５２
分～１２時４８分

　

「会議」とされて
いる

・商業施設（鶴川駅前） １５‐Ｉ ７２ ７（図Ｉ２１

　

ＰＩ９ 同上 Ｏ

Ｃ１７－
６６ ０８／０７槙査 ６（鳩 ６００

タイムズＦＰＴ第７駐車場１８時０９分
～１９時２２分

　

「会議」とされてい
る

‐繁華街・夜間 １５－Ｉ ７２ ７０４２２１

　

Ｐ

　

９（ピンク１４） 同上 Ｏ

Ｃ１７－
６７ ０９／０７韻査 １，２｛滑 １，２（め

三井のりパーク原町田４丁目駐車
場

　

１８時５２分～２１時１１分「会議」
とされている

・繁華街・深夜
・長時間２時間１９分の駐車 １５‐Ｉ １５ ３０２９２１

　

Ｐ

　

９（赤７８） 同上 Ｏ

Ｃ１７－
６８ ０９／ｌｏ頂査 ６（鳩 ６（鳩

ＦＰ第２ 株式会社タマバーク１３時
１１分～１５時０６分

　

「市政相談」と
されている

・繁華街 １５－Ｉ ６ ２０２１２１Ｐ９（ピンク９） 同上 Ｏ

Ｃ１７－
６９ ０９／１２鯛査 ６（め ６｛鳩

タマバーク原町田第１６駐車場

　

０９
時１５分～１１時００分

　

「会議」とさ
れている

・繁華街 １５‐Ｉ ７４ ７０（め２１

　

Ｐ９（赤５３） 同上 Ｏ

Ｃ１７－
７０ ０９／２４ 鑓査 ８００ ８（鳩

タマバーク原町田第７駐車場（原
町田５丁目１－１７）０９時４２分～１２時
０５分

　

「駆△撞」とされている

・繁華街′
・長時間２時間２３分の駐車 １５‐Ｉ １５ ３０モ“２１

　

Ｐ９（黄錬１） 同上 Ｏ

Ｃ１７－
７１ １０／０２韻査

　

２｛刈 ２００
タイムズＦＰＴ第７駐車場

　

１９時０５
分～１９時２２分

　

「現地倒査」とさ
れている

繁華街・夜間
・短時間わずか１７分間の駐車 １５‐Ｉ ７６ ７（お９２１

　

Ｐ

　

９（ピンク１４） 同上 Ｏ

Ｃ１７－
７２ ｌｏ／０２ 揖査 ９｛め ９｛鳩

アイペック原町田３丁目第．２駐車
場

　　

１７時４６分～２１時０７分「会
議」とされている

・繁華街・深夜
・長時間３時間２１分の駐車 １５‐Ｉ ８９ ８偶２１

　

Ｐ

　

９（青３３） 同上 Ｏ

Ｃ１７－
７３ １０／０３ 餌査 ６（鳩 ６（粉

タイムズＦＰＴ第７駐車場

　

１０時２２
分～１１時４３分

　

「会議」とされて
いる

・繁華街 １５▼ｌ ７６ ７０７０２１

　

Ｐ９（ピンク１４） 同上 Ｏ

Ｃ１７－
７４ ｌｏ／０７ 調査 ９００ ９㈹

アイペック原町田３丁目第２駐車
増（原町田３丁目‐７番地）０９時
５２分～１１時５４分

　

「会議」とされ
ている

・繁華街・長時間２時間２分の駐車 １５－ｌ ８９ ８０３７２１

　

Ｐ

　

９（青３３） 同上 Ｏ

Ｃ１７－
７５ ｌｏハ２鑓査 ８００ ８００

タマバーク原町田第７駐車場（原
町田５丁目１‐１７）１８時１８分～２０時
３２分

　

「会議」とされている
・繁華街・夜間・長時間２時間１４分の駐車 １５一Ｉ １６ ３０３９２１

　

Ｐ９（黄綿１） 同上 Ｏ

Ｃ１７－
７６ ｌｏハ５鑓査 ７（樽 ７（鳩

ワンデーパーク原町田第１駐車場
１６時１８分～１８時２６分

　

「会議」と
されている

・繁華街・長時間２時間８分の駐車 １５－Ｉ １６ ３０３６２１

　

Ｐ９（ピンク１０） 同上 Ｏ

Ｃ１７－
７７ １１／１９調査 ４００ ４（鳩

三井のりパーク原町田４丁目駐車
増

　

１１時４６分～１２時２１分

　

「現地
慎査」とされている

・繁華街 １５－Ｉ １７ ３〔”２１

　

Ｐ９（赤７８） 同上 Ｏ

Ｃ１７－
７８ １２／０１ 蝕査 ２００ ２００

ワンデーパーク原町田第，１駐車増
１１時４０分～１２時１７分

　

「現地醜
査」とされている

・繁華街 １５－Ｉ ７９ ７０８６２１

　

Ｐ

　

９（ピンク１０） 同上 Ｏ

１・ｉｌｉ
さ

　　　

まちだ市民クラブ

　

駐車場代等

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

３２３



三一
１

馨支出日費目 議員
名 支出金額

原告らの
主張する
違法支出

額
支出内容 原告らの主張する違法性を裏付ける事情 器 トＮｏ 位置領収書以外の関連証

拠 会派まちだ市民クラブの主張
裁判所の
認定する
違法支出
額

Ｃ１７－
７９ １２／０２調査 ６｛滑 ６００

ミウラパーキング原町田３丁目第
５駐車場（原町田３ー９ー５）
１４時１８分～１５時２０分

　

「会議」と
されている

　

，

・繁華街 １５－Ｉ ７９ ７０８７２１

　

Ｐ９（青．） 同上

　　　　　　　　　　

，
Ｏ

Ｃ１７－
８０ ０１／０８贋査 、

　

８｛地 ８（地
タマバーク原町田第５７駐車場
（原町田６一２２）１７時５９分～みえ
ず・ィ会議」とされている

・繁華街 １５‐Ｉ ８１ ７０９８２１

　

円（ピンク●） 同上 ／

　　　

Ｏ

Ｌ^Ｖ

　

ＱＯ
７－０１／１ｌ 調査 ８｛め ８（鳩

原町田４丁目第２駐車場

　

１３時４５
分～１６時１５分

　

，「会鍾」とされて
いる

・繁華街
・長時間２時間３０分の駐車 １５‐Ｉ ２１ ３０６３２１

　

Ｐ９（赤６２） 同上 Ｏ

Ｌ^Ｖ

　

ＱＵ
７－０１／１３調査 ３｛鳩 ３（鳩

ダオイチパーク町田駐車場

　

１３時
００分」１３時４１分

　

「現地飼査」′と
きれている

・繁華街

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

，１５‐Ｉ ８２ ７１０６２１

　

Ｐ９（ピンク２４） 同上

　　

一 ０

Ｃ１７－
８３ ０１／１５桝査 ３｛め ・

　

３００
ル．バルク町田駅前第１駐車場
（原町田４丁目１）１３時５１分～１４
時４３分

　

「現地鯛査」とされてい
る

・繁華街 １５‐Ｉ ８２ ７１０８２１

　

Ｐ９（赤●｝ 同上 Ｏ

ＣＩフー
糾 ０１／１６鑓査 ３００ ３（め

ル．バルク町田駅前第１駐車場
（原町田４丁目１）１３時５４分～１４
時５２分

　

「会龍」とされている
・繁葦街

　

、 １５‐Ｉ ＢＩ ７１０１２１

　

Ｐ

　

９（赤●） 同上 Ｏ

Ｃ１７－
８５ ０１／１７贋査 谷沢 ９００ ９００

タマバーク原町田第５８駐車場（原
町田６‐２３）１７時４５分～２０時２９分
「市政相談」とされている

　　

，
・繁華街・夜間・長時間２時間４４分の駐車 １５‐Ｉ ５７ ５（Ｘ）９２１

　

Ｐ

　

９（ピンク６４） 同上 Ｏ

Ｃ１７－
８６ ０１／２１欄査 １，α）Ｏ １，ＷＯ

ぽっぽ町田第２駐車場

　

１２時５３分
～１５時０９分

　

「会議」とされてい
る

・繁華街
・長時間２時間１６分の駐車 １５－Ｉ Ｂ２ ７１１３２１

　

Ｐ

　

９（赤２８） 同上 、Ｏ

Ｃ１７－
８７ ０１／２４ 慣査 ９｛鳩 ９Ｗ

タマバーク原町田第２１駐車増

　

ＩＢ
時２６分～２０時５７分

　

「市政相談」
とされている

・繁華街・夜間
・長時間２時間３１分の駐車 １５‐Ｉ ７ ２０２７２１

　

Ｐ９（青５７） 同上 Ｏ

Ｃ１７‐
８８ ０１／２９鑓査 ３｛め ３（鳩

タマバーク原町田第２６駐車場
１０時３５分～１１時１６分

　

「現地鯛
査」とされている

・繁華街
・短時間わずか４１分の駐車 １５一Ｉ ８２ ７１１２２１

　

Ｐ

　

９（青６７） 同上 ’

　　　

Ｏ

Ｃ１７－
８９ ０１／３０鋼査 ９｛力 ９〔め

タマバーク原町田第１９駐車場
０９時５５分～１２時４０分

　

「市政相
談」とさむている

　　　　

・

・繁華街
・長時間２時間４５分の駐車 １５‐Ｉ ’′ ２０２９２１

　

Ｐ９（赤５９） 同上 Ｏ

Ｃ１７‐
９０ ０２／０８醜査 ８｛め ａ（ぬ

タマバーク原町田第７駐車場（原
町田５丁目１‐１７）１８時１２分～２０時
２４分「現地憤査」とされている

・繁華街・夜間
・長時間２時間１２分 １５－Ｉ ２２ ３０６７２１

　

Ｐ９（黄緋１） 同上

　　　　　　　

，

　　

． Ｏ

Ｃ１７－
９１ ０２／０９圃査 １（鳩 １００

原町田１丁目第２駐車場

　

１１時３１
分～１１時４７分

　

「現地国蚕」とさ
れている

・繁華街
・短時間わずか１６分の駐車 １５－ｌ ２２ ３０７０２１

　

Ｐ

　

９（紫１９） 同上 、

　

．

　

Ｏ

Ｃ１７－
９２ ０２／ｍ 鑓査 ６｛鳩 ６｛め

三井のりパーク原町田４丁目第２駐
車塙１７時４９分～１９時１１分「現地国
査」とされている

・繁華街・夜間 １５－Ｉ ２２ ３０６９２１

　

Ｐ９（赤６２） 同上 Ｏ

Ｃ１７－
９３ ０２月２鯛査 ３００ ３〔鳩

タマバーク原町田第５８駐軍場（原
町田６‐２３）１７時４１分～１８時２６分
「現地誼査」とされている

・繁華街 １５‐Ｉ ２２ ３０７１２１

　

程；（ピンク６４） 同上 Ｏ

Ｃ１７－
９４ ０２／２４調査 谷沢 ３００ ３㈹

タマバーク原町田第１０駐車場１４時
４８分～１６時０１分

　

「市政相霞」と
されている

・繁華街

　　　　　

．・

　　　　　　　　　

・
町田市議会躍員選挙期間中。選挙活動関連の会合
である。

］５ーＩ ５７ ５０１０２１

　

Ｐ９（ピンク１５）
甲１４１

谷沢龍員が、厚木基地爆音防
止期成同盟の会合に出席した
際の駐車代であり、当該活動
は政務活動である。

，

　　

Ｏ

Ｃ１７‐
９５ ０５／２５調査わたべ ９００ ９㈹

アイペツク原町田３丁目第２駐車
場（原町田３丁目‐７番地）］１：０３～
１２：１３「会議」とされている

・繁華街 １５－Ｉ ８６ ８０１６２１

　

Ｐ９（青３３） 使途基準不適合性を推認させ
る事実とはいえない。

Ｏ

ｃ．“－
９６ 鋼／１２慣査わたべ ９開 ９（め

タイムズ２４駐車場名読めず

　

０９時
５２分～１４時１０分

　

「会議」とされ
ている

　　　　　　　　　　　

‘’

　

‐
・，長時間

　

４時間以上の駐車 １５－Ｉ Ｂ５ ８（刃２不明 同上 Ｏ

Ｃ１７－
９７ ０４月９閥査わたぺ ７００ ７〔め エスエーパーキング

　

０９時４５分～
１２時５３分

　

「会講」とされている

・政党活動
政党事務所の至近距離にある駐車場。以下Ｃ１７‐
１３８までの「土スエーパーキング」、「町田中町
第１１」、「ＮＰＣ２４Ｈ町田中町Ｐ駐車塙」、「町田
シバヒロ」について同じ
・繁華街

　　　　

． ‐
・長時間３時間以上の駐車

１５‐ｌ ８５ ８隅
・２１
Ｐ９（黄４３）
Ｐ２Ｂ

　　　　

．

　　

ｒ
同上 Ｏ

Ｃ１７－
９８ ０４／２１ 憤査わたべ ８開 ８（鳩 エスエーパーキング

　

０

　

９時０４分～
１２時４３分

　

「会議」とされている
・政党活動
・繁葦街Ｔ長時間・３時間半の駐車 １５‐Ｉ ８５ ８（鳩５

・２１
Ｐ９（賞４３）
Ｐ２８

同上 Ｏ

Ｃ１７－
９９ ０４／２７調査わたべ ８｛鳩 ８００ エスエーパーキング

　

１０時５６分～
１４時４２分

　

「会議」とされている
・政党活動
・繁華街・長時間３時間半の駐車 帖－ｌ ８５ Ｂ（Ｘ）８

・２１
Ｐ９（黄４３）
Ｐ２８

　

，

　　　

、
同上 Ｏ

Ｃ１７－
１００ ０４／２８鑓査わたべ ２００ ２（鳩 エスエーバーキング

　

１３時２９分～
１４時０５分

　

「会議」とされている
・政党活動
・繁華街 １５‐Ｉ ８５ ８（Ｘ）９

・２１
Ｐ９（黄４３）
Ｐ２８

同上 Ｏ

Ｃ１７－
１０１ ０５／１１調査わたべ ４｛鳩 ４（滑 エスエーパーキング

　

１４時２２分～
１６時１６分

　

「会議」とされている

・政党活動
・繁華街 １５－Ｉ ８６ ８０１０

・２１
Ｐ９（糞４３）
Ｐ２８

同上 ０

Ｃ１７‐
１０２ ０５／１５韻査わたべ ９（刈 ９（刈

タイムズ２４駐車場名読めず

　

０８時
５８分？～１５時５３分

　

「会議」とさ
れている

　　

、

・政党活動
・繁華街・長時間約７時間の駐車 １５－Ｉ ８６ ８０１３不明 同上 Ｏ

Ｃ１７－
１０３ ０５／３０鑓査わたべ ３｛滑 ３（め

エスエーパーキング

　

０９時０５分～
１０時２４分「市政相談」とされてい
る

・政党活動
・繁華街 １５－Ｔ ８６ ８０１７

・２１

　

一Ｐ９（黄４３）
Ｐ２８

同上 Ｏ

Ｃ１７－
１０４ ０６ハ９ 鎖査わたべ ９（粉 ９００ エスエーパーキング

　

１４時２０分～
１８時５１分

　

「会議」とされている
・政党活動・繁華街
・長時間

　

４時間以上の駐車 １５‐ｌ ８６ ８０１８
・２１
Ｐ９（黄４３）
Ｐ２８，

　　　　　　　

‐
同上 Ｏ

Ｃ１７－
１０５ ０６／２０ 韻査わたベ ９００ ９００

タイムズ町田中町第１１駐車端

　

，０９
時５１分～１４時５０分

　

「会議」とさ
れている

・政党活動
・繁華街・長時間約５時間の駐車 １５－Ｉ ８７ ８０１９

・２１
Ｐ９ｒ（責５４）
Ｐ２８

同上

　　　　

＼ Ｏ

Ｃ１７－
１０６ ０７／１８圃査わたぺ ９｛掩 ９（力

タイムズ町田中町第１，１駐車場
０９時３２分～１３時４５分

　

「会議」と
されている

・繁華街
・長時間４時間１３分の駐車

　

‐ １５‐Ｉ ８７ Ｂ０２２
・２１
Ｐ９（資料）
Ｐ２９

同上

　　　　　　　　　

‐ Ｏ

Ｃ１７－
１０７ ０７／２１ 鋼査わたべ ５（鳩 ５〔め

エスエーパーキング第１駐車場

　

－
１２時２１分～１４時３４分

　

「会議」と
されている

・政党活動
・繋筆街・長時間２時間１３分の駐車 １５‐Ｉ，８７ ８０２４

・２１
Ｐ９（黄４３）
Ｐ２８

同上 Ｏ

Ｃ１７－
１０８ ０７／２５鯖査わたべ １，醐 １，ＯＭ

町．田シバヒロ駐車場

　

ｌｏ時０４分～
１４時２４分

　

「会議」とされている
・政党活動
・繁華街・長時間４時間以上の駐車 １５‐Ｉ ８７ ８０２５

・２１
Ｐ９（黄１）
Ｐ２８

同上 Ｏ

Ｃ１７－
１０９ ０７／２８醜査わたべ ２｛糟 ２００

エスエーパーキング

　

０７時１４分～
０８時３２分

　

「市政相鏡」とされて
いる

・政党活動
・繁華街・早朝 １５－ｌ ８７ ８０２６

・２１
Ｐ９（黄４３）
Ｐ２８

同上 Ｏ

Ｌ^ＶＩＩ
７－
Ｏ ０８／０５ 鯖査わたべ ９（鳩 ９（地‐エスエーパーキング

　

１３時０６分～
１９時００分

　

「会議」とされている
・政党活動・繁華街－，
・長時間・約６時間の駐車 １５‐ｌ ８８ ８０２８

・２１
Ｐ９（資４３）
Ｐ２８

同上 Ｏ

Ｌ^Ｕ

　

ＩＩ
７－
Ｉ ０８／２３鵡査わたベ ５（鳩 ５（鳩

ＮＰＣ２４Ｈ町田中町Ｐ駐車増

　

１１時０６
分～１３時１７分

　

「会議」とされて
いる

・政党活動・繁華街
・長時間

　

２時間１１分の駐車 １５‐Ｉ ８８ ８０３０
・２１
Ｐ９（黄．）
Ｐ２Ｂ

同上 Ｏ

Ｌ^Ｖ

　

ＩＩ
７‐
２ ０９／２５鑓査わたべ ６００ ６００ エスエーパーキング

　

１３時０８分～
１５時３９分

　

「会議」とされている
・政党活動・繁華街
・長時間

　

２時間３１分の駐車 １５‐ｌ ８８ ８０３３
・２１
Ｐ９（黄４３）
Ｐ２８

同上 Ｏ

Ｌ^ＶＩＩ
７－
３ １０／０６韻査わたぺ ６００ ６（鳩 エスエーパーキング

　

１４時５６分～
１７時３６分

　

「会議」とされている
・政党活動・繁華街
・長時間．２時間４０分の駐車 １５‐ｌ ８９ ８０３６

・２１
Ｐ９（黄４３）
Ｐ２８

同上 Ｏ

Ｌ^Ｖ

　

ＩＩ
７－
４ ｌｏハＯ餌査わたべ ９００ ９（め エスエーパーキング

　

１３時５９分～
１９時４６分

　

「会議」とされている

・政党活動
・繁華街・夜間
・長時間

　

５時間半の駐車 １５‐Ｉ ８９ ８０３８
・２１

　　　　

・
Ｐ９（黄４３）
Ｐ２８

同上 Ｏ

（ＬＶＩＩ
７－
５ ｌｏ／” 餌査わたベ ９｛め ９〔鳩 エスエーパーキング

　

１３時４８分～
２０時５５分「会議」とされている

・政党活動
・繁華街・夜間
・長時間

　

７時間７分の駐車 １５－ｌ ８９ ８０３９
・２１
Ｐ９（責４３）
Ｐ２８

同上 Ｏ

し^
１１
７－
６ １１／ｍ 調査わたべ ７〔め ７（力 エスエーパーキング

　

０９時４９分～
１２時５８分

　

「会議ｉとされている
・政党活動・繁華街
・長時間

　

３時間以上の駐車 １５－ｌ ９２ ８〔Ｍ１６
・２１
Ｐ９（賞４３）
Ｐ２８

同上 Ｏ
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馨支出日費目 離
名
員 支出金額

原告らの
主張する
違法支出

額
支出内容 原告らの主張する違法性を裏付ける事情 器 トＮｏ 位置領収事以外の関連証

拠 会派まちだ市民クラブの主張
裁判所の
認定する
違法支出
額

Ｌ^Ｖ

　

ＩＩ
ト
７ １１月３鑓査わたべ ９００ ９００ エスエーパーキング

　

１３時４１分～
１８時２２分

　

「会議」とされている
・敵党活動・繁華街
長時間

　

４時間半の駐車 １５‐Ｉ ９３ ８隅７
・２１
Ｐ９（黄４３）
Ｐ２８

同上 Ｏ

（Ｖ

　

ＩＩ
ト
８

１１ハ６調査わたべ－１，０｛〕○ １，０（鳩
町田シバヒロ駐車場

　

１４時３６分～
１８時３９分

　

「会議」とされている
・政党活動・繁華街
・長時間

　

４時間の駐車 １５‐Ｉ ９３ Ｂ（“９
・２１
Ｐ９（責１）
Ｐ２Ｂ

同上

　　　　　　　　

‐ Ｏ

Ｃ１７－
１１９ １１／１．７調査わたべ ２０Ｑ ２Ｗ エスエーパーキング

　

１２時２５分～
１３時０６分

　

「会議」とされている
・政党活動
・繁華街 １５‐Ｉ ９３ ８０５０

・２１
Ｐ９（黄４３）・
Ｐ２８

同上 Ｏ

Ｃ１７－
１２０ １１／２５ 旧査わたぺ ８００ ８（刈 エスエーパーキング

　

０９時０９分～
１３時０９分

　

「会議」とされている
・政党活動・繁華街
・長時間

　

４時間の駐車 １５‐Ｉ ９４ 帥科
・・２１Ｐ９（黄４３）
Ｐ２８

同上 Ｏ

Ｃ１７－
１２１ １１／２９ 鑓査わたべ ５００ ５（鳩 エスエーパーキング

　

１３時５７分～
１６時２２分

　

「会議」とされている
・政党活動・繁華街
．長時間．２時間２５分の駐車 １５‐Ｉ ９４ Ｂ０５５

・２１
Ｐ９（黄４３）
Ｐ２８

同上 Ｏ

Ｃ１７－
１２２ １１／３０ 慣査わたぺ ４００ 、４００

タイムズ町田中町第１１駐車場

　

１５
時０４分～１６時４１分

　

「会議」とさ
れている

・政党活動
・繁華街 １５‐Ｉ ９４ ８０５７

・２１
Ｐ９（責５４）
Ｐ２８

同上 Ｏ

Ｃ１７－
１２３ １２／０９調査わたべ ９００ ９（ぬ エスエーパーキング

　

０

　

９：１９～
１５：４３

　

「会議」とされている
・政党活動・繁華街
・長時間，６時間半の駐車 １５‐Ｉ ９４ ８０５８

・２１
Ｐ９（責４３）
Ｐ２８

同上 Ｏ

Ｃ１７－
１２４ １彩１２醜査わたぺ ６（鳩 ６〔鳩 エスエーパーキング

　

１５時３４分～
１８時１０分

　

「会議」とされている
・政党活動・繁華街
・長時間

　

２時間３６分の駐車 １５－Ｉ ９４ ８０５９
・２１
Ｐ９（費４３）
Ｐ２８

同上 Ｏ

Ｃ１７－
１２５ １２ハ３鎮査わたぺ ９００ ９〔め エスエーパーキング

　

０９：０１～
１７：２３

　

「会議」とされている
・政党活動・繁華街
・長時間

　

８時間以上の駐車 １５‐Ｉ ９４ ８０６０
・２１
Ｐ９（責４３）
Ｐ２８

　　　　　

・
同上 Ｏ

Ｃ１７－
１２６ １２ハ９髄査わたべ ９（鳩 ９（鳩

タイムズ町田中町第１１駐車場

　

．見
えず～１９時００分

　

「会議」とされ
ている。

・政党活動・繁華街
・長時間

　

５時間？の駐車か（金額から見ると５
時間程度と思われる） １５‐Ｉ ９５ ８０６１

・２１

　　　　

‐
Ｐ９（責５４）
Ｐ２８

同上 Ｏ

Ｃ１７－
１２７ １２／２０蝕査わたべ ９００ ９〔め

タイムズ町田中町第１１駐車場

　

１４
時２２分～２１時１４分

　

「会議」とさ
れている

・政党活動
・繁華街・深夜・長時間

　

６時間半の駐車 １５‐Ｉ ９５ ８０６２
・２１
Ｐ９（黄５４）
Ｐ２８

同上 Ｏ

Ｃ１７「
１２８ １２／２１ 欄査わたべ 棚 醐 エスエーパーキング

　

０９時２０分～
ｌｏ時５２分

　

「会議」とされている

・政党活動
・繁華街 １５－Ｉ ９５ ８０６３

一２１
Ｐ９（賞４３）
Ｐ２８

同上 Ｏ

Ｃ１７－
１２９ １２／２１ 鑓査わたべ ９００ ９㈹

タイムズ町田中町第１１駐車場

　

１３
時ｌｏ分～１８時０１分

　

「会議」とさ
れている

・政党活動・繁華街
・長時間

　

５時間の駐車 １５－Ｉ ９５ ＢＯ料
・２１
Ｐ９（責５４）
Ｐ２Ｂ

同上 Ｏ

Ｃ１７－
１３０ １２／２６鯛査わたべ ‐９（鳩 ９（鳩

エスエーパーキング

　

１２時５０分～
１７時４２分

　

「会議」とされている
約５時間の駐車

・波党活動・繁華街
・長時間

　

５時間の駐車 １５－Ｉ ９５ ８０６５
・２１
Ｐ９（黄４３）
Ｐ２８

同上 Ｏ

Ｃ１７－
１３１ ０２ハ２圃査わたべ ７（鳩 ７（め エスエーパーキング

　

１４時４７分～
１８時０９分．・「会議」とされている

・・政党活動・繁華街
・長時間

　

３時間半の駐車 １５‐Ｉ ９６ ８０７１
・２１

　　

・
Ｐ９（糞４３）
Ｐ２８

同上， Ｏ

Ｃ１７‐
１３２ ０１／１Ｏ調査わたぺ ７｛樽 ７｛鳩

タイムズ町田中町第１１駐車場

　

１８
時３９分～２０時４４分

　

「会議」とさ
れている

・政党活動
・繁華街・夜間
・長時間

　

２時間５分の駐車
１５－Ｉ ９５ ８０６６

・２１
Ｐ９（黄５４）
Ｐ２８

同上 Ｏ

Ｃ１７－
１３３ ０１ハ２観査わたべ ７（め ７〔鳩

タイムズ町田中町第１１駐車場

　

１６
時４８分～１８時５９分

　

「会議」とさ
れている

・政党活動・繁華街
・長時間

　

２時間３分の駐車 １５‐Ｉ ９５ ８０６７
・２１
Ｐ９（責５４）
Ｐ２８

同上 Ｏ

Ｃ１７－
１り

０１／１７調査わたべ ９（刃 ９００ エスエーパーキング

　

１３時１４分“
１９時４０分

　

「会議」とされている
’政党活動
・繁華街・夜間
・最時間

　

６時間半の駐車
１５－Ｉ ９５ ８０６９

・２１
Ｐ９（黄４３）
Ｐ２８

同上， Ｏ

〒基－０１／１９餌査わたべ ９００ ９００ エスエーパーキング

　

０９：４８～
１７：３９

　

．「会議」とされている
・政党活動・繁華街
・長時間約８時間の駐車 １５‐Ｉ ９６ ８０７０

・２１
Ｐ９（黄４３）
Ｐ２８

同上 Ｏ

〒呈－０２月３調査わたベ ９００ ９００ エスエーパーキング

　

１１時２４分～
１８時０７分

　

「会議」とされている
・故党活動・繁華街
・長時間約６時間半の駐車

　　

Ｌ １５－Ｉ ９６ ８０７２
・２１
Ｐ９（責４３）
Ｐ２８

同上 Ｏ

Ｃ１７－
１３７ ０２／２８鯖査わたべ ３（鳩 ３｛鳩 エスエーパーキング

　

１２時０２分～
１３時２０分

　

「会繕」とされている
・政党活動
・繁華街 １５‐Ｉ ９６ ８０７３

・２１
Ｐ９（黄４３）
Ｐ２８

同上 Ｏ

Ｃ１７－
１３８ ０２／２８ 鱈査わたべ ９００ ９㈹ エスエーパーキング

　

１４時２１分～
１８時５８分

　

－「会轟」とされている
・政党活動・繁華街
・長時間４時間半の駐車 １５‐Ｉ ９６ ８Ｑ７４

・２１
Ｐ９（黄４３）
Ｐ２８

　

‐
同上 Ｏ

Ｃ１７－
１３９ ０３／０５ 韻査わたベ １，２（鳩 １，２（鳩

ＮＰＣ２４Ｈ

　

町田中町Ｐ

　

１３時２４分～
２０時０３分

　

「会議」とされている
・繁華街・夜間
・長時間

　

約６時間半の駐車 １５－Ｉ ９６ ８０７６
・２１
Ｐ９（黄●）
Ｐ２８

同上 Ｏ

Ｃ１７－
１４０ ０５／０２ 鵡査′

４｛地 ４（め
タイムズ森野第７駐車場

　

１０時２８
分～１１時４５分

　

「市政相談」とさ
れている

・政党活動

　

民進党東京都第２３区総支部の前の徒
歩１５秒以内の駐車場。同所訪問のための駐車、す
なわち政党活動のためと推測、以下Ｃ１７‐１４５まで
同様。

　

－
１５－Ｉ ４ ２０１１

・２１

　

Ｐ３０
・２２一２（収支報告
事）

同上 Ｏ

Ｃ１７－
１４１ ０５／０２ 贋査 ４００ ４００

タイムズ森野第７駐車場

　

０９時５８
分～１１時５３分

　

「会議」とされて
いる

・同上 １５‐Ｉ １０ ３０１０
・２１

　

Ｐ３０
・２２－２（収支報告
書）●

　　

．・
同上 Ｏ

Ｃ１７－
１４２ ０５／１Ｉ 韻査 ４００ ４（め

タイムズ森野第７駐車場

　

１６時３３
分～１７時３７分

　

「現地調査」とさ
れている

・同上 １５一Ｉ １０ ３０１３
・２１

　

Ｐ３０
・２２－２．（収支報告書）

同上 ０

Ｃ１７－
１４３ ０８／１０鑓査 ６００ ６（め

タイムズ森野第７駐車場

　

１６時５６
分～１９時００分

　

「会議」とされて
いる

・同上 １５－Ｉ ７２ ７〔一１５
・２１・Ｐコ鴻
・２２一２（収支報告
書）

同上 ０

Ｃ１７－
１４４ Ｑ９ハ５鑓査 ４００ ４（め

タイムズ森野第７駐車場

　

１７時５７
分～１９時３２分

　

「会議」とされて
いる

・同上・夜間 ５ーＩ １５ ３０３１
′・２１

　

Ｐ３０
・２２－２（収支報告
事）

同上 Ｏ

Ｃ１７「
１４５ ０９／２６韻査 ４００ ４００

タイムズ森野第７駐車場

　

１２時５３
分」１４時１５分

　

「会議」とされて
いる

・同上 ５ーＩ １５ ３０３５
・２１・Ｐ３０
・２２－２（収支報告
書）

同上 Ｏ

Ｃ１７－
１４６ ０８月２鑓査 １００ １〔鳩

町田市立総合体育館第１駐車場
１０時０１分～１１時１４分

　

「現地調
査」とされている

・スポーツ施設の私的利用

　

土曜日
・「第１６回全国車椅子バスケットボール大学選手
権」

５ーＩ ７２ ７〔Ｍ８甲４５
甲１５５

森本議員が、全国車椅子バス
ケットボール大学選手権を視
察した際の駐車代であり、当
該活動は政務活動である。

Ｏ

Ｃ１７－
１４７ ０８／２６鑓査 １００ １００

町田市立総合体育館第１駐車増
０９時３４分～１１時０６分

　

「会議」と
されている

・スポーツ施設の私的利用土曜日 ５‐Ｉ ７３ ７０５２ 使途基準不適合性を推認させ
る事実とはいえない。

Ｏ

Ｃ１７－
１４８ ｌｏ／２９鵠査 １００ １００

町田市立総合体育館第１駐車場
１２時２２分～１３時２０分

　

「現地調
査」とされている

・スポーツ施設の私的利用

　

日曜日 ５‐Ｉ ７７ ７０７６

　　

′ 同上 ０．

Ｃ１７－
１４９ １１／０３慎査 １００ ６００

町田市立総合体育館第１駐車場
０９時３７分～１０時３７分

　

「会議」と
されている

・スポーツ施設の私的利用祝日（金曜日） ５‐Ｉ ７８ ７０７７ 同上 Ｏ

Ｃ１７‐
１５０ １１／０３旗査 ６５０ ６５０

野津田公国駐車場

　

０８時４４分～１５
時３３分

　

スポ」ツ施設でのイベン
ト『野津田丘の上まつり』・への
参加とされている

・政務飼査研究とはいえない・祝日（金曜日）
・長時間６時間４９分
イベントに参加するための駐車

５ーＩ ９２ Ｂ〔鳩３
甲２０３－Ｉ
甲２０３一３ 同上 Ｏ

Ｃ１７－
１５１ ０５／０６旗査 ９００ ９００

昭和大学藤が丘病院第２駐車場
（横浜市青葉区藤が丘１‐３０）１４時
１３分～１６時４２分「視察」とされて
いる

病院の私的利用
・市外・土曜日・長時間２時間２９分の駐車 ５‐ｌ ４ ２０１２

【病院の私的利用１
使途基準不適合性を推認させ
る事実とはいえない。

【その他１
使途基準不適合性を推認させ
る事実とはいえない。

　

‐

９００

Ｃ１７－
１５２ ０４／０１ 鯛査 ２００ ２００

グルメシティ成瀬台駐車場

　

０９時
４９分～１１時３９分

　

「会議」とされ
ている

・商業施設での街頭活動
・長時間

　

・土曜日 ５ーＩ ９ ３〔Ｘ〕Ｉ２１

　

Ｐ２２

佐藤議員が、青少年健全育成
成瀬台地区委員会の定例会に
出席した際の駐車代であり、
当該活動は政務活動である。「長時間」に該当しない。

Ｏ

Ｃ１７－
１５３ ０５／０１ 鑓竃 ３｛地 ３００

グルメシティ成瀬台駐車場

　

１６時
０７分～１８時１９分

　

「会置」とされ
ている

・商業施設での街頭活動
・長時間・ＧＷの月曜日 ５ーＩ １０ ３０１２２１

　

Ｐ２２ 使途基準不適合性を推認させ
る事実とはいえない。

Ｏ

Ｃ１７－
１科 ０５／０６鑓査 ３（鳩 ３（め

グルメシティ成瀬台駐車場

　

０９時
５３分～１１時５７分

　

「会議」とされ
ている

・商業施設での街頭活動
・長時間・ＧＷ中の土曜日 ５ーＩ １０ ３〔Ｘ）９２１

　

Ｐ２２
佐藤議員が、青少年健全育成
成瀬台地区委員会の定例会に
出席した際の駐車代であり、
当該活動は政麹活動である。

Ｏ

まちだ市民クラブ 駐車鴇代等３２５



支出
番号支出日費目 離員

名 支出金額
原告らの
主張する
違法支出

額
支出内容 原告らの主張する．違法性を裏付ける事情 器 トＮｏ 位置領収書以外の関連証

拠

　　

ー 会派まちだ市民クラブの主張
裁判所の
認定する
違法支出
額

Ｃ１７－
１５５ ０５ハ６圃査 ３００ ３００

グルメシティ成瀬台駐車場

　

０８時
５３分～１１時０３分

　

「市政相談」と
されている

　　　

ー

・商業施設での街頭活動
・長時間・火曜日 １５‐Ｉ ４ ２０１４２１

　

Ｐ２２ 使途基準不適合性を推認させ
る事実とはいえない。

Ｏ

Ｃ１７－
１５６ ０６／０３圃査 ２００ ２００

　

‘

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

－グルメシティ成瀬台駐車場

　

０９時
５２分～１１時２５分

　

「会議」とされ
ている

　　　　　　　

′

・商業施設での街頭活動
・長時間・土曜日 １５－Ｉ １２ ３０１６２１

　

Ｐ２２

佐藤議員が、青少年健全育成
成瀬台地区委員会の定例会に
出席しだ際の駐車代であり、
当該活動は政務活動である。
「長時間」に該当しない。

Ｏ

Ｃ１７－
１５７ ０７／２２掴査 ４（鳩 ４００

グルメシティ成瀬台駐車場

　

０７時
４９分～１０時２３分

　

「会議」とされ
ている

・商業施設での街頭活動
・長時間・土曜日 １５‐Ｉ １３ ３０２０２１

　

Ｐ２２ 使途基準不適合性を推認させ
る事実とはいえない。

Ｏ

Ｃ１７－
１５８ ０９／０２鑓査 ３００ ３００

グルメシティ成瀬台駐車場

　

０９時
５２分～１１時５６分

　

「会議」とされ
ている

：費瀦讐土
で諸街頭満助 １５－Ｉ １５ ３０３０２１

　

Ｐ２２
佐藤鏡員が、青少年健全育成
成瀬台地区委員会の定例会に
出席した際の駐車代であり、
当該活動は政務活動である。

Ｏ

Ｃ１７－
１５９ ０９／３０鑓査 ２（鳩 ２（杓

グルメシティ成瀬台駐車場．０９時
４８分～１１時３２分

　

「会議」とされ
ている

・商業施設での街頭活動
・長時間・土曜日 １５－Ｉ １５ ３０３２２１．Ｐ２２

使途基準不適合性を推認させ
る事実とはいえない。
「長時間」に該当しない。

Ｏ

Ｃ１７－
１６０ １２／０２韻査 ２００ ２００

グルメシティ成瀬台駐車場

　

０９時
４６分～１１時２６分

　

「現地調査」と
されている

・商業施設での街頭活動
・長時間・土曜日 １５‐ｌ １昇 ３偶７２１

　

Ｐ２２

佐藤議員が、青少年健全育成
成瀬台地区委員会の定例会に
出席した際の駐車代でありく
当該活動は政務活動である。
「長時間」に該当しなＬ』÷

Ｏ

Ｃ１７－
１６１ １２／０３鑓査 ５（鳩 ５００

グルメシティ成瀬台駐車場

　

１２時
０４分～１５時０６分

　

「会議」とされ
ている

・商業施設での街頭活動・長時間・日曜 １５‐Ｉ １９ ３（ｙ１８２１

　

Ｐ２２ 使途基準不適含性を推認させ
る事実とはいえない。

Ｏ

Ｃ１７－
１６２ ０１／１３韻査 １駅）‐ １０Ｏ

グルメシティ成瀬台駐車場

　

０９時
５５分～１１時２４分

　

「現地国査」と
されている

・商業施設での街頭活動
．長時間．土曜日、．

　　　　　

・ １５－ｌ ２０ ３０５５２１ーＰ２２

佐藤議員が、青少年健全育成
成瀬台地区委員会の定例会に
出席した際の駐車代であり、
当該活動は政務活動である。
「長時間」に該当しない。

Ｏ

Ｃ１７－
１６３ ０２ハ２韻査 １，醐 １，０（地

小田急マルシェ鶴川駐車場

　

１２時
２２分～１７時１９分

　

「市政相談」と
されている

・商業施設・祝日
・長時間４時間５７分駐車 １５‐Ｉ ７ ２０３０２１

　

ＰＩ９ 使途基準不適合性を推認させ
る事実とはいえない。

Ｏ

Ｃ１７－
１６４ １１／２５韻査

　　　　

＼

４００ ４００
小田急マルシェ鶴川駐車場

　

１０時
５５分～１４時０７分

　

「会議］とされ
ている

・商業施設・土曜日

　　

，
・長時間

　

３時間以上の駐車 １５一ｌ ８０ ７０９５２１

　

ＰＩ９ 同上 Ｏ

Ｃ１７－
１６５ ０５／１８鯖査 谷沢 ２４０ ２４０

多摩センター丘の上のプラザ駐車
場

　　

１２：４５～１８：２７

　

「市政相
談」とされている

・商業施設
・長時間

　

５時間半の駐車 １５一Ｉ ５７ ５（Ｘ）５２１

　

Ｐ３６ 同上 Ｏ

Ｃ１７－
１６６ ０７ハ６調査 谷沢 ３６０ ３６０

多摩センター丘の上のプラザ駐車
場

　

１６：３３～１９：４８

　

「市政相談」
とされている

商ゞ業施設・日曜日

　

・夜間
・長時間３時間以上の駐車 １５－Ｉ ５７ ５｛Ｘ〕６２１

　

Ｐ３６ 同上 Ｏ

Ｃ１７－
１６７ ０４／０９蝕査 ３６０ ３６０

多摩センター丘の上プラザ駐車端
１３：０８～１７：１６

　

「会議」とされて
いる

・商業施設・土曜日
・長時間

　

４時間以上の駐車 １５‐Ｉ ６６ ７（鳩２２１

　

Ｐ３６ 同上 Ｏ

Ｃ１７－
１６８ ０３／０５鑓査わたべ ６（鳩 ６㈹

ビッグヨーサン成瀬店駐車場

　

１１
時０２分～１３時１０分

　

「会議」とさ
れている

　　　　　

．・
・商業施設
・長時間２時間８分の駐車 １５‐Ｉ ９６

　

－８０７５

　　　　　

＼
同上 Ｏ

Ｃ１７－
１６９ ０５／２２餌査わたべ １，６５０ １，６５０

ビッグヨーサン成瀬店駐車場

　

１１
時０６分～１６時４５分

　

「会議」とさ
れている

　　

‐

・商業施設
・長時間

　

約５時間半の駐車 １５－Ｉ ８６ ８０１５

　　　　　　　　

〕
同上 Ｏ

Ｃ１７－
１７０ ０８／２４鋼査わたべ １，０５０ １，０５０

ビッグヨーサン成瀬店駐車場

　

１３
時３２分～１７時０１分

　

「会議」とさ
れている

・商業施設
・長時間

　

３時間半の駐車 １５‐ｌ ８８ Ｂ０３１ 同上 Ｏ

ｃｌラー
１７１

０９／１４ 贋査 １，２｛聞 １，２（刈
町田木曾名店街お客様専用駐車場
１５時４４分～１８時２５分

　

「市政相
談」とされている

・商業施設（木曽団地内の商店会）・長時間２時間４１
分の駐車 １５‐Ｉ ６ ２０２２ 同上 Ｏ

Ｃ１７－
１な

０８／１１蟹査 ２００ ２００
鶴川団地センター名店街・１１時１７
分～１２時２１分

　

「会議」とされて
いる

・鶴川団地内の商業施設・祝日
・長時間

　

２時間４１分の駐車

　　　

ｒ １５一Ｉ ７２ ７（一１７

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

′同上 Ｏ

Ｃ１７－
１７３ ０８／１１頭査 ３｛鳩 ３（粉

鶴川団地センター名店街

　

０８時５６
分～１１時０７分

　

「会議」とされて
いる

・鶴川団地内の商業施設・祝日 １５－Ｉ ７２，７〔“６

　　　　　　　　　　　　　　　

、 同上 Ｏ

Ｃ１７－
１７４ ０９月４鯛査 ２｛鳩 ２００

鶴川団地センター名店街

　

１５時５２
分～１６時５５分

　

「会議」とされて
いる

・鶴川団地内の商業施設 １５－ｌ ７４ ７０６２

　　　　　　　　　　　　　　　　　

・
同上 Ｏ

Ｃ１７－
１７５ ０５／１２韻査 ６００ ６００ 西友町田店

　

１３時０８分～１４時１６分
「会議一とされている

１間栗施舷 ５ーＩ ６７ ７０１２２ Ｐ９（繍３３） 同上 Ｏ

Ｃ１７－
１７６ ０４／ｍ 韻査 ５（約 ５〔め

神輿第２パーキング

　

０９時２７分～
１１時２９分

　

「市政相談」とされて
いる

徴駅前
間

　

２時間２分の駐車 ５ーＩ ２ ２（Ｘ）２２ ＰＩ９ 同上 Ｏ

Ｃ１７－
１７７ 餌／１Ｏ鯛査

　　　　　　　

・
３｛櫛 ３（刃

神輿第２パーキング

　

１５時４６分～
１７時１１分

　

「市政相舷」とされて
いる

・鶴」駅前 ５ーＩ ３ ２（Ｘ）６２ ＰＩ９ 同上

　　

・

　　　　

‐ Ｏ

Ｃ１７－
１７８ 餌／１４旗査わたべ ２，以）Ｏ ２，斌）Ｏ

アイペツク鶴川第１駐車端
０９：５４～１２：５５

　

「会議」とされて
いる

・鶴
・長

駅前
間

　

３時間の駐車 ５‐Ｉ ８５ ８（Ｘ）３２ ＰＩ９ 同上 Ｏ

Ｃ１７－
１７９ ０４／２８鯛査 ２｛鳩 ２（め

シンコーパーク鶴川駅前駐車場
１５時２９分～１５時５２分

　

「現地鯛
査」とされている

：差駅前

　　　　

～
間わずか２３分の駐車 ５‐Ｉ ６６ ７（Ｘ）５２ ＰＩ９ 同上

　　　　　　　　

・ Ｏ

Ｃ１７」
１８０ ０５／０９薗査 １０Ｏ １（鳩

シンコーパーク鶴川駅前駐車場
１０時１７分～１０時２８分

　

「現地調
査」とされている

：差駅前
間

　

わずか１１分の駐車 ５ーｌ ６７ ７（Ｘ）７２ ＰＩ９ 同上 Ｏ

Ｃ１７－
１８１ ０５／ｎ 韻査 醐 ３｛刀

神輿第２パーキング（鶴川ポプリ
ホールそば） １８時５６分～２０時０９
分

　

「会議」とされている

・鶴 駅前・夜間
５‐Ｉ ６７ ７０１０２ ＰＩ９ 同上

　　　

Ｏ

Ｃ１７－
１８２ ０５／２０鑓査 １００ １００

神輿第２パーキング（鶴川ポプリ
ホールそば） ０９時３６分～１１時間
分

　

「会議」とされてＬ、る

・鶴 駅前
１５－Ｉ ６７ ７０１４２ ＰＩ９ 同上 Ｏ

Ｃ１７－
１８３ ０５／２１ 慣査

　

．
３｛刃 ３００

神輿第２パーキング

　

（鶴川ポプ
リホールそば）１５時００分～１６時１２
分

　

「市政相談」とされている

・鶴 駅前
１５‐ｌ ３ ２（Ｘ）７２１

　

ＰＩ９ 同上 Ｏ

Ｃ１７－
１餌 ０５／２２鑓査 １００ １０Ｏ

シンコーパーク鶴ｊ
１６時２２分～１６時３４づ
査」とされている

駅前駐車場

　

「現‐地調
二幕駅前

間わずか１２分の駐車 １５一Ｉ ６８ ７０１５２１

　

ＰＩ９ 同上 Ｏ

Ｃ１７－
１８５ ０５／２５調査 ２（鳩 ２００

シンコニｉ７（一ク鶴ｊ
１４時０２分～１４時２９づ
査」とされている

駅前駐車場

　

「現地鯛 ：－琵 駅前
間わずか２７分の駐車 １５‐Ｉ ６８ ７０１７２１

　

ＰＩ９ 同上 Ｏ

Ｃ１７－
ＩＢ６ ０５／２６猷査

ー

　　　　　　　　　　

′
１（ぬ １００

シンコーパーク鶴ｊ
０９時２６分～０９時４０づ
査」とされている

駅前駐車場

　

「現地鯛 ：差駅前
間わずか１４分の駐車 １５－Ｉ ６８ ７０１８２１

　

，ＰＩ９ 同上 Ｏ

Ｃ１７－
１８７ ０６／０８韻査 １（ぬ １００

シンコーパーク鶴」
１７時１９分～１７時３５づ
査」とされている

駅前駐車場

　

「現地鯛 ：建駅前
間わずか１６分の駐車 １５－Ｉ ６９ ７０２１２１

　

ＰＩ９ 同上 Ｏ

Ｃ１７－
１８８ ０６／２１ 鯛査 １（鳩 １（鳩

シンコーパーク鶴」
１０時３６分～１０時５１づ
査」とされている

駅前駐車場

　

「現地調 ：鐙駅前
間わずか１５分の駐車 １５一Ｉ ６９ ７０２４２１

　

ＰＩ９ 同上 ．

　　　

Ｏ

Ｃ１７－
１８９ ０６ハ５韻査 １（め １００

シンコーパーク鶴」
０９時２７分～０９時４２づ
査」とされている

駅前駐車場

　

「現地髄 ：差駅前
間わずか１５分の駐車 １５－Ｉ ６９ ７０２２２１

　

ＰＩ９ 同上 Ｏ

Ｃ１７－
１９０ ０７／０１ 鑓査 ８｛掩 ８（刈

シンコウバーク鶴」
１２時４８分～１５時１５づ
されている

駅前駐車場

　

「会議」と：餐駅前

　　　　　　　　　　　　

‐
間

　

２時間２７分の駐車 １５一１ ７０ ７０３０２１

　

ＰＩ９ 同上 Ｏ

Ｃ１７‐
１９１ ０７／１２韻査 １（鳩 １０Ｏ

シンコーパーク鶴」
１４時２５分～１４時３７づ
査」とされている

駅前駐車場

　

「現地韻 捲 駅前
間

　

わずか１２分の駐車 １５‐Ｉ ７０ ７０３５２１

　

ＰＩ９ 同上 Ｏ

Ｃ１７－
１９２ ０７／２５偵査 １（鳩 １０Ｏ

シンコーパーク鶴」
１０時４９分～１１時仰づ
査」とされている

駅前駐車場

　

「現地嗣 ：鐙駅前
間わずか１１分の駐車 １５‐ｌ ７０ ７０３７２１

　

ＰＩ９ 同上 Ｏ

Ｃ１７－
１９３ ０７／２５鑓査 馴 ５（力

神興第２バ」キング（鶴川ポプリ
ホールそば） １６時２４分～１８時４３
分

　

「会議」とされている
＝餐駅前

間

　

２時間１８分の駐車 １５－Ｉ ７１ ７０３８２１

　

ＰＩ９ 同上 Ｏ

Ｃ１７－
１９４ ０７／２７偵査 ３Ｗ β閲

神輿第２パーキング（鶴川ポプリ
ホールそば） １８時１９分～１９時３７
分

　

「会議」とされている

・鶴ｊ駅前・夜間
１５－Ｉ ７１ ７醐２１

　

ＰＩ９ 同上 Ｏ

まちだ市民クラブ 駐車場代等ー
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雑支出日費目【碧員 支出金額
原告らの
主張する
違法支出

額
支出内容 原告らの主張する違法性を裏付ける事情 輔導ト肋 位置領収書以外の関連証

拠 轡鱈『市民クラブの主張
裁判所の
認定する
違法支出
額

Ｃ１７－
１９５ ０８／０８鯛査 １（鳩ｒ

　　　

ｌｏｏ
シンコーパーク鶴川駅前駐車場
０９時３９分～０９時４４分

　

「現地髄
査」とされている

・鶴川駅前
・短時間

　

わずか５分の駐車 １５－Ｉ ７２ ７（“３２１

　

ＰＩ９ 磁；；↓〕 Ｏ

Ｃ１７－
１９６ ０８／０９餌査

「
４００ ４００

シンコウパーク鶴川駅前駐車場
１７時４２分～１８時５４分「会議」とさ
れてＬ、ゑ÷

・鶴川駅前 １５‐ｌ ７２ ７眺２１

　

ＰＩ９ 同上 Ｏ

Ｃ１７－
１９７ ０８／１８顕査 ２｛涛 ２（め

神興第２パーキング

　

１８時５８分～
１９時４６分

　

（鶴川ポプリホールそ
ば）「現地調査」とされている

・鶴川駅前・夜間 １５‐Ｉ ７３ ７０５０２１

　

ＰＩ９ 同上 Ｏ

Ｃ１７－
１９８ ０８ハ６鑓査 ３｛掩 ３（力 神蔵パーキング

　

１０時２８分～１１時
４７分

　

「会ｉｌ」とされている
・鶴 駅前 １５－Ｉ ７２ ７０４９２１

　

ＰＩ９ 同上 Ｏ

Ｃ１７－
１９９ ０８月９旗査わたべ ５｛力 ５００神蔵パーキング１８時０６分～２０時

１０分

　

「現地調査」とされている
：蔓駅前・夜間

間

　

２時間４分の駐車 １５‐Ｉ ８８ ８０２９２１

　

ＰＩ９ 同上 Ｏ

Ｃ１７－
２００ ０８／２５調査 １０Ｏ

　

１（め
シンコーパーク鶴川駅前駐車場
０９時４１分～０９時５８分

　

「現地国
査」とされている

：差駅前
間

　

わずか１７分の駐車 １５‐Ｉ ７３ ７０５１２１

　

ＰＩ９ 同上 ０

Ｃ１７－
２０１ ０８／３１鑓査 ２｛地 ２｛鳩

神輿第２パーキング

　

（鶴川ポプ
リホールそば）１７時３４分～１８時０７
分

　

「現地醜査」とされている
・鶴 駅前

　　　　　　　

・ １５一Ｉ ７３ ７０５５２１

　

ＰＩ９ 同上 Ｏ

Ｃ１７－
２０２ ０９ハ５鑓査 １００ １００

シンコーバーク鶴川駅前駐車場
１５時４７分～１６時００分

　

「現地桝
査」とされている

：彊駅前

　　　　　　　　　　　　　　　　　

く
間わずか１３分の駐車

　　

、 １５‐Ｉ ７４ ７０６３２１

　

ＰＩ９ 同上 Ｏ

Ｃ１７÷
２０３ ０９／１６醜査 則 ５｛鳩 神蔵パーキング

　

，１３時１６分～１５時
１８分

　

「会議」とされている
：．裟

駅前
間

　

２時間０２分の駐車 １５‐ｌ ７４ ７０６４２１

　

ＰＩ９ 同上 Ｏ

Ｃ１７－
２０４ ０９／２２鑓査 ３｛刃 ３（鳩

神輿第２パーキング

　

（鶴川ポプ
リホールそば）１５時１５分～１６時２０
分

　

「会議」とされている
・鶴 駅前

　　

－ １５‐Ｉ ７５ ７０６５２１

　

ＰＩ９ 同上 Ｏ

Ｃ１７－
２０５ ｌｏハ５鯛査 １，醐 １，鎖）Ｏ

シンコウバーク鶴川駅前駐車場
１０時１２分～１３時２６分「会議」とさ
れている

：嚢駅前
間

　

３時間１４分の駐車 １５‐Ｉ ７６ ７０７３２１

　

ＰＩ９ 同上

　　

‐ Ｏ

Ｃ１７－
２０６ １０／２０餌査 １００ １（め

シンコーパーク鶴川駅前駐車場
１７時１２分～１７時２５分

　

「現地鯛
査」とされている

：差駅前

　　　　　　　　　　　　

・
間

　

わずか１３分の駐車 １５－Ｉ ７６‐７０７４２１

　

ＰＩ９ 同上 Ｏ

Ｃ１７－
２０７ ｌｏ／２３韻査 谷沢 ↑，６（鳩 １，６（鳩

アイペツク鶴川第１駐車場

　

１２時
５８分～１５時１９分

　

」「市政相談」と
されている

樹駅前
間

　

２時間２１分の駐車 １５‐Ｉ ５７ ５｛Ｘ）８２１

　

ＰＩ９ 同、上 ０

Ｃ１７－
２０８ １０／２６偵査 ２（掩 ２００

シンコーパーク鶴川駅前駐車場
１６時４１分～１７時０３分

　

「現地鯖
査」とされている

＝差駅前
間

　

わずか２２分の駐車 １５‐Ｉ ７６ ７０７５２１

　

ＰＩ９ 同上 Ｏ

Ｃ１７－
２０９ １１月４餌査わたべ ８００ ８（鳩

神蔵パーキング（鶴川駅前）１３時
１３分～１７時０６分

　

「会議」とされ
ている

・鶴
・長

駅前

　　　　

′

　　　　　　　　　　　

’
間

　

３時間半の駐車 １５－Ｉ ９３ ８０４８２１

　

ＰＩ 同上 Ｏ

Ｃ１７‐
２１０ １１／１７韻査 １００ １００

シンコウバーク鶴川駅前駐車場
０８時４４分～０９時２０分

　

「現地鯛
査」とされている

・鶴 駅前ｒ

　　　

、

　　　　

， １５‐ ７８ ７０８２２１

　

ＰＩ 同上 Ｏ

Ｃ１７－
２１１ ｎ／１８掴査 ４｛鳩 ４００タイムズ鶴川駐車場

　

１６時０１分～
１７時１１分

　

「会議」とされている
・鶴ｊ駅前 １５‐ ７８ ７０８３２１

　

ＰＩ 同上 Ｏ

Ｃ１７－
２１２ １１／１９鑓査わたべ ５００ ５（刈

神蔵パーキング（鶴川駅前）１７時
４５分～２０時０９分

　

「会議」とされ
ている

・鶴」
・長日

駅前

　　　　　　　　　　　　

，
間

　

２時間２４分の駐車 １５‐ ９３ ８０５２２１

　

ＰＩ 同上 Ｏ

Ｃ１７－
２１℃ １２／０３鑓査

　　　　　　

．

　

３００ ３（鳩
神蔵パーキング（鶴川駅前）１３時
２１分～１４時２３分

　

「会議」とされ
ている

　　　　　

‐

・鶴ｊ
「鶴′
ポプー

駅前
ショートムービーコンテスト」授賞式

　

於
ホール １５‐ ７９ ７０８８２１・ＰＩ

甲６６ 同上 ０

Ｃに］‐
２１４ １２月９鋼査 １００ １００

タイムズ鶴川駐車場

　

１７時２６分～
１７時３２分

　

「現地韻査」とさ，れて
いる

猫駅前

　　　　　　　　　　

◆
間

　

わずか６分の駐車 １５‐ ７９ ７０９０２１

　

ＰＩ 同上 Ｏ

Ｃ１７－
２１５ ０３／０２鑓査 ２００ ２Ｗ

神蔵パーキング（鶴川駅前）０８時
２７分～０９時０１分

　

「現地鯖査」と
されている

・鶴」駅前 １５‐Ｉ ８４ ７１２３２１

　

ＰＩ 同上

　　　　　　　　　　　　

・ ．０

Ｃ１７－
２１６ ０３／０３韻査 ９００ ９００

ザーパーク．鶴川駐車場

　

１３時５７分
～１７時２１分

　

「会議」とされてい
る

・鶴川駅前
・長時間

　

３時間半の駐車 １５‐Ｉ ８４ ７１２５２１，ＰＩ 同上 Ｏ

Ｃ１７－
２１７ ０３／０３餌査 ４００ ４（鳩 タイムズ鶴川駐車場

　

１１時５５分～
１３時０２分

　

「会議」とされている
・鶴川駅前 １５‐Ｉ ８４ ７１２４２１

　

ＰＩ９ 同上 Ｏ

′

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　

・

さよ さ’

一三

　

，
‘÷

まちだ市民クラブ

　

駐車場代等
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支出蓄
号 支出日 費目嫌員名支出金額

原告らの
主張する
違法支出

頓
支出内容 原告らの主張する違法性を裏付ける

　　　　　　

事情
証拠
番号
（甲） トＮｏ 位置嶺収書以外の関連証拠 会派まちだ市民クラブの主

　　

張
裁判所の総定
する違法支出
頓

Ｃ１４‐５３６０３／２８ 資料 谷沢 ４８，３３２ ４８，３３２
一般紙の購鱗
朝日斬聞

　

２０１４．３月～２０１５，２月
４８，３３２円

　

領収書の発行元「ＡＳＡ
つくし野」

・私的な資料
・谷沢議員の自宅（つ〈し野１－３６‐
８）での購鱗 １２‐２２９９～

３（刃

自宅や所属政党事務所にお
ける－般紙の購鱗費は、そ
の全額につき政務活動費の
充当が隙められる。

０

Ｃ１４‐５３７ 資料 戸塚 ４８，４４４ ４８，４‘１４
一般紙の購脇
鱗売新聞

　

２６年４月～２７年３月
４８，粥円 領収書の発行元は
「鱗売センター町田中央」

・私的な資料
・自宅（金森２‐１６一６）での購鱗 １２‐２ ３０１上 同上

　　　

０

Ｃ１４‐５３８ 資料 佐藤 ４８，４‘” ４８，掌１４

一般紙の賭鱗
朝

　

日新聞

　

セット

　

４月分
４０３７＊１２コ８，４”円 領収書の発
行元は，「朝日新聞サービスアン
カー成瀬駅前」

・私的な資料
・自宅（由成瀬７丁目１５‐２２）での購膝１２一２３０２～

３１３ 同上 ０

Ｃ１４‐５３９ 資料 森本 ３６，３３３ ３６，３３３
■般紙の購厩
膝売新聞

　

４，０３７円樽：３６３３３円
領収書の発行元は「鱗売セン
ター町田鶴川南部」

・私的な資料
・森本議員の自宅（大蔵町４２１－４）で
の購鱗 １２－２３１５～

３２３

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・
同上 ０

Ｃ１４‐５４０ 資料わたべ ３７，６１４ ３７，６１４
一般紙の購麟
東京新聞，セット４月４，１８４円５月～３，３４３円＊１０：３３，４３０円

　

領
収書の発行元は「ＡＳＡ鶴川南部」

・私的な資料
・わたべ議員の自宅（野津田町３１１４一
７）での鷹鱗 １２‐２

３２４
細
微
３３４
繊
細
綿
鯛
紺
綱
３５

同上 ０

Ｃ１４‐５４１ 資料 河辺 ４３，２８４ ４３，２８４

一般紙の購跳
朝

　

日新聞

　

朝刊

　

３，６０７

　

×
１２４３，２８４円 領収書の発行元は
「朝日新聞サービスアンカー京
王多摩境」

・私的な資料
・河辺嫌員の自宅（小山町９９７－１８）で
の一般紙の購入。

１２‐２３５
３’′

同上 ・

　　　

０

Ｃ１４‐・２１２月５ 資料 田中 １２，５４２ １２，５４２
一般紙の無陳
東京新聞

　

１４３０十２７７８十
１１，１１２：１５，３２０円 領収書の発行
元は「ＡＳＡ町田西弧」

・私的な資料
・政党事務所（生活者ネット）（中町
１一２８－１８）での一般紙の購入

１２÷２
３６
３６
３９

同上 ０

Ｃ１４‐５４３０４／０３ 資料 谷沢 ３１，９２０ ３１，９２０
社会析轍と月刊社会民主

　

年間
購読で２部ずつ購入

・自ら所属する政党の機関紙
・必要性のない２部の購入 １２－２ ２８０上左 鞘豆

【所属政党機関紙】
・政党機関紙の賄鱗費への
政務活動費の充当は認めら
れる。
・会派控室に傭え置〈ため
の鷹鱗であり、私的な購読
ではない。
・町田市政に関する調査研
究に有用な情報を提供する
資料である。

【２部購入】ｒ
・複数の議員が閲覧できる
よ′う、２部購入した。
・２部購入しても、多大な
支出ではない。
・運用指針では、枚数部購
入が想定されており、購鱗
部数に．関する規制はない。

１５，９６０

Ｃ１４‐５４４０４／ｍ 資料 谷沢 ４，５８４ ４，５８４新社会党機関紙誌代

　

半年分 ・自ら所属する政党の機関紙 １２‐２ ２Ｏ下左 甲１３７一Ｉ
・所属政党機関紙ではな
し、。
・町田市敵と関係する記事
を掲載している。

０

Ｃ１４‐５４５０６／０９ 資料 谷沢 ２，０１０ ２，０１０社会主義協会

　

４～６月分 ・自ら所属する政党の機関紙 １２－２ ２Ｉ上左 繋琶 同上 ０

Ｃ１４‐５４６０６／２３ 資料 谷沢 ４，０６８ ４，０６８科学的社会主義

　

７～１２月分 自ゞら所属する政党の機関紙 １２‐２ ２Ｉ下左 ・同上 同上 ０

Ｃ１４‐５４１７０９／０５ 資料 谷沢 ２，０１０ ２，０１０社会主義協会

　

７～９月分 ・自ら所属する政党の機関紙 １２‐２ ２５下左 ・同上 同上

　　　　　　　　

．
０

Ｃ１４‐５４８１０／０９ 資料 谷沢 ４，５８４ ４，５８４新社会党機関紙 ・自ら所属する政党の機関紙 １２－２ ２７上左 甲１３７一Ｉ 同上

　　　　

．

　　　　　　

・ ０

Ｃ１４‐５４９１２／０６ 資料 谷沢 ２，０１０ ２，０１０社会主義協会

　

１０～１２月分 ・自ら所属する政党の機関紙 １２一２ ２２上左 繋暑 同上 ０

Ｃ１４‐５５０１２／０６ 資料 谷沢 ８，１３６ ８，１３６科学的社会主義

　

１～６月分 ・自ら所属する政党の機関紙
・４～６月分は翌年度分の支出 １２‐Ｔ２ ２２上右 ・同上 同上 ＼・

　　

０

Ｃ１４‐５５１０３／０５ 資料 谷沢 ８，０４０ ８，０４０社会主義協会 ・自ら所属する政党の機関紙 １２－２ ２６上左 ・同上 同上 Ｏ

１５，９６０合計額

　　　　　　　　

３４２，３５５

Ｃ１５‐４６７０３／３１ 資料 谷沢 ４８，４４４ ４８，４４４

一般紙の履践
朝日新聞．購鱗増所：つくし野１
丁目３６‐８２０１５年４月～２０１６年３月
領収書の発行元は「ＡＳ^つ〈し
野」，

・私的な資料・購入先は谷沢議員の
自宅（つくし野１丁目３６－８） １３「２ ３６６

　　　　　　　　　　　　　　　

′

自宅や所属政党事務所にお
ける一般紙の購践費は、そ
の全額につき政務活動費の
充当が認められる。

Ｏ

Ｃ１５‐４６８

　　　

′ 資料 河辺 ４３，２８４ ４３，２８４

一般紙の購陳
朝日新聞

　

３，６０７／月＊１２４３，２８４
円

　

１２枚の領収書あり

　

領収書
の発行元は「朝日新聞サービス
アンカー京王多摩境」

・私的な資料
・購入先の住所はな〈、「ＡＳＡ２区」
とあるだけであるが、平成２６年度の
領収壷（Ｃ１４‐５４１）に照らすと、河辺
議員の自宅と推測される。

１３‐２３６９～
３７３

ノ

　　　　　　　　　　　　　　

′

同上

　　　　　　　　　　　

、 Ｏ

Ｃ１５‐４６９０３／３０ 資料 戸塚 ４８，４４４ ４８，４”

ー般紙の購鱗
践売新聞

　

購鱗場所：金森２‐１６‐
６

　

２７年４月～２８年３月

　

領収書の
発行元は「藤売センター町田中
央」

　

・

・私的な資料
・購入先は、戸塚蟻員の自宅（金森
２‐１６‐６） １３‐２ ３７５ 同上 ０

Ｃ１５÷４７００３／３１ 資料わたべ ４０，１１６ ４０，１１６
一般紙の鷹鱗
東京新聞

　

３，３４３円＊１２＝４０，１１６円
領収書の発行元は「ＡＳ^鶴川南
部」

・私的な資料
配達場所は記載されていないが、
「鶴川照部」の販売店の領収書であ
り、金額も同ーであることから、わ
たべ麿員の自宅と推測される（Ｃ１４‐
５４０と同じ）。

１３－２ ３８９ 同上 ０

Ｃ１５÷４７１ 資料 佐薦 ４８，４４４ ４８，４４４
一般紙の購鱗
朝日新聞

　

４０３７円＊１２４８，仲４円
領収書の発行元は「朝日新聞
サービスアンカー成瀬駅前」

・私的な資料
・購入先は佐藤嫌員の自宅（南成瀬
７丁目１５‐２２） ３ー２３９０～

３９３ 同上 ０

Ｃ１５→４７２ 資料 森本 １８，．０００ １８，０００

一般紙の購鱗
毎日新聞

　

購嬢増所：大蔵町４２１
‐４
朝刊２０００円（４月、５月、６月、８
月、９月、１０月、１１月、１２月、１
月）９ヶ月分領収書

　

領収書の発
行元は「朝日新聞町田中央販売
所」

・私的な資料
・購入先は森本議員の自宅（大蔵町
４２１一４）
鱗売新聞もとっている

３ー２３９８～
４１０ 同上 ０

Ｇ１５‐４７３

　　

′ 資料 森本 ３２，２９６ ３２，２９６

一般紙の購鱗
鱗売新聞セット

　

賄膝増所：大
蔵町４２１－４
４，０３７円
崎；３２，２９６（４，５，６，８，９，１０，１２，１）
領収書の発行元は「鱗売セン
ター町田鶴川南部・」

・私的な資料
・購入先は森本議員の自宅（大蔵町
４２１‐４）
毎日新聞もとっている

３‐２３９８～
４０８

ー

　　　　　　　　　　

，

同上 Ｏ

Ｃ１５一７４ 資料 田中 ３３，３３６ ３３，．３３６
一般紙の購騰
東京新聞 朝刊

　

４月分

　

２，７７８
円＊１２

　

領収書の発行元は「^Ｓ^
町田西部」．

・私的な資料
・購入先は、自らが所属する政党、
『町田生活者ネット』の事務所（町
田市中町１一２８－１８）

１３－２４１２・
４１３ 同上 Ｏ

まちだ市民クラブ 資料購入費３２８



支出警
号 支出日 費目議員名支出金額

原告らの
主張する
違法支出

額
支出内容 原告らの主張する違法性を裏付ける

　　　　　　

事情
証拠
番号
（甲） トＮｏ 位置領収書以外の関連証拠 会派まちだ市民クラブの主

　　

張
裁判所の鰹定
する違法支出
額

Ｃ１４７５０４／３０ 資料 谷沢 １５，９６０ ／１５，９６０
社会新報と月刊社会民主
年間購鱗で２部ずつ購入。４月
～９月分

・自ら所属する政党の機関紙購践
・必要性のない２部の購膝

　

－ １３－２ ３４７下右 甲１３５

　

‘
甲１３６

【所属政党機関紙】
・政党機関紙の購鱗費への
政務活動費の充当は麗めら
れる。
・会派控室に傭え置〈ため
の賭鱗であり、私的な購隣
ではない。
・町田市政に関する調査研
究に有用な情報を提供する
資料である。

【２部購入】
・複数の議員が閲覧できる
よう、２部購入した。
・２部購入しても、多大な
支出ではない。
・運用指針では、複数部購
入が想定されており、賭隣
部数に関する規制はない。

７，９８０

Ｃ１５‐４７６０５ハ８ 資料 谷沢 ５，３４８ ５，３４８
新社会党機関紙
購膝料半年分 ・自ら所属する政党の機関紙購鱗 １３－２ ３４８上左 甲１３７一Ｉ

・所属政党機関紙ではな
Ｌ、。
・町田市政と関係する記事
を掲載している。

０

Ｃ１５‐４７７１０／０５ 資料 谷沢 １５，９６０

Ｌ

　

１５，９６０
社会新報と月刊社会民主
１０月～３月分。

・自ら所属する政党の機関紙賭鱗
・必要性のない２部の購践 １３－２ ３５５ 上左軍畿

【所属政党機関紙】
・政党機関紙の購膝費への
政務活動費の充当は認めら
れる。
・会派控室に備え置くため
の賭鱗であり、私的な鷹膝
ではない。
・町田市政に関する鯛査研
究に有用な情報を提供する
資料である。

【２醜購入】
・複数の議員が閲覧できる
よう、２部購入した。
・２部購入しても、多大な
支出ではない。
・運用指針では、複数部購
入が想定されており、購読
部数に関する規制はない。

７，９８０

Ｃ１５‐４７８１１／１Ｉ 資料 谷沢 ４，５８４ ４，５８４
新社会党機関紙
購憾料

　

半年分 ・自ら所属する政党の機関紙購陳 １３‐２ ３５６上左 甲１３７一Ｉ
・所属政党機関紙ではな
い。
・町田市政と関係する記事
を掲載している。

０

Ｃ１５‐４７９１２／ｏａ 資．料 谷沢 ４，０６８ ４，０６８
科学的社会主義

　　

，１月～６月分
・自ら所属する政党の機関紙購践
・翌年度３ヶ月分も含む １３‐２ ３ｆｉｏ下右 繋 同上 ０

Ｃ１４８００３／０７ 資料 谷沢 ２，０１０ ２，０１０ 機関紙社会主義協会購鱗料 ・自ら所属する政党の機関紙購鱗 １３－２ ３６４上右 繋 同上 ０
０５年
違法支出

　

３６０，２９４

　　　　　　

１５，９６０

Ｃ夢‐４６６０３／３１ 資料 なし ４８，４４４ ４８，４４４

一般紙鷹鱗
朝日新聞

　

２０１６年４月～２０１７年３
月分メモ
領収書の発行元は「^Ｓ^つ〈し
野」

・私的な資料

要さ葺長話呈し記裂き巽，藻
さぞ

購入先が谷沢鴎員の自宅であること
がわかる。

１４‐２ ３２８ 上

　　　　

′ 自宅や所属政党事務所にお
ける一般紙の鯖鱗費は、そ
の全額につき政務活動費の
充当が認められる。

０

Ｃ１６－４６７ 資料 河辺 ４３，２８４ ４３，．２８４

一般紙賭鱗
朝日新聞朝刊３６０７円×１０ヶ月
続売新聞３６０７円×２ヶ月
領収事の発行，元は「朝日新聞
サービスアンカー京王多摩境」

・私的な資料
錬売新聞の領収書に「町田市小山町
９９７－１８」の住所があり、購騰先は
河辺議員の自宅であることがわか
る。

　　　　　　　

・

　　　　　

１
，

１４‐２３３２～
３３４

、

　

一
同上 ，

　

Ｏ

Ｃ１６÷４６８０３／２５ 資料 なし ４８，傘１４ ４８，４４４
一般紙鷹鱗
住所なし。１年分の手書き領収
書。領収書の発行元は「騰売セ
ンター町田中央」

・私的な資料
鱗売新聞の賭鱗料と推測される。政
務活動に必要な支出とはいえない。

１４‐２ ３３５ 上

　　　

・

　　　　　　　　　　　　　　

′
同上 ０

Ｃ１４６９

　　　　　

ー’

資料 な・し ４８，４４４ ４８，傘１４

一般紙購読
朝日新聞セット４月～３月まで１２
枚の領収書。領収書の発行元は
「朝日新聞サービスアンカー成
瀬駅前」

・私的な資料
購入増所が燕塗りになっているが、
平成２７年度の領収書（Ｃ１５‐４７１）に
照らすと、購入先は佐藤贋員の自宅
（南成‐淑７丁目１５‐２２）であると推測
される。－

　　　　　　　　　

、

１４一２３４１～
３５２

　

′

　　　　　　

，

　　　　　

．

同上

　　　

′ ０

Ｃ１６一一４７０ 資料 なし ３６，３３３ ３６，３３３
一般紙購陳
践売新聞セット４月の領収書～
９ヶ月分。領収書の発行元は「鱗
売センター町田鶴川南部」。

・私的な資料 ・
購鎌場所が愚塗りになっているが、
平成２７年度の領収書（Ｃ１５‐４７３）に
照らすと、購入先は森本議員の自宅
（大蔵町４２１－４）と推測される。

１４一２３！資～
３５６

　

′
同上 ０

Ｃ１６‐４７１０４ハ９ 資料 田中 ３３，３３６ ３３，３３６

一般紙購鱗
新聞名不明 領収金額部分は判
鱗不能（黒塗り）。２７７８円×
１２ヶ月の一覧表あり。宛名は議
員名だが、住所は政党事務所。
領収－の発行元は「^Ｓ^町田西
部」

・私的な資料
・宛名は議員名だが、住所は議員の
所属する政党事務所（町田市中町１
‐２８－，１８）。政務活動に必要な支出
とはいえない。

１４‐２ ３５７ 下

　　

、

．

　　　　　　　　　　

ｆ

同上 ０

Ｃ１６÷４７２ 資料 なし ４０，０５０ ４０，０５０
一般紙購鱗
東京新聞

　

３３４３円×１１ヶ月
３２７７×１ヶ月

　

１年分の手書き領
収書。発行元は「^ＳＡ鶴川南部」

・私的な資料
・購鱗場所が明記されていないが、「鶴川南部」の販売店の領収書であ
り、金額も同一であることから、，わ
たべ議員の自宅と推測される（Ｃ１４‐
５４０、Ｃ１５‐４７０と同じ）。

１４‐２ ３鋼、上

　　　

、

同上 Ｏ

Ｃ１６÷４７３１２／０６ 資料 谷沢 ３１，９２０ ３１，９２０
社会新報

　

７００円×１２ヶ月×２部
月刊社会民主６３０円×１２ヶ月×２
部

・自ら所属する政党の機関紙購膝
・必要のない２部の購入 ４‐２ ３２７ 上－軍畿

【所属政党機関紙】
・政党機関紙の庸践費への
政務活動費の充当は埋めら
れる。
・会派控室に備え置くため
の購践であり、私的な購嫌
ではない。
・町田市政に関する調査研
究に有用な情報を提供する
資料である。

【２部購入】
・複数の議員が閲覧できる
よう、２部購入した。
・２部購入しても、多大な
支出ではない。
・運用指針では、複数部購
入が想定されており、購陳
部数に関する規制はない。

１５，９６０

Ｃ１６÷４７４１２／２６ 資料 谷沢 ８，０４０ ８，０４０
社会主■

　

６７０円

　

２０１６年４月～
２０１７年３月 同上 ４ー２ ３２９ 下 郭

・所属政党機関紙ではな
Ｌ、。
・町田市政と関係する記事
を掲載している。

Ｏ

Ｃ１６÷４７５１２／２６ 資料 谷沢 ８，１３６ ８，１３６
科学的社会主義

　

２０１６年４月～
２０１７年３月 同上 ４‐２ ３３０ 中 鞘 同上 ０

Ｃ１６‐÷４７６１２／２６ 資料 谷沢 ９，１６８ ９，１６８
週刊・新社会

　

２０１６年４月～
２０１７年３月 同上 ４ー２ ３３０ 下 甲１３７｝１ 同上 Ｏ

三 トト’

【

　　

ｔ

　　　　

ｉ

　　

ｌ

‘

　　　　　　

．‘
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３２９



計一睡←１１＊匿剰

　

湖容

　

＝鵬醐梱繊裏示一 隆ゴー－－－１鋼だ馨クラブの主ｎ蓋墓園

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

事情

１５，９６０合計額

　　　　　　　

３５５，５９９

Ｃ１７÷４４２０２／２４ 資料 なし ４２，．脳１９ ４２，α１９

ー般紙購糠

　

、
鱗売新聞。１年分一括した手書き
領収暮。議員の名前、住所無
し。領収書の発行元は「鱗売セ
ンタ「町田越山Ｌ

・私的な資料
購践増所が不明。嫉員の名前もな
し。説明責任を放棄している。 １５－２ ２１２２０３３

自宅や所属政党事務所にお
ける一般紙の購読費は、そ
の全額につき政務活動費の
充当が認められる。

０

Ｃ１７÷４４３０２／２４資料 なし １３，５（め １３，５００

一般紙購醗
日経新聞。１年分一括の手書き領
収書。議員の名前、′住所記載な
し。領収書の発行元は「隣売セ
ンター町田緑山」

・私的な資料
購脇場所が不明。議員の名前もな
し。説明責任を放棄している。

１５－２ ２１２２０３４ 同上 ０

Ｃ１７‐４４４ 資料 れ

　

．

４４，４０７ ４４，４０７
一般紙購脇
議員の名前の記載なし。４０３７円
×１１＝４４，４０７ 領収書の発行元は
「^Ｓ^成瀬駅前」

・私的な資料
購鱗している新聞名の記載がないが
朝日新聞と推測される。
・購践先の名前・‐増所の記載がない
が、領収書に記載されている住所
（南成瀬７一１５‐２２）は佐藤議
員の自宅。

１５‐２２１３～
２１８

３１１５

３１２５
同上 Ｏ

Ｃ１７一１４５０４／０３ 資料 なし ３０，５５８ ３０，５５８

一般紙購麟
新聞名、議員名、住所の記載な
し。一年分一括の手書．き領収
書。領収書の発行元は「ＡＳＡ町田
東部」，

　　　　　　

．

・私的な資料
購鱗増所が不明。鱗員の名前もな
し。説明責任を放棄している。

１５‐２ ２１９４０３８ 同上

　　　　　

． 、

　　

Ｏ

Ｃ１７一１４６０３／１２資料 なし －４４，４０７ ４４，４０７
」般紙購鱗
朝日新聞。賭鱗の議員名、住所
の記載なし。領収書の発行元は
「^ＳＡつくし野」

・私的な資料
購醜している新聞名の記載がない
が、朝日新聞と推測される（Ｃ１６‐
４６６と同じ販売店であり１カ月あたり
の金額４０３７円一致）。購鱗先の記載
がないが、谷沢議員の自宅と推測さ
れる

１５－２ ２３１５〔図３ 同上 ０

Ｃ１７－４Ｊ１７ 資料 なし ４０，３７０ ４０，３７０

一般紙購鱗
読売新聞。議員名なし。購入場
所は大蔵町４２１‐４。領収事の発行
元は「隣売センター町田鶴川東
部」

・私的な資料
霜鱗先の議員名は記載されていない
が、

′購入増所は森本議員の自宅
｛Ｃ１４－５３９，Ｃ１５‐４７３，Ｃ１４７０と同
じ）。

１５－２２３３～
２３６

７１２８

７１３７
同上 ０

Ｃ１７÷４４８０２／２８資料 なし ３６，７７３ ３６，７７３

ー般紙購鱗
東京新聞。購鱗している嫌員の
名前、住所の記載なし。手書き
領収書の発行元は「^Ｓ^鶴川南
部」

・私的な資料
購鱗増所が明記されていないが、「鶴川南部」の販売店の領収書であ
り、金額（月３３４３円）も同一である
ことから、わたべ議員の自宅と推測
される（Ｃ１４‐５４０、Ｃ１５‐４７０、Ｃ１６‐
３８４と同じ）。

１５－２ ２５６ ８１１４ 同上 ０

Ｃ１７－４ｉｌ９ ０９／２２資料 なし ７，３７０ ７，３７０
社会主義協会

　

，月間社会主義

　

１
年分 離員が所属する政党の機関誌 １５－２ ２２８５０３２ 繋昌

　

‐
・所属政党機関紙ではな
い。
・町田市政と関係する記事
を掲載している。

Ｏ

Ｃ１ｉ‐４５０ １１／２４資料 なし ８，４（Ｍ Ｂ，私）４
新社会党機関紙

　

２０１７年４月～
２０１８年３月 同上 １５－２ ２２８５０３５ 甲１３７－Ｉ 同上 ０

Ｃば‐４５１ １２ハ８資料 なし ７，４５８ ７，４５８
科学的社会主義

　

２０１７年４月～
２０１８年３月 同上 １５－２ ２２９５０３８繋 同上 Ｏ

Ｃ１７‐４５２ １２／２０資料 なし ２９，２６０ ２９，２綿、
社会新報

　

７００Ｘ１１ヶ月×２部
月刊社会民主６３０×１１ヶ月×２部

同上

　　　　　　　　　　　　

一・必要のない２部の購入 １５－２ ２３０５（ン節 甲１３５
甲１３６‐

【所属政党機関紙】

　　

，
・政党機関紙の購鱗費への
政務活動費の充当は認めら
れる。
・会派控室に補え置くた一
の購触であり、私的な購鱗
ではない。
・町田市政に関する醜査研
究に有用な情報を提供する
資料である。

【２部購入】
・複数の議員が閲覧できる
よう、２部購入した。
・２部購入しても、多大な
支出ではない。
・・運用指針では、複数部購
入が想定されており、購鱗
部数に関する規制はない。

１４，６３０

Ｃ１７÷４５３ １１月５資料 戸塚 ・９３，４２０ ９３，４２０ゼンリン地図購入

・選挙活動
２０１８年２月１８日告示の市簾会議員選
挙に向けた準備のための購入。
・購入した資料の内容が不明であ
る。町田市南・同北の地図帳は１冊２
万円（税抜き）である。４冊以上の
購入費用であると推測される。

１５－２ ２３２６０２０
１

　　　　　　　　　　　

．

・．議員は、政務活動を行う
ために様々 なところへ移動
するところ、例えば市民か
らの相談を受けたり現地を
調査したりするために移動
する際には、事前に住宅地
図で現地の道路、河川、
橋、水路等の位置や形態、
地形、住宅の配置やその偏
在状況、外形的な地目な
ど、現地の状況を確認する
ことが‘相談内容を正確に
理解する上で極めて重要で
ある。
・政務活動を行うにあた
り、最新の地図を購入する
必要性は高い。
・町田市南及び同市北の地
図であり、かつ‘それぞれ
紙媒体の地図とデジタルの
地図の購入。
・現地旗査などの際に携帯
するため、個々 の蜂員が住
宅地図を所持する必要が
あった。

Ｏ

Ｃ１７－４！鋪 ０１／０４資料 会派 ３７，１５２ ３７，１５２ゼンリン地図購入

同
・
る
で

まぽ同時期に重ねて購入してい
，会派としての必要に基づ〈もの
まない。

１５－２ ２５５８１１３ 同上 ０

　

　　

　　

　　　

　

　　

　
　

　　

　

　

　　
・

　

・

　　　

・

　

‘

１４，６３０合計額

　　　　　　　

４３５，１２８

まちだ市民クラブ 資料購入費
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支出書
号 支出日 費目 ；≦

員 支出金額
原告らの主
張する違法
支出醍

′支出内容

　

′ 原告らの主張する違法性を裏付ける事情 器トＮｏ位置領収書以外の関連証拠 会派まちだ市民クラブの．主張
裁判所の認定
する違法支出
額

Ｃ１４‐５５２０４／３０ 広報 石井 ４，８（鳩 ４，８（鳩「Ｈ．Ｐ運営費」４月分
・請負業者「トンボ製作所」は広告関連の事業
者ではな〈営業実態不明。

１２一３ 収）６

甲７６－１
甲７６一２
甲１７７（現地調査）
甲１７８

・とんぼ製作所は、石井議員
からホームページの管理運営
を受託していた業者である。
・ホームページの内容は会派
の活動の広報だった。

４，８（鳩

Ｃ４‐５５３０５／３０ 広報 石井 ４，００ ４，００同上

　

５月分 ・同上

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

， １２一 ４０７ 同上 同上 ４，００

４－ ０６／３０ 広報 石井 ４，００ ４，００同上

　

６月分 ・同上 １２一 収）８ 同上 同上 ４，００

Ｃ４‐５５０７／３０ 広報 石井 ４，００ ４，００同上

　

７月分 ・同上 １２－ 収）９ 向上 同上 ４，００

０８／３０ 広報 石井 ４，００ ４，００同上

　

８月分 ・同上 １２一 ４

　　

１ 同上 同上 ４，００

４－５７０９／３０ 広報 石井 ４，００ ４，００同上

　

９月分 ・同上 １２‐ ４ 同上

　　

－ 同上 ４，００

Ｃ４－ ｌｏ／３０ 広報 石井 ４，００ ４，００同上

　

１０月分 ・同上 ２ー ２ 同上 同上 ４，００

４－５９１１／３０ 広報 石井 ４，００ ４，００同上

　

１１月分 ・同上 同上 同上 ４，００

Ｃ４－６０１２／３０ 広報 石井 ４，００ ４，００同上

　

１２月分 ・同上

　　　　　

，

　　　　　　　　　　　　

・． １２‐ 同上 同上 ４，００

４－６１０１／３０ 広報 石井 ４，００ ４，００同上

　

１月分 ・同上 １２一３４ 同上

　　　　　　

、 同上 ４，００

４－６２０２／２８ 広報 石井 ４，０Ｏ ４，００同上

　

ｒ２自分， ・同上 １２－３４ 向上 同上 ４，００

４－ ０３／３０ 広報 石井 ４，００ ４，００同上

　

３月分 ・同上 １２一３ ７ 同上 同上 ４，００

Ｃ４÷う”０４／２０ 広報 小関 ６４，８００ ６４，８（鳩
手事き領収書

　

チラシ代として
「まちだ市民クラブ議会レポー
ト池１」と付記がある。

・請負業者「サナリイ」は印刷関連業者ではな〈
営業実態不明。納品書、請求書も不提出。印刷
枚数不明。１０月には３糾－４００円のチラシ代の支
出。

２ー３４１８上 甲７７

・成果物が領収書に添付され
ており、運用指針の定める
ルールは履践されている。
・サナリイが小関議員の躍会
報告チラシの作成に携わった
証拠として乙ＤＩ１‐

Ｏ

Ｃ４‐５６５０７／２０ 広報 関 ９７，２（鳩 ９７，２（鳩
同上「議会レポート他２」と付
記がある．

・同上 １２－３４１９中 同上 同上 Ｏ

Ｃ１４ｆ５６６１０／２０ 広報 関 ６４，８００ 斜，８｛め同上 ・同上 １２－３４２１上 向上 同上 Ｏ

Ｃ１４‐５６７１０／３０ 広報 間 ７２，８（鳩 ７２，８｛め同上 ・同上

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

、 １２ｒ３４２１中 同上 同上 Ｏ

Ｃ１４‐５６８１０／３０ 広報 関 ，９７，２｛刀 ９７，２（鳩
同上「議会レポート撤３」と付
記がある‐

・ｒ同上 １２－３４２１下 同上 同上

　　　　　　　　　　

′／ Ｏ

Ｃ１４‐５６９１０／３０ 広報 間 １２９，６｛刃 １２９，６００
同上「議会レポート瓶３」と付
記があるＡ

・同上 １２－３４２２土 同上

　

同上

　　　　　　

／ Ｏ

Ｃ１４‐５７００１／２０ 広報 関 １４０，４００ １４０，４００
同上「議会レポート概４」と付
記がある．

・同上 ２‐３４２３上 同上 同上

　　　　　　　

，

　

‐ Ｏ

　　　　　　　　　　　　　　　

′ ５７，６（鳩合汁甑

　　

７２４，４（刀

　　

，７２４，４００

Ｃ１５÷４８１０４／３０ 広報 石井 ４，３２０ ４，３２０ 「ＨＰ管理費」４月分
・請負業者「トンボ製作所」は、広告関連の事
業者ではなく．営業実態不明。 １３－３４７４

甲７６一Ｉ
甲７６一２
甲１７７（現地醜査）
甲１７８

・とんぼ製作所は、石井麿員
からホームページの管理運営
を受託していた業者である。
・ホームページの内容は会派
の活動の広報だった。

４，３２０

Ｃ１５４８２０５／３０ 広報 石井 ４，３２０ ４，３２０同上

　

５月分 ・同上 １３一３４７４ 同上 同上 ４，３２０

Ｃ１５‐÷４Ｂ３０６／３０ 広報 石井 ４，３２０ ４，３２０同上

　

６月分 ・同上 １３一３４７４ 同上 同上 ４．３２０

Ｃ１５４８４０７／３０ 広報 石井 ４，３２０ ４，３２０同上

　

７月分 ・同上 １３－３４７５

　　　　　　　

′同上 同上 ４，３２０

５４８５０８／３０ 広報 石井 ４，３２０ ４，３２０同上

　

８月分 同^上 １３一３４７５ 同上 同上 ４，３２０

廉一１８６０９／３０ 広報 石井 ４，３２０ ４，３２０同上

　

９月分 ．同上．・

　　　　　　　　　　　　　　

ー
３‐３４７５ 同上 同上

　

１ ４，３２０

５祁７１０／３０ 広報 石井 ４，３２０ ４，３２０同上

　

１０月分 ・同上 １３－３４７６ 同上 同上

　　　　　

、

　

１

　　

・ ４，３２０

１１／３０ 広報 石井 ４，３２０ ４，３２０同上・１１月分 ・同上 ３ー３４７６ 同上 同上 ４，３２０

５岨９１２／３０ 広報 石井 ４，３２０ ４，，３２０同上

　

１２月分 ・同上 １３‐３４７６ 同上 同上 ４，３２０

”９００１／３０ 広報 石井 ４，３２０ ４，３２０同上

　

１月分 ・同上

　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　

～ ３ー３４７７ 向上 同上 ４二３２０

Ｃ１５‐４９１０７／０５ 広報 小関 １７５，α）Ｏ １７５，０００ 「チラシ代」
・請負業者「サナリイゴは印刷関連業者ではな
く、営業実態不明。 １３－３４７８

　　　　

、

甲７７

・成果物が領収書に添付され
ており、運用指針の定める
ルールは履践されている。
・サナリイが小関議員の躍会
報告チラシの作成に携わった
証拠として乙ＤＩＩ」

　　

，．

Ｏ

Ｃ１５４９２０１／０１ 広報 会派 ８６，４｛鳩 ８６，４｛め
意見広告武相新聞 （有）町田
タイムズ社

・会派の宣伝広告であり、政務調査とはいえな
１３一３４８１

紙面に掲載できる情報の範囲
内において、会派の憤査研究
活動、謎会活動及び市の施策
について市民に報告し、広報
するために有用な情報が記載
されており「広報費」として
解められる^

Ｏ

　

　

　　

　

　　　　　

　
ｌ

　　

ｒ

　　　　

ｒ

　　

ー
Ｊｉ

　　　

ｌ

　　　

ｌ
　

　　

　　

　　

　

　　

　

　

‘

　　　　　　

‘

４３，２（め合汁

　　　

３０４，６００

　　

３餌，６００

Ｃ１６‐４７７０４／３０ 広報 ４，３２０ ４，３２０ 「ＨＰ管理費」４月分
・請負業者「トンボ製作所」は広告関運の事業者
ではな〈営業実態不明。 １４－３４１８

甲７６－Ｉ
甲７６－２
甲１７７（現地調査）
甲１７８

・とんぼ製作所は、石井議員
からホームページの管理運営
を受託してし、た業者である
・ホームページの内容は会派
の活動の広報だった。

４，３２０

‐４７８０５／３０ 広報 ４，３２０ ４，３２０同上

　

５月分 ・同上 ４ー３４１８ 同上 同上 ４，３２０

４７９０６／３０ 広報 ４，３２０ ４，３２０同上

　

６月分 ・同上 ４ー３４１８ 向上 同上 ４，３２０

ＣＩ一閲０７／３０ 広報 ４，３２０ ４，３２０同上

　

７月分 ▲同上 ４１９ 同上

　　　　　　　　

、 同上 ４，３２０

ＣＩ ０８／３０ 広報 ４，３２０ ４，３２０同上

　

８月分 ・同上 ４ー３４１９ 同上 同上 ４，３２０

ＣＩ細２０９／３０ 広報 ４，３２０ ４，・３２０同上

　

９月分 ・同上 ４ー３４１９ 同上 同上 ４，３２０

ＣＩ祁３ｌｏ／３０ 広報 ４，３２０ ４，３２０同上

　

１０月分 ・同上 ４ー３４２０

　　　

「
同上 同上

　　　

， ４，３２０

棚１１／３０ 広報
「

　　　　

‐ ４，３２０ ４，３２０同上

　

１１月．分 ・同上 ４‐３４２０ 同上 同上 ４，３２０

ＣＩ細５１２／３０ 広幅 ４，３２０ ４，３２０同上

　

１２月分 ・同上 ４ー３４２０ 同上 同上 ４，３２０

ＣＩ朝６０１／３０ 広報 ４，３２０ ４，３２０同上

　

１月分

　　　

－ ・同上 ４ー３４２１ 向上 同上 ４，３２０

銅７０２／２８ 広報 ４，３２０ ４，３２０同上

　

２月分 ．同上

　　　　　　　　　

・ ４ー３４２１ 同上 同上 ４，３２０

祁８０３／３０ 広報 ４，３２０ ４，３２０同上

　

３月分 ・同上 ４ー３４２１ 同上 同上 ４，３２０

Ｃ１６÷４８９０８／１１ 広報 科，醐 ５４，０００意見広告

　

タウンニュース
・会派の宣伝広告であり、政務調査とはいえな

４‐３ 糊

紙面に掲載できる情報の範囲
内において、会派の餌査研究
活動、鏡会活動及び市の施策
について市民に報告し、広報
するために有用な情報が記載
されており「広報費」として
襖．められる－

Ｏ

Ｃ１６４９００１ハ９ 広報 ８６，４００ ８６，４００意見広告・旗相新聞 ・同上

　　　　

、 ４ー３４１６

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

、 同上 Ｏ

５１，８４０合計掻

　　　　　　

１９２，２一１０

　　

１９２，２一１Ｏ

Ｃ１７÷４５５０４／３０ 広報 石井 ４ぞ
４，３（鳩

醇管理費

　

１ヶ月Ｂ，６００円の２分
の１が計上されている．４月分

・請負業者「トンボ製作所」は広告関連の事業者
ではなく営業実態不明。 １５一３２７５２醐

甲７６一Ｉ
甲７６一２
甲１７７（現地調査
甲１７８

・とんぼ製作所は、石井嫌員
からホームページの管理運営
を受託していた業者である。
・ホームページの内容は会派
の活動の広報だった。

４，３（鳩

まちだ市民クラブ

　

広報費３３１



　　

　

　　　

　　

　

　　

　　

　

ｉ

　　

・

　　　

‘

　　

‘

支『 支出日 費目 ；≦
員 支出金額

原告らの主
張する違法
支出額

支出内容 原告らの主張する違法性を裏付ける事情 纂欝トＮｏ位ー甑収書以外の関連証拠 会派まちだ市民クラブの主張
裁判所の認定
する違法支出
額・

　　　　

，」
Ｃ１７４５６０５／３０ 広報 石井 ４，３〔め ４，３（鳩同上

　

５月分 ・同上 １５－３２７５２（ＭＩ同上 同上 ４，３（鳩

Ｃ１７÷４５７０６／３０ 広報 石井 ４，３〔樽
」

　　　　

４，３（力 同上

　

６月分 ・同上 １５－３２７５２｛“２同上 同上 ４，３｛刀

Ｃ１７÷４５８０７／３０ 広報 石井 ４，３（力 ４，３（め 同上

　

７月分 ・同上 １５‐３２７６２帽 同上 同上 ４，３〔鳩

Ｃ１７÷４５９ＯＢ／３０ 広報 石井 ４，３（力 ４，醐 同上・８月分

　

ｒ

　　

‐ ・同上

　　

．

　

・ １５一３２７６２眺同上 同上 ４，３｛刀

Ｃ１７一”ｉｏ０９／３０ 広報 石井 ４，３〔鳩 ４，３（ぬ同上．９月分 ・同上 １５」３２７６２（ｙ１５同上 同上

　　　　　　　　

，， ４，３（め

Ｃ１７‐４６１１０／３０ 広報 石井 ４，３（め ４，３（め 同上．１０月分 ・同上 １５一３２７７２鰯 同上

　　　

， 同上

　　　　　　　

， ４，３｛滑

Ｃ１７‐４６２１１／３０ 広報 石井 ４，３（鳩 ４，３｛ぬ 同上

　

１１月分 ・同上 １５一３２７７２０４７向上

・とんぽ製作所は、石井躍員
からホームページの管理運営
を受託していた業者である。
・ホームページの内容は会派
の活助の広報だった。
・令和５年３月１５日付収支報告
書修正届により、７５２５円から
蛸００円に減額修正（丙Ｄ”の
３）

４，３（鳩

Ｃ１７４６３１２／３０ 広報 石井 ４，３〔ぬ ４，柵 同上

　

１２月分 ・同上 １５－３２７７２鰯 同上 同上

　

， ４，３（め

Ｃ１７÷４６４０１／３０ 広報 石井 ４，３００ ４，３（鳩 同上

　

１月分 ・同上

　

●

　　　

． １５一３２７８２０４９向上 同上 ４，３｛滑

Ｃ１７÷４６５０２／２８ 広報 石井 ４，３〔鳩 ４，３（樽 同上

　

２月分 ．同上

　　

．

　

●
，

　　　　　　

●

　　　

．

　　　　

・１５－３２７８２０５０同上 同上 ４，３｛滑

Ｃ１７一４６６０１／１６ 広報 会派 斜，醐 ５４，０００
タウンニュースでの意見広告代
２０１８年元旦号

・会派の宣伝広告であり、政務鹸査とはいえな
し、

　　　　　　　　

‐

　

‐

　　　

‐

　　　

、 １５－３

　

２９３ 嫌９

　　

‐．
，

　　　　　　　

▲

・紙面に掲載できる情報の範
囲内において、会派の鹸査研
究活動、議会活動及び市の施
策について市民に報告し、広
報するために有用な情報が記
載されており「広報費」とし
て認められる。
・選挙を伺わせる表現はな
い^

Ｏ

Ｃ１７÷４６７０３／０１ 広報 会派

　　

８６，４００ ８６，４００
武相新聞での意見広告代

　

２０１８
年元旦号１月１日 ・同上 １５－３

　

２９３

　　　

・ 同上 Ｏ

Ｃ１７‐４６８１１／０１ 広報 佐薦 ５５，２２１ ５５，２２１
チラシ印刷費

　

佐藤議員

　

鱗会
活動報告Ｎ糾５

　

１８，０００部

・選挙活動
３ヶ月後の２０１８年２月１８日告示の市議会躍員選挙
に向けての印刷費。議会報告を選挙チラシにし
ている １５一３２８５－２

上 ３１３２
定期的なチラシ作成の一環で
あり、選挙活動を目的とする
ものではない。

Ｏ

７÷４６９１１／０１ 広報 佐薦 １０，６９２ １０，６９２
チラシポスティング代

　

佐藤謎
ー

　

議会活動組告Ｎ（糾５，３０００部・同上 ー１－．
２８５－２
中 ３・１３３ 同上 Ｏ

Ｃ７÷４７０１１／１．Ｏ 広報 石井 ９９，３綿 ９９，３１紛
チラシ印刷費

　

石井議員

　

市政
報告 ２０１７秋号

　

２０，鰍〕部
▼同上 ２７２－

上 ２０３８
′

　　　　　　

＼ 定期的なチラシ作成の一環で
あり、．選挙活動を目的とするものではない‐

Ｏ

７÷４７１１１／ｎ 広報 佐薦 ６７，２０６、 ６７，２０６
チラシ郵便代 佐藤嫌員の簾会
活動報告の送付代と思われる
３回に分けて計９７４通を発送（１１
月１１日と１３日）

・同上・

　　

＼ ２８６
３
糾
鮪
鋪

定期的なチラシ作成の一環で
あり、選挙活動を目的とする
ものではない。

Ｏ

７÷４７２１２／０１ 広報 石井 ５７‘０２４ ５７，０２４
新聞折込代 石井躍員

　

２０１７秋
号

　

１６，．０００部

・選挙活動

　

２ヶ月後の２０１８年２月１８日告示の市
躍会嫌員選挙に向けての印刷費。躍会報告を選
挙チラシにしている

　　　

２７２‐
中 ２０３９

定期的なチラシ作成の一環で
あり、選挙活動を目的とする
ものではない。

Ｏ

７‐４７３１２ハ６ 広報 森本 ６，２０５ ６，２０５
チラシ印刷費

　

森本議員のチラ
シ（Ｂ）， ２０００部

・選挙活動

　

２ヶ月後の２０１８年２月１８日告示の市
龍会議員選挙に向けての印刷費。耀会報告を選
挙チラシにしている Ｉ ３（図 ７１４１

定期的なチラシ作成の一環で
あり、選挙活動を目的とする
ものではない。

乙

　　　

３，１０２

７÷４７４１２ハ８ 広報 森本 ５４，６０５ ５４，６０５
チラシ印刷費

　

森本議員のチラ
シ（Ｂ）

　

３０．０００部
・同上 Ｉ

　

３０５７１４２

　　　　　　　　　　　　

「
同上

　　　　　　

． ２７，３０２

ＣＩ立４７５１２月Ｂ 広報 森本 ８，３４５ ８，３４５
チラシ印刷費

　

森本議員のチラ
シ（Ｂ） ３０００部 ・同上 Ｉ

　

３０６７１蛸

　　　　

′
同上 ４，１７２

Ｃ１７‐４７６１２／２１ 広報 森本 ４３，０９１

　　

４

　　　　

３，０９１
チラシポスティング代

　

森本躍
ーのチラシ

　

但）

　

１０．５００部
・同上 －３３０，７－下 ７１４６ 同上 ２１，５４５

Ｃ１７一７７１２／２６ 広報 小関 ７０，８的 ７０，Ｂ９０
チラシ印刷費

　

おぜき１太郎獲
会しポート１２月

　

５０，０００部
・選挙活動

　

１ヶ月半被の２０１８年２月１８日告示の
市議会議員選挙に向けての印刷費。議会報告を
選挙チラシにしている

１５一３２１ｉｏ１伽 甲１７９、５買

定期的なチラシ作成の一環で
あり、選挙活動を目的とする
ものではない。、
・甲１７９記載の支出は、別のチ
ラシのポスティング代であ
る一
・任期前半より後半の方が部
数が多いのは、新人鱗員だっ
たからであるム

Ｏ

Ｃ１７一７８１２／２８ 広幅 戸塚 ７０，２〔樽 ７０，２餌
チラシ印刷費

　

戸塚躍員の活動
報告

　

２０１７年１１月１日号外

・選挙活動

　

２ヶ月後の２０１８年２月１８日告示の市
躍会躍員選挙のための印刷費。躍会報告を選挙
チラシにしている
印刷部数の記載はないが、金額からすると大量
の印刷が行われたと推測される

１５－３２９５－２猷）２２

　　　　　　　　

・ ・効率的な広報のために発行
したものであり、自己への投
票を呼び掛けるような内容で
はない。
・名前と顔写真を合わせて
も、１頁の三分の一程度にすぎ

７０′２（掩

Ｃ１７÷４７９１２／２９ 広報 戸塚 ６４６，３８０ ６４６，３８０
チラシ印刷費

　

戸塚議員の活動
報告

　

２０１７年１１月１日号外

同上

　　　　　　　　

・・

　　

，

　　

印刷部数の記載はないが、金額からすると大重
の印刷がおこなれたと推測される １５一３２５６０２１ 同上 ６４６，３８０

ＣローＩＢＯ１〃２９ 広報 戸塚 ２７５，４００ ２７５，４００

チラシ関連費

　

「ケヤキデザイ
ンスタジオ」への支払

　

戸塚議
員の活動報告２０１７年１１月１日号
外のデザイン料と推測されるが
あまりにも高唖である

．同上

　　　　

，

　　　　　　　　　　

．・ １５一３２ ６０２３

　　　

′

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・ー 同上 ２７５，４（め

Ｃ１７一１８１０・１／１６ 広報 小関 ６８，６２０ ６８，６２０
チラシ印刷費

　

おぜき宣太郎獲
会レポート２０１８年１月

　

５０，０００
部

・選挙活動

　

，１ヶ月後の２０１８年２月１８日告示の市
離会議員選挙のための印刷費。議会報告を選挙
チラシにしている １５一３ Ｉ１α）５甲１７９、５貢

定期的なチラシ作成の‐環で
あり、選挙活動を目的とする
ものではない。
・‐甲１７９記載の支出は、別のチ
ラシのポスティング代であ
る。
・任期前半より後半の方が部
数が多いのは、新人隣員だっ
たからである－

３４，３１０

Ｃ１７÷４８２０２／０５ 広報 小関 １７４，５２８ １７４，５２８
チラシポスティング代

　

おぜき
璽太郎議会レポート１２月号
４０．４００部

　

１月にポスティング
・同上 １５一３２ １α）７甲１７９、５貢 同上 Ｏ

Ｃ１７÷４８３０２／０６ 広報 佐嵐 ３３，７３５ ３３，７３５
チラシ印刷費

　

佐藤機員

　

議会
活動報告Ｎｏ４６

　

１０，鰍〕部
・選挙活動

　

２月１８日告示日直前の市麟会躍員選
挙のための印刷費。議会報告を選挙チラシにし
ている

１５－３２
上 ３１３８

定期的なチラシ作成の一環で
あり、選挙活動を目－的とする
ものではない－

　　

・
Ｏ

Ｃ１７一幅１４０２／０６ 広報 佐置 ２１，２５４ ２１，２５４
チラシポスティング代

　

Ｊ佐藤錘
員

　

議会活動報告Ｎｏ４６

　

６８００部
２月６日配布

・同上 ５ー３２８１ト
下 ３１３９ 同上 Ｏ

Ｃ１７÷４８５０２／０６ 広報 森本 １３５：４３０ １３５，４綿
チラシポスティング代

　

森本穫
員のチラシ（Ｂ），３３，０００部
』見参等号同月２７琳ボス ・同上 １５－３

　

執）８７１４７

　

．

定期的なチラシ作成の一環で
あり、選挙活動を目的とする
ものではない。

６７，７１５

Ｃ１７÷４８６０２／０９ 広幅 佐薦 １２４，２１２ １２４，２１２
チラシ郵送代

　

佐藤躍員

　

議会
活動報告Ｎ０４６

　

３回に分けて計
２１５４通を発送（２月９日）

・同上 ５ー３２９０
３１４０
３１４１
３１４２

　

、、

定期的なチラシ作成の一環で
あり、選挙活動を目的とする
ものではない．

Ｏ

Ｃ１７÷４８７０３／０７ 広報 小国 ２２７，９２３ ２２７，９２３
チラシポスティング代

　

おぜき
１太郎議会レポート１月号
４０，犠１部

　

２月にポスティング
・同上 ５ー３２６８１似〕８甲１７９、５頁

定期的迂ばチラシ作成の一環で
あり、選挙活動を目的とする
ものではない。
．甲１７９記載の支出は、、別のチ
ラシのポスティング代であ
る。・

　

・

　　　　

，
・任期前半より後半の方が部
数が多いのは、新人議員だっ
たからである^

１１３，９６１

１，３１１，３８７合汁甑

　

２，４３８，０２１

　

２，４３８，０２１

まちだ市民クラブ

　

広報費３３２



支が 支出日 費目 議員名 支出金額
原告らの主張
する違法支出

　

樋
支出内容 原告らの主張する違法性を裏付ける事情嚢欝ト間 位ー領収書以外の関連証拠 会派まちだ市民クラブの

　　　

主張
裁判所の認定
する違法支出
憐

ｃＩ５７１０４／１２ 通信 谷沢 ３，１２０ ３，１２０ ハガキ代

　

５２円ｘ６０枚
・使途不明
大量のハガキ購入 １２一４４２９上左

甲１４１
甲１４２
甲１４３

【使途】
・厚木基地騒音問題に関
連して、会合の通知書あ
るいは資料の送付のため
に使用した。

【大量購入】
・購入量に応じた規制は
なし、。
・使途基準不適合性を推
認させる事実ではない。

【換金可能性】
・換金可能性を踏まえた
規制はない。

３，１２０

Ｃ１４‐５７２０５／１５ 通信 谷沢 ３，１２０ ３，１２０ ハガキ代

　

５２円×６０枚
・使途不明
大量のハガキ購入 １２‐４４２９下右 同上 同上 ３，１２０

Ｃ１４‐５７３０８／１ｌ 通信 谷沢 ３，１２０ ３，１２０ ハガキ代

　

５２円ズ帥枚
・使途不明
大量のハガキ購入 １２‐４４２９下左 同上 同上 ３，１２０

Ｃ１４‐５７４ｌｏ／１４ 通信 谷沢 ３，１２０ ３，１２０ ハガキ代

　

５２円×６０枚
・使途不明
大量のハガキ購入 １２‐４４３０上中 同上 同上 ３，１２０

Ｃ１４‐５７５１１／０６ 通信 谷沢 １３，０００ １３，０００ ハガキ代

　

５２×２５０枚
・使途不明
大量のハガキ購入 １２－４４３０上右 同上 同上 １３，０００

Ｃ１４‐５７６９１／鋼 通信 谷沢 ４，５１０ ４，５１０ 切手代

　

Ｂ２円×５５枚
・使途不明
大豊のハガキ購入 １２－４４３０下横 同上 同上 ′

　　　

４，５１０

Ｃ１４‐５７７０３／０２ 通信 谷沢 ３，１２０ ３，１２０ ハガキ代

　

５２円×６０枚
・使途不明
大量のハガキ購入 １２‐４

　

４３０上左 同上 同上

　

． ３，１２０

Ｃ１４‐５７８ ０４／０１ 通信 谷沢 １，０７２ １，０７２宅急便代。
・使途が全く不明 １２－４４３１上左 同上 使途を明らかにすること

は求められていない－
Ｏ

Ｃ１４‐５７９ ０３／２８ 通信 谷沢 １，７１め １，７６０宅急便代。
・使途が全く不明 １２一４４３１上右 同上

　　　　　　　

、 同上 Ｏ

Ｃ１４‐５８０１０／１７ 通信 佐薦 ８，４｛地 ８，棚
社会福祉法人での切手購入と、される。－

　　

・ ８２×１００枚、２
円×１００枚。

・使途不明
大畳の切手購入 １２－４ ”３上 同上

【使途】
議会報告チラシの郵送費
の支払手段として使用し
た。
【寄附】
公職選挙法上の寄付行為
には該当しない。

Ｏ

Ｃ１４一；８１１２／１８ 通信 佐屑 ４９，２（め ４９，２（刈同上

　

８２Ｘ‐６００枚
・使途不明
大量の切手購入 １２－４４４６上 同上 同上 Ｏ

Ｃ１４‐５８２０１ハ３ 通信 佐薦 ４９，２（鳩 ４９，２（鳩同上

　

８２×６００枚
ー使途不明
大量の切手購入 １２‐４４４７上 同上 同上 Ｏ

Ｃ１４÷５８３０６／２８ 通信 森本 １０，４００ １０，４００同上

　

５２×２００枚
・使途不明
大量のハガキ購入 １２－４４４９上中 同上

森本議員が開催した市政
報告会の案内状として使
用した．

Ｏ

Ｃ１４‐５８４０７／０１ 通信 森本 １０，４００ １０，４｛地同上

　

ハガキ代

　

５２×２００枚
・使途不明
大量のハガキ購入 １２‐４４駒 上左 同上 同上 Ｏ

ｃ１４ヤ５８５ 通信 佐薦 １７８，７８４ １７８，７８４
ａｕ電話料金４月分～３自分の支払証
明書

　

１５，０００円のみ計上（１月分
は実額での計上）

・使途不明・私的利用
携帯電話料金・と推測されるが、月額１万５０
００円を超えており、議員の家族などの利用
料金が含まれている可能性が高い

１２‐４４５１
甲１８０
甲１８１

）【家族利用料金】
含まれない。
【携帯電話料金】
運用指針の定める上限規
制に服しているので、按
分比による規制は及ぱな
し、。

７６，６８０

Ｃ１４‐５８６ 通信 わたべ １２，５２３ １２，５２３
自宅インターネット回嫌使用料
（ＮＴＴファイナンス）料金の４月請
求分

・使途不明・私的利用
ＮＴＴ東日本の料金は自宅の固定電話料金とも推
測される。
ＫＤＤＩ料金は請求事がなく内容が判然とし
ないが、料金のなかには政務鯖査とは無関係
である、テレビ回線使用料（４５０円十５００円）
とスカバー施設利用料（２２７）も含まれる（４
６２頁以下に請求書内訳あり）。

１２‐４４５３ 同上

【自宅固定電話
・含まれない。

【テレビ，・ス力
・収支報告事修
出した。
・５００円はテレヒ
料ではない。
【携帯電話料金
運用指針の定め
制に服している
分比による規制
Ｌ、０

缶を提
ざ回様使用

】
る上限親
ので、按
は及ばな

６，２６１

Ｃ１４‐５８７ 通信 わたべ １２，５３０ １２，５３０同上５月請求分 ・同上 １２－４４５４ 同上 同上 ６，２６５

Ｃ１４‐５８８ 通信 わたぺ １５，０００ ，１５，０００同上６月請求分

　

１５０００円のみ計上・同上 １２－４４５５ 同上 同上 ６，２５７

Ｃ１４－５８９ 通信 わたべ １１，７３７ １１，７３７同上７月請求分 ・同上

　　　　　　

、 １２‐４４５６ 同上 同上 ５，８６８

Ｃ１４≦１Ｏ 通値 わたぺ １３，５３６ １３，５３６同上８月請求分 ・同上

　

，

　　　

．

　　　　

′ １２‐４４５７ 同上 同上 ６，７６８

Ｃ１４‐５９１ 通信 わたべ １５，０００ １５，０００同上９月請求分．１５０００円のみ計上・同上 １２－４４５８ 同上

　　

． 同上 ７，１１４

Ｃ１４÷う９２ 通信 わたべ １５，０００ ，．１５，０００
同上１０月錆求分

　

１５０００円のみ計
上 ・同上 １２‐４４５９ 同上 同上●

　　　

，一 ６，７９９

Ｃ１４‐５９３ 通信 わたべ １５，α）Ｏ １５，０００
同上１１月鰭求分

　

１５０００円のみ計
上 ・同上 １２‐４４６１ 同上 同上 ５，１９６

Ｃ１４‐５９４

′

　　

』通信 わたべ １５，０００ １５，０００
同上１２月請求分・１５０００円のみ計
上 ・同上

デー４
４６３ 同上

【自宅固定電話】
・含まれない。
【テレビ・スカバー】
・支出額１万５０００円にはテ
レビ回績使用料（４５０円）
とスカバー回嫌使用料
（２２７円）は含まれていな
し、。
・５００円はテレビ回績使用
料ではない。
【携帯電話料金１
運用指針の定める上限規
制に服しているので、按
分比による規制は及ばな
い。

６，０７２

Ｃ１４÷も９５ 通信 わたべ １５，０００ １５，０００同上１月請求分

　

１５０００円のみ計上・同上 ２ー４４６５ 同上 同上

　　　　　　　　　　

．・ ６，５２８

Ｃ１４‐５９６ 通信 わたべ １５，０００ １５，０００
同上２月請求分

　

１５０００円のみ計
上 ・同上 １２‐４４６８ 同上 同上 ６，８６３

Ｃ１４‐５９７ ．通信 わたぺ １５，０００ １５，０００
同上３月鯖求分

　

１５０α）円のみ計
上 ・同上 ２‐４４７０ 同上

　　

一 同上 ６，１９８

Ｃ１４‐５９８０４ハ９ 通信 谷沢 ９，４７２ ９，４７２ＮＴＴファイナンス

　

４月分

・使途不明

　

・私的利用
「ドコモ利用分」とされるが、内容が全く不
明である。
・自宅の固定電話料金を含むと推測される。

２ー４４７３ 同上

【自宅の固定電話料金】
含まれる。しかし、自宅
固定電話料金への政務活
動費の充当は認められ
る。
【携帯電話料金】
運用指針の定める上限規
制に服しているので、按
分比による規制は及ばな

４，７３６

Ｃ１４‐５９９消印わか 通信 谷沢 ９，７４５ ９，７４５同上５月分 ・同上 ２‐４４７４ 同上 同上 ４，８７２

Ｃ１４一Ｋぬ０６／２０ 通信 谷沢 ９，８３１ ９，８３１同上６月分 ・同上 ２ー４４７５ 同上 同上 ４，９１５
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まちだ市民クラブ

　

通信運搬費

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

３３３



　

『

支ｒ 支出日 費目 議員名ー支出金額
原告らの主張
する違法支出

　

額
支出内容 原告らの主張する違法性を裏付ける事情 器トＮｏ位ー領収書以外の関連証拠 会派まちだ市民クラブの

　　　　

主張
裁判所の認定
する違法支出
樋

４仙ｌよめず 通信 谷沢 ，７７１ ７７１同上７月分 ・同上

　　　　　　　　　　　　　　

－－ １２－４４７６ 同上 同上 ４，８８５

Ｃ４仙２よめず 通信 谷沢 ，７４７ ７４７同上８月分 ・同上 ２‐４４７７ 同上 同上 ４，８７３

０９／２１ 通信 谷沢 ７３４ ７３４同上９月分 ・同上 ２ー４４７Ｂ 同上 同上 ４，８６７

４棚４１０／２４ 通信 谷沢 ，７２６ ７２６同上１０月分 ・同上 ２ー４４７９ 同上 同上 ４，８６３

４１０５１１／２５ 通信 谷沢 ，６９９ ６９９同上，１１月分 ・同上 ２‐４ 卿 同上 同上

　　　　　　　　

・ ４，８４９

４初６１２／０９ 通信 谷沢 ，１９４ １９４同上１２月分 ・同上 ２ー４４８１ 同上 同上 ４，５９７

Ｃ４仙７０１／２１ 通信 谷沢 ，２８０ ２８０同上１月分 ・同上 ２‐４ 戦１２ 同上 同上 ４，鋼

Ｃ４÷毛０８０２／２０ 通信 谷沢 ，２９８ ２９８同上２月分 ・同上 ２‐４４１３３ 同上 同上 ４一６４９

４仙９０３／２０ 通信 谷沢 ，４９７ ４９７同上３月分 ．同上

　　　　

＼ ２ー４ 隅 同上 同上 ３，２４８

Ｃ１４毛１００５／２０ 通信 石井 １３，９６１ １３，９６１ソフトバンク５月分の代金

・使途不明
・私的利用／
携帯電話料金であるが、内容が全く不明。３
台分の料金であり、議員の家族などの利用料
金が含まれている可能性が高い。

１２一４４８６ 同上

【家族利用料金】
含まれない。携帯電話１
回線と‐ｉｆｉ機器２回線の料
金である。
【携帯電話料金】
運用指針の定める上限規
制に服しているので、按
分比による規制は及ばな
い。

６，９８０

Ｃ１４◆１１０６／２０ 通信 石井 １３２２４ １３，２２４同上６月分の代金 ・同上 １２－４４１１７ 同上 同上 ６，６１２

Ｃ１４◆１２０７／２０ 通他 石井 １２，９６３ １２，９６３同上７自分の代金 ・同上 ２‐４４８ 同上 同上 ６，４８１

Ｃ１４÷６１３０８／２０ 通信 石井 １３，６３７ １３，６３７同上８月分の代金 ・同上 ２‐４４８

　　　　

’ 同上 同上 ６，８１８

Ｃ１４÷毛１４０９／２０ 通信 石井 １５，０００
・１５，０００

同上９月分の代金

　

９月以降は
１５．０００円のみの計上

・同上

　　　　　　　　　

， ２ー４４８ 同上 同上 ７，３５３

Ｃ１４◆１５１０／２０ 通信 石井 １５，０００ １５，０００同上１０月分の代金 ・同上 ４８ 同上 同上 ７，３４１

Ｃ１４ｆ１６１１／２０ 通信 石井 １５，０００ １５，０００同上１１月分の代金 ・同上 ４８ 同上 同上 ４，７３１

Ｃ１４÷毛１７１２／２０ 通信 石井 １５，０００ １５，０００同上１２月分の代金 ・同上

　

Ｌ ２ー４４８ 同上

　　　　　

． 同上 ６，８４１２

Ｃ１４÷６１８０１／２０ 通信 石井 １５，０００ １５，０００同上１自分の代金 ・同上 ２ー４４８ 同上 同上 ４，７２８

Ｃ１４毛１９０２／２０ 通信 石井 １２，１７３ １２，１７３同上２月分の代金 ・同上

　　　　　　

・
，

２‐４ 同上 同上 ６，０８６

Ｃ１４』２０８月 通信 田中 １５，０００ １５，０００
ａｕひかり料金８月分

　

１５，側）円の
みの計上

・使途不明
・私的利用
自宅の固定電話料金、光回線の利用料ゞ スマ
ホの利用料、スマホの本体代（分割払い）零
を含む。

１２一４４１拍～
４９１

　　

・

同上

【自宅固定電話料金】
含まれる。しかし、自宅
固定電話料金への政務活
動費の充当は認められ
る。
【本体代（分割払い）】‐
含まれない。
【携帯電話料金１
運用指針の定める上限規
制に服しているので、按
分比による規制は及ぱな
し、。

６，１５５

Ｃ１４２１９月 通信 田中 １４，６３９ １４，６３９同上９月分 ・同上 １２一４４９３

　　　　　

・

同上

【自宅固定電話料金】
含まれる。しかし、自宅
固定電話料金への政務活
動費の充当は認められ
る。
【本体代（分割払い）】
・収支報告事修正届を提
出した。
【携帯電話料金】
運用指針の定める上限規
制に服しているので、按
分比による規制は及ばな
Ｌ、。

７，３１９

Ｃ１４毛２２１０月

　

， 通信 田中 １４，１８６ １４，ＩＢ６同上１０月分 ・同上 １２一４４９４～
４９５ 同上 同上 ７，Ｑ９３

Ｃ１４◆２３１１月 通信 田中 １５，０００ ｒ

　

１５，０００同上１１月分 ・同上 １２－４４９６～
４９７ 同上

【自宅固定電話料金】
含まれる。しかし、自宅
固定電話料金への政務活
動費の充当は認められ
る。
【本体代（分割払い）】
含まれない。

【携帯電話料金】
運用指針の定める上限規
制に服しているので、．按
分比による規制は及ばな
い。

６，７２９

Ｃ１４◆２４１２月 通信 田中 １５，０００ １５，０００同上１２月分 ・同上 １２‐４４萱葺ず 同上 同上 ６，６１０

Ｃ１４‐６２５１月 通信 田中 １３，９５０ １３，９５０同上１月分 ・同上 １２－４鼠〕Ｉ 同上

【自宅固定電話料金】
含まれる。しかし、自宅
固定電話料金への政務活
動費の充当は認められ
る。
【本体代（分割払い）】
・収支報告書修正届を提
出した。
【携帯電話料金】
運用指針の定める上限規
制に服しているので、．按
分比による規制は及ばな
い。

６，９７５

Ｃ１４２６２月 通信 田中 １５，０００ １５，０００同上２月分 ・同上

　　　　　　

●

　　　　　　　　　　

－ １２－４５０２～
織 同上

【自宅固定電話料金】
含まれる。しかし、自宅
固定電話料金への政務活
動費の充当は認められ
る．
【本体代（分割払い）】
含まれない。
【携帯電話料金】
運用指針の定める上限規
制に服しているので、按
分比による規制は及ぱな
し、

７，４（鳩

３５４，２２６合計額

　　　

８６８，３７９

　　　

８６８，３７９

　　　

／

まちだ市民クラブ

　

通信運搬費３３４



三三

支誓書支出日 費目 議員名 支出金額
原告らの主張
する違法支出

　

樋
支出内容 原告らの主張する違法性を裏付ける事情

証拠
書号
（甲） トＮｏ位ー鎖収書以外の関連証拠 会派まちだ市民クラブの

　　　　

主張
裁判所の認定
する違法支出
樋

Ｃ１５４９３０４／２１ 通信 谷沢 ９，２４６ ９，２４６ＮＴＴファイナンス

　

４月分。

・使途不明
・私的利用
「ドコモ利用分」とされるが、内容が全〈不
明である。
・自宅の固定電話料金を含むと推測される。

３‐４４８５ 同上

【自宅の固定電話料金】
含まれるｄしかし、自宅
固定電話料金への政務活
動費の充当は認められ
る。
【携帯電話料金】
運用指針の定める上限規
制に服しているので、按
分比による規制は及ばな

４，６２３

Ｃ１５‐４９４０５／２４ 通信 谷沢 ，４３６ ，４３６同上

　

５月分 ・同上 ３‐４４１３６ 同上 同上 ４，７１８

Ｃ１４９５０６／１９ 通信 谷沢 ，２７４ ，２７４同上

　

６月分 ・同上 ４８７ 同上 同上 ４，３７

Ｃ１５÷４９６０７／２１ 通信 谷沢 ，２６６ ，２６６同上

　

７月分 ・同上 ３ー４４８８ 同上 同上 ４，３３

Ｃ１５‐４９７０８／２２ 通信 谷沢 ，２一１８ ，２聡 同上

　

８月分 ・同上 ４８９ 同上

　　　　　　　　

．同上 ４，２４

Ｃ１５÷４９８０９／２２ 通信 谷沢 ，２３８ ，２３８同上

　

９月分 ・同上 ３ー４

　

４鱒 同上 同上 ４，１９

Ｃ１５４９９１０／２０ 通信 谷沢 ，２４６ ，２４６二同上

　

１０月分 ・同上 ４９１ 同上 同上 ４，２３

Ｃ１５－駅）Ｏ１１／２０ 通信 谷沢 ，２６６ ，２６６同上

　

１１月分 ・同上 ３ー４４９２ 同上 同上 ４，３３

Ｃ１引コ１１２／２１ 通信 谷沢 ，２４６ ，．２４６同上

　

１２月分 ・同上 ３ー４４９３ 同上 同上 ４，２３

Ｃ１駅１２０１／２３ 通信 谷沢 ，４０５ ，収）５同上

　

１月分 ．同上

　　　　　　　　　　　　　　　

・ ３ー４４９４ 同上 同上 ４，０２

Ｃ１５－叔）３０２／２０ 通信 谷沢 ，２１ｉ４ ，２６４同上

　

２月分 ・同上 ３ー４４９５ 同上

　　　　　

、 同上 ４，３２

Ｃ１５‐５０４０３／１９ 通信 谷沢 ，２２０ ，２２０同上

　

３月分 ．同上

　

′ １３‐４４９６ 同上 同上 ３，１１０

Ｃ１５‐５０５０４／２７ 通信 戸塚 １４，３６６ １４，３６６通帳の引き落とし記録

・使途不明
・私的利用
・領収書の添付なし
ドコモの電話料金をクレジットカードで引き
落とされたことしかわからない。誰の通帳か
も不明。金額も高額であり、家族使用分など
が含まれている可能性もある。自宅の電話料
金等を含むと推測される。

１３‐４５０３ 同上

令和５年３月１５日付収支報
告書修正届により、支出
額を１５０αコ円から１４３６６円
に減額修正（丙帥１の１）

【家族使用分】
含まれない。

【自宅電話料金】
含まれない。

【携帯電話料金】
運用指針の定める上限規
制に服しているので、按
分比による規制は及ばな
い。

　　　　　　　　

，

　　　

、

１１，３１８

制一分”Ｕ

自宅電話料金
まれない。

携帯電話料金
用指針の定め
に服している
比による規制

Ｃ１５－訊〕６０５／２５ 通信 戸塚 １２，１９０ １２，１９０同上 ・同上 １３‐４ 鄭 同上

家族使用分】
まれない。
自宅電話料金
まれない。

携帯電話料金
る上限規
ので、按
は及ばな

９，１４２

分比による規制
い△

Ｃ１５‐５０７０６／２５ 通信 戸塚 １５，０００ １５：０００同上ｒ

　　　

′
・同上 １３一４５０５ 同上 同上 １１，５２

　

・
Ｃ１５－叔）８０７／２１ 通信 戸塚 １５，０００ １５，０００同上・

　　　　　　　　

．

　

・ ・同上 １３‐４

　

鼠）６ 同上 同上 １１，５２

ｃｌ寺‐５０９０８／２１ 通信 戸塚 １５，０００ １５，０００同上 ・同上 １３一４５０７ 同上 同上 １１，５２

Ｃ１５‐５１００９／ｍ 通信 戸塚 １５，０００ １５，・０００同上 ・同上

　　　　　　　　　　　　　

． １３‐４ 鼠）８ 同上 同上 １１，５２

Ｃ１５１１ｌｏ／２１ 通信 戸塚 １５，０００・

　　

１５，ｏｏｏ同上 ・同上 １３一．４

　

駅）９ 同上ノ 同上 １１，５２

Ｃ１５‐５１２１１／１０ 通信 戸塚 １５，０００ １５、０００同上 ・同上 １３‐４

　

５１０ 同上 同上 １１，５２

Ｃ１５‐５１３１２月Ｏ 通信 戸塚 １５，０００ １５，醐 同上 ・同上 １３－４５１１ 同上 同上 １１，５２

ＣＩモト５１４０１ハ２ 通信 戸塚 １５，０００ １５，０００同上 ・同上 １３‐４５１２ 同上 同上 １１，５２

Ｃ１５‐５１５０２／ｍ 通信 戸塚 １５，０００ １５，０００同上 ．，同上

　　　　　　

．

　

・ １３‐４５１３ 同上 同上

　　　　　　　　

， １１，５２

Ｃ１５‐キ５１６０３／１０ 遁他 戸塚 １５，０００ １５，０００同上 ・同上 １３－４５１４ 同上 同上

　　　　　　

．

　　

・ １１，５２

Ｃ１５‐５１７０４／２３ 通信 わたべ １５，０００ １５，０００
電話料金・ＮＴＴファイナンス４月ご
請求分

　

「「ＫＤＤＩ料金」電話」

．使途不明

　　

．・
・私的利用
請求事、領収書なし。雄の通帳かも不明。金
額も高甑であり、家族使用分などが含まれて
いる可能性もある。
・．自宅での固定電話料金を含むと推測され
る、。

１３－４５１７下左 同上

　　　　　

・

【家族使用分】
含まれない。
【自宅固定電話料金】
含まれない。

【携帯電話料金】
運用指針の定める上限規
制に服しているので、按
分比による規制は及ばな

６，０７３

Ｃ１５‐５１８０６／０１ 通信 わたぺ １５，０００ １５，０００同上５月分 ・同上

　　　　　　　

．
３‐４５１８上 同上 同上 ６，２１１

ＣＩ １９０６／３０ 通信 わたべ １５，０００ １５，０００同上６月分 ・同上 ３‐４５１９上 同上 同上 ６，７８９

ＣＩ ２００７／３１ 通信 わたべ １５，０００ １５，０００同上７月分 ・同上‐ ３ー４５２０上 同上 同上 ６，４３３

ＣＩ ０８／３１ 通信 わたべ １５，０００ １５，０００同上８月分 ・同上 ３ー４５２１上 同上 同上 ５，９４２

ＣＩ ２２０９／３０ 通信 わたべ １５，０００ １５，０００同上９月分 ・同上 ３ー４５２２上 同上 同上 ５，７１１

ＣＩ １１／０２ 通信 わたべ １５，０００ １５，０００同上１０月分 ・同上

　　

，

　　　　　　　　　　　　　　　　

３‐４５２３上 同上 同上 ６」９５０

２４１１／３０ 通信 わたべ １５，０００ １５，０００同上１１月分 ・同上 ３‐４５２４上 同上 同上 ６，４８６

ＣＩ ２５０１／餌 通信 わたべ １５，０００ １５，０００同上１２月分 ・同上 ３ー４５２５上 同上 同上 ７．０１８

２６０２／０１ 通信 わたべ １５，０００ １５，０００同上１月分 ・同上 ３ー４５２６上 同上 同上 ７，０３６

ＣＩミト２７０２／２９ 通信 わたべ １５，０００ １５，０００同上２月分 ・同上 １３一４５２７上 同上 同上 ５，６３８

０３／３１ 通信 わたぺ １５，０００ １５，０００同上３月分 ・同上 １３一４５２８上 同上 同上 ７，４９８

Ｃ１５‐５２９０４／３０ 通信 森本 １５，０００ １５，０００
「ドコモケイタイ」と「ＮＴＴファイナ
ンス」の料金 ４月分

・使途不明・私的利用
請求－、領収書なし。誰の通帳かも不明。金
額も高額であり、家族使用分などが含まれて
いる可能性もある。自宅の固定電話料金も含
まれると推測される。

１３‐４５３８～
５３９上 同上

【家族使用分】
含まれない。１つの携帯電
話に２つの電話番号が割り
当てられていた。

【自宅固定電話料金】
含まれる。しかし、自宅
固定電話料金への政務活
動費の充当は認められ
る。
【領収書等】
口座から自動引き落とし
されている場合は、通帳
の写しを添付書類とする
規定である。

【携帯電話料金】
運用指針の定める上限規
制に服しているので、按
分比による規制は及ばな
い。

５ル４１

まちだ市民＝クラブ

　

通信運搬費３３５



支『 支出日 費目 議員名 支出金額
原告らの主張
する違法支出

　

樋
支出内容 原告らの主張する違法性を裏付ける事情

証拠
番号
（甲） ト間 位置僅収書以外の関連証拠 会派まちだ市民クラブの

　　　　

主張
裁判所の認定
する違法支出
唖

０６／０１ 通信 森本 １５，０００ １５，０００ 同上５月分

　　　

． ・同上

　　

－ ３‐４則～
５４１上 同上 同上 ４，ｌｆｉ４

０６／３０ 通信 森本 １５，０００ １５，０００同上６月分 ・同上 ３ー４５４２～
５４３上 同上 同上 ５，７４８

５－ ０７／３１ 通信 森本 １５，０００ １５，０００ 同上７月分 ・同上 ３‐４綿～
科５上

　

，同上 同上

　　　

～ ５，７２８

５－３３０８／２５ 通信 森本 １５，０００ ．１５，０００ 同上８月分 ・同上

　　　　

／ ３‐４‘６～
５４７上 同上 同上 ５，８１４

Ｃ 調０９／３０ 通信 森本 １５，０００ １５，０００ 同上９月分 ・同上 ３ー４聞～
５４９上 同上 同上 ４，５１９

５－３５１１／０２ 通信 森本 １５，０００ １５，０００ 同上１０月分 ・同上 ３‐４５即～
５５１上 同上 同上 ５，２５９

１１／３０ 通信 森本 １５」ＧＯＯ １５，０００ 同上１１月分 ・同上 ３ー４５５２～
５５３上 同上 同上 ５，０５３

５－’′０１／０４ 通信 森本 １５，０００ １５，０００ 同上１２月分 ・同上 ５！“～上 同上 同上 ５，６６３

Ｃ ０２／０１ 通信 森本 １５，０（）Ｏ １５，０００同上１月分 ・同上 ３‐４５５６～
５５７上 同上 同上 ５，８３４

９０２／２９ 通信 森本 １５，０００ １５，０００同上２月分 ・同上 ３ー４５５８～
５５９上 同上，‐ 同上 ５，７０６

５‐５４００３／３１ 通信 森本 、１５，０００ １５，０００ 同上３月分 ・同上 ５関～
５６１上 同上

　　　　　　　

－ 同上 ５，５１科

Ｃ１５‐５４１０６／０１ 通信、 田中 １３，９９２ １３ム９９２ＫＤＤＩ電話代４月

・内容不明・私的利用
手書きメモからは携帯購入代金の分割代も含
まれることがわかる。自宅の電話料金等を含
むと推測される。

１３－４５６２ 同上

【自宅固定電話料金】
・含まれる。しかし、自
宅固定電話料金への政務
活動費の充当は認められ
る。
【携帯購入代金】
・含まれない。

【携帯電話料金】
運用指針の定める上限規
制に服しているので、按
分比による規制は及ぱな
し、。

６，９９６

Ｃ１５‐５４２０６／３０ 通信 田中 １５，０００同上５月分 ・同上 １３‐４ 同上 同上 ６，４１０

Ｃ１５４３０７／３１ 通信 田中 ＯＭ １５，０００同上６月分 ・同上 １３－４ ６４ 同上 同上 ４，８７３

Ｃ１５－５一１４０８／３１ 通信 田中 １５，０００同上７月分 ・同上 １３‐４ ６５ 同上 同上

　　

５，４２９

Ｃ１５‐５４５０９／３０ 通信 田中 １５，０００同上８月分 ・同上 １３－４ ６６ 同上 同上 ５，０６２

Ｃ１５‐５４６１１／０２ 通信 田中 １５，０００同上９月分

　

， ・同上 １３－４ ６７ 同上 同上 ４，３７２

Ｃ１５‐５４７１１／３０ 通信 田中 １５，０００同上１０月分 ・同上 １３一４ 同上

　　　　

，

　　

ご 同上 ６，０５５

Ｃ１５－１８０１／０導 通信 田中 ，

　

１５，０００同上１１月分 ・同上 １３一４ 同上 同上 ６‘４０８

Ｃ１５‐５４９０２／０１ 通信 田中 醐 １５，０００同上１２月分 ・同上 １３」４ ７０ 同上

　　

， 同上 ４，５７１

Ｃ１５－５！め０２／２９ 通信 田中 １５，０００同上１月分 ・同上 １３－４ ７１ 同上 同上

　　　　　

・ ・

　

５，６２０

Ｃ１５‐５５１０３／３１ 通信 田中 １５，０００同上２月分 ・同上 １３－４ ７２ 同上

　　

－ 同上

　　　　　

， ６，９５３

Ｃ１５５２０５／０２ 通信 田中 １５，０００ １５，０００
３月分

　

請求事からは、ａｕ電話料
金、ａｕひかり料金、ａｕひかりテイ
ケイプロバイダ料金等であること
がわかる。

　　　

ー

・使途不明

　

・私的利用
・自宅のイン夕『ネット回線の費用は政務調査
とは無関係である。^ｕ電話料金も料金からし
て数台分のスマホ・携帯料金と推測される。

１３－４５７３

　　

Ｊ
同上

【携帯電話料金）
運用指針の定める上限規
制に服しているので、按
分比による規制は及ばな
い^

６，６７９

Ｃ１５‐ち５３０４／２０ 通信 石井 ８８，５８２ ８８，５８２
ソフトバンク電話代
３台分の料金 ４月から１１月分

・使途不明・私的利用
・領収書の添付なし
・３台分の料金であり、家族使用分を含むと推
測される。
・携帯本体の分割払い分も含むと推測され
る。

１３一４５７４ 同上

塞
雰
含

嘉
貧

家族利用料金
まれない。携
績とｗｉｆｉ機器
である。
携帯本体の分
】
まれない。
携帯電話料金
用指針の定め
に服している
比による規制

帯電話１，２回線の料

割払い

】
る上限規
ので、按
は及ばな

４３，７６９

Ｃ１５５４０６／０１ 通信 おぜき ８，５１３４ ８‘５６４ＮＴＴドコモの料金 ４月分

・内容不明・私的利用
・領収事の添付なし。誰の通帳かも不明。金額
からして数台分のスマホ携帯の料金と推測さ
れる。家族使用分を含むと推測される。

１３－４５７５

／

同上

含

【
口
さ
の
規

家族利用料金
まれない。
領収■等】
座から自動引
れている場合
写しを添付書
定である。
携帯電話料金

き落とし
は、．通帳
類とする

】
る上限規
ので、按
は及ばな

４，２８２

分比による規制
い。

Ｃ１５‐５５０６／３０ 通信 おぜき １１，６５８ １１，６５８同上５月分

　　　

’ ・同上 １３‐４５７６ 同上 同上 ５，８２９

Ｃ１５－ ０７／３１ 通信 おぜき １５，０００ １５，０００ 同上６月分 ・同上 １３－４５７７ 同上

　　

， 同上

　　　　　　　　

一 ２，３５１

Ｃ１５‐５７０８／３１ 通信 おぜき １５，０００ １５，０００同上７月分 ・同上 １３－４５７８ 同上 同上 ５，８１３

０９／３０ 通信 おぜき １５，０００ １５，０００同上８月分 ・同上 １３‐４５７９ 同上 同上 ４，１４８

Ｃ１５－ １１／０２ 通信 おぜき １５，０００ １５，０００ 同上９月分 一同上 １３‐４

　

５綿 同上 同上 ６，３８８

Ｃ１５－６０１１／３０ 通信 おぜき １５，０００ １５，０００ 同上１０月分 ・同上 １３－４５８１ 同上 同上 ６，心４１

６１０１／偶 通信 おぜき １５，０００ １５，０００ 同上１１月分 ・同上 １３－４５８２ 同上 同上 ６，２９多

Ｃ１５－６２０２／０１ 通信 おぜき １５，０００‐ １５，０００同上１２月分 ・同上 １３－４

　

５８３ 同上 同上

　　　　　

． ・，

　

・ ６，５６４

Ｃ１５－６３０２／２９ 通信 おぜき １５，０００ １５，０００同上１月分 ・同上

　　　　　　　

１ １３－４５１“ 同上 同上 ６，１９２

ＣＩ！ｉ‐ ０３／３１ 通信 おぜき ・１５，０００ １５，０００同上２月分 ・同上 １３‐４５８５ 同上 同上 ６，８２０

Ｃ１５‐５６５０４／ｎ 通信 戸塚 ”，８８８ ４４，８８８

第１種定形・料金別納で１２４通の
郵送。ただし１２４通速達で送って
いるので、１０，１６８円の郵送費と、特殊取り扱い２８０円ｘ１２４で３４，７２０
円‐合計”．８８８円

・使途不明 １３一４

　

５１５上左 使途を明らかにすること
は求められていない。・

Ｏ

Ｃ１５‐５６６０５／１８ 通信 谷沢 １０，４００ １０，４｛飽 切手代

　

５２×２００
・大量の切手購入
・使途不明 ３‐４４９７上左

甲１４１
甲１４２
甲１４３

【使途】
・，厚木基地騒音問題に関
連して、会合の通知－あ
るいは資料の送付のため
に使用した。
【大量購入】
・購小量に応じた規制は
ない。
・使途基準不適合性を推
認させる事実ではない。
【換金可能性】
・換金可能性を踏まえた
規制はない。

１０，４（鳩

Ｃ１５‐５６７０７／０６ 通信 谷沢 １０，４００ １０，４００切手代

　

５２×２００ ・同上 １３‐４４９８上左 同上 同上 １０，４００

Ｃ１５÷５６８ＯＢ／１１ 通信 谷沢 １０，４｛鳩 １０，４００切手代

　

５２×２００

　

． ・同上 ３ー４４９９上左 同上， 同上 １０，４００

一 ー

′；

　　

；

　　

ー

　　

三一
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支『 支出日 費目 議員名 支出金，
鹸

原告らの主張
する違法支出

　

撞 、

　

支出内容 原告らの主張する違法性を裏付ける事情
証拠
番号
（甲） トＮｏ位ー鎖収書以外の関連証拠 会派まちだ市民クラブの

　　　

主張
載判所の認定
する違法支出
樋

Ｃ１５‐５６９０９／２５ 通信 谷沢 １０，４（力 １０，４００切手代

　

５２×２００ ・同上 １３‐４ 剛 上左 同上 同上 １０，４００

Ｃ１５÷５７０１０／０７ 通信 谷沢 １０，４（鳩 １０，４（地 切手代

　

５２×２（鳩 ・同上 １３‐４鰍〕Ｉ上左 同上 同上 １０，４００

Ｃ１５７１０１／１２ 通信 佐薦 ２４，６００ ２４，６（め 切手代

　

８２×３００，， ・同上 １３－４５３５上 同上

【使途】
議会報告チラシの郵送費
の支払手段として使用し
た。
【寄附】

　　

．公職選挙法上の寄付行為
には該当しない。

Ｏ

Ｃ１５‐５７２０１／２７ 通信 谷沢 ４，１〔刃 ４，１００切手代

　

８２×５０ ・同上 １３ヤ４４９４上左 同上

【使途】
・厚木墓地騒音問題に関
連して、会合の通知書あ
るいは資料の送付のため
に使用した。
【大量購入】
・購入量に応じた規制は
なし、。
・使途基準不適合性を推
認させる事実ではない。

　　　

・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

，
【換金可能性】
・・換金可能性を踏まえた
規制はない。

４，１００

Ｃ１５‐５７３０２／０４ 通信 谷沢 ′

　　

２，４６０ ２，４６０切手代

　

８２×３０ ・同上 １３‐４５０２上左 同上 同上 ２，４６０

Ｃ１５７４０２／０５ 通信 谷沢 ４，Ｔ〔め ４，１００切手代

　

８２×５０ ・●同上 １３－４５０２上中 同上 同上 ４，１〔め

Ｃ１５‐５７５０２／０８ 通信 佐高 ２４，６（め ２４，閑０切手代

　

８２×３００ ・同上 １３‐４５３６上 同上

【使途】
議会報告チラシの郵送費
の支払手段として使用し
た。
【寄附】
公職選挙法上の寄付行為
には該当しない。

Ｏ

Ｃ１５‐５７６０３／１０ 通信 谷沢 ３，２８０ ３‘２８０切手代

　

８２×４０ ・同上 １３‐４４９６上中 同上

【使途】
・厚木墓地騒音問題に関
連して、会合の通知事あ
るいは資料の送付のため
に使用した。
【大量購入】
・購入量に応じた規制は
ない。
・使途基準不適合性を推
認させる事実ではない。
【換金可能性】
・換金可能性を踏まえた
規制はない。

３，２８０

Ｃ１５‐５７７０３／１５ 通信 佐藤 ４１，０（｝Ｏ ４１，０００切手代

　

８２×５００ ・同上 ３ー４５３７上 同上

【使途】
獲会報告チラシの郵送費
の支払手段として使用し
た。
【寄附〕
公職選挙法上の寄付行為
には書室当Ｌない^

Ｏ

　　　　　　　　　　　　　

合計額

　

１，２６８，７３５・，１，２６８，７３５

Ｃ１６÷４９１
′

通信 佐事 Ｔ２７，３７６ １２７，３７６ 「ａｕ電話利用料」

・領収書の添付とはいえない（説明責任の放棄
である）。
利用料金証明■は宛名がすべて黒塗りされて
おり、誰あてものかも不明。ただし、‐カード
での支払いの利用明細事（４４５頁上部）に「佐
藤和彦」と記載されており、かろうじて佐藤
議員の支出とわかる。
・使途がおよそ不明である。携帯電話料金で
あるが、複数台分の料金であり、隣員の家族
などの利用料金が含まれている可能性も高
い。

　　　　　

・

　　　　　　　　　　　　　

－

１４‐４４４１３～
傘１７

甲１８０
甲１８１

【家族利用料金】
含まれない。
【携帯電話料金】
運用指針の定める上限規
制に服しているので、按
分比による規制は及ばな
い。

６３，６８８

Ｃ１６÷４９２ 通信 不明 ６８，１３６ ６８，１３６
「ＪＣ榊３サービスバック利用料」
とある。手書きで、「ネット４６４９
円、固定電話１０２９円」，と記入されている。

・領収書の添付とはいえない（説明責任の放
棄である）
・自宅での固定電話とインターネット回績の
使用料と推測されるが、政務活動に必要な経
費とはいえない。

１４－４牢１８～
４１純 同上

【自宅固定電話料金】
含まれる。しかし、自宅
固定電話料金への政務活
動費の充当は認められ
る。

３４，０６８

Ｃ１６‐４９３

　　　

′

通信 谷沢 １１１，４４０ １１１，４４０
ＮＴＴファイナンスの料金
４月～３月分。３０２６（３０２７）円の領
収書と約６０００円の領収書の２種類
ある。

　　

．

　

．

・領収－の添付とはいえない（説明責任の放
棄である）
・内容不明。
・自宅での固定電話料金を含むと推測され
る。

１４‐４４１５１～
４７０ 同上

【自宅の固定電話料金】
含まれる。しかし、自宅
固定電話料金への政務活
動費の充当は認められ
る。

　　　　　　　　

・

【携帯電話料金】
運用指針の定める上限規
制に服しているので、按
分比による規制は及ばな
Ｌ、。

５５，７２０

Ｃ１６Ｊ９４ 通信 河辺 ２４０，０００ ２卿，ＭＯ
ドコモ利用料金とＮＴＴ東日本への
支払い。

・詳細は不‐明
・ドコモの料金には複数台のスマホ・携帯の
料金を含むと推測される÷家族使用分を含
む。
・ＮＴＴ東日本の料金は、自宅での固定電話とイ
ンターネット回績の使用用とも推測される。

１４－４４７２～４８３ ′

　　　　　　

′

同上

【家族使用分】
含まれない。
【自宅固定電話料金】
含まれる。しかし、自宅
固定電話料金への政務活
動費の充当は認められ
る。

【携帯電話料金】
運用指針の定める上限規
制に服しているので、按
分比による規制は及ばな

‐

　

６１，７８３

Ｃ１６一９５ 通信 不明 ２２０，１８６ ２２０，１８６
ドコモのカード（ＤＣＭＸ）での支払
い。

・領収事の添付とはいえない（説明責任の放
棄である）
誰の通帳かも不明。内容も不明。これでは領
収書を添付したことにならない。金額からし
て複数台のスマホ・携帯の料金と推測され
る。

１４‐４４９４ 同上

・令和５年３月１５日付収支
報告書修正届により、支
出額を２４万円から２２万
０１８６円に減額修正（丙幽
の２）
・戸塚議員の携帯電話料
金額（丙Ｄ５５）
・運用指針の定める上限
規制に服しているので、
按分比による規制は及ば
ない。

１８８，８５８

５７６，７１２

まちだ市民クラブ

　

通信運搬費３３７



支が 支出日 費目 嫌員名 支出金額
原告らの主張
する違法支出

　

額
支出内容 原告らの主張する違法性を裏付ける事情嚢欝トＮｏ位■領収書以外の関連証拠 会派まちだ市民クラブの

　　　

主張
裁判所の認定
する違法支出
額

Ｃ１６÷４９６

　　　　　

′

通信 森本 ２一鳩，０００ ２４０，０００
電話料金
「ＫＤＤＩ利用料金」「ドコモケイタ
イ」の付記があるものと全く付記
がないものとがある。

・領収書の添付とはいえない（説明責任の放
棄である）
・すべての支出について内容が全く不明。
・携帯電話料金は複数台分の料金と推測され
る。－離員の家族などの利用料金が含まれてい
る可能性が高い
・自宅の固定電話料金とイ．ンターネット回線
の使用料を含むと推測される

４ー４４９５～

′

　　　　　　　　　　　　　　

ー

同上

【家族使用分１
含まれない。

【自宅固定電話料金】
含まれる。しかし、自宅
固定電話料金への政務活
動費の充当は認められ
る。
【領収書等】
口座から自動引き落とし
されている場合は、通帳
の写しを添付書類とする
規定である。

【携帯電話料金】
運用指針の定める上限規
制に服しているので、按
分比による規制は及ぱな
し、。

９８，０９４

Ｃ１６÷４９７ 通信 田中 ２１５，７６２ ２１５，７６２ＫＤＤ－電話代

・領収書の添付とはいえない（説明責任の放
棄である）
内容不明

　

自宅の電話料金や携帯の分割代金
等を含むと推測される

４‐４５０９～
５１７

′

同上

【自宅固定電離
・含まれる。し
宅固定電話料金
活動費の充当は
る。
【携帯購入代金
・含まれない。

【携帯電話料金
運用指針の定め
制に服している
分比による規制
し、。

料金】
かし、目
への政務
認められ

】

】
る上限規
ので」按
は及ばな

１０７，８８１

Ｃ１６÷４９８二通信 石井 １７８，０２８ １７８，０２８
ソフトバンク携帯電話，３台分
Ｗｉｆｉ料金も含む。それ以上の内容
は不明。

・使途不明・私的利用
・領収－の添付なし
・３台分の料金であり、家族使用分を含むと推
測される。
・携帯本体の分割払い分も含むと推測され
る。

４‐４５１８～
５２０

　　　

＼

同上

【家族利用料金】
含まれない。携帯電話１
回線とｗｉｆｉ機器２回線の料
金である。

　

・

【携帯本体分割払い分】
携帯機種変更料６０００円が
含まれる。しかし｝携帯
本体購入費への政務活動
費の充当は認められる。

【携帯電話料金】
運用指針の定める上限規
制に服してＬゞるので、按
分比による規制は及ぱな
し、。

　　　　　　　　　

‐

８９，０１４

ｃ、４９９

　　　

′

通信 おぜき １３９，４９８ １３９，４９８
ＮＴＴドコモの料金の引き落とし記
録。

・領収書の添付とはいえない（説明責任の放
棄である）
誰の通帳かも不明。これでは領収書を添付し
たことにならない。内容も全〈不明。金額か
らして複数台分と推測される。家族利用分も
含むと推測される。

４‐４５２１～
５３０ 同上

【家族利用料金】

　　　

′
含まれない。
【領収書等】
口座から自動引き落とし
されている場合は、通帳
の写しを添付書類とする
規定である。
【携帯電話料金】
運用指針の定める上限規
制に服しているので、按
分比によ‐る規制は及ぱな
し、。

６３，９０３

Ｃ１６－５００

　　　　　

Ｌ

通信 わたべ １９５，５８３ １９５，５８３
ＮＴＴファイナンスへの支払いと
「ＫＤＤＩ料金」の引き落とし。２９年
２月と３月はＢＩＧＬＯＢＥ（セデ）の引
き落としもある。

・使途不明

　

・私的利用
請求書なし。領収書はＮＴＴファイナンス（東日
本）のみる誰の通帳かも不明。
・金額も高甑であり、家族使用分などが含ま
れている可能性もある。
ｒ・自宅での固定電話料金を含むと推測され
る。

４‐４５３１～
－５４３ 同上

【家族使用分】
含まれない。

【自宅固定電話料金】
含まれる。しかし、自宅
固定電話料金への政務活
動費の充当は総められ
る。
【携帯電話料金】
運用指針の定める上限規
制に服しているので、按
分比による規制は及ぱな
し、。

９７，７９１

ｌｉｔ ・１

８６０，８００合計額

　　　

，

　　

１，７３６，００９

　　

１，７３６，００９

Ｃ１７÷４８８ 通信 おぜき ５９，３９５ ５９，３９５ＮＴＴドコモ引き落としの記録

・領収書の添付とはいえない（説明責任の放
棄である）
誰の通帳かも不明。これでは領収書を添付し
たことにならない。内容も全〈不明。金額か
ら・して複数台分と推測される。．家族利用分も
含むと推測される。

５‐４３１７～
３２３ ０１５

同上

口
さ
の
親

　

【
運
制
分
い

家族利用料金】
まれない。

領収書等】
座から自動引き落とし
れている場合は、通帳
写しを添付書類とする
定である。
携帯電話料金】
用指針の定める上限規
に服しているので、按
比による規制は及ばな

２９，６９７

Ｃ１７一１８９ 通信 石井 １５５，５０６ １５５，５０６ソフトパンク携帯電話

　

３台分

・領収事の添付とはいえない（説明責任の放
棄である）
一すべての支出について内容が全く不明。
・携帯電話料金は複数台分の料金と推測され
る。議員の家族などの利用料金が含まれてい
る可能性が高い
・自宅の固定電話料金とインターネット回線
の使用料を含むと推測される

５‐４３２４～
３２５

２０５１

２０綿
同上

含

塞
≦

嘉
貧

家族利用料金】
まれなＬＩ。携帯電話１
績とｗｉｆｉ櫨器２回線の料
である。
自宅固定電話料金】
まれない。

携帯電話料金】
用指針の定める上限規
に服しているので．按
比による規制は及ばな

６９，８１１

Ｃ１７÷４９０ 通信 不明 ２１５，６３５ ２１５，６３５ 「ＪＣＯＭ３サービスバック利用料」

・領収１の添付とはいえない（説明責任の放
棄である）
自宅の固定電話とインターネット回線の料金
と推測される。ＴＶの料金が含まれている可能
性もある。いずれも政務鯛査とは無関係であ
る。

１５－４３２６～３１４３

３１６４
同上

含
固
助
る

自宅固定竃話料金】
まれる。しかし、自宅
定電話料金への政務活
費の充当は認められ １０７，８１７

Ｃ１７÷４９１ 通信 田中 １４２，５３２ １４２，５３２ＫＤＤ１電話代

・携帯電話料金であるが、内容が全く不明。
・高額であり複数台分の料金と推測される。
議員の家族などの利用料金が含まれている可
能性が高い

５ー４３３７－２４０５１

４０５７
同上

【家族利用料金】
含まれない。
【携帯電話料金】
運用指針の定める上限規
制に服しているので、按
分比による規制は及ぱな
し、。

７１，２６６

まちだ市民クラブ

　

通信運搬費３３８

　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　

・



支が 支出日 費目 轟員名 支出金額
原告らの主張
する違法支出

　

謹
支出内容 原告らの主張する違法性を裏付ける事情嚢欝トＮｏ位電領収書以外の関連証拠 会派まちだ市民クラブの

　　　

主張

　　　　

．
裁判所の認定
する違法支出
樋

Ｃ１７‐４９２

′

　　　

′

通信 谷沢 １０１，８９１

　　　

１０１，８９１電話料金・ＮＴＴファイナンス

・領収事の添付とはいえない（説明責任の放
棄である）
・内容不明。
・自宅での固定電話料金を含むと推測され
る。

１５‐４卿～
彩１９

醐
５０”

同上

【自宅の固定電話料金】
含まれる。しかし、自宅
固定電話料金への政務活
動費の充当は認められ
る。

【携帯電話料金】
運用指針の定める上限規
制に服しているので、按
分比による規制は及ばな
Ｌ、。

５０，９４５

Ｃ１４９３ 通信 森本 ２卿，０００ ２４１０，０００
ドコモ携帯代、インターネット
代、固定電話代の引き落とし記録

・領収書の添付とはいえない（説明責任の放
棄である）
誰の通帳かも不明。内容も不明。
・自宅の固定電話料金を含むと推測される。
携帯料金は複数台のものと推測される。家族
使用分を含むと推測される。

１５‐４３５３
７１４８

７１７２
同上

【家族使用分１１
含まれない。

【自宅固定電話料金】
含まれる。しかし、自宅
固定電話料金への政務活
動費の充当は認められ
る。
【携帯電話料金１
運用指針の定める上限規
制に服してい．るので、按
分比による規制は及ばな
い。

９９，２４１

Ｃ１７‐４９４

　　

．

通信 不明 １３７，２９７ １３７，２９７
ＫＤＤＩ電話とＢＩＧＬＯＢＥ（セデ）の引
き落とし記録。

・使途不明

　

・私的利用

　　　　

－請求事なし。領収事はＮＴＴファイナンス（東日
本）のみ。誰の通帳かも不明。
・金額も高額であり、家族使用分などが含ま
れている可能性もある。
・．自宅での固定電話料金を含むと推測され
る。
前年の領収書（Ｃ１６００）から、わたべ議員の
ものとわかる。

５ー４３！“～
３５５

８１１６

８１３７
同上

【家族使用分】
含まれない。
【自宅固定電話料金】
含まれる。しかし、自宅
固定電話料金への政務活
動費の充当は認められ
る。
【携帯電話料金】
運用指針の定める上限規
制に服しているので、按
分比による規制は及ぱな
し、。

６８，６４８

４９７，４２５合汁風

　　

１，０５２，２５６

　

１，０５２，２５６

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

まちだ市民クラブ

　

通信運搬費３３９



支出署
号 支出日費目 職員名 支出金額

原告らの
主張する
違法支出

額
支出内容

　　

．－ 原告らの主張する違法性を裏付ける

　　　　　　

事情
証拠
番号
（甲） トＮｏ 位置領収書以外の関連証拠 会派まちだ市民クラブの主

　　

張
裁判所の総
定する違法
支出額

Ｃ１５‐５７８０３／３１ 事務 河辺 ８２，１３０ ８２，１３０
備品

　

複合機

　

キャノン
‐ＩＦ７２６ＣＤＷ

・年度末の高額機器の購入。 ３ー５ ５８７

・政務活動のための合理的
な必要に基づく購入と、政
務活動費の消化を目的とす
る購入は、矛盾しない。
・「支出の緊急の‐必要性」
は求められていない。
・大量のカラー資料の印刷
のため、レーザープリン
ターを購入した。

４１，‐０６５

Ｃ１５‐５７９０３／３１ 事務 戸塚 ６９，２３７ ６９，２３７
備品ノー‐トバソコン
２０１１０３６２４８０９８

　

９０，８０６円

　

うち
ポイントカード１３，５６９円、金券
８，０００円を使い支払う。

・年度末の高額機器の購入。 ３ー５ ５９２

　　　

、

　

＼

　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　

′

ｇ政務活動のための合理的
な必要に基づ〈購入と、政
務活動費の消化を目的とす
る購入は、矛盾しない。
・「支出の緊急の必要性」
は求められていない。

２３，８３４

Ｃ１５‐５８００３／３０事務 小関 １８７，６５０ １８７，６５０
レシートがな〈、傭品パソコ
ン、パソコン周辺機器としてと
の記載。

・年度末の高額機器の購入
・購入内容不明 ３ー５ ６３７ 丙Ｄ６１、６２の１～３同上 ９３，８２５

Ｃ１５‐５８１ ０６／０８事務 小関 ３２，５５２ ３２，５５２ 消耗品

　

トナー・用紙代として
・レシートがない
・購入内容不明 ３ー５ ６３８中 同上

会派控室構え付けのプリン
ターのトナーカートリッジ
の購入代金。

０

Ｃ１５８２１１月３事務 小関 １０，５７０ １０，５７０ インク代として

　　

－

・レシートがない
・購入内容不明
同日の、同じ増所での購入なのに、
手書き領収書であるうえ、領収書が
分割されている（Ｃ１５‐５８２～５８６）。
内容が不明であるうえ、極めて不自
然な領収書の発行状況となってい
る。

　　　　　　

－

３ー５ ６３８下

′

　　　　　　　　　　　

．

会派控室揃え付けのプリン
ターの，トナーカ÷トリツジ
の購入代金（丙Ｄ４１）。

Ｏ

Ｃ１５‐５８３１１月３事務 小関 １０，５７０ １０，５７０ 同上 ・同上 ３ー５ ６３９上 同上 ０

Ｃ１５‐５８４１１月３ 事務′

　

′」、関 １０，５７０ １０，５７０ 同上 ・同上

　　　　　　　　　　　　　　

′ ３ー５ ６３９ 中

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

、
同上一 ０

Ｃ１５‐５８５１１ハ３事務 小関 １０，９７０ １０，９７０ 同上 ・同上

　　　　

，

　　　　　　　　　　

ｒ ３ー５ ６３９下 同上 Ｏ

Ｃ１５‐５８６１１ハ３ 事務 小関 ２，１〔鳩 ２，１㈹ 同上 ・同上 ３ー５ 醐 上

　　　　　

．

　　　　　

Ｊ

会派控室備え付けのプリン
ターのコピー用紙の購入代
金（丙Ｄ４１）。

Ｏ

合

　　　　　　　　　　　　

′

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

′

ミ ト ー ‘
．‐

　　

　　

　

　　　　

　

　　　

　

　　　　

　

　　

　
，

　　

．

　　

‘

　　　

‘

まちだ市民クラブ

　

事務費３４０

　　　　　

′


